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Jリ ーグ理念

日本サッカーの水準向上及び

サッカーの普及促進

1.豊かなスポーツ文化の振興及び

国民の心身の健全な発達への寄与

1.国際社会における交流及び

親善への貢献
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Jリ ーグ活動方針

フェアで魅力的な試合を行うことで、地域の

人々に夢と楽しみを提供します。

2.自治体 ロファンロサポーターの理解・協力を仰

ぎなが ら、世界に誇れる、安全で快適なスタ

ジアム環境を確立 していきます。

3.地域の人々に Jク ラブをより身近に感 じてい

ただ くため、クラブ施設を開放 した り、選手

や指導者が地域の人々と交流を深める場や機

会をつ くっていきます。

4.フ ットサルを、家族や地域で気軽に楽しめる

ようなシステムを構築しながら普及していき

ます。

5.サッカーだけでなく、他のスポーツにも気軽

に参加できるような機会も多くつくつていき

ます。

6.障がいを持つ人も一緒に楽しめるスポーツの

システムをつくっていきます。



Jリ ーグ設立趣旨

「スポーツ文化」としてのサッカーの振興
日本のサッカーをより広く愛されるスポーツ

として普及させることにより、国民の心身の

健全な 発達を図るとともに、豊かなスポー

ツ文化を醸成。わが国の国際社会における交

流・親善に寄与する。

日本サッカーの強化と発展
日本のサッカーを活性化し、オリンピック、
ワール ドカップに常時出場できるレベルにま
で実力を高め、日本におけるサッカーのステ

イタスを向上させる。

3.選手 ヨ指導者の地位の向上

トップレベルの選手 口指導者に、やり甲斐の

ある場を提供し、その社会的地位を高めてい

く。

4.競技場をはじめとするホームタウン環境の整備

地域に深く根ざすホームタウン制を基本とし、

各地域において地元住民が心ゆくまで トップ

レベルのサッカーとふれあえるよう、スタジア
ム施設をはじめチーム周辺を整備する。
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Jl会員
2020年 2月 1日 時点

北海道コンサ ドーレ札幌
法人名

実行委員名

所在地

株式会社コンサ ドーレ

野々村 芳和

〒063Ю052 北海道札幌市西区宮の沢 2条 3丁 目4-1

ベガルタ仙台
法人名    株式会社ベガルタ仙台

実行委員名  菊池 秀逸

所在地    〒98←0014 宮城県仙台市青葉区本町 3-6-16 漁信基ビル 4階

鹿島アントラーズ
法人名

実行委員名

所在地

株式会社鹿島アントラーズ 。エフ・シー

小泉 文明

〒314-0021 茨城県鹿嶋市粟生東山 2887

浦和レッズ
法人名

実行委員名

所在地

浦和レッドダイヤモンズ株式会社

立花 洋一

〒336-8505 埼玉県さいたま市緑区美園 2-1

柏レイソル
法人名

実行委員名

所在地

株式会社日立柏レイソル

瀧川 龍―郎

〒277-0083 千葉県柏市日立台 1-2-50

FC東京
法人名

実行委員名

所在地

電 話

FAX

東京フットボールクラブ株式会社

大金 直樹

〒182-0034 東京都調布市下石原 1-2-3 TSOビル

042 (444)2630

042(4“ )2657

川崎フロンターレ
法人名

実行委員名

所在地

株式会社川崎フロンターレ

藁科 義弘

〒213●013 神奈川県川崎市高津区末長牛8-52



横浜 Fロ マリノス
法人名   横浜マリノス株式会社

実行委員名  黒澤 良二

所在地    〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-←3 DS‖ 新横浜ビル 5F

横浜 FC
法人名

実行委員名

所在地

株式会社横浜フリエスポーツクラブ

上尾 和大

〒2440801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 54卜2 三宅ビル 5階

湘南ベルマーレ
法人名    株式会社湘南ベルマーレ

実行委員名  水谷 尚人

所在地    〒254●026 神奈川県平塚市中堂 18■ E棟 3階

清水エスパルス
法人名    株式会社エスパルス

実行委員名  山室 晋也

所在地   〒424●901 静岡県静岡市清水区三保 2695-1

名古屋グランパス
法人名

実行委員名

所在地

株式会社名古屋グランパスエイ ト

小西 工己

〒47卜0344 愛知県豊田市保見町井ノ向 57-230 トヨタスポーッセンター内

ガンバ大阪
法人名

実行委員名

所在地

株式会社ガンバ大阪

山内 隆司

〒565→826 大阪府吹田市千里万博公園 3■

セレッソ大阪
法人名

実行委員名

所在地

株式会社セレッソ大阪

森島 寛晃

〒5“判034大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1(長居球技場)

ヴィッセル神戸
法人名    楽天ヴィッセル神戸株式会社

実行委員名  立花 陽三

所在地    〒6500024 兵庫県神戸市中央区海岸通 1-2■ 1 神戸フコク生命海岸通ビル 4F



サンフレッチェ広島
法人名

実行委員名

所在地

株式会社サンフレッチェ広島

仙田 信吾

〒730-0051 広島県広島市中区大手町 1-4-14 上田ビル 2F

サガン鳥栖
法人名

実行委員名

所在地

株式会社サガン・ ドリームス

竹原 稔

〒841■ 034 佐賀県鳥栖市京町 812

大分 トリニータ
法人名   株式会社大分フットボールクラブ

実行委員名 榎 徹

所在地    〒870●126 大分県大分市大字横尾 1629番地

J2会員
2020年 2月 1日 時点

モンテディオ山形
法人名

実行委員名

所在地

株式会社モンテディオ山形

相田 健太郎

〒994-0000 山形県天童市山王 1-1

水戸ホーリーホック
法人名    株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

実行委員名  沼田 邦郎

所在地    〒31←0852 茨城県水戸市笠原町 13← 1

栃木SC
法人名

実行委員名

所在地

株式会社栃木サッカークラブ

橋本 大輔

〒320●813 栃木県宇都宮市二番町 1-7

ザスパクサツ群馬
法人名

実行委員名

所在地

株式会社ザスパ

奈良 知彦

〒371Ю022 群馬県前橋市千代田町四丁目 12-4



大宮アルディージヤ
法人名    エヌ・ティロティ・スポーツコミュニティ株式会社

実行委員名  森 正志

所在地   〒331-8585 埼玉県さいたま市西区西大宮 4-25-3

ジェフユナイテッド千葉
法人名    ジエフユナイテッド株式会社

実行委員名  森本 航

所在地    〒260Ю835 千葉県千葉市中央区川崎町 1-38

東京ヴェルディ
法人名    東京ヴェルディ株式会社

実行委員名  羽生 英之

所在地   〒206●812 東京都稲城市矢野口

“

15-1

FC町田ゼルビア
法人名

実行委員名

所在地

株式会社ゼルビア

大友 健寿

〒195●062 東京都町田市大蔵町 550

ヴァンフォーレ甲府
法人名

実行委員名

所在地

株式会社ヴアンフォーレ山梨スポーツクラブ

佐久間 悟

〒40い85翡 山梨県甲府市北口 2-6-10

松本山雅 FC
法人名

実行委員名

所在地

株式会社松本山雅

神田 文之

〒390-0825 長野県松本市並柳 1-10-20

アルビレックス新潟
法人名

実行委員名

所在地

株式会社アルビレックス新潟

是永 大輔

〒9500954 新潟県新潟市中央区美咲町2-1-10

ツエーゲン金沢
法人名

実行委員名

所在地

株式会社石川ツエーゲン

西川 圭史

〒9200059 石川県金沢市示野町西 2番地



ジュビロ磐田
法人名

実行委員名

所在地

株式会社ジュビロ

小野 勝

〒438●025 静岡県磐田市新貝2500番地

京都サンガ F.C
法人名

実行委員名

所在地

株式会社京都パープルサンガ

伊藤 雅章

〒600-8009 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町87ケイアイ興産京都ビル

ファジアーノ岡山
法人名    株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ

実行委員名  鈴木 徳彦

所在地    〒704-8163 岡山県岡山市東区升田61牛11 政田サッカー場

レノファ山口 FC
法人名    株式会社レノファ山口

実行委員名  河村 孝

所在地    〒753Ю067 山口県山口市赤妻町 3-5

徳島ヴォルティス
法人名

実行委員名

所在地

徳島ヴォルティス株式会社

岸田 一宏

〒779Ю 108 徳島県板野郡板野町犬伏字瓢谷 2-22

愛媛 FC
法人名

実行委員名

所在地

株式会社愛媛 FC
村上 忠

〒790●914 愛媛県松山市三町 3-12-14

アビスパ福岡
法人名

実行委員名

所在地

アビスパ福岡株式会社

川森 敬史

〒813-0018 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭 1-2-17

ギラヴァンツ北九州
法人名

実行委員名

所在地

株式会社ギラヴァンツ北九州

玉井 行人

〒802●001 福岡県北九州市小倉北区浅野 3-1⊇6 あべりあ浅野ビル lF



Vロ ファーレン長崎
法人名

実行委員名

所在地

株式会社 Vロ ファーレン長崎

高田 春奈

〒859→

“

1 長崎県諌早市多良見町化屋 1808-1

FC琉球
法人名

実行委員名

所在地

琉球フットボールクラブ株式会社

三上 昴

〒904●012 沖縄県沖縄市安慶田卜1-16 グランシャ トレ安慶田 2階

J3会員
2020年 2月 1日時点

ヴアンラーレ八戸
法人名    株式会社ヴアンラーレ八戸

実行委員名  細越 健太郎

所在地    〒031-0111 青森県八戸市南郷大字市野沢字市野沢 35

いわてグルージヤ盛岡
法人名    株式会社いわてアスリー トクラブ

実行委員名  宮野 聡

所在地    〒0200852 岩手県盛岡市飯岡新田卜14-4

ブラウブリッツ秋田
法人名

実行委員名

所在地

株式会社ブラウブリッツ秋田

岩瀬 浩介

〒010●951 秋田県秋田市山王 3-1-7 東カンビル lF

福島ユナイテッドFC
法人名

実行委員名

所在地

株式会社AC福島ユナイテッド

鈴木 勇人

〒960-0201 福島県福島市飯坂町字筑前 7-1

Y.S.C.C.横浜
法人名    株式会社 Y.S.C.C.

実行委員名  吉野 次郎

所在地    〒231●811 神奈川県横浜市中区本牧埠頭 3 鵬Sイ ンターナショナル内



SC相模原
法人名

実行委員名

所在地

株式会社スポーツクラブ相模原

望月 重良

〒252●231 神奈川県相模原市中央区相模原 5-1-19

AC長野パルセイロ
法人名    株式会社長野パルセイロ・アスレチッククラブ

実行委員名  堀江 二定

所在地    〒381●021 長野県長野市屋島3300

カターレ富山
法人名

実行委員名

所在地

株式会社カターレ富山

山田 彰弘

〒939-8234 富山県富山市南中田 368 富山県総合運動公園陸上競技場内

藤枝MYFC
法人名

実行委員名

所在地

株式会社藤枝MYFC
鎌田 昌治

〒426●041 静岡県藤枝市高柳 2162-1

アスルクラロ沼津
法人名    アスルクラロスルガ株式会社

実行委員名  渡退 隆司

所在地    〒410-0051 静岡県沼津市西熊堂 711-1

FC岐阜
法人名

実行委員名

所在地

株式会社岐阜フットボールクラブ

宮田 博之

〒502●817 岐阜県岐阜市長良福光青襖 2070-7 岐阜県長良川スポーツプラザ lF

ガイナーレ鳥取
法人名

実行委員名

所在地

株式会社 SC鳥取

塚野 真樹

〒680-0903 鳥取県鳥取市南隈 418

カマタマーレ讃岐
法人名

実行委員名

所在地

株式会社カマタマーレ讃岐

池内 秀樹

〒761-8051 香川県高松市西春日町 1059-13
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法人名

実行委員名

所在地

株式会社今治.夢スポーツ

矢野 将文

〒794● 0“ 愛媛県今治市延喜甲 604-1

ロアッソ熊本
法人名    株式会社アスリー トクラブ熊本

実行委員名  永田 求

所在地   〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水 2-10-10 片岡ビル

鹿児島ユナイテッドFC
法人名   株式会社鹿児島プロスポーップロジェク ト

実行委員名  徳重 岡1

所在地    〒890●064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 39-11
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第21条の 2〔特任理事〕・・・・・・
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第29条 〔責任の免除または限定〕
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第30条

第31条
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第33条

第34条

第35条

〔構 成〕

〔権 限〕

〔招 集〕

〔議 長〕

〔決 議〕

〔議事録〕

第 7章 実行委員会
第36条 〔実行委員会〕

第 8章 資産および会計
第37条

第38条

第39条

第40条

第41条

〔基本財産〕 ・・・・・・・・・・・・・・…

〔事業年度〕 ・・・・・・・・・・・・・・…
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〔決議の省略〕 ・・

〔報告の省略〕・・

〔監事の出席〕・・

〔特任理事の出席〕

〔関係者の出席〕

〔議事録〕 …・・・・



第16条 〔議事録の配布〕・・・・・・…

第17条 〔理事の取引の承認〕・・・.

第18条 〔責任の免除〕・・・・・・・…

第19条 〔報告事項〕・・・・・・・・・・・.

第20条 〔理事会に関する事務〕 ・.

第21条 〔改 正〕・・・・・・・・・…・…

第22条 〔施 行〕・・・・・・・・・・・・・・

【理事会規程別表】決裁権限一覧
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監事監査規程

第 1章 総  貝」
目 的〕・・・・・・・・

基本理念〕 …・・・・
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理事等の協力〕・・

第 2章 監査の実施
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条
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５
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第

59
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条 〔監査事項〕・・

条 〔会議への出席〕

第 3章 監事の意見陳述等

６

７

第

第

59
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〔理事会に対する報告・意見陳述等〕・・・・・・・・・・…

〔差止請求〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔監事の調査義務〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔会計方針等に関する意見〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔総会への報告〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔総会における説明義務〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…

〔監事の任免・報酬に関する総会における意見陳述〕

〔監事の選任に関する監事の同意等〕・・・・・・・・・・・・

第 4章 監査の報告
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第 9条
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第14条
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条
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第
〔監査補助者〕
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〔施 行〕・・第20条
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役員の報酬並びに費用に関する規程

総土早1
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第 2章 役員報酬
第 3条
第4条
第 5条
第 6条
第7条
第 8条

〔報 酬〕・・・・・・・・

〔費 用〕・・・・・・・・

〔報酬等の額の決定〕

〔月額報酬〕・…・・・

〔支給日等〕・・・・・・

〔費用の支払い〕 …

６

６

６

６

６

６

第 3章 役員退職慰労金
第 9条
第10条

第11条

第12条

第13条

第14条

第15条

第16条

〔退職慰労金〕・・・・・・・・

〔算出方法〕・・・・・・・・・・

〔役員在任年数〕・・・・・・

〔役位係数〕・・・・・・・・・・

〔功労加算金〕・・・・・・・・

〔特別減額〕・・・・・・・・・・

〔支給時期および方法〕

〔使用人兼務役員の扱い〕
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４
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４

４

４

補土早4
力 ト々

昴

第17条 〔

第18条 〔

第19条 〔

第20条 〔

第 1条

第 2条
趣 旨〕 ・・・・

設置・権限等〕

任期等〕 ・・・・

報酬等〕 ・・・・

改 正〕 ・・・・
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特任理事規程
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特定費用準備資金等取扱規程

総土早1
漁口′

「弟

第 1条 〔

第 2条 〔

第 3条 〔
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第 2章 特定費用準備資金
特定費用準備資金の保有〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特定費用準備資金の保有に係る理事会承認手続き〕

特定費用準備資金の管理・取崩し等〕・・・・・・・・・・・

第 3章 特定資産取得 口改良資金

条

条

条

４

５

６

第

第

第

条 〔特定資産取得・改良資金の保有〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

条 〔特定資産取得・改良資金の保有に係る理事会承認手続き〕

条 〔特定資産取得・改良資金の管理・取崩 し等〕 ・・・・・・・・・・

第 4章 公表および経理処理
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９
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第
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第10条 〔特定費用準備資金等の備置き・閲覧〕

第11条 〔特定費用準備資金等の経理処理〕・・

第 5章 雑  則

６
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＾
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第12条 〔改 正〕

第13条 〔細 則〕

第14条 〔施 行〕

寄附金等取扱規程

第 1条

第 2条
第 3条
第 4条
第 5条
第 6条
第 7条
第 8条
第 9条
第10条

第11条

第12条

第13条

〔目 的〕 ・・・・・・・・・・・・・

〔定義等〕 ・・・・・・・・・・・・・

〔一般寄附金の募集〕・・・

〔特定寄附金の募集〕 ・・・

〔募金目論見書の交付等〕

〔受領書等の送付〕・・・・・

〔募金に係る結果の報告〕

〔特別寄附金〕・・・・・・・…

〔情報公開〕・・・・……・・・

〔個人情報保護〕・・・・・・・

〔法令等の読替え〕・・・・・

〔改 正〕・・・・・・・・・・・・・

〔施 行〕・・・・・・・・・・・・・
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実行委員会規程

専門委員会規程

第 1条

第 2条
第 3条
第 4条
第 5条
第 6条
第 7条
第 8条
第 9条
第10条

第11条

第12条

第13条

第14条

第 1条 〔

第 2条 〔

第 3条 〔

第 4条 〔

第 5条 〔

第 6条 〔

第 7条 〔

第 8条 〔

第 9条 〔

第10条 〔

第11条 〔

別表 1〔

〔目 的]・・・・・・・・・・・・・

〔構 成〕・・・・‐・・・・・・・・

〔資格要件〕・・・・・・・・・・・

〔任 期〕・・・・・・・・・・・・・

〔招 集〕・・・・・・・・・・・・・

〔招集権者および議長〕・

〔権 限〕・・・・・・・・・・・・・

〔定足数および決議要件〕

〔オブザーバー出席〕・・・

〔関係者の出席〕・・・・・・・

〔議事録〕・・・・・・・・・・・・・

〔事務の統括〕・・・・・・・・・

〔改 正〕・― ・・・・・・…

〔施 行〕・・・・・・・・・・・・・

趣 旨〕・・・・・・・・・・・・・・

組織・運営〕 ・・・・・・・・・・

委員の登録〕 ・・・・・・・・・・

任 期〕 ・・・・・・・・・・・・・・

各専門委員会の所管事項〕

各専門委員会の職務〕・・

議事録〕 ・・・・・・・・・・・・・・

事務局〕 ・・・・・・・・・・・・・・

〔趣 旨〕 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔組織および委員〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔委員の任期〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔会議および議決〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔書面等による審議および議決〕 ・・・・・・・

〔規律委員会の手続〕・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔出場停止処分の消化に関する特別規定〕

〔改 正〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔施 行〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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裁定委員会規程

第 1節 総  則

第 1条 〔趣 旨〕

第

第

第

第

第

組織および委員〕

委員の任期〕 ・・

会議および議決〕

審理の非公開〕

言 語〕 ・・・・・・

〔規程の目的〕・・・・・・

〔配分金の意義〕・・…

〔配分金の種類〕・・…

〔配分金の額等の決定〕

〔配分金の支給の決定〕

〔受領資格不適合〕・・

〔活用実績の審査〕・・

〔審査委員会〕・・・・・・

〔審査委員会の決議〕

〔議事録〕・・・・・・・・・・

〔細 則〕 ・・・・・・・・・・
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第 2節 紛争解決

第 7条 〔申立手続き〕・・・・・・・・・・・・・・・・・

第 8条 〔申立の受理および通知〕・・・・・・・

第 9条 〔答 弁〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第10条 〔提出書類の部数〕・・・・・・・・・・・・・

第11条 〔申立内容の変更〕・・・・・・・・・・・・・

第12条 〔代理人〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第13条 〔審理または調査のための権限等〕

第14条 〔費用の負担〕・・・・・・・・・・・・・・・・・

第15条 〔裁 定〕 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第16条 〔和 解〕 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第 3節 諮問手続

第17条 〔諮問手続〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第18条 〔事情聴取〕・―・・・・・・・・・・・・・・・・

第19条 〔答 申〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第 4節 附  則

第20条 〔改 正〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第21条 〔施 行〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Jリーグ配分金規程
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リーグ戦安定開催融資規程

第 2条
第 3条
第 4条
第 5条
第 6条
第 7条
第 8条
第 9条
第10条

第11条

第12条

第13条

第14条

第 1条
第 2条
第 3条
第 4条
第 5条
第 6条
第 7条
第 8条

第 1条 〔目 的〕

〔本融資制度の趣旨〕

〔本融資制度の原資〕

融資限度額〕 ・…・・……・・・・・

融資可能期間〕 ・・・・・・・・・・・・

融資の申請〕 ・・・・・・・・・―・・・

担保の設定〕・・・・・・・・・・・・・・

融資の審査と決定〕・・・・・・・・

融資実行にともなう制裁〕・・

融資事実の公表〕・・・・・・・・・・

融資審査申請 Jク ラブの管理〕

返済できなかつた場合の措置〕

〔目 的〕 …・・・・・・・・・・・・・・・・

〔本補填制度の趣旨〕・・・・・・・・

〔補填の対象となる大規模災害〕

〔本補填制度の原資〕・・・・・・・・

〔補填の申請〕・・・・・・・・…・・・・

〔補填の決定〕・・・・・・・・・・・・…

〔改 正〕・・・・・・・・・・…・・・・・・

〔施 行〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔大会方式〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔届出義務〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔出場資格〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔出場資格を得るための追加登録期限〕
〔出場可能日〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔メディカルチェック〕・・・・・・・・・・・・

〔エントリー〕 。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔外国籍選手〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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大規模災害時補填規程

2020明治安田生命J10J20J3リーグ戦試合実施要項

第 1節  スタジアム

第 1条 〔スタジアムの確保と維持〕

第 2条 〔旗の掲揚〕・・・・・・・・・・・・・・

第 3条 〔広告看板等の設置〕・・・…・

第 4条 〔スタジアムにおける告知等〕

第 5条 〔医事運営〕 ・・・・‐・・・・・・・・・

第 2節 試  合

第 6条 〔試合の概要〕・・・・・・・・・・・・
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第15条 〔ユニフォーム〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第16条 〔フィール ド内のチーム要員〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第17条 〔テクニカルエリアの使用〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第18条 〔試合の勝敗の決定〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・

第19条 〔年間順位の決定〕 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第20条 〔審判員〕 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第21条 〔アクレディテーションカー ド (AD証 )〕 ・・・・・・・・・・・

第22条 〔入場料および入場券販売〕 ・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・‐・

第23条 〔試合球〕 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・

第24条 〔試合運営に関する義務〕・・・・・・・・・・・・・…‐・・・・―・・・・・

第25条 〔日 程〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第 3節 運  営

第26条 〔試合の運営に関する事項〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第27条 〔運営責任〕 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第28条 〔マッチコミッショナー〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・… ・・・・

第29条 〔試合の中止および中断の決定〕 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第30条 〔スタジアムヘの到着〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第31条 〔キックオフ時刻の厳守〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第32条 〔エン トリー後の選手変更〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第33条 〔選手の交代〕 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・

第34条 〔開催不能または中止となつた試合の記録〕・・・・・・・・・・・
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公益社団法人 日本プロサッカーリーグ

定  款

第 1章 総  則

第 1条 〔名 称〕

この法人は、公益社団法人日本プロサ ッカー リーグ (略称 Jリ ーグ)と いい、英文では

Japan Professional Football League(略 称 J.League)と 表示する。

第 2条 〔事務所〕

(1)こ の法人は、主たる事務所を東京都文京区に置 く。

(2)こ の法人は、理事会の決議によつて、従たる事務所を必要な地に置 くことができる。こ

れを変更または廃止する場合も同様とする。

第 2章  目的および事業

第 3条 〔目 的〕

この法人は、公益財団法人日本サッカー協会の傘下団体として、プロサッカー (こ の法

人の正会員となつた団体に所属するサッカーチームが業務として行うサッカーをいう。以

下同じ)を通 じて日本のサッカーの水準の向上及びサッカーの普及を図ることにより、豊

かなスポーツ文化の振興及び国民の心身の健全な発達に寄与するとともに、国際社会にお

ける交流及び親善に貢献することを目的とする。

第 4条 〔事 業〕

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行 う。

① プロサッカーの試合の主催および公式記録の作成

② プロサッカーに関する諸規約の制定

③ プロサッカーの選手、監督および審判等の養成、資格認定および登録

④ プロサッカーの試合の施設の検定および用具の認定

⑤ 放送等を通じたプロサッカーの試合の広報普及

⑥ サッカーおよびサッカー技術に関する調査、研究および指導

⑦ プロサッカーの選手、監督および関係者の福利厚生事業の実施

③ サッカーに関する国際的な交流および事業の実施

⑨ サッカーをはじめとするスポーツの振興および援助

⑩ 機関紙の発行等を通じたプロサッカーに関する広報普及

① サッカーをはじめとするスポーツの経営人材の養成および活用

⑫ その他目的を達成するために必要な事業



第 3章 会  員

第 5条 〔法人の構成員〕

(1)こ の法人を構成する会員は、次のとお りとする。

① 正会員  この法人の目的に賛同して入会した法人で下記にあたるもの

(a)Jlリ ーグ会員 (以下「Jl会員」という)

競争力等において最も優位にあるものと理事会が承認したチームから構成されるプ

ロサッカーリーグ (以 下「Jlリ ーグ」という)に属するチームを保有する法人

(b)J2リ ーグ会員 (以下「J2会員」という)

競争力等においてJlリ ーグに次いで優位にあるものと理事会が承認したチームか

ら構成されるプロサッカーリーグ (以下「J2リ ーグ」という)に属するチームを保

有する法人

(c)J3リ ーグ会員 (以下「J3会員」という)

Jlリ ーグおよびJ2リ ーグのいずれにも属さず理事会が承認したチームから構成

されるプロサッカーリーグ (以 下「J3リ ーグ」という)に属するチームを保有する

法人であって、Jl会員およびJ2会員でないもの

② 特別会員 第 22条 第2項の規定により理事長 (チ ェアマン)に選定された者

③ 賛助会員  この法人の事業を援助する個人または法人

④ 名誉会員  この法人に特に功労のあつた者で総会の議決をもって推薦された者

(2)前項の会員のうち正会員および特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律 (以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。

第 6条 〔会員の資格の取得〕

会員になろうとする者は、入会申込書を理事長 (チ ェアマン)に提出 し、理事会の承認

を受けなければならない。ただ し、名誉会員は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をも

つて会員となるものとする。

第 7条 〔入会金および会費〕

(1)正会員または賛助会員になろうとする者は、総会において別に定める入会金を納入しな

ければならない。

(2)正会員または賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(3)特別会員および名誉会員は、入会金および会費を納めることを要 しない。

(4)こ の法人が特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を経て会員から臨時会費を徴

収することができる。

第 8条 〔任意退会〕

(1)正 会員は、理事会において別に定める退会届 (以下「退会届」という)を 、9月 30日 ま

でに提出することにより、翌年のシーズン終了日の翌日から翌々年のシーズン開幕の前

日までの間に限 り、退会することができる。なお、本項においてシーズンとは、各年に

おいて最初の公式試合 (Jリ ーグ規約第 40条第 1項に定義する)が行われる日から最後



の公式試合が行われる日までの期間をいう。

(2)前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、正会員は、退会届を提出す

ることにより、いつでも退会することができる。

(3)正会員以外の会員については、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会する

ことができる。

第 9条 〔除 名〕

(1)会 員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総社員の半数以上であっ

て、総社員の議決権の 4分の 3以上の多数による議決を経て、理事長 (チ ェアマン)が

除名することができる。

① この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に違反する行為があつたとき

② この法人の会員としての義務に違反したとき

③ 会費または臨時会費を6か 月以上滞納したとき

(2)前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対して、当該総会の日か

ら1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければな

らない。

(3)理事長 (チ ェアマン)は 、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知し

なければならない。

第 10条 〔会員資格の喪失〕

(1)前 2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至つたときは、その資格を喪

失する。

① 総社員が同意したとき

② 当該会員が死亡し、もしくは失踪宣言を受け、または解散したとき

③ Jl会員、J2会員およびJ3会員については、Jlリ ーグ、J2リ ーグおよびJ3リ

ーグのいずれにも所属しなくなったとき

④ 特別会員については、理事長 (チ ェアマン)を辞任もしくは退任しまたは解職されたと

き

(2)会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権

利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

第 11条 〔会費等の不返還〕

この法人は、会員がその資格を喪失 した場合であっても、会員が既に納入 した入会金、

会費その他の拠出金は、いかなる事由があっても、これを返還 しない。

第 4章 総  会

第 12条 〔構 成〕

総会は、すべての正会員をもつて構成する。総会をもって一般社団・財団法人法上の社

員総会とする。



第 13条 〔権 限〕

総会は、次の事項について決議する。

① 入会の基準ならびに入会金および会費の額

② 会員の除名

③ 名誉会員の選任

④ 理事および監事の選任または解任

⑤ 理事および監事の報酬等の額

⑥ 貸借対照表および損益計算書 (正 味財産増減計算書)の承認

⑦ 事業計画および収支予算に関する事項の承認

③ 定款の変更

⑨ Jリ ーグクラブライセンス交付規則制定および改廃

⑩ 解散および残余財産の処分

① その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

第 14条 〔開 催〕

総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後 3か月以内に 1回 開催するほか、必要が

ある場合に随時開催する。

第 15条 〔招 集〕

(1)総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長 (チ ェアマ

ン)が招集する。

(2)総社員の議決権の 10分 の 1以上の議決権を有する正会員は、理事長 (チ ェアマン)に 対 し、

総会の目的である事項および招集の理由を示 して、総会の招集を請求することができる。

第 16条 〔議 長〕

(1)総会の議長は理事長 (チ ェアマン)がこれに当たる。

(2)理事長 (チ ェアマン)が欠けたとき、または理事長 (チ ェアマン)

理事長 (チ ェアマン)が予め指名 したものがこれに当たる。

に事故があるときは、

第 17条 〔議決権〕

総会における議決権は、 1社 員につき 1個 とする。

第 18条 〔決 議〕

(1)総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席 し、出席 した当該社員の議

決権の過半数をもつて行 う。

(2)前項の規定にかかわ らず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の

3分の 2以上に当たる多数をもつて行 う。

① 会員の除名

② 監事の解任

③ 定款の変更

④ 解散



⑤ その他法令で定められた事項

(3)理事または監事を選任する議案を決議するに際 しては、候補者ごとに第 1項の決議を行

わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第 21条第 1項に定める定数

を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達

するまでの者を選任することとする。

(4)社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長 (チ ェアマン)に提出して、代

理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては第 1項および第

2項の規定の適用については総会に出席 したものとみなす。

(5)理事会において総会に出席 しない社員が書面で議決権を行使することができることを定

めたときは、総会に出席できない社員は、議決権行使書をもって議決権を行使すること

ができる。この場合においては、当該議決権の数を第 18条第 1項および第 2項の出席し

た社員の議決権の数に算入する。

第 19条 〔決議の省略〕

理事または社員が総会の目的である事項につき提案 した場合において、当該提案につき

社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決

する旨の総会決議があったものとみなす。

第 20条 〔議事録〕

(1)総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

(2)議長および出席 した正会員の うちから選出された議事録署名人 2名 が、前項の議事録に

記名押印する。

第 5章 役員および特任理事

第 21条 〔役員の設置〕

(1)こ の法人に、次の役員を置 く。

① 理事 15名 以上 20名 以内

② 監事 2名 以内

(2)理事のうち 1名 を理事長 (チ ェアマン)、 1名 以内を副理事長、2名 以内を専務理事、2

名以内を常務理事とする。

(3)前項の理事長 (チ ェアマン)を もつて一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事

長、専務理事、常務理事その他理事会の決議によってこの法人の業務を執行する理事と

して選定された者をもつて同法第 91条第 司項第 2号の業務執行理事とする。

第 21条 の 2〔 特任理事〕

(1)こ の法人の運営を円滑に行 うため、理事会の決議によ り、特任理事を 5名 以内で置 くこ

とができる。

(2)特任理事は、理事会に出席 し、意見を述べ、質疑に応 じることができる。ただ し、議決

権は有 しない。



(3)前 2項のほか、特任理事に関する事項は、理事会が制定する「特任理事規程」の定める

ところによる。

第 22条 〔役員の選任〕

(1)理事および監事は、総会の決議によって選任する。

(2)理事長 (チ ェアマン)、 副理事長、専務理事および常務理事は理事会の決議によつて理事

の中から選定する。

(3)こ の法人の各理事について、当該理事およびその配偶者または三親等内の親族 (当該理事

および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令 (以下「政令」という)

で定める特別の関係がある者を含む)で ある理事の合計数が、理事の総数の 3分の 1を超

えてはならない。

(4)こ の法人の監事には、この法人の理事 (親族その他政令で定める特別の関係がある者を

含む )、 会員 (親族その他政令で定める特別の関係がある者を含む)お よびこの法人の使

用人が含まれてはならない。また、複数の監事を置 く場合、各監事は、相互に親族その

他政令で定める特別の関係があつてはならない。

第 23条 〔理事の職務および権限〕

(1)理事は、理事会を構成 し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

(2)理事長 (チ ェアマン)は 、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表

し、その業務を執行 し、副理事長、専務理事、常務理事その他の業務執行理事は、理事

会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(3)理事長 (チ エアマン)、 副理事長、専務理事、常務理事その他の業務執行理事は、3か月

に 1回 以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告 しなければならない。

第 24条 〔監事の職務および権限〕

(1)監事は、理事の職務の執行を監査 し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

(2)監事は、いつでも、理事および使用人に対 して事業の報告を求め、この法人の業務およ

び財産の状況の調査をすることができる。

第 25条 〔役員の任期〕

(1)理事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員

総会の終結の時までとする。ただ し、再任を妨げない。

(2)監事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度の うち最終のものに関する定時社員

総会の終結の時までとする。ただ し、再任を妨げない。

(3)補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(4)増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の残存期間と同一とする。

(5)理事または監事は、第 21条 第 1項 に定める定数に足 りな くなるときは、任期の満了また

は辞任によ り退任 した後も、新たに選任 された者が就任するまで、なお理事または監事

としての権利義務を有する。



第 26条 〔役員の解任〕

理事および監事は、いつでも、総会の決議によつて解任することができる。

第 27条 〔役員の報酬等〕

理事および監事は、無報酬 とする。ただ し、業務執行理事ならびに常勤の理事および監

事に対 しては、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等

の支給の基準に従 って算定 した額を報酬等として支給することができる。

第 28条 〔取引の制限〕

(1)理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、

理事会の承認を得なければならない。

① 自己または第二者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

② 自己または第二者のためにするこの法人との取引

③ この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法

人とその理事との利益が相反する取引

(2)前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告 しなければ

ならない。

第 29条 〔責任の免除または限定〕

(1)こ の法人は、役員の一般社団・財団法人法第 111条第 1項の賠償責任について、法令に

定める要件に該当する場合には、理事会の決議によつて、賠償責任額から法令に定める

最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(2)こ の法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件

に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によつて、締結すること

ができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金 10万 円以上で予め定めた

額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第 6章 理事会

第 30条 〔構 成〕

(1)こ の法人に理事会を設置する。

(2)理事会は、すべての理事をもって構成する。

(3)理事会に関する事項は、第 6章に定めるほか、理事会の定める理事会規程の定めるとこ

ろによる。

第 31条 〔権 限〕

理事会は、次の職務を行う。

① この法人の業務執行の決定

② 理事の職務の執行の監督

③ 理事長 (チ エアマン)お よび業務執行理事の選定および解職



第 32条 〔招 集〕

理事会は、理事長 (チ ェアマン)が招集する。

第 33条 〔議 長〕

理事会の議長は、理事長 (チ エアマン)が これに当たる。

第 34条 〔決 議〕

(1)理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除 く理事の過半数が出席

し、その過半数をもつて行 う。

(2)前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第 96条 の要件を満た したときは、理事

会の決議があったものとみなす。

第 35条 〔議事録〕

(1)理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

(2)出 席 した理事長 (チ エアマン)お よび監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 7章 実行委員会

第 36条 〔実行委員会〕

(1)こ の法人は、その事業遂行のため、理事会の議決に基づき実行委員会を置 く。

(2)実行委員会の組織、権限および運営に関する規定は、理事会が定める。

第 8章 資産および会計

第 37条 〔基本財産〕

この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産はこの法人の基本財産とする。

第 38条 〔事業年度〕

この法人の事業年度は、毎年 1月 1日 に始まり12月 31日 に終わる。

第 39条 〔事業計画および収支予算〕

(1)こ の法人の事業計画書、収支予算書、資金調達および設備投資の見込みを記載 した書類

については、毎事業年度開始の日の前 日までに、理事長 (チ ェアマン)が作成 し、理事

会の決議を得て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様と

する。

(2)前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、

一般の閲覧に供するものとする。

第 40条 〔事業報告および決算〕

(1)こ の法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長 (チ ェアマン)が



次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。

① 事業報告

② 事業報告の附属明細書

③ 貸借対照表

④ 損益計算書 (正 味財産増減計算書)

⑤ 貸借対照表および損益計算書 (正 味財産増減計算書)の附属明細書

⑥ 財産目録

(2)前項の承認を受けた書類のうち、第 1号は定時社員総会で報告し、第3号、第4号およ

び第6号の書類については、定時社員総会で承認を受けなければならない。

(3)第 1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する

とともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

① 監査報告

② 理事および監事の名簿

③ 理事および監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

④ 運営組織および事業活動の状況の概要、およびこれらに関する数値のうち重要なもの

を記載した書類

第 41条 〔公益目的取得財産残額の算定〕

理事長 (チ エアマン)は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規

則第 48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残

額を算定 し、前条第 3項第 4号の書類に記載するものとする。

第 9章 定款の変更および解散

第 42条 〔定款の変更〕

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

第 43条 〔解 散〕

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由によつて解散する。

第 44条 〔公益認定の取消 し等に伴 う贈与〕

この法人が公益認定の取消 しの処分を受けた場合、または合併によ り法人が消滅する場

合 (そ の権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除 く。)に は、総会の決議を経て、

公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消 しの日または当該合併

の日から 1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5条第 17

号に掲げる法人または国、もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 45条 〔残余財産の帰属〕

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5条第 17号に掲げる法人または国、もしく

は地方公共団体に贈与するものとする。
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第 46条 〔公告の方法〕

(1)こ の法人の公告は、電子公告により行 う。

(2)事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官

報による。

第 47条 〔顧 間〕

(1)こ の法人に、顧間を若干名置 くことができる。

(2)顧間は、この法人の理事であった者の中から総会の推薦により理事長 (チ ェアマン)が
委嘱する。

(3)顧間は、重要事項について理事長 (チ ェアマン)または理事会の諮間に応 じる。

第 12重_法人の組織

第 48条 〔設置等〕

(1)こ の法人の業務を実行するため、必要な職員を置 く。

(2)こ の法人の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。

13

第 49条 〔委 任〕

この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を

経て、理事長 (チ ェアマン)が定める。

附   則

(1)こ の定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴 う関係法律の整備等に関する法律第 106条 第 1

項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

(2)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律の施行に伴 う関係法律の整備等に関する法律第 106条第 1項に定める特

例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行 ったときは、第 38条の規定にか

かわ らず、解散の登記の日の前 日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の

10



開始日とする。

(3)こ の法人の最初の理事長 (チ ェアマン)は大東 和美とする。

別表 基本財産 (第 37条 関係 )

財産種別 場所・物量等

定期預金 20,000,000円 (三菱 UFJ銀 行虎ノ門支店 )

〔改 正〕

平成 25年 1月

平成 26年 1月

平成 27年 1月

平成 28年 1月

平成 29年 1月

平成 30年 3月

平成 31年 1月

22日

1日

1日

1日

1日

27日

1日
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Jリ ーグ規約

第 1章 総 貝ll

第 1条 〔Jリ ーグの目的〕

公益社団法人日本プロサ ッカー リーグ (以下「Jリ ーグ」という)は 、日本のサ ッカー

の水準の向上およびサ ッカーの普及を図ることにより、豊かなスポーツ文化の振興および

国民の心身の健全な発達に寄与するとともに、国際社会における交流および親善に貢献す

ることを目的とする。

第 2条 〔本規約の目的〕

本規約は、「公益社団法人日本プロサッカー リーグ定款」(以下「Jリ ーグ定款」という)

に基づき、Jリ ーグの組織および運営に関する基本原則を定めることにより、 Jリ ーグの

安定的発展を図ることを目的とする。

第 3条 〔遵守義務〕

(1)Jリ ーグの役職員、 Jリ ーグの正会員たるクラブ (Jリ ーグ定款第 5条第 1項第 1号に

定める各法人をいう。以下総称 して「Jク ラブ」という)お よびその役職員、 Jク ラブ

に所属する選手、監督およびコーチ、 Jリ ーグ担当審判員その他の関係者 (以下総称 し

て「Jリ ーグ関係者」という)は、本規約および公益財団法人日本サ ッカー協会 (以下

「協会」という)の 定款ならびにこれ らに付随する諸規程を遵守する義務を負 う。

(2)Jリ ーグ関係者は、第 1条の Jリ ーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する

行為を行つてはならない。

(3)Jリ ーグ関係者は、法律、命令、条例等を遵守 し、社会的規範を尊重 して行動 しなけれ

ばならない。

(4)Jリ ーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者 (以下「暴力団員等」

という)で あってはならない。また、 Jリ ーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求

および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶 し、かつ暴力団員等と取引をしま

たは交際 してはならない。

(5)Jリ ーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治その他の事由を

理由とする国家、個人または集団に対する差別を行つてはならない。

(6)Jリ ーグ関係者は、その職務に関連 し、またはその職務上の地位において、政治的に中

立であることに疑義が生 じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的ま

たは人種的なデモンス トレーションも行つてはならない。

(7)Jリ ーグ関係者は、職務の遂行を通 じて知 り得た協会、 Jリ ーグ、 Jク ラブその他の J
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第 2章 組 織

第二血 _理_三二金

リーグ関係者に関連する一切の秘密または内部事情を、第二者に開示または漏えいして

はならない。

第 4条 〔理事会〕

(1)理事会は、すべての理事をもつて構成する。

(2)理事会の組織、権限および運営等に関する事項は、 Jリ ーグ定款および理事会が定める

「理事会規程」によるものとする。

第 2節 チェアマン

第 5条 〔チェアマン〕

理事長 (以下「チエアマン」という)は、 Jリ ーグを代表するとともに、 Jリ ーグの業

務を管理統括する。

第 6条 〔チェアマンの権限〕

チェアマンは、 Jリ ーグの運営に関する次の権限を行使する。

① Jリ ーグ全体の利益を確保するためのJリ ーグ所属の団体および個人に対する指導

② Jリ ーグ所属の団体および個人の紛争解決および懲罰に関する決定

③ 実行委員会の招集および主宰

④ その他Jリ ーグ定款、本規約および関連する諸規程に定める事項

第 3節 実行委員会

第 7条 〔実行委員会〕

(1)Jlリ ーグ (Jリ ーグ定款第 5条第 1項第 1号 (a)に 定義する。以下「Jl」 という)、

J2リ ーグ (Jリ ーグ定款第 5条第 1項第 1号 (b)に 定義する。以下「J2」 という)お

よびJ3リ ーグ (Jリ ーグ定款第 5条第 1項第 1号 (c)に 定義する。以下「 J3」 という)

にそれぞれ実行委員会を設置する。また、 Jl、 J2およびJ3は合同で実行委員会を

設置する。

(2)各実行委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、Jリ ーグ定款および理事会が

定める「実行委員会規程」によるものとする。
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第 8条 〔専門委員会〕

(1)Jリ ーグは、チェアマンの下に次の専門委員会を設置することができる。各専門委員会

は、チェアマンがこれを直轄する。

① 法務委員会

② マッチコミッショナー委員会

③ マーケティング委員会

④ その他理事会で定める委員会

(2)前項の各専門委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、理事会が定める「専門

委員会規程」によるものとする。

第 9条 〔規律委員会〕

(1)Jリ ーグは、協会の懲罰規程 (以 下「JFA懲 罰規程」という)に基づく懲罰の決定機

関として、規律委員会を設置する。

(2)規律委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、JFA懲 罰規程、本規約および

関連する諸規程に別段の定めのあるものを除き、理事会が定める「規律委員会規程」に

よるものとする。

第 10条 〔裁定委員会〕

(1)Jリ ーグは、チェアマンによる本規約に関連する紛争の解決ならびにJFA懲 罰規程、

本規約および関連する諸規程に基づくチェアマンによる懲罰決定の諮問機関として、裁

定委員会を設置する。

(2)裁 定委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、 JFA懲 罰規程、本規約その他

の諸規程に別段の定めのあるものを除き、理事会が定める「裁定委員会規程」によるも

のとする。

第 4節 その他の委員会

弟 5節_法人組織

第 11条 〔法人組織の設置〕

Jリ ーグの総会、理事会、実行委員会および各委員会の事務を処理 し、チェアマンの職

務の執行を補佐するとともに、 Jリ ーグの活動に関する諸事項の企画・立案を行 うため、

専任の職員により構成される法人組織を置 く。

第 12条 〔法人組織の運営〕

(1)法人組織の人事等に関する事項は、Jリ ーグ定款、本規約その他の諸規程に別段の定め

のあるものを除き、チェアマンが定める。

(2)法人組織の組織、権限および運営等に関する事項は、Jリ ーグ定款、本規約その他の諸

規程に別段の定めのあるものを除き、チェアマンが定める「法人組織細則」によるもの

14



第 3章  Jク ラブ

とする。

第 13条 〔Jリ ーグクラブライセンス制度〕

(1)Jリ ーグは、アジアサ ッカー連盟 (以 下「AFC」 という)の定めるAFCク ラブライ

センス交付規則の定めに基づき、協会か ら日本におけるクラブライセンス制度の制定

および運用の委任を受けたことにより、日本におけるクラブライセンス交付機関 (ラ イ

センサー)と して、日本における Jlク ラブライセンスおよび J2ク ラブライセンスに

関するクラブライセンス制度の制定および運用を行 う。

(2)Jリ ーグは、前項の定めに基づき、「Jリ ーグクラブライセンス交付規則」を定める。

なお、当該規則の目的、趣旨については、Jリ ーグクラブライセンス交付規則に定める

ものとする。

(3)Jリ ーグは、前 2項に定めるほか、J3の参加資格であるJ3ク ラブライセンス制度の

制定および運用を行うものとし、J3ク ラブライセンスの要件、申請手続、審査手続等

に関する「J3ク ラブライセンス交付規則」を定める。なお、当該規則の目的、趣旨に

ついては、J3ク ラブライセンス交付規則に定めるものとする。

第 14条 〔Jlク ラブの資格要件〕

Jlに属するチームを保有する Jク ラブ (以 下 「Jlク ラブ」という)は、以下の要件

を具備するものでなければならない。なお、 Jlク ラブの数は 18以下とする。

① Jlク ラブライセンスの交付を受け、それが取り消されていないこと

② 日本法に基づき設立された株式会社または公益社団法人であること

第 15条 〔J2ク ラブの資格要件〕

J2に属するチームを保有するJク ラブ (以下「J2ク ラブ」という)は 、以下の要件

を具備するものでなければならない。なお、J2ク ラブの数は 22以下とする。

① Jlク ラブライセンスまたはJ2ク ラブライセンス (以下、両ライセンスを総称して

「Jリ ーグクラブライセンス」という)の交付を受け、それが取り消されていないこと

② 日本法に基づき設立された株式会社または公益社団法人であること

第 16条 〔J3ク ラブの資格要件〕

J3に 属するチームを保有する Jク ラブ (以下「 J3ク ラブ」 という)は、以下の要件

を具備するものでなければならない。

① Jリ ーグクラブライセンスまたはJ3ク ラブライセンスの交付を受け、それが取り消

されていないこと

② 日本法に基づき設立された株式会社、公益社団法人または特定非営利活動法人である

こと
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第 17条 〔入 会〕

(1)Jリ ーグは、次条にいう「Jリ ーグ百年構想クラブ」(以下「百年構想クラブ」という)の

うち、日本フットボールリーグ (以下「JFL」 という)所属であり、毎年 9月 30日 まで

にJリ ーグに対し所定の入会申請を行つたクラブを審査し、J3会 員として入会させるこ

とができる。

(2)Jリ ーグヘの入会を希望する百年構想クラブは、以下の審査および調査を受けなければ

ならない。

① J3ク ラブライセンス交付規則に基づく審査

② 前号の審査に合格することを前提として実施される以下の調査

イ.ク ラブ代表者 (百年構想クラブが株式会社の場合は、これに加えクラブの総株主の議

決権の 3分 の 1以上を保有する株主も対象とする)、 行政当局責任者およびその他の

関係者からの聴聞

口.地域との協力関係およびホームスタジアム、練習場等に関する調査

ハ.ク ラブの経営状態、チームの戦力、観客数、選手育成その他 Jリ ーグが必要と認める

事項に関する調査

(3)Jリ ーグヘの入会を希望する百年構想クラブは、以下に掲げる要件をひとつでも充足し

ていない場合には、入会することができない。

① 前項第 1号の審査に合格 していること

② 百年構想クラブとしての活動実績において、理事会からJ3会員としての適性が認め

られたこと

③ 前条各号の要件を具備 していること

④ 入会直前年度までに、ファンクラブや後援会などの安定的な支援組織を整備すること

⑤ 入会直前年度の JFLの リーグ戦におけるホームゲームの 1試 合平均入場者数が

2,000人 を超えており、かつ、3,000人 に到達することを目指 して努力していると認め

られること。なお、入場者数の算定は「2020明 治安田生命 Jl・ J2・ J3リ ーグ戦試

合実施要項」第 39条 第 3項および第 4項 に基づいて行う

⑥ 入会直前年度における年間事業収入が 1.5億円以上になると、合理的に見込まれるこ

と

⑦ 入会直前年度の期末決算において、債務超過ではないことが合理的に見込まれること

③ 入会直前年度のJFLの リーグ戦における最終順位が 4位以内であり、かつ、JFLに
属する百年構想クラブのうち、上位 2ク ラブに入つていること

⑨ 百年構想クラブが株式会社の場合、第 1項 に定める入会申請締切時点においてすでに

存在する総株主の議決権 (潜在株式に係る議決権を除く)に 占める議決権比率が 3分の

1を 超える株主またはかかる株主が存在 しない場合その時点での筆頭株主に対 し、J

リーグとの直接の面談機会を設定するほか、別途 Jリ ーグが定める宣言書に署名させ、

Jリ ーグに提出すること

(4)Jリ ーグは、11月 に開催される理事会において、第 2項に定める審査および調査ならび

に前項に定める要件のうち第 5号および第 8号 を除く各号に関する調査等の結果を踏ま

えて入会の可否を審議のうえ、その結果を原則として 11月 30日 までに、当該百年構想

クラブに書面または電磁的方法により通知する。なお、当該審議により入会を承認され

た場合であっても、前項第 5号および第 8号の要件を満たさないことが明らかになつた
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ときは、Jリ ーグヘの入会は認められない。

(5)前項により、J3会員としての入会を承認された百年構想クラブは、 Jリ ーグに対 し、

承認日から 1か月以内に、第 22条第 1項第 3号に定める入会金を納入 しなければなら

ない。この場合におけるJ3会員としての資格は、入会金の納入完了を条件として、承

認日の属する年の翌年の 1月 1日 から認められるものとする。

第 18条 〔百年構想クラブ〕

(1)Jリ ーグは、 JFL、 9地域のサッカー リーグまたは都道府県サッカー リーグに加盟す

るクラブのうち、理事会が定める「Jリ ーグ百年構想クラブ規程」の内容を満たすクラ

ブを百年構想クラブとして認定することができる。なお、2013年 12月 31日 までに Jリ

ーグ準加盟クラブとして認定されているクラブは、当然に百年構想クラブと呼称 し、当

該クラブとして取 り扱われるものとする。

(2)前条に定める入会審査を受ける百年構想クラブは、同条第 1項に定める入会申請の日の

前年の 11月 30日 までにJリ ーグに百年構想クラブとなるための認定を申請 し、理事会

の承認を受けていなければならない。

第 19条 〔Jlク ラブ・ J2ク ラブの入れ替え〕

(1)Jlにおける年間順位の下位 2ク ラブが J2に 降格 し、J2に おける年間順位の上位 2

クラブがJlに昇格する。

(2)Jlにおける年間順位 16位 のJlク ラブとJ2に おける年間順位 3位から6位の J2
クラブが参加するJl参入プレーオフに優勝 した Jク ラブがJlに残留または昇格する。

(3)前 2項の定めにかかわらず、J2における年間順位 ¬位から6位のJ2ク ラブの中で J

lク ラブライセンスの交付判定を受けられなかつた J2ク ラブがあつた場合は、次のと

おりとする。

① 当該 J2ク ラブが第 1項に該当しても、Jlに昇格できない

② 当該 J2ク ラブは、Jl参入プレーオフに参加できない

③ 第 1項 に該当するJ2ク ラブのうち、Jlク ラブライセンスの交付判定を受けた J2
クラブが 1ク ラブの場合、当該 J2ク ラブが Jlに 昇格し、Jlにおける年間順位の最

下位 (18位 )の Jlク ラブがJ2に降格する。また、その場合の Jl参入プレーオフに

はJlにおける年間順位 17位のJlク ラブが参加する

④ 第 1項に該当するJ2ク ラブのうち、Jlク ラブライセンスの交付判定を受けた J2
クラブがない場合は、同項によるJl・ J2間の入れ替えは行わない。また、その場合

のJl参入プレーオフにはJlに おける年間順位の最下位 (18位 )の Jlク ラブが参

加する

(4)前 2項に基づきJl参入プレーオフに参加する、Jlにおける年間順位 16位 、17位ま

たは 18位 の Jlク ラブがJlラ イセンスの交付判定を受けられなかった場合、当該 J

lク ラブはJl参入プレーオフには参加できない。

(5)前項によりJl参入プレーオフの出場資格を満たさないJlク ラブがあつた場合でも、

Jlリ ーグ戦年間順位 15位 以上のJlク ラブが繰 り下がつてJl参入プレーオフに出

場することはなく、また、 J2リ ーグ戦年間順位 7位以下のJ2ク ラブが繰 り上がって

Jl参入プレーオフに出場することもない。
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(6)前各項に定めるほか、 Jl参入プレーオフの詳細については理事会が定める「 2020
J¬ 参入プレーオフ試合実施要項」によるものとする。

第 20条 〔J2ク ラブ・ J3ク ラブの入れ替え〕

(1)J2に おける年間順位の下位 2ク ラブが J3に降格 し、 J3における年間順位の上位 2

クラブが J2に昇格する。

(2)前項の定めにかかわ らず、 J3に おける年間順位の上位 2ク ラブのうち Jリ ーグクラブ

ライセンスの交付判定を受けていない J3ク ラブがあつた場合は、当該 J3ク ラブは J

2に昇格できない。この場合において、 J3に おける年間順位 3位以下の J3ク ラブが

J2に昇格することはない。

(3)J3に おける年間順位の上位 2ク ラブのうち 1ク ラブのみが前項に該当 した場合は、第

1項の定めにかかわ らず、 J2に おける年間順位の最下位の J2ク ラブのみが J3に降

格する。

(4)J3に おける年間順位の上位 2ク ラブのいずれもが第 2項に該当 した場合には、第 1項

の定めにかかわらず、 J2・ J3間の入れ替えは行わない。

(5)Jlお よび J2ク ラブが編成するU-23チ ームが J3リ ーグに参加 している場合にお

ける本条の取 り扱いについては、「J3リ ーグヘ参加するJlお よび J2ク ラブが編成

するU-23チ ームに関する特則」によるものとする。

第 21条 〔Jリ ーグクラブライセンス不交付クラブ発生時の措置〕

Jリ ーグクラブライセンスまたはJ3ク ラブライセンスの不交付または取消 しが決定し

た Jク ラブが発生した場合、当該 Jク ラブに対する補欠等の処置については、理事会で審

議決定する。

第 22条 〔入会金および会費〕

(1)Jク ラブまたは百年構想クラブは、以下の各号のいずれかに該当する場合に限り、Jリ

ーグに対し入会金を納入しなければならない。

① J2ク ラブがはじめてJlク ラブとなる場合 金 6,000万 円

② J3ク ラブがはじめてJ2ク ラブとなる場合 金 2,000万 円

③ 百年構想クラブがはじめてJ3ク ラブとなる場合 金 500万 円

(2)前項に定める入会金は、前項各号のいずれかに該当することが確定した日の属する月の

翌月末日までに、Jリ ーグに対して納入するものとする。

(3)Jク ラブは、毎年4月 末日までに、Jリ ーグに対し次に定める会費 (毎 年 1月 1日 から

12月 31日 までの期間分の年会費をいう。以下単に「会費」という)を納入しなければ

ならない。

① Jlク ラブ 金 4,000万 円

② J2ク ラブ 金 2,000万 円

③ J3ク ラブ 金 1,000万 円

第 23条 〔退 会〕

Jク ラブが Jリ ーグ定款第 10条 第 3号によらずに退会 しようとする場合は、理事会の承
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認を得なければならない。ただし、各年において最初の公式試合 (第 40条第 1項に定義す

る)が行われる日から最後の公式試合が行われる日までの間 (以下かかる期間を「シーズン」

という)の退会は認められず、また、次シーズン終了をもつて退会 しようとする場合は、そ

の前年のシーズンの 9月 30日 までに申請しなければならない。

第 24条 〔Jク ラブのホームタウン (本拠地 )〕

(1)Jク ラブは、理事会の承認を得て特定の市町村をホームタウンとして定めなければなら

ない。ただ し、次の各号の条件を満た し、理事会の承認を得た場合には、複数の市町村

または都道府県をホームタウンとすることができる。

① 自治体および都道府県サッカー協会から全面的な支援が得られること

② 支援の中核をなし、市町村の取りまとめ役となる自治体を定めること

③ 活動拠点となる市町村を定めること

(2)Jク ラブはホームタウンにおいて、地域社会と一体となつたクラブ作り (社会貢献活動

を含む)を行い、サッカーをはじめとするスポーツの普及および振興に努めなければな

らない。

(3)Jク ラブは活動区域 (第 31条に定義する)内 でホームゲームを開催するにあたり、活動

区域内の協会加盟団体等と他大会の日程およびキックオフ時刻等の調整を行い、多くの

サッカーファンがホームゲームを観戦できる環境の整備に努めなければならない。

(4)Jク ラブのホームタウンは、原則として変更することができない。

(5)やむを得ない事由により、ホームタウンを変更する必要が生 じた場合には、変更の日の

1年以上前までに理由を記載 した書面により理事会に申請し、その承認を得なければな

らない。ただし、第 54条に定める開催期間の途中における申請は原則として認められない。

第 25条 〔Jク ラブの権益〕

(1)Jク ラブは、原則としてそのホームタウンを含む都道府県を活動区域とする。

(2)Jク ラブは、Jリ ーグが行う付随事業等に基づく収入につき、第 122条の定めにより配

分を受けることができる。

第 26条 〔Jク ラブの健全経営〕

(1)Jク ラブは、人件費、運営費その他の経費の設定に際 し、健全な財政状態の維持に配慮

しなければならず、違反 した場合、第 142条 に定める懲罰が科され得るほか、理事会は

必要な措置を講ずることができ、 Jク ラブはそれらに従わなければならない。

(2)Jク ラブは Jリ ーグに対 し、Jリ ーグが指定 した書類を定められた期限までに提出しな

ければならない。

(3)Jク ラブは、前項の書類に虚偽の記載をしてはならない。

(4)Jリ ーグは、 Jク ラブの事前の同意がない限り、第 2項の書類を第二者に開示 しないも

のとする。ただし、Jリ ーグおよび Jク ラブの状況を社会に告知するために、実行委員

会の承認を得たうえで、提出書類に内包された情報をもとに作成された資料を、個別の

Jク ラブの運営に支障を来たさない限りにおいて開示することができる。
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第 27条 〔リーグ戦安定開催融資制度〕

(1)Jリ ーグは、 Jク ラブの財政難等の事情により公式試合の運営に支障を来たす事態の発

生を未然に防止するため、リーグ戦安定開催融資制度を設ける。

(2)リ ーグ戦安定開催融資制度の管理・運営等に関する事項は理事会が定める「リーグ戦安

定開催融資規程」によるものとする。

第 28条 〔大規模災害時補填制度〕

(1)Jリ ーグは、大規模災害により、公式試合の運営に支障を来たす場合や Jク ラブが使用

するスタジアム等の各種施設に損害が発生 した場合に、大会 (第 40条第 1項各号に定め

る各公式試合をそれぞれ称する場合、本規約において「大会」という)を 無事に終了さ

せるためまたは Jク ラブの活動を通常に戻すため、大規模災害時補填制度を設ける。

(2)大規模災害時補填制度の管理・運営等に関する事項は理事会が定める「大規模災害時補

填規程」によるものとする。

第 29条 〔Jク ラブの株主〕

(1)Jク ラブは、「Jリ ーグクラブライセンス交付規則」もしくは「J3ク ラブライセンス交

付規則」の定めまたは Jリ ーグか らの指示に基づき、 Jリ ーグに対 し、各事業年度終了

時における株主名簿 (Jク ラブが公益社団法人または特定非営利活動法人である場合に

は社員名簿)の写 しを提出 しなければならない。

(2)Jク ラブは、その発行する株式の譲渡 (合 併等の組織再編に伴い株式が移転される場合

を含む。以下、本項および次項において同 じ)を行いまたは株式の新規発行を行 う場合

には、当該株式の譲渡先または新規株式の割当先を決定する前に Jリ ーグに書面または

電磁的方法にて届け出を行わなければならない。本項において、株式とは、株式のほか、

新株予約権、新株予約権付社債その他の株式を取得できる権利を含むものとする。また、

公益社団法人または特定非営利活動法人である Jク ラブが、社員を変更 しまたは新たに

社員を追加する場合には、変更後の社員または新たな社員を決定する前に Jリ ーグに書

面または電磁的方法にて届け出を行わなければならない。

(3)Jク ラブは、以下のような株式の譲渡または株式の新規発行を行 う場合には、当該株式

の譲渡先または新規株式の割当先を決定する前に理事会の承認を得なければならない。

本項において、株式とは、別段の定めがない限 り、株式のほか、新株予約権、新株予約

権付社債その他の株式を取得できる権利 (以下当該権利により将来発行され得る株式を

「潜在株式」という)を含み、議決権 とは、別段の定めがない限 り、潜在株式にかかる

議決権を含むものとする。また、公益社団法人または特定非営利活動法人である Jク ラ

ブについては、社員たる地位について同様の取扱いとする。

① 株式の新規発行または株式の譲渡により総株主の議決権 (潜在株式にかかる議決権を

除く)の 15%以上の議決権を自己の計算において有する株主が新たに発生する場合

② 株式の新規発行または株式の譲渡により、すでに存在する株主の総株主の議決権 (潜在

株式にかかる議決権を除く)に 占める当該株主の議決権比率が自己の計算において3

分の1を超える場合

③ 株式の新規発行または株式の譲渡により、すでに存在する株主の総株主の議決権 (潜在

株式にかかる議決権を除く)に 占める当該株主の議決権比率が自己の計算において

20



50%を超える場合

(4)前項第 2号または第 3号に該当する場合、Jク ラブは、その株主が個人の場合はその者、

法人の場合はその法人の代表者およびその法人の意思決定に大きな影響を与える者の出

資意向等の確認のため、 Jリ ーグとの直接の面談機会を設定するほか、別途 Jリ ーグが

定める宣言書に署名させ、Jリ ーグに提出しなければならない。

(5)Jク ラブは、他の Jク ラブの株式 (公益社団法人または特定非営利活動法人にあつては

社員たる地位 )を 保有 してはならない。なお、当該他のJク ラブの重大な影響下にある

と判断される法人の株式 (公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる

地位)についても同様とする。

(6)Jク ラブは、暴力団員等に Jク ラブの株式を保有させてはならない。なお、当該 Jク ラ

ブの重大な影響下にあると判断される法人の株式 (公益社団法人または特定非営利活動

法人にあつては社員たる地位)についても同様とする。

第 30条 〔役職員等の禁止事項〕

(1)Jク ラブの役職員は、直接たると間接たるとを問わず、次の事項を行ってはならない。

① 他の Jク ラブ、他の Jク ラブの重大な影響下にあると判断される法人または他の Jク

ラブに重大な影響を与えうる法人の役員または職員を兼務すること

② 他の Jク ラブの株式 (公益社団法人または特定非営利活動法人にあつては社員たる地

位 )を 保有すること

③ 他の Jク ラブまたは他の Jク ラブの役職員との間で金銭貸借、債務保証またはこれ ら

に類する契約を締結すること

(2)Jク ラブに所属する選手、監督、コーチおよび役員その他の関係者 (以下総称 して「J

クラブ関係者」という)は 、公の場において、協会 (審判を含む)、 Jリ ーグまたは自他

の Jク ラブを中傷または誹謗 してはならない。

第 31条 〔名称および活動区域等〕

(1)Jク ラブの法人名、チーム名および呼称 (以下総称 して「名称」という。ただ しチーム

名および呼称には地域名が含まれているものとする)な らびにホームタウンおよび活動

区域は次のとお りとする。

〔Jl会員〕

法 人 名 チーム名 呼  称 ホームタウン 活動区域

榊コンサ ドー レ
北海道コンサ ドー

レ札幌

北海道コンサ ドー

レ札幌
札幌市を中心 とする全道 北海道

躙ベガルタ仙台 ベガルタ仙台 ベガルタ仙台 仙台市 宮城県

は鹿島アントラ=ズ・エフ・シー 鹿島アン トラーズ 鹿島アントラーズ
鹿嶋市、潮来市、神栖

市、行方市、鉾田市
茨城県

浦和レッドダイヤモンズ欄 浦和 レッドダイヤモンズ浦和レッズ さいたま市 埼玉県

鶴日立柏 レイソル 柏 レイソル 柏 レイソル 柏 市 千葉県

東京フッ トボールクラブ欄 FC東京 FC東京 東京都 東京都

榊川崎フロンター レ 川崎フロンターレ 川崎フロンター レ 川崎市 神奈川県
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横浜マリノス憫 横浜 F・ マリノス 横浜 F・ マリノス
横浜市、横須賀市、大和

市
神奈川県

m横浜フリエスポーツクラブ横浜 FC 横浜 FC 横浜市 神奈川県

欄湘南ベルマー レ 湘南ベルマー レ 湘南ベルマー レ

厚木市、伊勢原市、小田原

市、茅ヶ崎市、秦野市、平塚

市、藤沢市、大磯町、寒川

町、二宮町、鎌倉市、南足柄

市、大井町、開成町、中井
町、箱根町、松田町、真鶴
町、山北町、湯河原町

神奈川県

田エスパルス 清水エスパルス 清水エスパルス 静岡市 静岡県

欄名古屋グランパスエイ ト名古屋クラン玖エイト名古屋グランパス
名古屋市、豊田市、みよし

市を中心とする全県
愛知県

榊ガンバ大阪 ガンバ大阪 ガンバ大阪

吹田市、茨木市、高槻

市、豊中市、池田市、摂
津市、箕面市

大阪府

いセレッソ大阪 セ レッソ大阪 セ レッソ大阪 大阪市、堺市 大阪府

楽天ヴィッセル神戸囲 ヴィッセル神戸 ヴィッセル神戸 神戸市 兵庫県

輸サンフレッチェ広島 サンフレッチェ広島F.C サンフレッチェ広島 広島市 広島県

欄サガン・ ドリームス サガン鳥栖 サガン鳥栖 鳥栖市 佐賀県

田大分フッ トボールクラブ 大分 トリニータ 大分 トリニータ
大分市、別府市、佐伯市を

中心とする全県
大分県

〔J2会員〕

法  人 名 チーム名 呼  称 ホームタウン 活動区域

いモンテディオ山形 モンテディオ山形 モンテディオ山形
山形市、天童市、鶴岡市

を中心とする全県
山形県

騰ワットボープ
"ラ

カ炉ホーリーホック水戸ホー リーホック 水戸ホーリーホック

水戸市、ひたちなか市、
笠間市、那珂市、小美玉

市、茨城町、城里町、大

洗町、東海村

茨城県

例栃木サツカークラブ 栃木サッカークラブ 栃木SC 宇都宮市 栃木県

欄ザスパ

(令和 2年 2月 1日 付にて

変更予定)

ザスパクサツ群馬 ザスパクサツ群馬
草津町、前橋市を

中心とする全県
群馬県

エヌ・ティ・ティ・スポ=ッコミュニァィ榊 大宮アルディージャ 大宮アルディージャ さいたま市 埼玉県

ジェフユナイテッド(榊

ジェフユナイテッド市原・千

葉
ジェフユナイテッド千葉 市原市、千葉市 千葉県

東京ヴェルディ欄 東京ヴエルディ1969 東京ヴエルディ 東京都 東京都

mゼルビア FC町 田ゼル ビア FC町田ゼルピア 町田市 東京都

腕ヴァンフォーレ山梨
スポーツクラブ

ヴァンフォーレ甲府 ヴァンフォーレ甲府
甲府市、韮崎市を
中心とする全県

山梨県

い松本山雅 松本山雅フットボールクラブ松本山雅 FC
松本市、塩尻市、山形

村、安曇野市、大町市、
池田町、生坂村、箕輸

町、朝日村

長野県
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mア ルビレックス新潟 アルビレックス新潟 アルビレックス新潟

新潟市、聖籠町、長岡

市、三条市、柏崎市、新

発田市、小千谷市、加茂

市、十日町市、見附市、

村上市、燕市、糸魚川

市、妙高市、五泉市、上

越市、阿賀野市、佐渡

市、魚沼市、南魚沼市、

胎内市、弥彦村、田上

町、阿賀町、出雲崎市、

湯沢町、津南町、刈羽

村、関川村、粟島浦村

【新潟県全県】

新潟県

欄石川ツエーゲン ッエーゲン金沢 ツエーゲン金沢

金沢市、自山市、野々市市、

かほく市、津幡町、内灘町を

中心とする全県

石川県

ロジュビロ ジュビロ磐田 ジュビロ磐田 磐田市 静岡県

欄京都パープルサンガ 京都サンガ F.0. 京都サンガ F.0.

京都市 、宇治市、城陽市、

向日市、長岡京市、京田辺

市、木津川市、亀岡市、南

丹市、京丹波町、福知山

市、舞鶴市、綾部市

京都府

田ファジアーノ岡山

スポーツクラブ
ファジアーノ岡山FC ファジアーノ岡山

岡山市、倉敷市、津山市
を中心とする全県

岡山県

は)レ ノファ山口 レノファ山口 FC レノファ山口FC

山口市、下関市、山陽小

野田市、宇都市、防府

市、周南市、美祢市、萩

市、下松市、岩国市、光

市、長門市、柳井市、周

防大島町、和木町、上関

町、田布施町、平生町、

阿武町 【山口県全県】

山口県

徳島ヴォルティス腕 徳島ヴォルティス 徳島ヴォルティス

鳴門市、徳島市、吉野川

市、美馬市、板野町、松

茂町、藍住町、北島町を

中心とする全県

徳島県

梱愛媛 FC 愛媛 FC 愛媛 FC 松山市を中心とする全県 愛媛県

アビスパ福岡欄 アビスパ福岡 アビスパ福岡 福岡市 福岡県

欄ギラヴァンツ北九州 ギラヴァンツ北九州 ギラヴァンツ北九州 北九州市 福岡県

鶴V・ ファー レン長崎
V・ ファー レン長

崎

V`フ ァーレン長

崎

長崎市、諫早市を

中心とする全県
長崎県

琉球フットボールクラブ欄 FC琉球 FC琉球 沖縄市を中心とする全県 沖縄県

〔J3会員〕

法 人 名 チーム名 呼  称 ホームタウン 活動区域

欄ヴァンラーレ八戸

ヴァンラー レ八戸

フットボールクラ

ブ

ヴァンラーレ八戸

八戸市、十和田市、五戸町、

三戸町、階上町、田子町、南

部町、おいらせ町、新郷村、

三沢市、七戸町、六戸町、東

北町、横浜町、野辺地町、六

ケ所村

青森県
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mいわてアスリー トクラブ
いわてグルージャ

盛岡

いわてグル~ンヤ

盛岡

盛岡市、宮古市、大船渡市、
花巻市、北上市、久慈市、遠

野市、一関市、陸前高田市、

釜石市、二戸市、人幡平市、

奥州市、滝沢市、雫石町、葛
巻町、岩手町、紫波町、矢巾
町、西和賀町、金ケ崎町、平
泉町、住田町、大槌町、山田

町、岩泉町、日野畑村、普代

村、軽米町、野田村、九戸

村、洋野町、一戸町 【岩手

県全県】

岩手県

(株)ブ ラウブリッツ秋田 ブラウブリッツ秋田 ブラウブリッツ秋田
秋田市、由利本荘市、
にかほ市、男鹿市を

中心とする全県
秋田県

欄AC福島ユナイテッド
福島ユナイテッド

フットボールクラブ
福島ユナイテッドFC 福島市、会津若松市を中

心とする全県
福島県

欄 Y.S.C.C.

(令和 2年 2月 1日 付にて

変更予定)

横浜スポーツ&
カルチャークラブ

Y.S.C.C.横 浜 横浜市 神奈川県

欄スポーツクラブ相模原 SC相模原 SC相 模原
相模原市、座間市、綾瀬市、

愛川町
神奈川県

欄長野パルセイロ

・アスレチッククラブ
AC長野パルセイロ AC長野パルセイロ

長野市、須坂市、中野市、飯山

市、千山市、坂城町、小布施
町、高山村、山ノ内町、木島平

村、野沢温泉村、信濃町、飯
綱町、小川村、栄村、佐久市

長野県

欄カター レ富山 カター レ富山 カター レ富山 富山市を中心とする全県 富山県

欄藤枝MYFC 藤枝MYFC 藤枝MYFC 藤枝市、島田市、焼津市、牧
之原市、吉田町、川根本町

静岡県

アスルクラロスルガ欄 アスルクラロ沼津 アスルクラロ沼津 沼津市 静岡県

開岐阜フットボールクラブ FC岐阜 FC岐阜 岐阜市を中心とする全県 岐阜県

mSC鳥 取 ガイナー レ鳥取 ガイナー レ鳥取
鳥取市、米子市、倉吉

市、境港市を中心とする
全県

鳥取県

ロカマタマーレ讃岐 カマタマーレ讃岐 カマタマーレ讚岐
高松市、丸亀市を中心 と

する全県
香川県

鶴今治.夢スポーツ FC今治 FC今治 今治市 愛媛県

欄アスリー トクラブ熊本 ロアッソ熊本 ロアッソ熊本 熊本市 熊本県

m鹿児島プロスポーツプロ

ジェクト

鹿児島ユナイテッ

ドFC
鹿児島ユナイテ

ッドFC
鹿児島市 鹿児島県

(2)Jク ラブとしての新規入会にあたつては、その名称について事前に理事会の承認を得る

ものとする。

(3)Jク ラプの名称は、原則として変更することができない。ただし、正当な事由がある場

合において、理事会の承認を得たときはこの限りではない。
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第 1節 スタジアム

第 32条 〔スタジアムの確保〕

Jク ラブは、ホームタウン内に、Jリ ーグが別途定めるJリ ーグスタジアム基準を充足

するスタジアム (以下「ホームスタジアム」という)を確保しているものとする。

第 33条 〔スタジアムの維持〕

Jク ラブは、良好な状態でホームゲームを実施 し得るよう、スタジアムを維持管理する

責任を負 うものとし、降雪または降雨等の悪天候の場合であっても、可能な限 リピッチを

整備 し、そのスタジアムでの試合を実施することができるよう最善の努力をしなければな

らない。

第 34条 〔理想のスタジアム〕

(1)公式試合で使用するスタジアムは、 Jリ ーグスタジアム基準を充足することに加え、ア

クセス性に優れ、すべての観客席が屋根で覆われ、複数のビジネスラウンジやスカイボ

ックス、大容量高速通信設備 (高 密度 Wi― Fi等 )を備えた、フッ トボールスタジアムで

あることが望ま しい。

(2)前項の「アクセス性に優れる」とは、次の各号のいずれかを充足 していることをいう。

① ホームタウンの中心市街地より概ね 20分以内で、スタジアムから徒歩圏内にある電車

の駅、バス (臨時運行を除く)の停留所または大型駐車場のいずれかに到達可能または

近い将来に到達可能となる具体的計画があること

② 交流人口の多い施設 (大 型商業施設等)に隣接していること

③ 前各号のほか、観客の観点からアクセス性に優れていると認められること

第 35条 〔医療施設〕

Jク ラブは、公式試合開催時には原則として観客等のための医師および看護師を各 1名

以上待機させなければならない。

第 36条 〔ビジタークラブのための観客席の確保〕

Jク ラブは、対戦チームの所属する Jク ラブ (以下「ビジタークラブ」という)を応援

する観客のために、適正な数の席を確保 しなければならない。

第 37条 〔スタジアムの検査〕

(1)Jリ ーグは、必要に応 じて、Jリ ーグスタジアム基準に基づきスタジアム (付帯設備含

む)を検査 し、理事会に報告する。
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(2)理事会は、前項に基づ く報告内容を検討 し、検査対象とした各スタジアムにおける公式

試合開催の可否を決定する。

第 38条 〔スタジアムの視察〕

(1)Jリ ーグは、試合開催の可否を確認するためスタジアムを視察することができ、その結

果、試合開催が困難であると判断 したときは、その旨を遅滞な くチェアマンに報告 しな

ければならない。

(2)チ ェアマンは、前項の報告を受けたときは、そのスタジアムでの試合の実施を中止する

決定を下すことができる。

(3)前項の中止の決定およびその通知は、原則として試合開催 日の 2か月前までにホームゲ

ームを実施する Jク ラブ (以下「ホームクラブ」という)に 対 して行わなければならな

い 。

第 39条 〔削 除〕

第 2節 公式試合

第 40条 〔公式試合〕

(1)Jリ ーグにおける公式試合 (本規約において「公式試合」という)と は、以下各号に定

める大会を構成する試合その他理事会が指定した試合をいう。

① Jlリ ーグ戦

② J2リ ーグ戦

③ J3リ ーグ戦

④ リーグカップ戦

⑤ Jl参入プレーオフ

⑥ スーパーカップ

(2)Jク ラブは、前項第 1号、第 2号または第 3号 (以 下これらを総称する場合は「リーグ

戦」という)の ホームゲームの 80%以上をホームスタジアムで実施 しなければならない。

ただし、理事会の承認を得た場合は、この限りではない。

(3)第 1項第 1号から第 6号までの公式試合は、各 Jク ラブにおける最高水準の競技力を保

持するチーム (以下「 トップチーム」という)に限り参加できるものとする。

(4)前項にいうトップチームは、以下の要件を満たすものとする。

① Jlク ラブの トップチームは、シーズン中は常にプロ選手 (Jク ラブとの書面による契

約を有 しており、当該選手のサッカー活動の対価として当該選手が被る費用を実質的

に上回る支払いを受ける者をいう)を 20名 以上保有 し、うち 15名 以上はプロA契約選

手 (協 会が定める「プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則」に定義す

る。なお、プロA契約選手として扱われる外国籍選手を含む。以下同じ)で あること

② J2ク ラブの トップチームは、シーズン中は常にプロA契約選手を5名 以上保有 して

いること

③ J3ク ラブの トップチームは、シーズン中は常にプロ選手を3名 以上保有していること
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第 41条 〔参加義務等〕

(1)Jク ラブは、公式試合および協会が開催する天皇杯全日本サッカー選手権大会 (以下「天

皇杯」という)の本大会または本大会の出場権を得るための予選大会に参加 しなければ

ならない。

(2)以下に該当するJク ラブは翌シーズンにAFCが 開催するAFCチ ヤンピオンズリーグ

に参加 しなければならない。

① Jlリ ーグ戦優勝クラブ

② 天皇杯優勝クラブ

③ Jlリ ーグ戦年間順位 2位クラブ

④ Jlリ ーグ戦年間順位 3位クラブ

⑤ Jlリ ーグ戦年間順位4位クラブ (天皇杯優勝クラブとJlリ ーグ戦優勝、2位または

3位クラブのいずれかが重複した場合のみ)

(3)Jク ラブは、所属選手が代表チームまたは選抜チーム等の一員に選出された場合、当該

選手をこれに参加させる義務を負う。

第 42条 〔最強のチームによる試合参加〕

Jク ラブは、その時点における最強のチーム (ベス トメンバー)を もつて前条の試合に

臨まなければならない。

第 43条 〔不正行為への関与の禁止〕

Jク ラブおよび Jク ラブ関係者は、方法・形式のいかんにかかわらず、また直接たると

間接たるとを問わず、試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為に一切関与 しては

ならない。

第 44条 〔公式試合の主催等〕

(1)公式試合は、すべて協会および Jリ ーグが主催 (自 己の名義において試合を開催するこ

と。以下同 じ)し 、 Jリ ーグが主管 (自 己の責任と費用負担において試合を実施・運営

すること。以下同 じ)す る。

(2)Jリ ーグは、公式試合のホームゲームの主管をホームクラブに委譲する。

(3)前項の定めにかかわ らず、 Jリ ーグは、当該ホームクラブの活動区域外のスタジアムで

実施する公式試合その他理事会が定める公式試合を自ら主管することができる。

(4)活動区域外で開催される試合については、事前にチェアマンの承認を得た場合に限 りそ

の地方のメディアが共催することを認める。なお、試合開催が複数回に及ぶ場合であっ

ても、その都度申請 し承認を得るものとする。

第 45条 〔主管権の譲渡〕

(1)Jク ラブは Jリ ーグの事前の承認を得て、その主管するホームゲームの主管権を、協会

に所属する都道府県サッカー協会に対 し譲渡することができる。ただし、この場合にお

いても、当該 Jク ラブは、本規約上の義務を免れるものではない。

(2)主管権の譲渡に関する手続きその他の詳細は、理事会が定める「主管権譲渡規程」によ

るものとする。
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第 46条 〔競技規則〕

公式試合は、すべて国際サ ッカー連盟 (以 下 「 FIFA」 とい う)お よび協会の競

技規則に従 つて実施される。

第 47条 〔届出義務〕

Jク ラブは、次の事項を所定の方法によりJリ ーグに届け出なければならない。届出事

項に変更が生 じた場合も同様 とする。

① 選手

② 実行委員、運営担当および広報担当等

③ 監督、コーチ、ドクターおよびアスレティックトレーナー (原 則として公益財団法人日

本スポーツ協会公認)等 (以下「チームスタッフ」という)

第 48条 〔出場資格〕

(1)協会の「サ ッカー選手の登録と移籍等に関する規則」および「プロサ ッカー選手の契約、

登録および移籍に関する規則」に基づき協会への選手登録を完了 し、かつ第 100条 に定

める Jリ ーグ登録を行つた選手のみが、公式試合における出場資格を有する。

(2)選手は、公式試合出場に際 し、協会の発行 した電子選手証を印刷 したものまたは協会の

発行 した電子選手証を画面上に表示 して確認することのできる電子機器を持参 し、必要

に応 じて提示 しなければならない。

第 49条 〔ユニフォーム〕

(1)公式試合においては、 Jリ ーグが定める「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォー

ムを使用 しなければならない。

(2)前項のユニフォームには、メンバー提出用紙に記載された選手番号が明確に表示されて

いなければならない。

(3)前各項の定めのほか、ユニフォームに関する事項は、理事会が定める「ユニフォーム要

項」によるものとする。

第 50条 〔試合球〕

公式試合の試合球は、 Jリ ーグが、協会検定球の中か ら認定する。

第 51条 〔Jク ラブの責任〕

(1)ホームクラブは、公式試合の運営において、以下各号の義務を負 う。

① 試合の前後および試合中において、Jク ラブ関係者、観客その他ホームスタジアムに存

在するすべての者の安全を確保する義務

② 試合の前後および試合中において、観客にホームスタジアムおよびその周辺において

秩序ある適切な態度を保持させる義務

③ 前 2号の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限しまたは即刻退去させ

る等、適切な措置を講ずる義務

(2)ビ ジタークラブは、ホームクラブによる公式試合の運営に関し、以下各号の義務を負う。

① 実行委員、運営担当 (正 )お よびセキュリティ担当 (運営担当 (正 )と セキュリティ担
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当は兼務可)を アウェイゲームに帯同じ、前項第 2号に基づくホームクラブの義務の履

行に協力する義務。なお、やむを得ない場合には、実行委員については Jク ラブがその

責務にあたることができると判断した者を、運営担当 (正 )に ついては運営担当 (副 )

を、それぞれ代理人として帯同することができる。ただし、同じ者が実行委員の代理人

と運営担当 (正 )の代理人を兼ねることはできない。また、代理人が帯同する場合は、

本規約に定める実行委員または運営担当 (正 )の義務は当該代理人が履行するものとす

る。

② 試合の前後および試合中において、ビジタークラブのサポーターに秩序ある適切な態

度を保持させる義務

(3)ホームクラブおよびビジタークラブは、試合が開催されるスタジアムに、暴力団員等を

入場させないよう、努めるものとする。

(4)Jリ ーグが主管する試合においては、 Jリ ーグが本条に定めるホームクラブの義務を負

い、当該試合に出場する両チームが本条に定めるビジタークラブの義務を負う。

第 52条 〔選手の健康管理および ドクター〕

(1)Jク ラブは、日本国医師免許を保有する専属の ドクターを置き、当該 Jク ラブの責任に

おいて選手の健康管理を行わなければならない。

(2)前項の健康管理における医学的検査の項目は、協会の医学委員会が定める次のメディカ

ルチェック項目とする。

① 内科検査 (心電図、心エコー検査含む)

② 整形外科的検査

③ 血液検査

④ 尿検査

⑤ レントゲン検査

⑥ 運動負荷検査

⑦ 体力検査

(3)Jク ラブは、すべての試合に、 ドクターを同行させ、原則としてベンチ入りさせなけれ

ばならない。

第 53条 〔負傷 した選手の活動再開の制限〕

(1)Jク ラブは、選手が試合中に負傷 して退場 した場合において、その傷害が頭部その他特

に慎重な配慮を要する部位に生 じたものであるときは、医師の承認を得なければ、当該

選手の選手としての活動を再開させてはならない。

(2)前項の傷害が練習中に生 じた場合においても同様 とする。

(3)脳振盪 と診断あるいはその疑いのある選手の活動再開に関する前 2項の医師の承認は、

協会の医学委員会が定める「サ ッカーにおける脳振盪の指針」に基づき判断されなけれ

ばならない。
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第 3節 言式合の運営

第 54条 〔公式試合の開催期間〕

公式試合は、原則として毎年 2月 か ら 12月 までの間に実施する。

第 55条 〔公式試合の開催〕

公式試合の試合日程は、次の事項を考慮した実行委員会の審議を経て、理事会が決定する。

① 前シーズンのJlリ ーグ戦の 1位 (年 間優勝)チームにJlリ ーグ戦の開幕戦をホーム

スタジアムで開催するか否かの選択権が与えられること

② 試合開催が特定の地域に集中しないこと

③ やむを得ない事情がある場合を除き、同一大会でアウェイゲームが3試合以上連続し

ないこと

④ リーグ戦は、原則として土曜日、日曜日または水曜日に開催すること

第 56条 〔試合日程の遵守〕

Jク ラブは、前条により定められた公式試合の開催 日、キックオフ時刻および開催地等

の試合日程を遵守 しなければならない。

第 57条 〔試合の日時または場所の変更〕

(1)公式試合の開催 日、キックオフ時刻または開催地の変更は、次の手続きに従い決定する。

① ホームクラブが Jリ ーグに対し、変更 しようとする開催日の 30日 前までに「試合開催

に関する変更申請書」により申請する

② チェアマンは、変更の可否を判断し、変更される開催日の 20日 前までに、変更の可否

を、ホームクラブおよびビジタークラブの双方に通知する

(2)前項の手続きが行われない場合、ビジタークラブは、当該変更を拒否することができる。

(3)国際大会、スタジアムの大規模改修、大規模災害等のやむを得ない特別の事情がある場

合において、チェアマンは、前 2項の定めにかかわらず、開催の日時または場所を変更

することができる。

第 58条 〔特別の事情による変更〕

Jク ラブは、協会または Jリ ーグにおいて、国際大会、スタジアムの大規模改修、大規

模災害等の特別の事情がある場合には、日程等の変更に応 じなければならない。

第 59条 〔同日開催の制限〕

公式試合は、原則として、同一日に同一スタジアムで 2試合以上行ってはならない。

第 60条 〔抱き合わせ開催の禁止〕

公式試合は、Jリ ーグまたは協会以外の第三者が主催するサッカーその他のスポーツの

試合またはイベン ト等と抱き合わせで開催 してはならない。ただし、 Jク ラブが主催する

地域振興のための試合・イベン ト、選手育成のための試合等であって、荒天時には中止で
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きるものに限 り、実施することができる。また、日本女子サッカー リーグとの共催は別途

定める「 Jリ ーグ公式戦におけるなで しこリーグ公式戦開催に関するガイ ドライン」に則

り開催することができる。

第 61条 〔マッチコミッショナー〕

(1)マ ッチコミッショナーは、実行委員会が推薦 し、理事会が承認 した後、チェアマンが任

命 し、公式試合に派遣される。

(2)マ ッチコミッショナーは、原則として協会が定めるJFAマ ッチコミッショナーに登録

しなければならない。

(3)マ ッチコミッショナーは、次の事項を遵守 しなければならない。

① キックオフ時刻の 150分前までにスタジアムに到着すること

② キックオフ時刻の 70分前に双方の Jク ラブの監督、実行委員および運営担当 (正 )な ら

びに主審、副審、追加副審、第 4の審判員、ビデオアシスタントレフェリー (以下「VA
R」 という)お よびアシスタントVAR(以 下、総称して「審判員」という)を集め、マ

ッチ・コーディネーション・ミーティングを開催すること

③ リーグカップ戦の延長戦終了後に行うPKに おいて、試合終了後、使用したゴールを決

定した理由を主審に確認すること

④ 試合終了後 24時間以内にJリ ーグに「Jリ ーグマッチコミッショナー報告書」を発信

すること

⑤ 試合の中断または競技中の悪質な違反による退場等の重大な事項が発生した場合に、

所定の手続きにより「Jリ ーグマッチコミッショナー緊急報告書」をすみやかにチェア

マンに提出すること

⑥ 裁定委員会または規律委員会より出席を求められた場合に、これに出席し報告するこ

と

⑦ 前各号のほか、別途チェアマンの定める事項を行うこと

第 62条 〔試合の中止の決定〕

試合の中止は、主審が、マッチコミッショナー、ホームクラブの実行委員およびビジタ

ークラブの実行委員 (ま たはJリ ーグ規約第 51条第 2項第 1号 に基づくその代理人)の意

見を参考のうえ決定する。ただし、主審が到着する前にやむを得ない事情により試合を中

止する場合は、マッチコミッショナーおよびホームクラブの実行委員が協議のうえ決定す

る。

第 63条 〔不可抗力による開催不能または中止〕

公式試合が、悪天候、地震等の天災地変または公共交通機関の不通その他いずれのチー

ムの責にも帰すべか らざる事由 (以下「不可抗力」という)に より開催不能または中止 と

なつた場合には、当該試合の取 り扱いについては、次の各号からチェアマンが決定する。

① 90分 間の再試合

② 中止時点からの再開試合

③ 中止時点での試合成立
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第 64条 〔敗戦とみなす場合〕

公式試合が一方のチームの責に帰すべき事由により開催不能または中止となつた場合に

は、その帰責事由あるチームは、原則として 0対 3で 敗戦 したものとみなす。

第 65条 〔試合結果の報告〕

ホームクラブの実行委員は、所定の手続きに従い公式記録および必要に応 じて試合運営

報告書を Jリ ーグに提出 しなければならない。

第 66条 〔公式試合の試合実施要項〕

公式試合の運営に関する事項は、理事会が大会毎に定める試合実施要項によるものとする。

第 67条 〔削 除〕

第 4節 非公式試合

第 68条 〔非公式試合の開催〕

(1)公式試合以外のすべての有料試合 (以 下「非公式試合」という)は 、事前に Jリ ーグに

所定の申請書を提出 し、 Jリ ーグおよび協会の承認を得なければ開催することができな

い 。

(2)非公式試合の開催日については、公式試合の日程が優先する。

(3)第 1項 の開催申請書の提出期限は、試合開催日の 2か 月前の日の属する月の末日までと

する。

第 69条 〔外国チームとの試合等〕

Jク ラブが外国のサッカーチームと試合を行う場合は、試合の場所が国内であるか国外

であるかにかかわらず、事前にJリ ーグおよび協会の承認を得なければならない。また、

必要に応 じて協会を経由しFIFAま たはAFCに 報告 しなければならない。

第 70条 〔興行等への参加禁止〕

Jク ラブ、選手、監督およびコーチは、事前に Jリ ーグの承認を得ない限り、Jリ ーグ

または協会以外の第三者が主催するサッカーその他のスポーツの試合または興行等に参加

してはならない。

第 71条 〔救済試合〕

(1)救済試合は、傷害または疾病により選手としての活動が不可能となつた有望な選手を、

経済的窮状か ら救済することを目的として開催する。

(2)救済試合は、当該選手の現在所属する Jク ラブまたは過去に所属 した Jク ラブが、事前

に、 Jリ ーグに所定の申請書を提出 し、実行委員会の審議を経て理事会に承認されなけ

れば、開催することができない。

(3)救済試合の開催地は、原則として当該試合を開催する Jク ラブのホームタウンとする。
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(4)救済試合は、選手 1名 につき 1回 に限 り開催することができる。

第 72条 〔引退試合〕

(1)引 退試合は、選手が引退するにあたり当該選手の功績を称えることを目的として開催する。

(2)引 退試合は、当該選手の現在所属するJク ラブまたは過去に所属 した Jク ラブが、事前

に、Jリ ーグに所定の申請書を提出して承認されなければ、開催することができない。

(3)引 退試合の開催地は、原則として当該試合を開催するJク ラブのホームタウンとする。

(4)引 退試合は、選手 1名 につき 1回 に限り開催することができる。

第 73条 〔慈善試合〕

(1)Jク ラブは、被災者、病者、孤児等の困窮者の救済その他の社会還元を目的として、人

道的見地に基づき、慈善試合を開催することができる。

(2)慈善試合は、当該試合を開催する Jク ラブが、事前に、 Jリ ーグに所定の申請書を提出

し、実行委員会の審議を経て理事会に承認されなければ、開催することができない。

(3)慈善試合の開催地は、原則として当該試合を開催する Jク ラブのホームタウンとする。

第 74条 〔非公式試合の試合実施要項〕

非公式試合の運営に関する事項は、Jリ ーグが必要に応 じて都度定める試合実施要項に

よるものとする。

第 5節 試合の収支

第 75条 〔公式試合の費用負担〕

ホームクラブは、ホームゲームにおける収入を受領 し、その試合の開催に要する次の費

用 (以下総称 して「必要経費」という)を 負担する。

① 運営人件費

② スタジアム使用料 (付帯設備使用料を含む)

③ スタジアム仮設設備設置費用 (テ ント設営料等)

④ 入場券・招待券の印刷費

⑤ 入場券販売手数料

⑥ 広告宣伝費

⑦ クラブパートナーの看板等の費用 (ス タジアムヘの掲出料を含む)

③ その他運営に係わる費用

第 76条 〔救済試合、引退試合および慈善試合の損益の配分〕

(1)救済試合および引退試合の損益の配分については、 Jリ ーグと当該試合の開催 Jク ラブ

との協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として

対象選手が受領することができるものとする。

(2)慈善試合の損益の配分については、 Jリ ーグと当該試合を開催するJク ラブとの協議に

より決定する。ただし、総収入から必要経費を控除 した純益は、原則として慈善試合の
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目的である救済事業等のために使用されなければならない。

第 77条 〔不可抗力による試合中止等の場合の費用の負担〕

すでに何らかの経費が発生している公式試合が、不可抗力により開催不能または中止と

なつた場合には、ホームクラブにおいて発生 した第 75条第 1号から第 4号までの費用お

よび入場料金払戻し手数料ならびに双方のチームにおいて発生した交通費・宿泊費 (「 旅費

規程」第 2条の範囲に限る)の増額分は、Jリ ーグが負担する。ただし、第 63条 第 3号の

決定により、中止時点で試合が成立 した場合は除く。

第 78条 〔帰責事由あるクラブの費用の補償〕

(1)ホームクラブの責に帰すべき事由によ り公式試合が開催不能または中止となった場合、

ホームクラブは、ビジターチームに発生 した交通費・宿泊費を補償 しなければならない。

(2)ビ ジタークラブの責に帰すべき事由によ り公式試合が開催不能または中止 となつた場

合、ビジタークラブは、ホームクラブに発生 した必要経費および入場料金払戻 し手数料

ならびに交通費・宿泊費を補償 しなければならない。

第 79条 〔協会納付金〕

ホームクラブは、協会が指定する試合の入場料収入の 3%相 当額をその試合の属する大

会が終了した後、別に定める方法にてJリ ーグヘ報告 し、請求書発行日から60日 以内に協

会に納付しなければならない。

第 80条 〔収支報告〕

Jク ラブは、 Jリ ーグから試合収支および/ま たは大会収支にかかる決算書の提出を要

請されたときは、Jリ ーグが定めた期限までに提出しなければならない。

第 81条 〔遠征費用〕

(1)チ ームの遠征に要する交通費および宿泊費を Jリ ーグにおいて支出する場合、その支出

の詳細は、理事会が定める「旅費規程」によるものとする。

(2)ホームクラブの都合によリホームタウン以外のスタジアムで試合を実施 したことにより

発生 したビジターチームの交通費および宿泊費の増額分はホームクラブが負担する。な

お、当該負担額は、「旅費規程」第 2条に基づいて算出する。

(3)公式試合を無事に終了したが、不可抗力により帰路に影響が出たために交通費および宿

泊費の増額を余儀なくされた場合、当該増額分は Jリ ーグが負担する。なお、当該負担

額は、「旅費規程」第 2条に基づいて算出する。

弟_■笙_壷__彰
第 82条 〔リーグ表彰〕

Jリ ーグは、 リーグ戦および リーグカップ戦等に関 し、チーム、選手、監督および審判

員等の表彰を行 う。
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第 83条 〔功労者表彰〕

(1)Jリ ーグは、 Jリ ーグの発展に功労のあつた者に対 し、記念品等を贈呈 して表彰するこ

とができる。

(2)前項の表彰を受ける者は、 Jク ラブか ら推薦 された者の中からチェアマンが推薦 し、理

事会が決定する。

第 84条 〔表彰規程〕

前 2条 を含む、Jリ ーグの表彰に関する事項は、理事会が定める「Jリ ーグ表彰規程」

によるものとする。

第 85条 〔特別表彰〕

第 82条および第 83条 に定める表彰のほか特に表彰を必要とする場合は、理事会の定め

るところによる。

第 86条 〔誠実義務〕

(1)選手は、協会の定款および本規約ならびにこれ らに付随する諸規程を遵守するとともに

Jク ラブの諸規則を遵守 し、 Jク ラブとの間に締結 した契約を誠実に履行 しなければな

らない。

(2)選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能

力の維持・ 向上に努めなければならない。

第 87条 〔履行義務〕

(1)プ ロ契約選手は、次の各事項を履行する義務を負う。

① Jク ラブの指定するすべての試合への出場

② Jク ラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加

③ Jク ラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加

④ Jク ラブより支給されたユニフォームー式およびトレーニングウェアの使用

⑤ Jク ラブの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加

⑥ Jク ラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加

⑦ 協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および

試合への参加

③ 協会・Jリ ーグ等の指定するドーピングテストの受検

⑨ 合宿、遠征等に際してのJク ラブの指定する交通機関および宿泊施設の利用

⑩ 居住場所に関するJク ラブの事前同意の取得

① 副業に関するJク ラブの事前同意の取得

⑫ その他Jク ラブが必要と認めた事項
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(2)ア マチュア選手は、次の各事項を履行する義務を負う。

① Jク ラブの指定するすべての試合への出場

② Jク ラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加

③ Jク ラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加

④ Jク ラブにより支給されたユニフォームー式およびトレーニングウェアの使用

⑤ Jク ラブの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加

⑥ Jク ラブの指定する広報活動、フアンサービス活動および社会貢献活動への参加

⑦ 協会から各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および

試合への参加

③ 協会、Jリ ーグ等の指定するドーピングテストの受検

⑨ 合宿、遠征等に際してのJク ラブの指定する交通機関、宿泊施設の利用

⑩ 就業に関する事前のJク ラブヘの報告

① その他Jク ラブが必要と認めた事項

第 88条 〔ドー ピングの禁止〕

(1)選手の健康を保持するとともに試合の公正な実施を確保するため、 ドーピングを禁止する。

(2)選手は、協会の「アンチ・ ドーピング規程」に則 り、世界アンチ 。ドー ピング規程および日

本アンチ・ ドーピング規程を遵守する。

(3)選手は、ドー ピング検査の対象として指名された場合、これを拒否することはできない。

(4)ドー ピング検査については協会のアンチ・ ドー ピング部会と日本アンチ・ ドー ピング機

構 とで定める「 Jリ ーグ ドー ピング検査実施の検査手順」に則 り実施する。

(5)第 100条 に定める Jリ ーグ登録時に選手が 18歳未満である場合、 ドー ピング検査実施

に関する親権者の同意書を提出 しなければならない。

第 89条 〔禁止事項〕

(1)プ ロ契約選手は、次の各行為を行ってはならない。

① Jク ラブ、協会およびJリ ーグの内部事情の部外者への開示

② 試合および トレーニングに関する事項 (試合の戦略 。戦術・選手の起用・ トレーニング

の内容等)の部外者への開示

③ 前条 (ド ーピングの禁止)第 2項または第3項に違反する行為

④ Jク ラブ、協会およびJリ ーグの承認が得られない広告宣伝・広報活動への参加もしくは関与

⑤ Jク ラブとの契約の履行の妨げとなる内容の第二者との契約の締結

⑥ Jク ラブの事前の同意を得ない、第二者の主催するサッカーまたはその他のスポーツ

の試合への参加

⑦ 試合の結果に影響を与える不正行為への関与

③ その他Jク ラブ、協会およびJリ ーグにとって不利益となる行為

(2)ア マチュア選手は、次の各行為を行つてはならない。

① Jク ラブ、協会およびリーグ等の内部事情の部外者への開示

② 試合および トレーニングに関する事項 (試合の戦略・戦術・選手の起用・ トレーニング

の内容等)の部外者への開示

③ 前条 (ド ーピングの禁止)第 2項または第3項に違反する行為
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④ サッカー活動の対価としての報酬 (利 益)等の受領

⑤ 試合の結果に影響を与える不正行為への関与

⑥ その他Jク ラブ、協会およびJリ ーグにとつて不利益となる行為

第 90条 〔費用の負担および用具の使用〕

(1)選手が Jク ラプのために旅行する期間の交通費・宿泊費は、Jク ラブが負担する。

(2)選手が試合および トレーニングに使用する用具のうち、ユニフォームー式および トレー

ニングウエアは、 Jク ラブが支給 したものを使用しなければならない。

第 91条 〔疾病および傷害〕

選手は、疾病または傷害に際 してはすみやかに Jク ラブに通知 し、 Jク ラブの指示に従

わなければならない。

第 92条 〔プロ選手契約およびアマチュア選手誓約〕

(1)Jク ラブと「日本サ ッカー協会選手契約書」を締結 した選手の移籍に関する権利および

義務は、すべて当該 Jク ラブに帰属する。

(2)Jク ラブは、選手と締結 したすべての契約書の写 しを Jリ ーグに提出 しなければならな

い 。

(3)Jク ラブは、アマチュア選手が署名した誓約書 (別紙 1)および当該選手との間で諸手

当について確認 した書式のほか、当該選手と締結 した書式の写 しすべてをJリ ーグに提

出しなければならない。

(4)Jリ ーグは、特段の定めがある場合を除き、 Jク ラブの事前の同意がない限り、前 2項

に記された書式の写 しを第二者に開示 しないものとする。

第 93条 〔選手の報酬等〕

(1)Jク ラブは選手に対 し、前条第 2項に基づき Jリ ーグに提出 した契約書に記載された報

酬以外の金銭または利益を名目のいかんを問わず供与 してはならない。

(2)Jク ラブは、選手の技能その他の事情 を勘案 したうえ、当該選手の能力を最も発揮 し得

るように、選手の報酬を設定するよう努めなければな らない。

第 94条 〔支度金および トレーニング費用〕

(1)Jク ラブは、新規契約 した選手または移籍 した選手に対 し、理事会が定める「支度金支

給基準規程」の金額を上限として、支度金を支払うことができる。

(2)Jク ラブは、選手の新規契約に際し、その選手を育成 した法人、学校等に対し、協会が

定める「 トレーニング費用請求基準」に基づき、 トレーニング費用を支払う。

(3)Jク ラブは、選手の新規契約に際し、前 2項 以外の金銭を支払ってはならず、また、い

かなる物品・便益等も供与 してはならない。

第 95条 〔選手契約における仲介人等〕

Jク ラブおよび選手は、取引 (選手契約または移籍合意)に仲介人が関与する場合、協

会が定める「仲介人に関する規則」を遵守 しなければならない。
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第 96条 〔未成年者〕

選手が契約締結時に未成年である場合には、契約の締結について法定代理人の同意を得

なければならない。

第 97条 〔選手の肖像等の使用〕

(1)選手は、第 87条の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名等 (以下「選手の肖像等」

という)が報道、公衆送信されることおよび当該報道、公衆送信に関する選手の肖像等

につき何 ら権利を有するものでない。

(2)選手は、 Jリ ーグおよび Jク ラブか ら指名を受けた場合、 Jク ラブ、協会および Jリ ー

グの広告宣伝・広報・ プロモーション活動 (以 下「広告宣伝等」という)に 原則として

無償で協力 しなければならない。

(3)選手は、次の各号について事前に Jク ラブの書面による承諾を得なければならない。

① テレビ・ラジオ番組およびインターネットを通じて送信される番組等への出演

② イベントヘの出演

③ 新聞・雑誌取材への応諾

④ 第二者の広告宣伝等への関与

(4)前項の出演または関与に際しての対価の分配は、Jク ラブと選手が協議して定める。

第 98条 〔契約に関する紛争の解決〕

Jク ラブと選手との間の契約の解釈または履行に関し、 Jク ラブと選手との間に紛争が

生 じたときは、 Jク ラブおよび選手が、その都度、誠意をもって協議の上解決するよう努

めなければならない。

第 99条 〔協会の登録に関する規定の遵守〕

Jク ラブは、協会が定める選手登録に関する規定を遵守 し、同規定に従い協会への選手

登録を行わなければならない。

第 100条 〔Jリ ーグ登録〕

(1)Jリ ーグは、第 47条 に基づき Jク ラブから届出された事項により、「 Jリ ーグ登録シス

テム」にて、選手、監督、コーチその他 Jリ ーグが指定 した者に関する登録 (以下「J

リーグ登録」という)を 行 う。

(2)Jリ ーグ登録のために必要 となる事項は、次の各号のとおりとする。

① 氏名

第 6章 登録および移籍

第 1節 登  録
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② 生年月日

③ 所属するJク ラブの正式名称

④ 前各号のほか、Jリ ーグが定める事項

第 101条 〔審判員の登録〕

(1)Jリ ーグは、第 113条第 1項により協会が指名した者をJリ ーグ担当審判員として登録

する。

(2)Jリ ーグ担当審判員に関する登録のために必要となる事項は、次の各号のとおりとする。

① 氏名

② 生年月日

③ 審判員の級別

④ 前各号のほか、Jリ ーグが定める事項

第 102条 〔登録の変更・拒否・抹消〕

(1)Jリ ーグは、 Jク ラブからJリ ーグ登録の内容変更の届け出を受けた場合、その届け出

に従いJリ ーグ登録の変更を行う。

(2)Jリ ーグは、協会から審判員の Jリ ーグ登録の変更の届け出を受けた場合、その届け出

に従い登録の変更を行う。

(3)Jリ ーグは、試合の結果に影響を与える不正行為に関与した者またはJリ ーグにとつて

著 しい不利益となる行為を行った者の Jリ ーグ登録を行わない。当該登録において虚偽

の記載がある場合も同様とする。

(4)Jリ ーグは、Jリ ーグ登録を行つた選手、監督、コーチおよびその他 Jリ ーグが指定し

た者ならびに審判員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に関する登録を抹

消する。

① 前項に該当するとき

② Jク ラブがJリ ーグ登録の抹消に関する届け出を行つたとき

③ 死亡または失踪宣告を受けたとき

第 103条 〔未登録の選手〕

Jク ラブは、Jリ ーグ登録をしていない選手を公式試合に出場させてはならない。

第 2節 移  籍

第 104条 〔協会の移籍に関する規定の遵守〕

選手の移籍は、協会が定める「サ ッカー選手の登録と移籍等に関する規則」および「プ

ロサ ッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則」に従って行わなければならない。

第 105条 〔移籍に伴 う納付金〕

Jク ラブは、日本国内で育成された日本国籍を有するプロ選手の日本国内の移籍に伴 う

移籍補償金 (期 限付移籍補償金を含む)収入の 4%相 当額を、受領後 60日 以内に Jリ ーグ
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第7章 監督、コーチおよびアカデミーダイレクター

に納付 しなければならない。

第 106条 〔トップチームの監督およびコーチ〕

(1)Jク ラブの トップチームの監督およびアシスタン トコーチの資格要件は、「 Jリ ーグク

ラブライセンス交付規則」(J3ク ラブは理事会が別途定める「J3ク ラブライセンス交

付規則」)に よるものとする。

(2)Jク ラブは、 トップチームの監督との契約を締結する前に、所定の手続きにより当該 ト

ップチームの監督候補者の保有資格が前項の資格要件を満たすことを Jリ ーグを通 じて

協会に確認 しなければならない。

(3)Jク ラブは、第 1項 の資格要件を満たす トップチームの監督およびアシスタン トコーチ

各 1名 をシーズン中は常時登録 しなければならない。

第 107条 〔トップチーム以外の監督、コーチおよびアカデ ミーダイレクター〕

(1)Jク ラブの トップチーム以外のチームにおける監督およびコーチの資格要件は、 Jリ ー

グクラブライセンス交付規則 (J3ク ラブは理事会が別途定める「 J3ク ラブライセン

ス交付規則」)に よるものとする。

(2)Jク ラブのアカデミーダイ レクターの資格要件は、 Jリ ーグクラブライセンス交付規則

(J3ク ラブは理事会が別途定める「 J3ク ラブライセンス交付規則」)に よるものとす

る。

第 108条 〔研修への参加義務〕

すべての監督、コーチおよびアカデ ミーダイ レクターは、協会または Jリ ーグが指定す

る研修会に参加 しなければならない。

第 109条 〔選手兼務の禁止〕

トップチームの監督およびコーチは、選手として登録することはできない。

第 110条 〔契約等〕

(1)Jク ラブは、監督およびコーチと書面による契約を締結 した場合は、その写 しを Jリ ー

グに提出 しなければならない。

(2)監督およびコーチは、同一期間に複数のクラブと契約を締結することはできない。

(3)Jク ラブと書面による契約を締結 している監督またはコーチに対 し、その契約期間中に

他の Jク ラブが将来の契約を結ぶ 目的で接触する場合、あらか じめ当該監督またはコー

チが現在契約を締結 している Jク ラブに書面で通知 しなければならない。

(4)第 97条第 1項から第 4項 までの規定は、監督およびコーチについて、これを準用する。
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第 8章 審 判 曰貝

第 111条 〔守秘義務〕

監督、コーチおよびアカデミーダイレクターは、第 3条第7項に定める守秘義務を遵守

するものとする。

第 112条 〔資格要件〕

(1)公式試合の審判員は、協会の定める「審判員及び審判指導者等に関する規則」に基づき

認定する審判資格を有する者でなければならない。

(2)外国における経験に照 らし前項に定める審判資格と同等以上の資格を有 していると認め

られる者は、事前に協会の承認を得た場合に限 り、例外として前項に定める審判員とな

り得る。

第 113条 〔指 名〕

(1)Jリ ーグは、協会の審判委員会に対し、 Jl、 J2お よびJ3の 主審および副審の指名

を要請するものとする。

(2)前項の指名は、 1年 ごとに行われるものとする。ただし、期間途中の追加および変更を

妨げない。

第 114条 〔審判員の服装および用具〕

審判員は、 Jリ ーグが指定する服装および用具を使用 しなければならない。

第 115条 〔審判員証〕

審判員は、協会が発行する電子審判員証を印刷 したものまたは協会の発行 した電子審判

員証を画面上に表示 して確認することのできる電子機器を持参 し、必要に応 じて提示 しな

ければならない。

第 116条 〔手当等〕

審判員に対する手当および交通費・宿泊費は、それぞれ「試合実施要項」および「旅費

規程」によるものとする。

第 117条 〔保 険〕

Jリ ーグは、審判員の、試合中および試合の前後 (試合のための移動途中を含む)にお

ける事故に備えるため、 Jリ ーグの費用負担において保険措置を講ずるものとする。
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第 9章 付随事業

第 1節 各種の事業

第 118条 〔付随事業〕

Jリ ーグは、サッカーの普及および振興を促進するため、サッカーの試合の開催に加え、

各種の付随的事業を行うものとし、 Jク ラブはこれに積極的に協力するものとする。

第 119条 〔公衆送信権〕

(1)公式試合の公衆送信権 (テ レビ・ラジオ放送権、インターネッ ト権その他一切の公衆送

信を行 う権利を含む。以下「公衆送信権」という)は、すべて Jリ ーグに帰属する。

(2)前項の公衆送信権の取扱いについては、理事会において定める。

第 120条 〔その他の事業〕

Jリ ーグは、前 2条に定める事業のほか、次の各号の事業を行 うものとする。

① サッカー用具の認定および検定に関する事業

② 広報・出版に関する事業

③ 商品化に関する事業

④ その他理事会において定める事業

第 121条 〔Jリ ーグパー トナー契約〕

Jリ ーグのパー トナー契約に関する事項については、理事会において定める。

第 122条 〔収入の配分〕

前 4条の事業に基づく収入は、理事会が別途定める「Jリ ーグ配分金規程」により、 J

クラブに配分する。

第 2節 商品化に関立る基本原則

第 123条 〔定 義〕

本節における用語の意義は、次の各号 に定め るところによる。

① Jリ ー グマー ク等  Jリ ー グの名称、Jリ ー グマー ク、J3リ ー グマーク、Jリ ー グ ロ

ゴ、Jリ ーグマスコット、Jリ ーグフラッグ、Jリ ーグ大会名称、

Jリ ーグ関連イベント名称、Jリ ーグ公式記録、Jリ ーグに関連す

る表彰の名称および表彰物その他 Jリ ーグに関連する意匠、商標等

であつて、Jリ ーグを表示するもの
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② Jク ラブマーク等

③ 商品化権

Jク ラブのチーム名、呼称、クラブエンブレム、クラブロゴ、クラ

ブマスコット、クラブフラッグその他 Jク ラブに関連する意匠、商

標等であつて、 Jク ラブを表示するもの

Jリ ーグマーク等および Jク ラブマーク等を使用 して商品を製造・

販売する権利

第 124条 〔Jク ラブマーク等の取 り扱い〕

(1)Jク ラブは、自己の Jク ラブマーク等を新たに使用開始する前に、理事会の承認を得な

ければならない。

(2)Jク ラブは、自己の Jク ラブマーク等を Jリ ーグが定める基準に従い、管理 しなければ

ならない。

(3)Jク ラブは、自己の Jク ラブマーク等の変更を希望する場合、変更使用開始 日の 13か 月

前までに理事会の承認を得なければならない。ただ し、 Jリ ーグの理事会は、 Jク ラブ

の法人名の変更の場合であって、当該変更が商品化に悪影響を及ぼさないと判断すると

きは、当該期間を短縮できるものとする。

(4)Jク ラブは、自己の Jク ラブマーク等を他種 目のチームや団体に使用許諾することを希

望する場合、事前に Jリ ーグに所定の書面を提出 し、承認を得なければならない。

第 125条 〔商品化権の帰属〕

商品化権の帰属は、次のとおりとする。

① Jリ ーグマーク等およびJク ラブマーク等を使用した商品化権はJリ ーグに帰属する

② Jク ラブマーク等のみを使用した商品化権は、当該Jク ラブマーク等を保有するJク

ラブに帰属する。ただし、次条に定める商品化細則において指定する場合は、事前にJ

リーグの承諾を得なければならない

第 126条 〔商品化権の運用基準〕

商品化権の運用については、Jリ ーグが定める「商品化細則」に基づき行 うものとする。

第 127条 〔肖像等〕

(1)Jリ ーグは、Jク ラブ所属の選手、監督およびコーチ (以下総称 して「選手等」という)

の肖像、氏名、略歴等 (以下「肖像等」という)を包括的に用いる場合に限り、これを

無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等 (選手の場合はプロ契

約選手に限る。)の 肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にJク ラブと協議 し、

その承認を得るものとする。

(2)Jリ ーグは、前項の権利を第二者に許諾することができる。

第 128条 〔収入の配分〕

商品化権の行使による Jリ ーグの収入は、予め定められた比率により、 Jク ラブに配分

する。
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第 10章 紛争解決

第 129条 〔チェアマンの決定を求める申立〕

(1)Jリ ーグ関係者は、次の事項につき、チェアマンの決定を求めることができる。

① 選手の契約に関するJク ラブと選手との間の紛争

② 選手の移籍に関するJク ラブ相互間またはJク ラブと選手との間の紛争

③ 前 2号のほか、本規約上の権利・義務に関する紛争

(2)前項によリチェアマンの決定を求めようとする者は、「裁定委員会規程」の定めるところ

により、裁定委員会に対し申立書を提出しなければならない。

第 130条 〔裁定委員会の答申〕

前条第 2項 による申立があつたときは、当該申立の内容について調査・審理 した上、チ

ェアマンに対 し、裁定委員会の判断を書面により答申するものとする。

第 131条 〔チェアマンの決定〕

チェアマンは、前条の答申を十分に尊重 し、かつ、 Jリ ーグ全体の利益を考慮 した上、

申立に対する決定を下すものとする。

第 132条 〔和 解〕

第 129条 第 2項による申立があった後、当事者が和解 した場合において、裁定委員会が

その和解の内容を相当と認めたときは、その和解の内容をもって最終解決とする。

第 133条 〔Jリ ーグにおける懲罰〕

Jリ ーグは、Jク ラブまたはJク ラブ関係者による本規約、JFA懲罰規程その他の諸

規程の違反行為について、次の各号の定めに従い懲罰を科すものとする。

① 競技および競技会に関する違反行為に対しては、JFA懲罰規程に基づき懲罰を科す

② 競技および競技会に関するもの以外の違反行為については、本規約に基づき懲罰を科

す

第 11章 懲
ヨ

ー

ロ
Ｊ

ロヨ

第 1節 総  則
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第 134条 〔懲罰に関する管轄〕

(1)前条第 1号に定める違反行為については、規律委員会が調査、審議 し、懲罰を決定する。

(2)前条第 2号に定める違反行為については、チェアマンが調査、審議 し、懲罰を決定する。

(3)前 2項の定めにかかわらず、JFA懲 罰規程別紙 1「 競技及び競技会における懲罰基準」

3-5(差 別)に該当する違反行為および3-6(八 百長)に該当する違反行為ならび

に3-7(チ ーム又は選手等によるその他の違反行為)に該当する違反行為であつて同

規程第 3条第 2項各号のいずれかの懲罰を科すことが相当である違反行為については、

規律委員会はチェアマンに懲罰の決定を委ねるものとする。

(4)規律委員会は、前項に定める違反行為に該当すると判断した場合、当該事案をチェアマ

ンに移管するものとする。なお、当該違反行為に対する懲罰の内容についてはJFA懲
罰規程に基づくものとし、懲罰の決定に関する手続きについては本規約第 3節の規定を

適用する。

第 135条 〔公 表〕

Jリ ーグは、原則として Jリ ーグが決定 した懲罰を公表する。ただし、 Jク ラブまたは

Jク ラブ関係者、被害者またはその他の関係者のプライバシー等の権利を侵害する恐れが

あるなど特段の事情がある場合、公表を差 し控えることができるものとする。

第 136条 〔懲罰の解除〕

(1)JFA懲 罰規程第 4条第 1項第 9号から第 11号 、第 2項第 12号 および第 13号 ならび

に本規約第 142条 第 2項第 3号および第 4号の懲罰の うち、 3年 を超える懲罰または無

期限の懲罰を受けた Jク ラブまたは Jク ラブ関係者は、処分開始日か ら3年が経過 した

後に、以下の手続により解除の申請を行 うことができる。

① 処分を受けた Jク ラブまたはJク ラブ関係者は、解除の嘆願書、活動状況報告書およ

び反省文 (以下「申請書類」という)を 、処分の決定主体である規律委員会またはチ

ェアマンに提出する。

② 前号に基づく申請を受けた規律委員会またはチェアマンは、調査・審議の上、解除が

適切・妥当と判断した場合、原則として申請書類を提出した Jク ラブまたは Jク ラブ

関係者から事情を聞いたうえで、解除の是非について審議・決定する。なお、チェア

マンは、決定に先立ち、本章第 3節および裁定委員会規程の定めに従い、裁定委員会

への諮問手続を経なければならない。

(2)前項に従い解除が認められた Jク ラブまたは Jク ラブ関係者は、処分解除日として定め

られた日から復権する。なお、規律委員会またはチェアマンが解除を留保 した場合、 J

クラブまたは Jク ラブ関係者は、留保された原因が消失した後に、再度解除の申請を行

うことができる。

第2節 」幽臣奎旦盤±墨巨壼墜罰_

第 137条 〔規律委員会による懲罰〕

(1)規律委員会は、第 134条 に定める管轄に従い、 Jク ラブまたは Jク ラブ関係者に対 して
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懲罰を科すことができる。

(2)規律委員会の懲罰決定に関する手続きは、 JFA懲 罰規程および本規約に定めるものを

除き、規律委員会規程に定めるところによる。

第 138条 〔チェアマンによる懲罰〕

(1)チ ェアマンは、第 134条 に定める管轄に従い、 Jク ラブまたは Jク ラブ関係者に対 して

懲罰を科す ことができる。

(2)チ ェアマンは、懲罰の種類および内容を決定するにあた り、原則として裁定委員会に諮

問 し、その答申を十分に尊重 しなければならない。ただ し、第 133条第 2号に定める違

反行為に対 し、けん責または 100万 円以下の罰金を科す場合については、裁定委員会の

諮間を経ることなく懲罰を決定することができる。

(3)チ ェアマンは、懲罰の種類および内容を決定するにあた り、自らまたは裁定委員会に委

任 して、事実関係の調査を行 うことができる。

(4)前項の調査の対象となつた Jク ラブまたは Jク ラブ関係者は、当該調査に協力 しなけれ

ばならない。

第 139条 〔報告義務〕

Jク ラブは、第 134条第 2項または第 3項に定める違反行為にあた り得る行為を認識 し

た場合、ただちにチェアマンに報告 しなければならない。

第 140条 〔事情聴取〕

チェアマンは、原則として懲罰の対象となる Jク ラブまたは Jク ラブ関係者に対 し事情

聴取を行い、その意見を聞 くものとする。ただ し、 Jク ラブもしくは Jク ラブ関係者の同

意がある場合、裁定委員会において事情聴取が行われた場合または Jク ラブもしくは Jク

ラブ関係者が事情聴取を拒否もしくは無断欠席 した場合はこの限 りではない。

第 141条 〔懲罰の通知]

(1)チ ェアマンは、決定した懲罰を、 Jク ラブまたは Jク ラブ関係者に書面または電磁的方

法にて通知するものとする。

(2)前項の通知には以下の項目を含めなければならないものとする。

① Jク ラブまたはJク ラブ関係者の名称

② 懲罰の内容

③ 判断の理由

④ 作成年月日

⑤ 不服申立手続の可否およびその手続きの期限 (JFA懲罰規程第37条に定める)

第 142条 〔懲罰の種類〕

(1)チ ェアマンが、第 133条 第 2号に定める違反行為をした Jク ラブに対 して科すことがで
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きる懲罰の種類は次のとおりとし、これらの懲罰を併科することができる。

① けん責          始末書をとり、将来を戒める

② 罰金           本章第 5節 の定めに従い 1件 につき 1億 円以下の罰金

を科す

③ 中立地での試合の開催   試合を中立地で開催させる

④ 一部観客席の閉鎖     一部の観客席を閉鎖し、そこには観客を入場させない

⑤ 無観客試合の開催     入場者のいない試合を開催させる

⑥ 試合の没収        得点を0対 3の 敗戦として、試合を没収する

⑦ 勝点減           リーグ戦の勝点を1件につき15点 を限度として減ずる

③ 出場権剥奪        リーグカップ戦における違反行為に対する懲罰として

次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する

⑨ 下位リーグヘの降格    所属するリーグより1つ 以上下位のリーグに降格させ

る

⑩ 除名            Jリ ーグから除名する (た だし、Jリ ーグ定款第9条の

手続きを経るものとする)

(2)チ ェアマンが、第 133条第2号に定める違反行為をしたJク ラブ関係者に対して科すこ

とができる懲罰の種類は次のとおりとし、これらの懲罰を併科することができる。

① けん責          始末書をとり、将来を戒める

② 罰金           本章第5節の定めに従い1件 につき5,000万 円以下の罰

金を科す

③ 出場の資格停止      無期限または違反行為 1件 につき 1年 以内の期限を付

して、公式試合への出場権を剥奪する

④ 公式試合に関わる職務の停止 一定期間、無期限または永久的に公式試合に関わる職務

の全部または一部を停止する

第 143条 〔罰金の納付と配分〕

(1)罰金は、チェアマンによる罰金の通知後 30日 以内に、Jリ ーグの指定する方法により納

付 しなければならない。

(2)納付された罰金は、理事会が決定する方法により、原則として懲罰の対象となつた Jク

ラブ以外の Jク ラブに配分される。

第 144条 〔罰金の合算〕

同時に複数の違反行為が罰金の対象となったときは、各々について定められた罰金の合

算額をもって罰金の金額とする。

第 145条 〔他者を利用 した違反行為〕

他の者をして、違反行為を行わせた Jク ラブまたは Jク ラブ関係者には、自ら違反行為

を行つた場合と同様の懲罰を科するものとする。

第 146条 〔両罰規定〕

Jク ラブ関係者が違反行為を行った場合には、当該 Jク ラブ関係者に対して懲罰を科す
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ほか、当該 Jク ラブ関係者が所属するJク ラブに対 しても懲罰を科すことができる。ただ

し、当該 Jク ラブに過失がなかつたときは、この限りではない。

第 147条 〔違反行為の重複による加重〕

同種の違反行為を重ねて行つたときは、その違反行為について定められた罰金の金額の

2倍以下の範囲内において、罰金の金額を加重することができる。

第 148条 〔酌量減軽〕

(1)違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、

その罰金の金額を減額することができる。

(2)前条により加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。

第 4節 不服申立

第 149条 〔不服申立〕

本章の定めに従い懲罰を科された Jク ラブまたは Jク ラブ関係者は、 JFA懲 罰規程の

定めに従い、協会の不服申立委員会に対 し不服申立を行うことができる。

第 5.節_三h_三金

第 150条 〔1億円以下の罰金〕

次の各号のいずれかに該当する場合は、 1億 円以下の罰金を科す。

① 第 43条 〔不正行為への関与の禁止〕に、Jク ラブが違反した場合

② 第 51条 〔Jク ラブの責任〕第 1項または第2項の義務を怠り、選手、チームスタッフ、

実行委員、運営担当、広報担当、審判員または観客等を死傷させた場合

第 151条 〔5,000万 円以下の罰金〕

次の各号のいずれかに該当する場合は、5,000万 円以下の罰金を科す。

① 第41条 〔参加義務等〕第1項に違反した場合

② 第43条 〔不正行為への関与の禁止〕に、個人が違反した場合

③ 第48条 〔出場資格〕第1項に違反した場合

④ 第89条 〔禁止事項〕各号に違反した場合

⑤ 第94条 〔支度金およびトレーニング費用〕第3項に違反した場合

⑥ 第 103条 〔未登録の選手〕に違反した場合

⑦ 第 104条 〔選手の移籍に関する規定の遵守〕に違反した場合

第 152条 〔2,000万 円以下の罰金〕

次の各号のいずれかに該当する場合は、2,000万 円以下の罰金を科す。

① 第3条 〔遵守義務〕第4項に違反した場合
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② 第 26条 〔Jク ラブの健全経営〕第1項 に違反した場合

③ 第 29条 〔Jク ラブの株主〕第2項、第3項、第5項または第6項に違反した場合

④ 第 30条 〔役職員等の禁止事項〕第2項に違反した場合

⑤ 第33条 〔スタジアムの維持〕に違反した場合

⑥ 第35条 〔医療施設〕に違反した場合

⑦ 第41条 〔参加義務等〕第2項に違反した場合

③ 第 51条 〔Jク ラブの責任〕第1項、第2項 、第3項または第4項に違反した場合

⑨ 第56条 〔試合日程の遵守〕に違反した場合

⑩ 第 60条 〔抱き合わせ開催の禁止〕に違反した場合

① 第 68条 〔非公式試合の開催〕各項に違反した場合

⑫ 第 69条 〔外国チームとの試合等〕に違反した場合

⑬ 第 70条 〔興行等への参加禁止〕に違反した場合

① 第 92条 〔プロ選手契約およびアマチュア選手誓約〕第2項 に違反した場合

⑮ 第 95条 〔選手契約における仲介人等〕に違反した場合

① 第 110条 〔契約等〕第2項 に違反した場合

① 第 138条 〔チェアマンによる懲罰〕第4項に違反した場合

第 153条 〔1,000万 円以下の罰金〕

次の各号のいずれかに該当する場合は、1,000万円以下の罰金を科す。

① 第3条 〔遵守義務〕第 5項、第6項または第7項に違反した場合

② 第 26条 〔Jク ラブの健全経営〕第3項に違反した場合

③ 第 30条 〔役職員等の禁止事項〕第 1項に違反した場合

④ 第 49条 〔ュニフォーム〕第 1項、第2項または第3項に違反した場合

⑤ 第 110条 〔契約等〕第3項に違反した場合

第 154条 〔500万 円以下の罰金〕

次の各号のいずれかに該当する場合は、500万 円以下の罰金を科す。

① 第 26条 〔Jク ラブの健全経営〕第2項に違反した場合

② 第48条 〔出場資格〕第2項に違反した場合

③ 第 110条 〔契約等〕第1項に違反した場合

第 155条 〔100万 円以下の罰金〕

次の号に該当する場合は、100万 円以下の罰金を科す。

① 第 29条 〔Jク ラブの株主〕第 1項または第4項に違反した場合

第 156条 〔第3条第2項または第3項違反の罰金〕

第3条 〔遵守義務〕第2項または第3項に違反した場合の罰金は、その行為の態様に応

じ、次の各号のとおりとする。

① 生命・身体に対する行為  5,000万円以下

② 公益に対する行為     3,000万 円以下

③ 名誉 。財産に対する行為  2,000万円以下
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第 12章 最終的拘束力

第 13章 改
‐¬

「

‐

」上

第 157条 〔最終的拘束力〕

チェアマンの下す決定は、 Jリ ーグにおいて最終のものであり、当事者および Jリ ーグ

に所属するすべての団体および個人はこれに拘束され、本規約に特段の定めのある場合を

除き、チェアマンの決定を不服として裁判所その他の第三者に訴えることはできない。

第 158条 〔改 正〕

本規約の改正は、実行委員会および理事会の承認によ り、これを行 う。

第 159条 〔施 行〕

本規約は、平成 24年 4月 1日 か ら施行する。

〔改 正〕

平成 25年 1月 22日

平成 26年 1月 21日

平成 27年 1月 20日

平成 28年 1月 19日

平成 29年 1月 25日

平成 30年 1月 30日

平成 31年 1月 24日

令和 2年 1月 30日

第 14章 附 貝ll
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倫理規程

第 1条 〔組織の使命および社会的責任〕

公益社団法人日本プロサッカーリーグ (以下「この法人」という。)の役職員は

人が、その設立目的に従い、広く公益実現に貢献すべき重大な責務を負っている

識 し、社会からの期待に相応 しい事業運営に当たらなければならない。

こ

と
　ヽ
こ

の法

を認

第 2条 〔社会的信用の維持〕

この法人の役職員は、常に公正かつ誠実に事業運営に当た り、社会的信用の維持・向上に

努めなければならない。

第 3条 〔法令等の遵守〕

この法人の役職員は、Jリ ーグ理念を共有し、関連法令ならびにこの法人の定款、倫理

規程その他の規程・内規および Jリ ーグ活動方針を厳格に遵守し、社会的規範にもとるこ

となく、適正に事業を運営 しなければならない。

第 4条 〔私的利益の禁止〕

この法人の役職員は、公益活動に従事 していることを十分に自覚 し、その職務や地位を

私的な利益の追求に利用することがあってはならない。

第 5条 〔利益相反の防止および開示〕

この法人の役職員は、その職務の執行に際し、この法人との利益相反が生 じる可能性が

ある場合は、直ちにその事実の開示その他この法人が定める所定の手続に従わなければな

らない。

第 6条 〔反社会的勢力の排除〕

この法人の役職員は、暴力団・暴力団関係企業・総会屋等の反社会的勢力またはこれ ら

の関連会社 と関係を持つことがあつてはならない。

第 7条 〔機密保持および個人情報の保護〕

この法人の役職員は、業務上知 り得た非公開の情報を厳に秘密として保持 し、第二者に

漏洩 してはならず、業務上取得 した個人情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の

尊重にも十分配慮 しなければならない。

第 8条 〔研 鑽〕

この法人の役職員は、公益事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければ

ならない。
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第 9条 〔規程遵守の確保〕

この法人は、必要あるときは、理事会の決議に基づき委員会を設置 し、本規程の遵守状

況を監督し、その実効性を確保する。

第 10条 〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行 うものとする。

第 11条 〔施 行〕

本規程は、平成 24年 4月 1日 から施行する。

〔改 正〕

平成 25年 1月 22日
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理事会規程

第 1条 〔目 的〕

本規程は、 Jリ ーグ規約第 4条第 2項に基づき、公益社団法人日本プロサ ッカー リーグ

(以下「この法人」という)理事会の組織、権限および運営に関する事項について定める。

第 2条 〔開 催〕

(1)理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。

(2)通常理事会は、原則として毎月 1回 開催する。

(3)臨 時理事会は、随時、必要に応 じて開催する。

(4)理事会は電話、インターネッ ト等の通信回線を使用 しての会議 として開催することがで

きる。ただ し、その場合には各出席者の音声や映像等が即時に他の出席者に伝わ り、適

時的確な意見表明が互いにできる仕組みになつており、出席者が一堂に会するのと同等

の相互に充分な議論を行 うことができるという環境であることを要する。

第 3条 〔構 成〕

理事会は、すべての理事をもつて構成する。

第 4条 〔役員の選任・任期等〕

(1)理事および監事を役員といい、役員は総会において選任する。なお、役員候補者の選考

手続きは、理事会が別途定める「役員候補者選考委員会規程」によるものとする。

(2)理事会が理事の選任議案を総会に付議するにあたり、理事長 (以下「チエアマン」とい

う。)の候補者を指定した場合には、招集通知にその旨を記載する。

(3)役員は、就任する年の 4月 1日 現在で、満 65歳 未満でなければならない。

(4)役員の任期は、定款第 25条に定めるとおりとし、再任を妨げない。ただし、チェアマン

の任期は通算 4期までとする。

(5)第 21条の規定にかかわらず、前 4項の変更は、理事会の決議のほか、総会の承認に基づ

きこれを行うものとする。

第 5条 〔招集権者〕

(1)理事会はチェアマンが招集する。ただし、チェアマンが欠けたときまたはチェアマンに

事故があるときは、副理事長・専務理事・常務理事の順にその任にあたり、さらに副理

事長・専務理事および常務理事がこれにあたることができないときは、各理事が招集す

ることができる。

(2)前項により現に招集権を持たない理事は、同項により現に招集権を持つ者に対 して、会

議の目的である事項を記載 した書面をもって理事会の招集を請求することができる。当

該請求があつた日から5日 以内に、当該請求があつた日から2週間以内の日を理事会の

日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした理事は、理事会を招
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集することができる。

(3)前 2項の規定にかかわらず、理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集するこ

とができる。

(4)監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下「法人法」という。)第 100

条に規定する場合において、必要があると認めるときは、第 1項により現に招集権を持

つ者に対して、理事会の招集を請求することができる。当該請求があつた日から5日 以

内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が

発せられない場合は、当該請求をした監事は、理事会を招集することができる。

第 6条 〔議 長〕

(1)理事会の議長は、チェアマンがこれに当たる。ただ し、チェアマンが欠けたときまたは

チェアマンに事故があるときは、副理事長・専務理事・常務理事の順にその任にあた り、

さらに副理事長・専務理事および常務理事がこれにあたることができないときは、出席

した理事の互選により議長を定める。

(2)前項の規定にかかわ らず、理事全員改選直後の理事会における議長は、出席 した理事の

互選により定める。

第 7条 〔権 限〕

(1)理事会は、本規程別表に定める、この法人の重要な業務執行に関する事項を決議する。

(2)理事会は、理事の職務の執行を監督するとともにチェアマンおよび業務執行理事の選定

および解職を行う。

第 8条 〔招集通知〕

(1)理事会を招集するときは、開催 日の 1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事

項を記載 した書面をもって、各理事および各監事に対 して通知を発 しなければならない。

(2)理事会を招集する者は、前項の書面による通知に代えて、理事および監事の承諾を得た

電磁的方法により通知することができる。

(3)前 2項の規定にかかわ らず、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続を

経ることな く理事会を開催することができる。

第 9条 〔定足数および決議要件〕

理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除 く理事の過半数が出席 し、その過半

数をもつて行 う。

第 10条 〔決議の省略〕

理事が理事会の決議の目的である事項について提案 した場合において、その提案につい

て議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示を

したときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事

が異議を述べたときは、その限りではない。
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第 11条 〔報告の省略〕

(1)理事または監事が理事および監事の全員に対 し、理事会に報告すべき事項を通知 したと

きは、その事項を理事会に報告することを要 しない。

(2)前項の規定は、第 19条第 1項の規定による報告には適用しない。

第 12条 〔監事の出席〕

監事は、理事会に出席 し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

第 13条 〔特任理事の出席〕

特任理事は、理事会に出席 し、意見を述べ、質疑に応 じることができる.た だ し、議決

権は有 しない。

第 14条 〔関係者の出席〕

議長は、必要に応 じて議案に関係ある者を理事会に出席させ、その意見または報告を聴

取することができる。

第 15条 〔議事録〕

法令で定めるところにより作成された理事会の議事録には、出席 した代表理事および監

事が記名押印する。

第 16条 〔議事録の配布〕

議長は、欠席 した理事および監事に対 し、遅滞なく、議事録の写 しおよび資料を配布 し

て、議事の経過およびその結果を報告するものとする。

第 17条 〔理事の取引の承認〕

(1)理事が定款第 28条 に規定するいずれかの取引をしようとする場合は、当該理事は当該

取引につき次の事項を明示 して理事会の承認を得るものとする。

① 取引をする理由

② 取引の内容

③ 取引の相手方・金額 "時期 =場所

④ 取引がこの法人の利益を害するものではないことを示す参考資料

⑤ その他必要事項

(2)当 該理事は、前項に規定する事項について変更しようとする場合は、事前に理事会の承

認を得なければならない。

第 18条 〔責任の免除〕

(1)理事会は、役員の法人法第 111条第 1項の責任について、法令に定める要件に該当する

場合には、賠償の責任を負う額から法令に定める最低責任限度額を控除 して得た額を限

度として、免除することができる。

(2)理事が前項の規定に基づき理事の責任免除に関する議案を理事会に提出する場合には、

監事全員の同意 を得なければならない。

55



(3)理事会が第 1項の規定に基づき同項の責任を免除する旨の決議を行 ったときは、チェア

マンは、遅滞なく法人法第 113条第 2項各号に掲げる事項および責任を免除することに

異議がある場合には 1か月以内に異議を述べるべき旨を会員に通知 しなければならない。

(4)総会員の議決権の 10分の 1以上の議決権を有する会員が、前項の期間内に前項に規定

する異議を述べたときは、理事会は第 1項の定めに基づく免除をすることができない。

(5)こ の法人は、理事会の決議によつて、非業務執行理事等との間で、法令に定める要件に

該当する場合には第 1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただ し、その

契約に基づ く賠償責任の限度額は、金 10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低

責任限度額 とのいずれか高い額とする。

第 19条 〔報告事項〕

(1)チ ェアマン、副理事長、専務理事および常務理事は、 3か月に 1回 以上、自己の職務の

執行の状況を理事会に報告 しなければならない。

(2)監事は、理事が不正の行為をしもしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、ま

たは法令もしくは定款に違反する事実もしくは著 しく不当な事実があると認めるときは、

遅滞な くこれを理事会に報告 しなければならない。

(3)理事が第 17条 に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞な く、理事会

に報告 しなければならない。

第 20条 〔理事会に関する事務〕

理事会に関する事務は、チェアマンの指定するこの法人の担当部門の責任者が統括する。

第 21条 〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。

第 22条 〔施 行〕

本規程は、平成 24年 4月 1日 か ら施行する。

〔改 正〕

平成 25年 1月 22日

平成 26年 1月 21日

平成 27年 1月 20日

平成 28年 1月 19日

平成 29年 1月 25日

平成 29年 8月 10日

平成 30年 1月 30日

平成 31年 1月 24日

令和 2年 1月 30日
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【理事会規程別表】決裁権限一覧 2020年 1月 30日 版

● ―決饉、0.審 誡、△ :報告

項  目

1-1

1-1-(1)

1-1-(2)

経営
=本

方針の決定、変更

中期経営計画の決定、変更

:-1-(3)

I-1-(4)

1-1-(5)― ①

l-1-(5)― ②

I-1-(6)

1-1-(7)

1-1-(3)

1-1-(9)

1-l― (!0)

1-1-(11)

1-1-(12)

年度予算、修正予算、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類の承認

決算 (貸借対照表.損益計算書、財産目録)の承認

事実計画の承認

事業報告書の承認

特定費用準備資金等の保有、管理、取崩し

新規事業に関する事項

出資、資本参加の決定

事集の囲り受けおよび腱誼の決定

重要な契約の締結および解約 〈本決餓組限―覧の類型に該当しないもの)

他団体との葉覇提携

解散および残余財産の処分

:-1-(13)

1-1-(14)

1-1-(15)

理事の観果、利益相反取引の承認

他法人の株主としての権利 (議決檀等)に関する事項

社員総会の招集

社員総会

●

●

●

●

理事会 実行委員会

■■■■

●

●

●

●

0
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

●

●

●

●

●

●

●

●

1‐2_組織

:-2-(1)   会員

1-2-(1)― ①     入会の基準ならびに入会金および会費の饉

1-2-(l)-2)

1-2-(1)―③

:-2-(1)H④

l-2-(2)

正会員、特別会員または贅助会員の入会

会員の除名

名瞥会員の選任

重要な組織 (本部、各種専円委員会)の設置、変更および廃止

1-2-(3)

I-2-(3)― く1)

1-2-(3)― ②

:-2-(3)―③

定款、規約等で定められた役職の選任および解任

理事、監事の選任および解任

代表理事 (チ ェアマン)選定および解職

業務執行理事の選定および解職

:-2-(3)― ④

:-2-(3)■Э

特任理事の選任および解任

実行委員の選任および変更

:-2-(4)

1-2-(4)―①

重要な使用人等の選任および解任

I-2-(4)―②    裁定委員

I-2-(4)―③    ,与
:-2-(4)― ④

l-2-6)く D
l-2-(4)‐ (:)

:-2-(5)

ドバイザー

本部長

その他の重要な使用人

葉務執行理事の担当彙務の決定、変更

●

●

●

●

●

●

●

0

O
O
O
O

0
O
O
O
O

O
O
O
O
0
O
O

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1-3.人 事・労務

1-3-(1)

1-3-(1)一①

l-3-(1)0

報酬、給与、退職金、賞与に関する事項

役員の報酬総圏

常動理事および常動ではない葉務執行理事の月顧報酬

:-3-(1)―C)   常勧理事の退職慰労金

●

●

O

O

0

1■.饉理・財務

:-4-(l) 重要な会計方針の変更

1-4-(2)

I-4-(3)

借入 (担保差入を含む )

有価証券 (MMF等 の元本割れリスクが低い商品を除く)の運用

●

●

●

●

1-5.“開目

1-5-(!)

1-5-(2)

共催、後援、協力、協賛.寄付、助威 (金品、物品 )

諸規程の制定.改廃

I-5-(2)― ①

I―,(2)― ②

I―卜(2)一③

:-5-(3)

定款、役員の報酬および費用に関する規程

規約

規程、細則、内規.ガイドライン (明文規定が存在するものは当該規定に従う)

1-5-(4)

1-5-(5)

他団体からの裏彰に対するJリ ーグからの推薦

諸調査、饉定 支払先1件 当たり5000万 円以上

:-5-(6)

:-5-(7)

葉務委託.コ ンサルティング契約

保守、メンテナ ンス契約

支払先1件 当た り5 αЮ万円以上

支払先 1件 当た り5.0∞ 万円以上

●

●

● O
●

O
O
0

●

●

●

●

●

●

●

:‐金 費産の得費等

1-← (1)   有形固定資童の購入、売却、交換 〈リース契約を含む ) l件 当たり3.∞0万 円以上

:-6-(2)

1-6-(3)

有形固定資産の増改築、補修 1件 当たり3.∝Ю万円以上

無形固定資産の得喪 1件 当た り3.∞0万 円以上

1-← (4)   固定資産の廃棄 1件 当た り3000万 円以上

1-← (5)   固定資産の賃惜 (事葉所等、重要な資産の賃借) 1件 当た り3 αЮ万円以上

●

●

●

●

●

1-7.情報システム

:-7-(1)

:-7-(2)

基本構造計画および基本運営方針の決定、変更

開発費用の支出 (拡張開発仕様変更を含む) !件 当たり3.∝Ю万円以上

:-7-(3)

1-7-(4)

棄務晏託費用の支出 1件 当た り3 αЮ万円以上

運用 (利用料含む).保守費用の支出

:-7-(5)   クラフの運営、事黛に係る情報システムに関する事項

1件 当た り3∞0万 円以上

O

●

●

●

:-8

●

●

●

●
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【理事会規程別表】決裁権限一覧 2020年 1月 30日 版

● .決 臓.0・ 審議、△ :報告

項  目 社員総会 理事会 実行委員会

1→ .法務

:-9-(:)   重要な訴訟に関する事項 ●

■■目■

●

●

●

●

●

●

●

J3ク ラブライセンス交付の決定、取消 し (JlJ2に おける Jリ ーグクラ

商標の新規制作、変更

支払先1件 当た り5.000万 円以上

Jリ ーグクラフライセンス運用細則、制度関連規定

ライセンスはFIB/鳩 が判定する)

ライセンス交付、取消 しに関する特例措置

ライセンス不交付、取消 しが発生 した場合の当該クラブヘの措置

Jリ ーグ百年構想クラプの認定

1-:← (:卜CI    章匠 (ロ ゴ、マーク等)の新規制作、変更

■-1 クラブライセンス制度

クラブライセンス交付上訴機関 (AB)の 議長および構成員

J3ク ラブライセンス交付規則

II-1-(2)―C

:-10 広報/プランディング/プロモーション

肛-1-(4)―③ ライセンス評価チーム

クラブライセンス交付規則、規雹の制定および改廃

Jリ ーグクラプライセンス交付規則

ライセンス審査機関.審査員 (ラ イセンサー)の任命および解任

クラブライセンス交付第一審機関 (FIB)の 饉長および構成員

:-1● (2)―②     各種実施に伴 う支出

1-1● (2)■3    実施報告

1-1← (i)=211

1-10-(2)

I-10-(2)HЭ    年間計画

n-1-(3)

Π-1-(4)

コー1-(4)―①

肛-1-(4)―②

n-1-(1)

n-1-(1)¬ Э

Π-1-(1卜 ②

コー1-(1)Ю

Π―l― (1)4

11-1-(2)

プロモー ション、イベン ト、番組、番宣、販促物等の実施、制作

1-10-(1)  知的財産 (意匠、商標)の新規作成、変更、登録

Jリ ーグ百年構鬱クラブ規程

ライセンスの交付判定

ロー1-(2)辺

Π-1-(2)①

●

一
●

●

●

●

●

O
O
O
O

O
O
O

Ｏ

Ｏ

０

．Ｏ

Ｏ

０

　

　

△

総株主の議決檀の15%以上の醸決権を有する株主が新たに発生する場合

既に存在する総株主の腋決権に占める当該株主の議決檀比率が1/3を 超える場合

既に存在する総株主の議決権に占める当該株主の議決権比率が50%を 超える場合

エンブレム、章匠、商標他)プ ロパティの変更

クラブヘの融資、災害時補■に関する事項

リーグ戦安定開催融資の決定

リーグ戦安定開催融資時の当骸クラブに対する管理内容の決定

大規模災害時補壇実行の可否、金額の決定

肛-2ク ラブ

Π-2-(l)

n-2-(l)0

■-2-(1)■
21

コー2-(1)●

ホームタウンの追加、変更

クラブによる株式鱚譲、株式の新規発行の承認

Π-2-(5)H31)

Π-2-(2)

■-2-(3)

n-2-(4)

1:-2-(5)

n-2-(5)HCI)

ロー2-(5)―()

クラブ法人名の変更

クラプのマーク等 (ロ ゴ、マーク、マスコッ ト

●

0

●

Ｏ

ｏ

Ｑ

０

９

ｏ

　
　
△

△

一
△

Eヨ 霞技・運営

マッチコミッショナーの選任

功労者表彰

特別表彰

功労金受領資格者

救済試合、引退試合、薔書試合の開催

r-3-(1)― ②

ロー3-(1)

口|-3-(1)―C
大会方式の決定、変更

公式試合

その他リーグ主管試合

試合実施要項の決定、変更

n-3-(7)

■-3-(7)¬
3::||

n-3-(7)―()

ユー3-(7)■ 〔).

n-3-(2)

Π-3-(3)

肛-3-(4)

コー3-(5)

II-3-(6)

開催スタジアムの決定

公式試合の日程の決定

●

一
●

一
●

一
●

二
一

●

●

●

Ｏ

Ｏ

〇

一０

０

０

０

　

０

０

０

n-4-(!)

■-4-(2) 選手会、選手OB会 、労使協臓会に関する重要な方針等の決定、変更

[-4 選手および指導者育成・強化

育成、強化に関する重要な方針等の決定、変更

●

0
0

０

０

●

一
●

●

●

●

●

事葉単位もしくは事葉の主要機能についての集務委託の決定および変更

Jリ ーグ配分金に関する事項

配分金受領資格要件の審査と配分金支給の承認

配分金支給金額、支給方法、時期、受領資格の決定

る事項

新規付随事葉実施の決定

理念強化配分金審査委員の選任

理念強化配分金活用実縦の審査

各事案に基づく収入の配分割合の作成、変更

皿-1-(3)―⑤
コー1-(3)

Ц-5 リーグ運営強化

n-5-(4) ― グ

皿-1 付随事実全般

皿-1-(1)

■-1-(2)

皿-1-(3)

II-1-(3)― C
■-1-(3)●2
■―!― (3)■ |1311

皿-1-(3)■Э

配分金の種類、金国の策定

Π-5-(1)   リーグ構造 (カ テゴリー_ク ラフ数)に関する事項

コー5-(2)   昇降格枠の変更

Π-5-(3)   シーズン制に関する事項

Ｏ

０

０

０

Ｏ

Ｏ

０

０

０

０

■-2.各 率葉

各事実の戦略、方針の決定、変更

れた事項およびこの法人の重要な葉務執行に関する

重要な事実に関する契約 〈パー トナー契約、故映格契約)の締結

総会で決餞するものとして法令または定款で定められた事項

定畝、 Jリ

エー2-(l)

1:【
-2-(2)

Ⅳ-1-(1)

Ⅳ-1-(2)

Ｏ

Ｏ

O

O

■■■■
●

Π 直接部門 (フ ッ トボール・クラブライセンス)

皿 直接部P](付 随事業)
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監事監査規程

第 1章…総__皿
第 1条 〔目 的〕

本規程は、公益社団法人日本プロサッカーリーグ (以下「この法人」という。)に おける

監事の監査に関する基本的な事項を定めたものであり、監事の監査は、法令および定款に

定めるもののほかは本規程による。

第 2条 〔基本理念〕

監事は、この法人の機関として、公正不偏の立場で監査を行うことにより、この法人の

健全な経営と社会的信頼の向上に努め、その社会的責任の遂行に寄与するものとする。

第 3条 〔職 務〕

監事は、法令、定款および本規程に定めるところに従 って、理事の職務執行を監査 し、

また、監査報告を作成するものとする。

第 4条 〔業務・財産調査権〕

監事は、いつでも、理事およびこの法人の使用人に対 し事業の報告を求めまたはこの法

人の業務および財産の状況を調査することができる。

第 5条 〔理事等の協力〕

監事が、前条の職務を遂行する場合は、理事およびこの法人の使用人はこれに協力する

ものとする。

第 2章 監査の実施

第 6条 〔監査事項〕

監事は、調査・閲覧・立会 ,報告の聴取等によ り監査を行うものとする。

第フ条 〔会議への出席〕

(1)監事は、理事会および総会に出席 し、必要があると認めるときは、意見を述べるものと

する。

(2)監事は、前項の会議に出席できなかつた場合には、その審議事項について報告を受けま

たは議事録、資料等の閲覧を求めるものとする。

(3)監事は、第 1項の会議以外の重要な会議に出席 し、意見を述べることができる。
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笙重藍_監 事の意見陳述等

第 8条 〔理事会に対する報告・意見陳述等〕

(1)監事は、理事が不正の行為をしもしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、ま

たは法令もしくは定款に違反する事実もしくは著 しく不当な事実があると認めたときは、

遅滞なく理事会に報告 しければならない。

(2)監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、法令の定めるとこ

ろに従い、理事に対 し理事会の招集を請求することができる。なお、その請求後 5日 以

内に招集の手続きが行われない場合には、自ら理事会を招集することができる。

(3)監事は、業務の執行に当た りこの法人の業務の適正な運営・合理化等またはこの法人の

諸制度について意見を持つに至つたときは、理事に対 し、意見を述べることができる。

第 9条 〔差止請求〕

監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をしま

たはこれらの行為をするおそれがある場合において、これによりこの法人に著 しい損害を

生ずるおそれがあるときは、その理事に対 し、その行為の差止めを請求することができる。

第 10条 〔監事の調査義務〕

監事は、理事からこの法人に著 しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見 した旨の報告

を受けた場合は、必要に応 じて調査を行い、助言または勧告等の適切な措置を講ずるもの

とする。

第 11条 〔会計方針等に関する意見〕

(1)監事は、理事が会計方針および計算書類等の記載方法を変更する場合には、予め変更の

理由について報告するよう求めることができる。

(2)監事は、会計方針および計算書類等の記載方法について疑義があるときは、理事に意見

を述べることができる。

第 12条 〔総会への報告〕

監事は、総会に提出される議案および書類について調査 し、法令もしくは定款に違反 し

または著 しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告 しなければ

ならない。

第 13条 〔総会における説明義務〕

監事は、総会において社員が質問した事項については、議長の議事運営および法令に従

い説明しなければならない。

第 14条 〔監事の任免・報酬に関する総会における意見陳述〕

監事は、監事の選任、解任、辞任または報酬等について、総会において意見を述べるこ

とができる。
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第 15条 〔監事の選任に関する監事の同意等〕

(1)理事は、監事の選任に関する議案を総会に提出するときは、監事の過半数の同意 を得な

ければならない。

(2)監事は、理事に対 し、監事の選任を総会の目的とすることまたは監事の選任に関する議

案を総会に提出することを請求することができる。

第 4章 監査の

第 16条 〔計算書類等の監査〕

監事は、理事か ら事業報告およびその附属明細書、貸借対照表および損益計算書および

これ らの附属明細書ならびに財産目録を受領 し、これ らの書類について監査を実施する。

第 17条 〔監査報告〕

(1)監事は、日常の監査を踏まえ、前条の監査を経て、法令の規定に従い、監査報告を作成

する。監事間に異なる意見がある場合には、それぞれの意見を記載する。

(2)前項の監査報告には、作成年月日を付 し、署名押印をするものとする。

(3)監事は前項の監査報告を、理事長 (チ ェアマン)に提出する。

第 5章 雑   則

第 18条 〔監査補助者〕

(1)監事は、監事の職務執行の補助機関として、この法人の関係部署を指定することができ

る。

(2)前項の補助機関に関する事項については、監事と理事との協議によって定める。

第 19条 〔改 正〕

本規程の改正は、監事全員の合意により行い、理事会に報告する。

第 20条 〔施 行〕

本規程は、平成 24年 4月 1日 から施行する。

〔改 正〕

平成 25年 1月 22日

平成 31年 ¬月 24日

報 告
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役員の報酬並びに費用に関する規程

第 1章 総  則

第 1条 〔目 的〕

この規程は、公益社団法人日本プロサ ッカー リーグ (以 下「この法人」という。)定款第

27条の規定に基づき、役員の報酬等ならびに費用に関 し必要な事項を定めることを目的と

し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」 (平 成 18年 6月 2日 法律第 48号 )な

らびに「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」 (平成 18年 6月 2日 法律

第 49号 )の規定に照 らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

第 2条 〔定 義〕

(1)こ の規程において、役員とは理事および監事をいう。

(2)業務執行理事 とは、定款第 21条 第 3項に定める者をいい、常勤理事であるか否かを問わ

ない。

(3)常勤理事 とは、理事の うちこの法人を主たる勤務場所とする者をいう。

(4)常勤監事 とは、監事のうちこの法人を主たる勤務場所とする者をいう。

(5)常勤役員とは、常勤理事および常勤監事をいう。

弟 2章_役員報酬

第 3条 〔報 酬〕

この規程において報酬 とは、次の各号に定めるところによる。

① 常勤役員に支給する月額報酬および退職慰労金

② 業務執行理事に支給する月額報酬

③ 前 2号に定める役員以外の非常勤役員に対し、別に定める会議への出席の都度支給す

る日当

④ この法人から役員に対して出張を依頼する際、別に定める旅費規程に基づき支給する

日当

第 4条 〔費 用〕

役員の職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費 (宿 泊費含む。)お よび手数料

等の経費は、費用として報酬等と明確に区別 しなければならない。

第 5条 〔報酬等の額の決定〕

(1)こ の法人の業務執行理事および常勤理事の月額報酬は、別表の役員報酬表に掲げるとお
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りとし、理事会の承認を経て理事長 (チ ェアマン)が決定する。

(2)こ の法人の常勤監事の月額報酬は、別表の役員報酬表に掲げるとお りとし、監事の協議

により決定する。

第 6条 〔月額報酬〕

月額報酬を毎月支給する。支給日、支給方法ならびに本給より控除する額等支給に関す

る実務的な詳細は、別に定める職員を対象とする給与規程 (以下「給与規程」という。)に

準ずる。

第 7条 〔支給日等〕

(1)月 額報酬の支給日は、毎月 25日 とする。ただし、当該日が休日に当たるときは、その前

勤務日とする。

(2)月 の初日以外および月の末日以外の日において就任または退任 した業務執行理事および

常勤役員の報酬は、当該月における勤務を要する日に応 じた日割計算によるものとする。

(3)前項にかかわらず、月の末日以外の日に死亡 した業務執行理事および常勤役員に対する

当該月分の月額報酬は第 6条の規定する額の全額を支給する。

第 8条 〔費用の支払い〕

(1)こ の法人は、役員がその職務の遂行にあたつて負担する費用を支払う。

(2)通勤手当については、この法人の職員の給与規程に準 じて、支給要件に該当する常勤役

員に対し支給する。

第 3章 役員退職慰労金

第 9条 〔退職慰労金〕

常勤役員が退職 した場合に、この法人は退職慰労金を支払う。

第 10条 〔算出方法〕

(1)こ の法人の常勤役員に支給する退職慰労金の算出方法は次のとお りとする。

(第 6条に定める月額報酬)X(第 11条 に定める役員在任年数)X(第 12条 に定める

役位係数)=退 職慰労金

(2)支給額に 10万 円未満の端数が生 じた場合は、10万 円に切 り上げるものとする。

第 11条 〔役員在任年数〕

(1)役 員在任年数は、 1か年を単位として、端数は月割とする。ただ し、 1か月未満は 1か

月に切 り上げる。

(2)役員が在任中に死亡 し、またはやむを得ない事由により辞任 したときは、残存期間を在

任年数に加算することができる。

(3)役員の非常勤期間については、退職慰労金算定の際の役員在任年数から除 く。ただ し、

特段の事情がある場合は、総会が別途決めることができる。
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第 12条 〔役位係数〕

役位係数は退任時の役職により次のとお りとする。

① 理事長 (チ ェアマン )・ ・1.5

② 副理事長  ・・・・・・・1.4

③ 専務理事

④ 常務理事

⑤ 理事

⑥ 監事

・ 1.3

・ 1.2

・ 1.1

・ 1.1

第 13条 〔功労加算金〕

この法人は、在任中に特に功労のあつた者に対 しては、第 10条 により算定 した金額に、

その 30パーセン トを超えない範囲で加算することができる。

第 14条 〔特別減額〕

この法人は、在任中に特に重大な損害をこの法人に与えた者に対 しては、第 10条 により

算定 した金額を減額することができる。

第 15条 〔支給時期および方法〕

(1)退職慰労金は、総会の決議後 2ヶ 月以内にその金額を支給する。

(2)経済界の景況、この法人の業績などにより、当該役員と協議のうえ、支給時期、分割支

給回数、支給方法などについて別に定めることができる。

第 16条 〔使用人兼務役員の扱い〕

この規程により支給する退職慰労金は、使用人兼務役員に使用人として支給すべき退職

金を含まない。

第 4章 補  則

第 17条 〔公 表〕

この法人は、この規程をもつて、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」

第 20条 第 1項に定める報酬等の支給基準として公表するものとする。

第 18条 〔改 廃〕

この規程の改廃は、総会の決議を経て行 う。

第 19条 〔補 則〕

この規程の実施に関 し必要な事項は、理事長 (チ エアマン)が理事会の承認を得て、別

に定めるものとする。
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第 20 条〔施 行〕 

この規程は、平成 24 年４月１日から施行する。 

 

〔改 正〕 

平成 26 年１月 31 日 

平成 30 年３月 27 日 

 

別表：役員報酬表 （単位：円） 

号俸 月額 号俸 月額 

１ 200,000 25 1,400,000 

２ 250,000 26 1,450,000 

３ 300,000 27 1,500,000 

４ 350,000 28 1,550,000 

５ 400,000 29 1,600,000 

６ 450,000 30 1,650,000 

７ 500,000 31 1,700,000 

８ 550,000 32 1,750,000 

９ 600,000 33 1,800,000 

10 650,000 34 1,850,000 

11 700,000 35 1,900,000 

12 750,000 36 1,950,000 

13 800,000 37 2,000,000 

14 850,000 38 2,050,000 

15 900,000 39 2,100,000 

16 950,000 40 2,150,000 

17 1,000,000 41 2,200,000 

18 1,050,000 42 2,250,000 

19 1,100,000 43 2,300,000 

20 1,150,000 44 2,350,000 

21 1,200,000 45 2,400,000 

22 1,250,000 46 2,450,000 

23 1,300,000 47 2,500,000 

24 1,350,000   

 



特任理事規程

第 1条 〔趣 旨〕

本規程は、定款第 21条の 2に基づき、公益社団法人日本プロサ ッカー リーグ (以下「こ

の法人」という)特任理事に関する事項について定める。

第 2条 〔設置・権限等〕

(1)こ の法人の運営を円滑に行 うため、理事会の決議により、特任理事を 5名 以内で置 くこ

とができる。

(2)特任理事は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の理事には該当せず、この法

人の業務を執行 しまたはこの法人を代表する権限を有 しない。

(3)特任理事は、理事会に出席 し、意見を述べ、質疑に応 じることができる。ただ し、議決

権は有 しない。

(4)常勤の特任理事を置 く場合は、その任務について別途理事会で定めるものとする。

第 3条 〔任期等〕

(1)特任理事は、いつでも、理事会の決議により選任 し、解任することができる。

(2)特任理事は、就任する年の 4月 1日 現在で、満 65歳 未満でなければならない。

(3)特任理事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

第 4条 〔報酬等〕

(1)特任理事は、無報酬 とし、会議への出席の都度別に定める日当を支払 う。

(2)前項の規定にかかわ らず、常勤の特任理事に対 しては、この法人における勤務状況を勘

案 した上で、「役員の報酬並びに費用に関する規程」の別表の役員報酬表の範囲内でチェ

アマンが決定 した額を報酬等として支給することができる。

(3)こ の法人は、特任理事がその職務の遂行にあたつて負担する費用を支払 う。

第 5条 〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。

第 6条 〔施 行〕

本規程は、平成 26年 1月 1日 から施行する。

〔改 正〕

平成 30年 2月 27日
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特定費用準備資金等取扱規程

第 1章 総  則

第 1条 〔目 的〕

本規程は、特定費用準備資金および特定の資産の取得または改良に充てるために保有す

る資金の取扱いに関 し必要な事項を定めることを目的とする。

第 2条 〔定 義〕

本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、その各号に定めるところによる。

① 特定費用準備資金

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則」 (以下「認定法施行

規則」という)第 18条第 1項本文に定める将来の特定の活動の実施のために特別に支

出する費用 (事業費または管理費として計上されることとなるものに限る)に係る支出

に充てるための資金をいう

② 特定資産取得・改良資金

認定法施行規則第 22条第 3項第 3号に定める特定の財産の取得または改良に充てるた

めに保有する資金をいう

③ 特定費用準備資金等

上記①および②を総称する

第 3条 〔原 則〕

本規程による取扱いについては、認定法施行規則に則 り行うものとする。

第 2章 特定費用準備資金

第 4条 〔特定費用準備資金の保有〕

公益社団法人日本プロサ ッカー リーグ (以下「この法人」という)は、特定費用準備資

金を保有することができる。

第 5条 〔特定費用準備資金の保有に係る理事会承認手続き〕

この法人が前条の特定費用準備資金を保有 しようとするときは、理事長 (以下「チェア

マン」という)は 、事業ごとに、その資金の名称、将来の特定の活動の名称、内容、計画

期間、活動の実施予定時期、積立額およびその算定根拠を理事会に提示 し、理事会は、次

の要件を充たす場合において、事業ごとに、承認するものとする。
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① その資金の目的である活動を行うことが見込まれること

② 積立限度額が合理的に算定されていること

第 6条 〔特定費用準備資金の管理・取崩し等〕

(1)前条の特定費用準備資金は、貸借対照表および財産目録上名称を付 した特定資産として、

他の資金 (他の特定費用準備資金を含む)と 明確に区分 して管理する。

(2)前項の資金は、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取 り崩すことがで

きない。

(3)前項にかかわらず目的外の取崩しを行う場合には、チェアマンは、取崩しが必要な理由

を付 して理事会に付議 し、その承認を得なければならない。積立計画の中止ならびに積

立限度額および積立期間の変更についても同様とする。

第 3章 特定資 取得 口改良資金

第 7条 〔特定資産取得・改良資金の保有〕

この法人は、特定資産取得・改良資金を保有することができる。

第 8条 〔特定資産取得・改良資金の保有に係る理事会承認手続き〕

この法人が前条の特定資産取得・改良資金を保有 しようとするときは、チェアマンは、

資産ごとに、その資金の名称、対象となる資産の名称、目的、計画期間、資産の取得また

は改良等 (以下「資産取得等」という)の 予定時期、資産取得等に必要な最低額およびそ

の算定根拠を理事会に提示 し、理事会は、次の要件を充たす場合において、資産 ごとに、

承認するものとする。

① その資金の目的である資産を取得しまたは改良することが見込まれること

② その資金の目的である資産取得等に必要な最低額が合理的に算定されていること

第 9条 〔特定資産取得・改良資金の管理・取崩し等〕

(1)前条の特定資産取得・改良資金については、貸借対照表および財産目録上名称を付した

特定資産として、他の資金 (他の特定資産取得・改良資金を含む)と 明確に区分 して管

理する。

(2)前項の資金については、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩す

ことができない。

(3)前項にかかわらず目的外の取崩しを行う場合には、チェアマンは、取崩しが必要な理由

を付 して理事会に付議 し、その決議を得なければならない。積立計画の中止ならびに資

産取得等に必要な最低額および積立期間の変更についても同様とする。
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第 4章 _公表および経理処理

第 10条 〔特定費用準備資金等の備置き・閲覧〕

この法人は、資金の取崩 しに係る手続きとともに、特定費用準備資金については積立限

度額およびその算定根拠を、特定資産取得・改良資金については資産取得等に必要な最低

額およびその算定根拠を、定款第 40条第 3項に基づき事務所において書類を備え置き、か

つ一般の閲覧に供する。

第 11条 〔特定費用準備資金等の経理処理〕

(1)特定費用準備資金については、認定法施行規則第 18条第 1項 、第 2項および第 4項 ない

し第 6項に基づき、経理処理を行う。

(2)特定資産取得・改良資金については、認定法施行規則第 22条第 4項の準用規定に基づ

き、経理処理を行 う。

第 5章 雑  貝1

第 12条 〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行 うものとする。

第 13条 〔細 則〕

本規程の実施に必要な細則は、チェアマンが定めるものとする。

第 14条 〔施 行〕

本規程は、平成 24年 4月 1日 から施行する。

〔改 正〕

平成 25年 1月 22日

平成 31年 1月 24日
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寄附金等取扱規程

第 1条 〔目 的〕

本規程は、公益社団法人日本プロサ ッカー リーグ (以下「この法人」という)が受領す

る寄附金に関 し、必要な事項を定めるものとする。

第 2条 〔定義等〕

(1)本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

① 一般寄附金 広く一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄附金

② 特定寄附金 広く一般社会にこの法人が使途を特定して一定期間募金活動を行うこと

により受領する寄附金

③ 特別寄附金 前各号のほか、募金活動を行うことなく個人または団体から受領する寄

附金

(2)本規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。

第 3条 〔一般寄附金の募集〕

(1)こ の法人は、常時一般寄附金を募ることができる。

(2)一 般寄附金は、公益目的事業のほか、合理的な範囲内でそれ以外の事業 (以下 「収益事

業等」という。)お よび法人会計に使用することができる。ただ し、収益事業等および法

人会計に使用するときは、それぞれ一般寄付金の 5割以下を限度とする。

第 4条 〔特定寄附金の募集〕

(1)特定寄附金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、次項に規定

する資金使途その他必要な事項を説明 した書面 (以下「募金 目論見書」という)を理事

会に提出 し、承認を求めなければならない。

(2)特定寄附金は、適正な募集経費を控除 した残額の総額を、定款第 4条の公益目的事業の

全部または一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。ただ し、募集

経費は、募集総額の 30%以 下でなければならない。

第 5条 〔募金 目論見書の交付等〕

(1)特定寄附金を募集するときは、これに応募 した者に対 し、募金目論見書を事前に交付 し

なければならない。

(2)前項にかかわ らず、ホームページにおいて募金 目論見書を公開 した場合には、これに賛

同 して寄附 した者に対 し、募金目録見書を事後に交付することをもつて足 りる。

第 6条 〔受領書等の送付〕

(1)一 般寄附金または特定寄附金を受領 したときは、寄附者に対 し、遅滞なく受領書を送付

するものとする。
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(2)前項の受領書には、この法人の公益 目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額およ

びその受領年月日を記載するものとする。

第 7条 〔募金に係る結果の報告〕

(1)こ の法人は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに、寄附者に対 し、受領 した寄附金総

額、使途予定その他必要な事項を記載 した報告書を交付するものとする。ただ し、これ

らをホームページ上で公開することをもつて代えることができる。

(2)こ の法人は、特定寄附金の支出が完了したときは、当該寄附金の収支に係る収支決算書およ

び当該支出による効果などを記載 した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、上記

決算書および報告書をホームページ上で公開することをもつて代えることができる。

第 8条 〔特別寄附金〕

(1)こ の法人は、個人または団体より特別寄附金を受領することができる。

(2)前項の寄附金について寄附者から資金使途および寄附金の管理運用方法について条件が

付されているときまたは前項の寄附金を受領することによりこの法人が何 らかの負担を

負うことになるときは、その受領につき理事会の承認を求めなければならない。

(3)寄附金が下記各号に該当する場合またはそのおそれがある場合には、当該寄附金を辞退

しなければならない。

① 国、地方公共団体、公益法人および「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律」第 5条第 17号 に規定する者以外の個人または団体がその寄附により、特別の利

益を受ける場合

② 寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合

③ 寄附金の受け入れに起因して、この法人が著 しく資金負担が生ずる場合

④ 前 3号 に掲げる場合のほか、この法人の業務の遂行上支障があると認められるものお

よびこの法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合

第 9条 〔情報公開〕

この法人が受領する寄附金については、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律」施行規則第 22条第 5項各号に定める事項について、(平 成 18年 6月 2日 法律第

49号 )事務所への備置きおよび閲覧等の措置を講 じるものとする。

第 10条 〔個人情報保護〕

寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細心の注

意を払って情報管理に務めるものとする。

第 11条 〔法令等の読替え〕

本規程において引用する条文の条数・項番号等が、関係法令の改正等に伴い変更された

場合においては、関係法令の改正等の内容に対応 して読み替えるものとする。

第 12条 〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行 うものとする。
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第 13条 〔施 行〕

本規程は、平成 24年 4月 1日 から施行する。

〔改 正〕

平成 25年 1月 22日

令和 2年 1月 30日
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実行委員会規程

第 1条 〔目 的〕

本規程は、Jリ ーグ規約第 7条第 2項に基づき、公益社団法人日本プロサッカー リーグ

(以 下「Jリ ーグ」という)実行委員会の組織、権限および運営に関する事項について定

める。

第 2条 〔構 成〕

(1)Jl、 J2およびJ3にそれぞれ実行委員会を設置する。また、 Jl、 J2お よびJ3
は、合同で実行委員会を設置する。

(2)Jlに設置する実行委員会を「Jl実行委員会」、J2に設置する実行委員会を「J2実

行委員会」、J3に設置する実行委員会を「J3実行委員会」といい、Jl、 J2お よび

J3が合同で設置する実行委員会を「合同実行委員会」といい、単に「実行委員会」と

いう場合は、個別にまたは総称してJl実行委員会、J2実 行委員会、J3実行委員会

または合同実行委員会を意味する。

(3)各実行委員会を構成する委員は次のとおりとする。

① Jl実行委員会 チェアマン、常勤理事およびJlク ラブから1名 ずつ選任された実行

委員

② J2実行委員会 チェアマン、常勤理事およびJ2ク ラブから1名 ずつ選任された実行

委員

③ J3実行委員会 チェアマン、常勤理事およびJ3ク ラブから1名 ずつ選任された実行

委員

④ 合同実行委員会 チェアマン、常勤理事ならびにJlク ラブ、J2ク ラブおよびJ3ク

ラブから1名 ずつ選任された実行委員

第 3条 〔資格要件〕

Jク ラブが選任する実行委員は、 Jク ラブの代表取締役または理事長 (原 則 としていず

れも常勤)で あることを要する。

第 4条 〔任 期〕

(1)実行委員は理事会の承認を経て Jク ラブが選任するものとし、その任期は選任後 1年経

過後最初に開催される理事会の終結時までとする。

(2)実行委員は、再任されることができる。

(3)実行委員は、原則として任期途中において変更することはできない。ただ し、やむを得

ない事由があ り、かつ理事会の承認を得た場合は、この限りではない。

(4)実行委員は、選任後 1年経過後最初に開催 される理事会において別段の決議がなされな

かつた場合は、当該理事会において再任 されたものとみなす。
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第 5条 〔招 集〕

(1)チ ェアマンは、次条の定めに従い、 Jl実行委員会、 J2実行委員会および J3実行委

員会を、原則として毎月 1回 招集 し、その他必要があるごとに随時招集するものとする。

(2)チ ェアマンは、前項に基づ くJl実行委員会、 J2実行委員会および J3実行委員会の

各招集に代えて、合同実行委員会を招集することができる。

(3)実行委員会は電話、インターネッ ト等の通信回線を使用 しての会議として開催すること

ができる。ただ し、その場合には各出席者の音声や映像等が即時に他の出席者に伝わ り、

適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになつてお り、出席者が一堂に会するのと同

等の相互に充分な議論を行 うことができるという環境であることを要する。

第 6条 〔招集権者および議長〕

(1)実行委員会は、チェアマンが招集 し、その議長となる。ただ し、チェアマンに事故があ

るときは、理事会が予め指定 した理事がこれにあたる。

(2)各実行委員会を構成する委員総数の 3分の 2以上か ら会議の目的事項を示 して請求があ

つたときは、チェアマンは、請求された実行委員会を招集 しなければならない。

(3)実行委員会の招集は、予め各実行委員会において定めた期日の場合を除き、各委員に対

し、開催 日の 1週間前までに通知 しなければならない。ただ し、緊急の必要があるとき

は、この限 りではない。

第 7条 〔権 限〕

(1)実行委員会は、理事会から委嘱された事項を決定する。

(2)実行委員会は、理事会規程別表の定めに従い、理事会による決定に先立つて、関係する

実行委員会の審議を経るものとする。

第 8条 〔定足数および決議要件〕

(1)実行委員会は、各実行委員会における委員総数の 3分の 2以上の出席がなければ開催す

ることができない。

(2)実行委員会における議決権は 1委 員につき 1個 とする。

(3)実行委員会の決議は、各実行委員会の出席委員の過半数をもつて行う。ただし、可否同

数の場合は、議長の決するところによる。

第 9条 〔オブザーバー出席〕

予めチェアマンに届け出て承認を得た者は、オブザーバー (議決権はない)と して実行

委員会に出席することができる。

第 10条 〔関係者の出席〕

(1)公益財団法人日本サ ッカー協会の役付理事は、実行委員会に出席 し、意見を述べること

ができる。

(2)実行委員会の議長は、必要に応 じて議案に関係ある者を実行委員会に出席させ、その意

見または報告を聴取することができる。
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第 11条 〔議事録〕

実行委員会の議事経過の要領および結果は議事録に記載 し、これを Jリ ーグに保存する。

第 12条 〔事務の統括〕

実行委員会に関する事務は、チェアマンの指定するJリ ーグの担当部門の責任者が統括

する。

第 13条 〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。

第 14条 〔施 行〕

本規程は、平成 24年 4月 1日 か ら施行する。

〔改 正〕

平成 25年 1月 22日

平成 26年 1月 21日

平成 28年 1月 19日

平成 29年 1月 25日

平成 30年 1月 30日

平成 31年 1月 24日

令和 2年 1月 30日

75



専門委員会規程

第 1条 〔趣 旨〕

本規程は、 Jリ ーグ規約第 8条第 2項に基づき、公益社団法人日本プロサ ッカー リーグ

(以下「 Jリ ーグ」という)各専門委員会の組織、権限および運営に関する事項について

定める。

第 2条 〔組織・運営〕

(1)各専門委員会は、それぞれ委員長および委員数名をもつて、これを組織する。

(2)各専門委員会の委員長および委員は、サ ッカーに関する知識を有 しまたは学識経験者の

中から、チェアマンが任命する。

(3)各専門委員会は、委員長がこれを招集 し、議事その他の会務を主宰する。

(4)委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行する。

第 3条 〔委員の登録〕

(1)各専門委員会の委員長および委員に関する次の事項は、Jリ ーグが管理する「専門委員

会名簿」に登録する。

① 氏名および住所 (連絡先)

② 任 期

③ 職業および勤務先

④ その他の必要事項

(2)各専門委員会の委員長および委員は、前項記載の事項に変更が生じた場合には、遅滞な

くJリ ーグに届け出なければならない。

第 4条 〔任 期〕

(1)各専門委員会の委員長および委員の任期は 2年 とする。ただ し、補欠として任命 された

委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(2)各専門委員会の委員長および委員は、再任されることができる。

第 5条 〔各専門委員会の所管事項〕

各専門委員会の所管事項は、別表 1に 記載するとお りとする。

第 6条 〔各専門委員会の職務〕

(1)各専門委員会は、その所管事項に関し、次の事項を行う。

① 所管事項およびこれに付帯関連する事項に関する調査、研究

② その他チェアマンから特に指示された事項

(2)複数の専門委員会の所管事項に関連する事項については、チェアマンがこれを調整する。

76



第 7条 〔議事録〕

各専門委員会の議事経過の要領および結果は、議事録に記録しておかなければならない。

第 8条 〔事務局〕

各専門委員会は、その事務を処理させるため、事務局を置 くことができる。

第 9条 〔細 則〕

各専門委員会は、その所管事項の処理に関 し必要な細則を定めることができる。

第 10条 〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の承認により、これを行 う。

第 11条 〔施 行〕

本規程は、平成 24年 4月 1日 から施行する。

〔改 正〕

平成 25年 1月 22日

平成 31年 1月 24日

令和 2年 1月 30日
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〔別表 1〕 所管事項

専門委員会の名称 所 管 事 項

1.法 務委員会 ① 定款、Jリ ーグ規約、Jリ ーグクラブライセンス交付規

則および諸規程の制定・改廃に関する検討・立案ならび

に法的解釈・運用に関する事項

② 選手契約の法的解釈・運用に関する事項

③ リーグ戦安定開催融資規程の運用に関する事項

④ サッカーに関する外国の制度、規程等の調査・検討

⑤ その他法務関連事項に関する検討・立案

2.マ ッチコミッショナー委員会 ① マッチコミッショナー業務内容の企画・立案

② マッチコミッショナー選考基準の企画・立案

③ マッチコミッショナー候補者の推薦・選考

④ マッチコミッショナー研修会の企画・立案

⑤ マッチコミッショナー報告書、緊急報告書の管理

⑥ マッチコミッショナーの割当て

⑦ 各種通達事項作成

3.マ ーケティング委員会 ① リーグマーケティングに関する制度の検討・立案

② パートナー契約に関する事項の検討・立案

③ テレビ・ラジオ等放送権に関する事項の検討・立案

④ 商品化事業に関する事項の検討・立案

⑤ その他権利ビジネスに関する事項の検討・立案
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規律委員会規程

第 1条 〔趣 旨〕

本規程は、「 Jリ ーグ規約」第 9条第 2項に基づき、公益社団法人日本プロサ ッカー リー

グ (以下「Jリ ーグ」という)規律委員会の組織、権限および運営等に関する事項につい

て定める。

第 2条 〔組織および委員〕

(1)規律委員会は、委員長および 4名 以内の委員をもつて組織する。

(2)委 員長は、規律委員会を代表 し、議事その他の会務を主宰する。

(3)委員長および委員は、サ ッカーに関する経験 と知識を有 しまたは学識経験を有する者で、

公正な判断をすることができる者とする。

(4)委 員長および委員は、 Jリ ーグの役職員、裁定委員会の委員長もしくは委員または Jク

ラブの役職員を兼ねることができない。

(5)委 員長および委員は、チェアマンが、理事会の同意を得て任命する。

(6)委 員長および委員は、非常勤とする。

第 3条 〔委員の任期〕

(1)委員の任期は2年 とし、再任することができる。

(2)委員に欠員が生 じた場合に、補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間と

する。

第 4条 〔会議および議決〕

(1)規律委員会の会議は、委員長が招集する。

(2)規律委員会は、委員長および 2名 以上の委員の出席がなければ、会議を開きまたは議決

をすることができない。当該会議は電話、インターネット等の通信回線を使用 して開催

することを妨げない。

(3)規律委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決

するところによる。

(4)委員長に事故があるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行する。

第 5条 〔書面等による審議および議決〕

(1)前 条の定めにかかわ らず、規律委員会の審議は、書面、電磁的方法その他の手段を使用

した、会議以外の形式により行 うことができる。本項による場合、委員長および 2名 以

上の委員が審議に参加する旨の意思を示さなければ、審議を行 うことができない。

(2)本条に基づ く規律委員会の議事は、委員長および参加の意思を表示 した委員の過半数を

もつて決するものとする。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(3)¬ 人以上の委員が会議の開催を要求 した場合、委員長は、すみやかに前条の会議を招集
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しなければならない。

第 6条 〔規律委員会の手続〕

規律委員会の審議、調査の手続きは、本規程および Jリ ーグ規約に特に定めるものを除

き、公益財団法人日本サ ッカー協会の懲罰規程 (以下「JFA懲 罰規程」という)に 定め

るところによる。

第 7条 〔出場停止処分の消化に関する特別規定〕

規律委員会は、理事会の承認を得て、 JFA懲 罰規程別紙 2「懲罰基準の運用に関する

細則」第 8条 (出 場停止処分の消化に関する特別規定)に定める、 Jリ ーグにおける出場

停止処分に関する取扱いについての細則を定めることができる。

第 8条 〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の承認により、これを行 う。

第 9条 〔施 行〕

本規程は、令和 2年 1月 30日 から施行する。
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裁定委員会規程

第 1節 総  則

第 1条 〔趣 旨〕

本規程は、Jリ ーグ規約第 10条第 2項に基づき、公益社団法人日本プロサ ッカー リーグ

(以 下「 Jリ ーグ」という)裁定委員会の組織、権限および運営等に関する事項について

定める。

第 2条 〔組織および委員〕

(1)裁定委員会は、委員長および 4名 以内の委員をもつて組織する。

(2)委 員長は、裁定委員会を代表 し、議事その他の会務を主宰するものとし、法律家 (弁護

士、検察官、裁判官、法律学の教授・准教授またはそれに準ずる者)で なければならな

い 。

(3)委 員は、サ ッカーに関する経験 と知識を有 しまたは学識経験を有する者で、公正な判断

をすることができる者 とする。

(4)委 員長および委員は、 Jリ ーグの役職員、規律委員会の委員長もしくは委員または Jク

ラブの役職員を兼ねることができない。

(5)委 員長および委員は、チェアマンが、理事会の同意を得て任命する。

(6)委 員長および委員は、非常勤とする。

第 3条 〔委員の任期〕

(1)委員の任期は 2年 とし、再任することができる。

(2)委 員に欠員が生 じた場合に、補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間と

する。

第 4条 〔会議および議決〕

(1)裁定委員会の会議は、委員長が招集する。

(2)裁定委員会は、委員長および 1名 以上の委員の出席がなければ、会議を開きまたは議決

をすることができない。当該会議は電話、インターネット等の通信回線を使用 して開催

することを妨げない。

(3)裁定委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長の決

するところによる。

(4)委員長に事故があるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行する。

第 5条 〔審理の非公開〕

裁定委員会の審理は、非公開とする。ただ し、裁定委員会は、審理の公正が害 されるお
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それがなく、かつ、相当の理由があると認めるときは、関係者の傍聴を許すことができる。

第 6条 〔言 語〕

(1)裁定委員会の手続および書面における言語は、日本語を使用するものとする。

(2)当 事者等が外国語を使用する場合、口頭の陳述については日本語の通訳を同行 し、文書

については、日本語の訳文を添付 しなければならない。

第 2節 紛争解決

第 7条 〔申立手続き〕

(1)Jリ ーグ規約第 129条 の定めに従い、チェアマンの決定を求める Jリ ーグ関係者 (以下

「申立人」という)は 、裁定委員会に対 し、次の書類を提出 しなければならない。

① 裁定申立書

② 申立人の主張を裏付ける書証がある場合は、その原本または写し

③ 代理人により申立を行う場合は、委任状

(2)前項第 1号の裁定申立書には、次の事項を記載しなければならない。

① 当事者の氏名または名称 (法人の場合は代表者も記載する)お よび住所

② 代理人に代理させる場合は、代理人の氏名および住所

③ 裁定の申立の趣旨

④ 裁定の申立の理由および立証方法

(3)申 立の手数料は 1件につき金 10万 円とし、申立人は申立と同時にJリ ーグに当該手数

料を納付しなければならない。

第 8条 〔申立の受理および通知〕

(1)裁定委員会は、前条の規定に適合する裁定の申立があつたときは、これを受理するとと

もに、申立の相手方 (以下「被申立人」という)に対 し、すみやかにその旨を通知する。

(2)前項の通知には、裁定申立書 1部および前条第 1項第 2号に定める書証がある場合はそ

の写 しを添付 しなければならない。

第 9条 〔答 弁〕

(1)被 申立人は、前条の通知が到達 した日から 30日 以内に、裁定委員会に対 し、次の書類を

提出 して答弁することができる。

① 答弁書

② 答弁の理由を裏付ける書証がある場合は、その書証の原本または写し

③ 代理人により答弁を行う場合は、委任状

(2)前項第1号の答弁書には、次の事項を記載しなければならない。

① 当事者の氏名または名称 (法 人の場合は代表者も記載する)お よび住所

② 代理人に代理させる場合は、代理人の氏名および住所

③ 答弁の趣旨

④ 答弁の理由および立証方法
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(3)裁定委員会は、前 2項の規定に適合する答弁があったときは、これを受理するとともに、

申立人に対 し、すみやかにその旨を通知する。

(4)前項の通知には、答弁書 1部および前項第 2号に定める書証がある場合はその写 しを添

付しなければならない。

(5)裁定委員会は、第 1項に定める期間内に被申立人から答弁書が提出されなかった場合に

は、申立人の主張を認める裁定を行うことができる。

第 10条 〔提出書類の部数〕

本規程により申立人または被申立人が提出する書類の部数は、委任状を除き3部 (原本

を提出するときは、その写 しを含めて3部 )と する。ただし、当事者が 3名 以上のときは、

当事者 1名 につき 1部増加する。

第 11条 〔申立内容の変更〕

申立人は、裁定委員会から被申立人に対 し裁定申立の通知が発信された後においては、

裁定委員会の承認を得なければ、申立の内容を変更することができない。

第 12条 〔代理人〕

弁護士および裁定委員会が承認 した者以外の者は、申立人または被申立人の代理人とな

ることができない。

第 13条 〔審理または調査のための権限等〕

裁定委員会は、申立の審理のために必要 と認めたときは、第二者の証言もしくは鑑定人

の鑑定を求めまたは資料の提出を命 じることができる。

第 14条 〔費用の負担〕

前条の調査に要する費用は、原則として当事者が負担するものとする。

第 15条 〔裁 定〕

(1)裁定委員会は、申立の内容につき調査・審理 した上、次の事項を記載 し、委員長および

審理に参加 した委員が署名押印 した裁定書を作成 し、これをチェアマンに提出 しなけれ

ばならない。

① 当事者の氏名または名称 (法人の場合は代表者も記載する)お よび住所

② 代理人があるときは、その氏名および住所

③ 主文 (裁定委員会の判断の結論)

④ 判断の理由

⑤ 裁定書の作成年月日

(2)前項の裁定書には、申立手数料およびその他の費用を負担する当事者およびその割合を

記載しなければならない。

第 16条 〔和 解〕

(1)申 立後当事者が和解 した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたと
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きは、その和解の内容を裁定書に記載する。

(2)前項の書面には、前条第 1項第 1号、第 2号および第 5号ならびに第 2項 に定める事項

を記載するものとする。

第 3節 諮問手続

第 17条 〔諮問手続〕

(1)裁 定委員会は、 Jリ ーグ規約第 138条第 2項により諮問を受けたときは、すみやかに審

議を行い、答申をする。

(2)前項の審議は、第 4条の定めにかかわ らず、委員長および全ての委員による書面、電磁

的方法その他会議以外の方法により行 うことができるものとする。また、緊急を要する

場合その他特別な事情が存する場合、委員長の決定により、審議を省略 し、委員長が単

独で答申を行 うことができるものとする。

第 18条 〔事情聴取〕

裁定委員会は、諮問手続に際 し委員長が必要と判断 した場合、自らまたは裁定委員会の

指定する者により、当事者等に対 して事情聴取を行 うことができる。

第 19条 〔答 申〕

裁定委員会は、チェアマンか らの懲罰案に関する審議の結果について、書面または電磁

的方法により答申書を作成 し、チェアマンに通知する。なお、答申書には、懲罰の内容お

よび判断の理由が含まれているものとする。

第 4節 附  貝ll

第 20条 〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の承認により、これを行 う。

第 21条 〔施 行〕

本規程は、平成 24年 4月 1日 か ら施行する。

〔改 正〕

平成 31年 1月 24日

令和 2年 1月 30日
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Jリ ーグ配分金規程

第 1条 〔規程の目的〕

本規程は、Jリ ーグ規約 (以 下「規約」という)第 122条 に基づき、公益社団法人日本

プロサッカーリーグ (以下「Jリ ーグ」という)に おける公益目的事業の一環としてなさ

れるJリ ーグからJリ ーグの各正会員 (以下「 Jク ラブ」という)に対する配分金等の取

扱いについて定める。

第 2条 〔配分金の意義〕

本規程において配分金 とは、規約第 118条 ないし第 121条 に定める事業収入等を原資と

して、 Jリ ーグか らJク ラブに支給される金銭であつて次条に定めるものをいう。

第 3条 〔配分金の種類〕

配分金は、以下の各号に定める通 り分類される。

① 事業協力配分金

第 5条第 1項 に基づきJリ ーグの理事会の決議が得られることを条件として、全ての

Jク ラブに対 して支給されるもの

② 理念強化配分金

第 5条第 1項に基づきJリ ーグの理事会の決議が得 られることを条件として、支給開

始年度 (「 年度」とは、毎年 1月 1日 から12月 31日 までの期間をいう。以下同じ)の

前シーズン (各年において最初の公式試合が行われる日から最後の公式試合が行われ

る日までの期間をいう。以下同じ)の Jlリ ーグ戦の年間順位 1位から4位の Jク ラブ

に対 して最長 3年間にわたつて支給されるもの。ただし、支給年度毎に次条第 1項第 4

号に定める受領資格要件の充足状況について審査を行う

③ 降格救済配分金

第 5条第 1項に基づきJリ ーグの理事会の決議が得られることを条件として、支給年

度の前シーズンの競技成績に応 じて規約第 19条 に基づきJlか らJ2におよび規約第

20条に基づきJ2か らJ3にそれぞれ降格 した各 Jク ラブに対 して支給されるもの

④ ACLサ ポー ト配分金

第 5条第 1項 に基づきJリ ーグの理事会の決議が得られることを条件として、支給年

度のアジアサッカー連盟主催のAFCチ ヤンピオンズリーグ (ACL)に参加した各 J

クラブに対してその遠征費等について一定割合を補助するもの

⑤ toto交 付金

第 5条第 1項 に基づきJリ ーグの理事会の決議が得られることを条件として、スポー

ツ振興投票の実施等に関する法律第 4条 に基づくスポーツ振興投票の対象試合の計画

的かつ安定的な開催の確保に資するため、独立行政法人日本スポーツ振興センターか

らJリ ーグに支払われる支援経費を原資として、全ての Jク ラブに対 して支給される

もの
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第 4条 〔配分金の額等の決定〕

(1)各配分金については、支給年度のシーズンの始まる日の前日までに、Jリ ーグの理事会

において以下の各号に定める事項を決定 しなければならない。

① 配分金の種類ごとの総額

② 配分金の支給対象となるJク ラブヘの配分金の額または計算方法

③ 配分金の支給方法および支給時期

④ 配分金の受領資格要件

(2)前項第 4号で定める受領資格要件は以下を含むが、これらに限らない。

① 支給対象となるJク ラブが、支給年度にかかるシーズンについて Jリ ーグクラブライ

センスまたはJ3ク ラブライセンスの交付を受け、次条第 1項の理事会決議時におい

て現に維持 していること

② 支給対象となるJク ラブが、支給年度の Jl、 J2ま たはJ3の いずれかのリーグ戦に

参加 していること

③ 理念強化配分金に関しては、支給対象候補の Jク ラブから提出された理念強化配分金

活用計画書における理念強化配分金の活用計画が第 8条第 1項各号に定める目的に合

致 していること

第 5条 〔配分金の支給の決定〕

(1)Jリ ーグは、前条第 1項の理事会より後に開催される理事会において、各配分金の支給

対象 Jク ラブが当該配分金毎に受領資格要件を充足しているかについて審査するものと

し、審査に合格 した Jク ラブに対してのみ当該配分金を支給することを承認するものと

する。

(2)理事会が理念強化配分金について前項の審査を行う場合は、それに先行 して、審査委員

会 (第 8条に定める。以下同じ)が Jク ラブからJリ ーグに対 し提出された理念強化配

分金活用計画書に基づき、理念強化配分金の活用計画が第 8条第 1項各号に定める目的

に合致するかについて審査を行い、審査委員会はその審査結果を理事会に答申するもの

とする。

(3)Jリ ーグは、理事会が各配分金について第 1項の承認をした場合は、当該配分金の支給

対象として決定した Jク ラブに対しすみやかに支給通知書を交付するものとする。

第 6条 〔受領資格不適合〕

Jリ ーグは、各配分金について前条第 1項に定める理事会の承認を得 られなかつた Jク

ラブに対 しては、当該支給年度について、当該配分金の支給を行わない。

第 7条 〔活用実績の審査〕

(1)理念強化配分金の支給対象となった Jク ラブは、理念強化配分金の活用実績について、

理念強化配分金を受領 した年の翌年 3月 末日までに、 Jリ ーグに対 し、理念強化配分金

活用実績報告書を提出する。

(2)審査委員会は、前項によりJク ラブから提出された理念強化配分金活用実績報告書に基

づき、当該 Jク ラブが理念強化配分金を前年度に提出された理念強化配分金活用計画書

または次条第 1項各号に定める目的に則 つて活用 したか否かについて審査を行い、その
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審査結果を理事会に答申するものとする。

(3)Jリ ーグの理事会は、第 1項に基づき Jク ラブか ら提出された理念強化配分金活用実績

報告書および前項の審査委員会の審査結果の答申を踏まえて、 Jク ラブの理念強化配分

金の活用実績を承認する。

(4)前項の理事会の承認が得 られなかった場合、 Jリ ーグは、理事会の決議に基づき Jク ラ

ブに対 して、その審査結果に応 じて、前年度に支給 した理念強化配分金の全部または一

部の返還を請求することができるものとする。

第8条 〔審査委員会〕

(1)審査委員会は、外部委員2名 を含む合計5名 の審査委員で構成され、以下の各号に定め

る理念強化配分金の目的に照らして、第2項に定める事項を審査することを目的として

組織する。

① 日本サッカーの水準向上およびサッカーの普及促進

② 若年層からの一貫した選手育成

③ フットボール環境整備

④ 選手や指導者の地域交流および国際交流の推進ならびにスポーツ文化の振興

(2)審査委員会の審査事項は、以下の各号に定める通りとする。

① 理念強化配分金支給対象候補のJク ラブから提出された理念強化配分金活用計画書に

おける理念強化配分金の活用計画が、前項各号に定める目的に合致するか否か

② 理念強化配分金支給対象のJク ラブから提出された理念強化配分金活用実績報告書に

おける理念強化配分金の活用実績が、前年度に提出された理念強化配分金活用計画書

または前項各号に定める目的に則つて活用されたか否か

(3)審査委員の選任は理事会の決議事項とし、任期は2年 とする。なお、外部委員について

は、以下の各号の要件を満たす者とする。

① 過去5年間、Jリ ーグおよびその関連会社における役職員でなかった者

② 過去5年間、Jク ラブおよびその関連会社における役職員でなかった者

③ 弁護士、公認会計士または税理士の資格を有する者

第 9条 〔審査委員会の決議〕

(1)審査委員会は、外部委員 1名 以上を含む過半数の委員の出席で成立 し、出席委員の過半

数の同意により決議する。ただし、理念強化配分金支給対象候補または理念強化配分金

支給対象の Jク ラブと利害関係を有する出席委員は議決権を有せず、当該委員は定足数

の算定にあたつては除外するものとする。

(2)第 5条第 2項の審査にあたっては、理念強化配分金活用計画書の内容等を検討するもの

とする。

(3)第 7条第 2項の審査にあたっては、理念強化配分金活用実績報告書の内容等を検討する

ものとする。

(4)審査委員は、前 2項の審査に必要な情報をJリ ーグおよびJク ラブに要求することがで

き、Jリ ーグおよび Jク ラブは正当な理由がある場合を除き、審査委員の要求に応えな

ければならない。
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第 10条 〔議事録〕

審査委員会の議事録は、出席審査委員全員の記名・捺印を要するものとする。

第 11条 〔細 則〕

本規程に定めるもののほか、本規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定

めることができる。

第 12条 〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の承認により、これを行 う。

第 13条 〔施 行〕

本規程は、平成 30年 1月 1日 か ら施行する。

〔改 正〕

平成 31年 1月 24日

令和 2年 1月 30日
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リーグ戦安定開催融資規程

第 1条 〔目 的〕

本規程は、Jリ ーグ規約第 24条 に基づき、リーグ戦安定開催融資制度 (以下「本融資制

度」という)の運営について定める。

第 2条 〔本融資制度の趣旨〕

本融資制度は、 Jク ラブの財政難によつて Jリ ーグ規約第 40条第 1項に定める公式試

合の開催が危ぷまれる事態 となった場合に、当該公式試合が属する Jリ ーグ規約第 40条

第 1項各号に定める各大会の終了までの間、大会を無事に終了させる目的で、 Jリ ーグが

Jク ラブに融資 (以下 「制度融資」という)を行 うものである。

第 3条 〔本融資制度の原資〕

制度融資の原資は、原則として一般会計における繰越収支差額 とする。

第 4条 〔融資限度額〕

制度融資の金額は、原則として 1ク ラブあた り3億円を上限とする。

第 5条 〔融資可能期間〕

(1)本融資制度に基づき Jリ ーグが融資できる期間の開始 日は、 1月 1日 とする。

(2)本融資制度における返済期 日は、 Jlク ラブおよび J2ク ラブの場合は Jl参入プレー

オフの最終日、 J3ク ラブの場合は J3リ ーグ戦の最終節の日とし、当該期 日が金融機

関の体業日である場合は、その翌営業日とする。

(3)前項に定める返済期日か ら 12月 31日 までの間は、制度融資は行わない。

第 6条 〔融資の申請〕

制度融資を希望する Jク ラブは、以下の資料を提出の うえ、 Jリ ーグに融資の審査を申

し込む。

① Jク ラブが作成した「融資申込書」

② 制度融資を申請することおよび融資後の返済計画について審議・決議した取締役会の

議事録 (出 席取締役全員の押印があるもの。なお、申請するJク ラブが公益社団法人ま

たは特定非営利活動法人である場合は、取締役会を理事会と、取締役を理事と、それぞ

れ読み替えるものとする)

③ ホームタウンの首長名で作成された「Jク ラブの融資申請にかかる同意書」(当 該同意

書がホームタウンから提出されない場合は、Jリ ーグは「Jク ラブに対する融資実行通

知」をホームタウンに送付することで代えることができる)

④ Jリ ーグが個別に指定する、融資申請Jク ラブの財務状況を説明する資料
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第 7条 〔担保の設定〕

Jリ ーグは、制度融資を申請 した Jク ラブに対 し、担保を差 し出すことを融資の条件と

することができる。その場合において、Jリ ーグは、当該 Jク ラブが上記担保として適当

な財産か否か、その価額その他必要事項について調査することができる。

第 8条 〔融資の審査 と決定〕

(1)制度融資を申請 した Jク ラブヘの融資実行の可否は、 Jリ ーグの調査結果を踏まえて理

事会が審議の うえ、これを決定する。

(2)前項に定める調査の過程において、 Jリ ーグは、法務委員会に調査協力を依頼 し、法務

委員会は必要な助言・指導を行 うことができる。

第 9条 〔融資実行にともなう制裁〕

制度融資を受ける Jク ラブに対する制裁として、融資の決定と同時に、原則としてリー

グ戦における勝点を 10点減ずる。

第 10条 〔融資事実の公表〕

Jリ ーグは、制度融資の決定と同時に、以下の内容を公表する。

① 融資を受けたJク ラブおよび当該Jク ラブが融資を申請した理由

② 融資金額・返済期日・期日までに返済できなかつた場合の措置

③ 当該Jク ラブに対する制裁の内容

第 11条 〔融資審査申請 Jク ラプの管理〕

(1)Jリ ーグは、第 6条に基づき融資の審査を申し込んだ Jク ラブを、当該申込日から「予

算管理団体」に指定し、返済期日までの間、当該 Jク ラブを一定の管理下に置 く。

(2)当 該 Jク ラブに対する管理の内容は、Jリ ーグが別途決定する。

第 12条 〔返済できなかった場合の措置〕

(1)制 度融資を受けた Jク ラブは、第 5条および第 8条に基づき決定された返済期日までに

融資を返済するものとする。返済期日は、天変地異、戦争、その他これに類するやむを

得ない事由がある場合のほか延長 しないものとする。

(2)制 度融資を受けた Jク ラブが第 5条および第 8条に基づき決定された返済期日までに融

資を返済できなかつた場合、当該 Jク ラブに対 しては、返済期日の属するシーズンの翌

シーズンの Jリ ーグクラブライセンスまたはJ3ク ラブライセンスを原則として交付 し

ないまたは取消すものとする。

第 13条 〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の承認により、これを行 う。

第 14条 〔施 行〕

本規程は、平成 24年 4月 1日 から施行する。
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〔改 正〕

平成 26年 ¬月 21日

平成 28年 1月 19日

平成 29年 1月 25日

平成 31年 1月 24日
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大規模災害時補填規程

第 1条 〔目 的〕

本規程は、Jリ ーグ規約第 28条 第 2項に基づき、大規模災害時補填制度 (以 下「本補填

制度」という)の運営について定める。

第 2条 〔本補填制度の趣旨〕

本補填制度は、大規模災害によつてJリ ーグ規約第 40条第 1項に定める公式試合につい

て予定日程どおりの開催が不可能な事態となつた場合や Jク ラブが使用するスタジアム等

の各種施設に損害が発生 した場合に、代替地や代替日程によって大会を無事に終了させる

ことまたは Jク ラブの活動を通常に戻すことを目的にJリ ーグが Jク ラブに資金補填を行

うものである。

第 3条 〔補填の対象となる大規模災害〕

補填の対象となる大規模災害とは、激甚災害 (「 激甚災害に対処するための特別の財政援

助等に関する法律」の適用による)に 指定もしくは指定される見込みの災害またはこれに

準 じる災害をいう。

第 4条 〔本補填制度の原資〕

Jリ ーグが本補填制度によつて Jク ラブに補填する資金の原資は、原則として一般会計

における繰越収支差額とする。

第 5条 〔補填の申請〕

本補填制度に基づく補填を希望する Jク ラブは、以下の資料を提出の上、 Jリ ーグに補

填の審査を申 し込む。

① Jク ラブが作成した「補填申込書」

② 本補填制度に基づく補填を申請することおよび補填後の収支計画について審議・決議し

た取締役会の議事録 (出 席取締役全員の押印があるもの。なお、申請するJク ラブが公

益社団法人または特定非営利活動法人である場合は、取締役会を理事会と、取締役を理

事と、それぞれ読み替えるものとする。)

③ Jリ ーグが個別に指定する、補填申請Jク ラブの財務状況を説明する資料

第 6条 〔補填の決定〕

本補填制度に基づく補填を申請 した Jク ラブヘの補填実行の可否、補填金額等は、Jリ

ーグの調査結果を踏まえて理事会が審議のうえ、これを決定する。

第 7条 〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の承認によ り、これを行 う。
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第 8条 〔施 行〕

本規程は、平成 29年 1月 25日 から施行する。

〔改 正〕

平成 31年 1月 24日

令和 2年 1月 30日
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試合実施時における

Jリ ーグ安全理念

Jク ラブは、試合を通 じ観客に本当の満足と快

適 さを提供するために、以下の安全に関する理

念に基づき行動するものとする。

1.観客の安全を何よ りも優先する。

2.選手およびチームスタッフは、かけがえの
ない財産であり、また審判は競技進行の要
であつて、その安全性は確保されなくては
ならない。

3.マ ッチコミッショナーおよび競技スタッフ

は、試合運営に欠かせぬ存在であ り、その

安全性は確保 されな くてはならない。

4.選手にフェアプレーを徹底 し、観客にはフ

ェアプレー精神に則つた応援 口観戦を心か

ら願 う。

5.ス タジアムの安全性の充実を目指す。

ス ローガン

試合実施時におけるセキュリティは、究極の

観客サー ビスである。
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2020明治安田生命Jl日 J2■ J3リーグ戦試合実施要項

本実施要項は、 Jリ ーグ規約第 40条第 1項第 1号から第 3号 に定める公式試合として、

2020年 の明治安田生命 Jlリ ーグ (以下「 Jl」 という)、 明治安田生命 J2リ ーグ (以下

「J2」 という)お よび明治安田生命 J3リ ーグ (以 下「J3」 といい、 Jl、 J2お よ

びJ3を 総称する場合は「リーグ戦」という)の実施に関し定めるものであり、リーグ戦

の試合 (以下「試合」という)運営はすべてこの要項によるものとする。

第 1節 スタジアム

第 1条 〔スタジアムの確保 と維持〕

(1)Jク ラブは、 Jリ ーグ規約第 4章第 1節に定め られた内容に従い、当該要件を具備する

スタジアムを確保 し、良好な状態でホームゲームを実施 し得るよう、これを整備 し、維

持管理する責任を負 う。

(2)Jリ ーグ、理事会またはチェアマンは、 Jリ ーグ規約において定められた内容に従い、

スタジアムを検査 し、当該スタジアムでの試合開催の可否等について決定することがで

きる。

第 2条 〔旗の掲揚〕

(1)ホームクラブは、ホームゲームを開催するスタジアムにおいて、リーグ旗、クラブ旗お

よびフェアプレー旗を次の各号の通り掲揚 しなければならない。

① リーグ旗 :ホ ームクラブ旗とビジタークラブ旗の中央

② ホームクラブ旗 :ホ ームクラブベンチ側

③ ビジタークラブ旗 :ビ ジタークラブベンチ側

④ フェアプレー旗 :リ ーグ旗の下または横

(2)リ ーグ旗、クラブ旗およびフェアプレー旗の大きさはいずれも天地 1,800 mm、 左右 2,700

mmと する。

第 3条 〔広告看板等の設置〕

(1)ホームクラブは、ホームゲームを開催するスタジアムにおいて、 Jリ ーグが指定 した位

置に Jリ ーグが指定する掲出物を掲出できるスペースを別表のとお り確保 しなければな

らない。

(2)Jク ラブが回転式看板、電光看板その他の掲出物を掲出することを希望する場合は、原

則としてシーズン開始前までに当該掲出物の内容について、 Jリ ーグ所定の「広告掲出

申請書」によりJリ ーグに申請 し、その承認を得なければならない。
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第4条 〔スタジアムにおける告知等〕

(1)ホームクラブは、ホームゲームを開催するときは、スタジアムにおいて、次の各号の事

項を告知しなければならない。ただし、第4号については得点直後に、また、第7号に

ついては後半 30分を目安に、それぞれ告知するものとする。

① 選手、審判員およびマッチコミッショナー

② 試合方式

③ 選手および審判員の交代

④ 得点者および得点時間

⑤ アディショナルタイム

⑥ 他の試合の途中経過および結果

⑦ 入場者数 (第 39条第3項および第4項に基づいて算定されたもの)

③ 警告を受けた者および退場を命じられた者

⑨ 前各号のほか、Jリ ーグの指定する事項

(2)ホームクラブは、試合の前後およびハーフタイムに、次の各号の事項を含む広告宣伝、

告知またはイベント等を行うことができる。

① 次の試合の予定の告知

② クラブパー トナーの広告宣伝

③ チームまたは選手に関する情報の告知

第 5条 〔医事運営〕

(1)ホームクラブは、次の各号の医事運営を行わなければならない。

① 医務室には、公益財団法人日本サッカー協会 (以下「協会」という)の 医学委員会が定

めた救急用機器および医薬品を備えること

② 試合の開催時には、スタジアムの観客等の事故に対処する為、医師および看護師各 1名

以上を開門時から閉門時まで待機させること。なお、医師か看護師のいずれかが開門 1

時間前から待機 していることが望ましい

③ 試合の開催に先立ち、スタジアムで生 じる重度の外傷および疾病に対処する為、あらか

じめ救急移送病院を確保 しておくこと。なお、スタジアムには救急車が待機 しているこ

とが望ましい

④ 第 2号の医師に、試合の開催時にスタジアムで生 じた外傷および疾病のすべてを記載

した所定の「会場内医事報告書」を作成させ、Jリ ーグヘ可及的すみやかに提出するこ

と

⑤ AEDを 医務室に 1台 および救護室または観客エリアに 2台 以上 (J3は 1台 以上)備 え

ること

⑥ すべての試合において第 4の審判員ベンチに AEDを 備えなければならない

⑦ ピッチサイ ドに通常の担架 2台 および頭部・頸部固定可能な担架を2台 (J3は 1台 )

備えること

(2)Jク ラブは、試合終了後可及的すみやかに「Jリ ーグ傷害報告書」をJリ ーグに提出し

なければならない。なお、選手が試合中に負傷 した場合には、チーム ドクターの所見を

得、チーム ドクターの署名あるものを提出するものとする。

(3)前項第 2号の医師および看護士の手当等は、以下の金額を標準とする。
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手当て :医師   30,000円 (日 給 )

看護師  10,000円 (日 給 )

交通費 :Jリ ーグの「旅費規程」による

第 2節 試   合

第 6条 〔試合の概要〕

試合の主催や出場等に関する事項は、 Jリ ーグ規約第 4章第 2節に定める。

第フ条 〔大会方式〕

リーグ戦の大会方式は、ホーム&ア ウェイ方式による2回戦総当たりとする。

第 8条 〔届出義務〕

(1)Jク ラブは、Jリ ーグ規約第 47条に定めた事項につき、2020年 1月 31日 までに、所定

の方法によりJリ ーグに届け出なければならない。

(2)前項により届け出た事項に追加、抹消等の変更があつた場合にも前項の方法によ りすみ

やかに届け出なければならない。

(3)Jリ ーグは毎週金曜日 (た だ し、その日が Jリ ーグの営業日でないときは、その直前の

営業日)の 11:00ま でに届出のあつた追加、抹消などの変更に対 して、同日中にその承

認の是非を決定する。ただ し、金曜日開催の試合の場合、木曜日 (た だ し、その日が J

リーグの営業日でないときは、その直前の営業日)の 11:00ま でに届出のあった追加、

抹消などの変更に対 して、翌金曜日に協会への選手登録が完了することを条件 として、

同日中にその承認の是非を決定する。

第 9条 〔出場資格〕

(1)協会への選手登録を完了 し、かつ Jリ ーグ登録 (Jリ ーグ規約第 100条 に定める。以下

同 じ)を行つた選手のみが、試合における出場資格をもつ。

(2)Jク ラブの 2種チームに所属 し、次の各号の条件を満た した選手には、所属する Jク ラ

ブが参加する試合への出場資格が与えられる。

① 当該 2種チームが、協会にクラブ申請されていること

② 第 12条の定めに従いJリ ーグに「Jリ ーグメディカルチェック報告書」が提出されて

いること

③ 選手が 18歳未満である場合、 ドーピング検査実施に関する親権者の同意書が提出され

ていること

④ 「第2種 トップ可」選手としてJリ ーグ登録されていること

第 10条 〔出場資格を得るための追加登録期限〕

2020年 9月 18日 までに協会への選手登録および Jリ ーグ登録を完了した選手のみが、

試合への出場資格を有する。
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第 11条 〔出場可能 日〕

前 2条により登録を完了した選手は、Jリ ーグ登録完了日の翌日から試合に出場することが

できる。

第 12条 〔メディカルチェック〕

(1)Jク ラブは Jリ ーグが別途定める日までに、選手に関する「 Jリ ーグメディカルチエッ

ク報告書」を Jリ ーグに提出 しなければならない。ただ し、追加登録する選手について

は、登録の都度提出するものとする。

(2)協会のスポーツ医学委員会は、「Jリ ーグメディカルチエック報告書」において異常所見

を示 した選手に対する医学的処置について勧告を行 うことができる。

第 13条 〔エン トリー〕

(1)双方のチームは、各試合において、キックオフの 150分前までに「Jリ ーグメンバー提

出用紙」に必要事項を記入 し、ホームクラブの運営担当に提出 (以下「エン トリー」と

いう)し なければならない。

(2)各試合にエン トリーできる者は第 8条の定めに従い届け出られた選手およびチームスタ

ッフ (Jリ ーグ規約第 47条第 3号に定める。以下同じ)に限られるものとする。なお、

選手については 18名 、チームスタッフについては 7名 を 1チームあたりのエン トリー

可能数の上限とする。

第 14条 〔外国籍選手〕

(1)Jリ ーグ登録することができる外国籍選手の人数には、制限を設けないものとする。

(2)試合にエン トリーすることができる外国籍選手の 1チ ームあた りの上限は、以下の通 り

とする。

Jl:5名  J2・ J3:4名
(3)以下に定める国の国籍を有する選手は、 Jリ ーグ提携国枠の選手として、前 2項に定め

る外国籍選手ではないものとみなす。

タイ・ベ トナム・ ミヤンマー・カンボジア・シンガポール・イン ドネシア・マ レーシア

第 15条 〔ユニフォーム〕

Jク ラブがリーグ戦において使用するユニフォームは、理事会が別途定める「ユニフォ

ーム要項」によるものとする。

第 16条 〔フィール ド内のチーム要員〕

(1)フ ィール ド (ピ ッチおよびその周辺部分をいう)上 に用意されたベンチには、エン トリ

ーされた者だけが着席できる。

(2)ベ ンチ内での喫煙は禁止する。

(3)交代要員は、試合進行に影響をおよばさないよう、シャツの上からフィール ドプレーヤ

ーと異なる色のビブスを着用しなければならない。

(4)ベ ンチ入りしたチームスタッフは、フィール ドプレーヤーと異なる色のウエアを着用 し

なければならない。
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(5)Jク ラブは、協会および Jリ ーグの決定により、ベンチ入 りを停止 された者および出場

停止処分を受けた者ならびに試合中に主審により退場を命 じられた者をベンチ入 りさせ

てはならない。

(6)前項に定める者の うち、ベンチ入 りを停止されたチームスタッフは、フィール ド周辺お

よび第 21条に基づきAD証 で規制される通行可能エ リアに立ち入つてはならない。

(7)第 5項に定める者のうち、試合中に主審により退場を命 じられたチームスタッフは、テ

クニカルエリア、ベンチを含むフィール ド周辺に留まつてはならない。なお、試合の前

半に退場処分が科された場合、当該チームスタッフは、ハーフタイム中にチーム更衣室

にも入室 してはならない。

(8)前 2項のチームスタッフは、選手等への対面による直接の指示を出 してはならない。

(9)主審が選手の負傷等により試合を中断 し、チームスタッフの立ち入 りを認める旨の合図

をした場合に、チームスタッフは 2名 に限 り、ピッチ内に立ち入ることができる。ただ

し、当該チームスタッフは可及的すみやかに負傷の程度を判断 した うえピッチ外に退去

しなければならない。

(10)本 条第 1項か ら第 5項、第 7項 および前項に違反する行為は、主審によ り排除される

ものとし、試合終了後に主審か ら報告を受けた協会または Jリ ーグにより処分を決定さ

れる。

第 17条 〔テクニカルエリアの使用〕

「Jリ ーグメンバー提出用紙」に記載されたチームスタッフのうち、その都度ただ 1名

のスタッフのみが、試合中テクニカルエリア内において、指示を出すことができる。

第 18条 〔試合の勝敗の決定〕

試合は、90分 間 (前後半各 45分 )で勝敗が決 しない場合、引き分けとする。

第 19条 〔年間順位の決定〕

(1)リ ーグ戦が終了した時点で、勝点 (勝利 3点 、引き分け 1点 、敗戦 0点 )の 合計が多い

Jク ラブを上位とし、 Jlリ ーグ戦、J2リ ーグ戦およびJ3リ ーグ戦それぞれ年間順

位を決定する。ただし、勝点が同一の場合は、次の各号の順序により決定する。

① 全試合の得失点差

② 全試合の総得点数

③ 該当するJク ラブ間の対戦成績 (イ .勝点 口.得失点差 ハ.総得点数)

④ 全試合の反則ポイント

⑤ 抽選

(2)前項第4号の反則ポイントの計算は以下の通りとする。

① 退場 1回 につき3ポイント (同 一試合における警告 2回 による退場およびチームスタ

ッフの退場も同様とする)、 警告 1回 につき 1ポイント、出場停止試合 1試合につき3

ポイントとして加算し、警告および退場がなかった試合 1試合につき3ポイントを減

ずる

② 前号にかかわらず、異議または遅延行為による警告の場合には、前号に定めるポイント

のほか警告 1回 につき 1ポ イントを別途加算するものとし、同一試合における警告 2
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回による退場の場合であってもそれぞれ加算を行うものとする

③ 第 1号にかかわらず、試合の前後半それぞれにおいてキックオフ時刻に遅れた場合には、

遅れたことについて帰責性のあるJク ラブ (双方に帰責性のある場合はそれぞれのJ

クラブ)に ついて、第 1号に定めるポイン トのほかキックオフ遅れ 1分につき 1ポイン

トを別途加算するものとする

④ 前号の反則ポイン トについては、マッチコミッショナー報告書に基づき算出する。なお、

遅れた理由および分数について該当 Jク ラブか ら異議の申立があった場合はチェアマ

ンの決定を最終 とする

(3)第 1項第 5号の抽選は、昇降格の決定に関わる等の場合であつて、順位の優劣を確定さ

せる必要があると理事会が判断 したときに限 り実施される。

(4)同一順位の Jク ラブが複数あつた場合、該当賞金額を合算の上均等配分する。

(5)Jlで複数の Jク ラブが同順位 となつた場合、AFCチ ャンピオンズ リーグ等へ出場す

る Jク ラブは、理事会で決定する。

第 20条 〔審判員〕

(1)Jリ ーグは、リーグ戦の審判員について、協会の審判委員会に対 し、協会登録の審判員

で、かつ Jリ ーグ規約第 101条 に定める登録を行つた者の派遣を依頼する。

(2)審判員は、キックオフ時刻の 90分前までにスタジアムに到着 しなければならない。

(3)主審および副審のいずれかにその職務の続行が不可能となる事態が生 じた場合、第 4の

審判員が主審または副審を務める。なお、審判員の補充等に関 しては、 Jリ ーグと協会

の審判委員会が協議の上対応を決定する。

(4)審判員の手当て等は次のとお りとする。

手当て :

主審 副審・追加副審 第 4の審判 VAR AVAR

Jl 120,000円 60,000円 20,000円 60,000円 30,000円

J2 60,000円 30,000円 10,000円

J3 30,000円 10,000円 8,000円

ただし、協会がプロフェッショナルレフェリーとして契約 している者の手当ては、上

の表の定めにかかわらず以下の通 リー律とする。

プロフェッショナルレフェリーとして契約 している主審 :130,000円

プロフェッショナルレフェリーとして契約 している副審 :80,000円

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による

(5)緊急事態により審判員が交代した場合、試合が開始されなかつた場合または試合が中止

になつた場合の手当て等の支払いは、次のとおりとする。

① 試合開始前に疾病、負傷その他の理由により審判員の職務を務められなかつた場合ま

たは試合が開始されなかった場合、手当ては支払わない

② 試合途中の負傷等により交代した場合または試合が中止になった場合の手当ての支払

いは、次のとおりとする

イ.試合途中から責任の軽い職務についた場合、職務が果たせなくなつた場合または試

合が中止された場合はそれまでの職務に対して、Jリ ーグ規約第 63条第 2号に基づ

き再開試合が行われる場合は当該再開試合に係る職務に対 して、それぞれ次の手当
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てを支払 う

手当て :

主審 副審・追加副審 第 4の審判 VAR AVAR

Jl 70,000円 35,000円 10,000円 35,000円 20,000円

J2 35,000円 20,000円 6,000円

J3 18,000円 6,000円 5,000円

ただ し、協会がプロフェッショナル レフェリーとして契約 している者の手当ては、上

の表の定めにかかわ らず以下の通 リー律 とする。

プロフェッショナル レフェリー として契約 している主審 :75,000円

プロフェッショナル レフェリーとして契約 している副審 :45,000円

口.試合途中か ら責任の重い職務についた場合、新たな職務に対 して、前項に定めた手当

てを支払 う

③ 前2号に関わる交通費および宿泊費は、実際に移動および宿泊を伴つた場合に限り、J

リーグの「旅費規程」に基づいて支払う

第 21条 〔アクレディテーションカー ド (AD証 )〕

Jリ ーグは、次の各号のアクレディテーションカー ド (AD証 )を発行し、AD証 を所

有する者の通行可能エリアを指定する。

① OFFICIAL(紫 ):オ ールエリア通行可

② OFFICIAL(青 ):運営本部室、フィール ド (ピ ッチを除く)、 記者室、記者席、TVク ル

ー撮影エリア (ス タンド)、 観客ゾーン、その他運営ゾーン

③ TEAM(ピ ンク):オ ールエリア通行可

ただし、所属するチームのホームゲームおよびアウェイゲームのみ有効

④ TEAM(赤 ):運営本部室、フィールド (ピ ッチを除く)、 更衣室、練習場、その他運営ゾーン

ただし、所属するチームのホームゲームおよびアウェイゲームのみ有効

⑤ PRESS(緑 および黄緑):記者室、記者席、カメラマン (フ ォトグラファー、TVク ルー)

室、その他ホームクラブが許諾するエリア

⑥ HB STAFF(オ レンジ)・ RH STAFF/TV STAFF(茶 )・ RADIO STAFF(黄 ):フ ィール ド (ピ

ッチを除 く)、 その他ホームクラブが許諾するエリア

⑦ カメラマンビブス (オ フィシヤル・紫、PRESS・ 黄、ノンライツ 〔NRH〕 /TV― PRESS。 赤、

ホス トブロー ドキヤス ト〔HB〕・黒、ライツホルダー 〔RH〕 /TV・ グレー、スカウティン

グ・青、大型映像装置・ピンク、Jリ ーグオフィシヤルメディア・緑):エ リアについて

はJリ ーグが別途定める2020Jリ ーグメディアガイ ドに準ずる

第 22条 〔入場料および入場券販売〕

(1)ホームゲームの入場料金は、ホームクラブがその裁量により設定することができる。

(2)大人の有料入場者が同伴する小学生未満の未就学児童の入場料金は、大人の有料入場者

1名 につき 1名 に限 り、無料 とする。

(3)入場券の販売は、売 り切れにならない限 りその試合の後半 15分経過時まで行 う。
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第 23条 〔試合球〕

ホームクラブは、キックオフ時刻の 120分前までにJリ ーグの指定する試合球を7個 用

意 し、試合をマルチボールシステムにて行う。

第 24条 〔試合運営に関する義務〕

Jク ラブは、Jリ ーグ規約第 51条 の定めに従い、安全かつ適切に試合を運営 しなければ

ならない。

第 25条 〔日 程〕

Jク ラブは、Jリ ーグ規約第 56条の定めに従い、試合日程を遵守 しなければならない。

第 3節 運  営

第 26条 〔試合の運営に関する事項〕

試合の開催や運営に関する事項は、 Jリ ーグ規約第 4章第 3節に定める。

第 27条 〔運営責任〕

(1)試合の運営にあたっては、ホームクラブの実行委員が一切の責任を負う。

(2)ホームクラブの実行委員は、キックオフ時刻の 150分前までにスタジアムに到着 しなけ

ればならない。

(3)あ らかじめチェアマンに届け出て承認を得た者に、本実施要項に定める実行委員の職務

を代行させることができる。

第 28条 〔マッチコミッショナー〕

(1)マ ッチコミッショナーは、 Jリ ーグ規約第 61条第 3項に定める事項を遵守 しなければ

ならない。

(2)ホームクラブは、フィール ドおよび観客席の全体を見渡すことができる場所にマッチコ

ミッショナー席を設置 しなければならない。

(3)マ ッチコミッショナーの手当て等は以下のとお りとする。

手当て :30,000円

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による

(4)前項の定めにかかわ らず、試合が中止 された場合のマッチコミッショナーの手当て等は

以下のとお りとする。

① マッチコミッショナーが試合会場に到着する前に中止が決定した場合

手当て :な し

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による (移動が伴った場合にのみ支払い )

② マッチコミッショナーが試合会場に到着した後、試合開始前に中止が決定した場合

手当て :20,000円

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による

③ 試合途中に中止が決定した場合
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手当て :30,000円

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による

第 29条 〔試合の中止および中断の決定〕

(1)試合の中止は、主審が、マッチコミッショナー、ホームクラブの実行委員および ビジタ

ークラブの実行委員 (ま たは Jリ ーグ規約第 51条 第 2項第 1号に基づくその代理人)の

意見を参考の うえ決定する。ただ し、主審が到着する前にやむを得ない事情により試合

を中止する場合は、マッチコミッショナーおよびホームクラブの実行委員が協議のうえ

決定する。

(2)主審が試合の中断を決定 した場合、マッチコミッショナー、ホームクラブおよびビジタ

ークラブの両実行委員は試合を再開することができるよう最善の努力をしなければなら

ない。

第 30条 〔スタジアムヘの到着〕

原則として双方のチームはバスを使用 し、キックオフ時刻の 70分前までにスタジアム

に到着 しなければならない。

第 31条 〔キックオフ時刻の厳守〕

(1)いずれのチームも、あらかじめ定められたキックオフ時刻を厳守 しなければならない。

(2)不可抗力またはテレビもしくはラジオの同時中継放送の都合によリキックオフ時刻を遅

らせる場合は、主審およびマッチコミッショナーの事前の承認を得なければならない。

ただし、テレビまたはラジオの放送の都合による遅延は、5分以内に限る。

(3)いずれか一方のチームがキックオフ時刻にスタジアムに現れない場合、相手チームはキ

ックオフ時刻から45分間、待機する義務を負う。

(4)ハーフタイムは原則として前半終了時刻から 15分間を確保するものとする。ただし、テ

レビ中継の関係等で前半終了時刻から 15分 間を確保できない場合は、ホームクラブが

Jリ ーグに事前に申請 し、承認を得るものとする。

(5)後半のキックオフ時刻は以下のとおりとする。

① ハーフタイム 15分確保対象試合の場合

前半終了時刻の 15分後を後半のキックオフ時刻とする (主審が指定しマッチコミッシ

ョナーが最終確認 した時刻とする)

② ハーフタイム 15分適用外試合の場合

前半のキックオフ時刻 (主審とマッチコミッショナーにより最終確認された時刻をい

う)の 60分後とする。ただし、アディショナルタイム等により、前半終了時刻がキッ

クオフ時刻から 50分 を超えた場合は、前半終了時刻の 10分後を後半のキックオフ時

刻とする

第 32条 〔エン トリー後の選手変更〕

(1)エ ン トリー完了後からキックオフ時刻までの間における選手の変更は、練習中の負傷ま

たは急病等やむを得ない事情があり、かつ、主審およびマッチコミッショナーの承認を

得た場合に限 り認められる。なお、本項によつて認め られる選手の変更は次の各号のと
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おりとする。

① 先発予定選手を変更する場合

控え選手に限 り先発予定選手に変更することができ、さらに新たな選手を控え選手と

することができる。この場合、当初の先発予定選手を控え選手とすることはできない。

ただ し、当初の先発予定選手がゴールキーパーである場合は例外として控え選手とす

ることができる

② 控え選手を変更する場合

新たな選手を控え選手とすることができる

(2)エ ン トリー完了後からキックオフ時刻までの間におけるチームスタッフの変更は、やむ

を得ない事情があり、かつ、主審およびマッチコミッショナーの承認を得た場合に限り

認められる。

(3)前 2項に定める変更が承認された場合、マッチコミッショナーは承認後、相手チーム等

へすみやかに連絡 しなければならない。

第 33条 〔選手の交代〕

試合中の選手の交代は、次の各号のとお りとする。

① 選手の交代は、3名 以内とする

② 交代は、退出する選手の選手番号を交代ボードで提示したうえ、行わなければならない

第 34条 〔開催不能または中止となった試合の記録〕

開催不能または中止 とな り、 Jリ ーグ規約第 63条に基づき当該試合の取 り扱いが決定

した場合、試合の出場および得点の取 り扱いについては、次の各号に定める。

① 90分間の再試合の場合は公式記録として記録されない。ただし、当該開催不能または

中止試合において、Jリ ーグ規約第 133条第 1号に定める違反行為が行われた疑いが

ある場合、同第 134条 に従つて当該行為に対する調査、審議および懲罰の決定が行われ

る

② 中止時点から試合を再開する場合は、中止時点までの記録を継承 した上で再開試合を

行い、当該再開試合が終了し試合が成立 した時点で公式記録として記録される

③ 中止時点で試合が成立 した場合は当該試合が公式記録として記録される

第 35条 〔入場料金の払い戻 し〕

入場料金の払い戻 しは、原則として次の各号の場合に行 う。

① 試合が不可抗力により開催不能または中止となつた場合

② 試合前に、いずれかのチームの責に帰すべき事由により試合が開催不能となった場合

第 36条 〔係 員〕

(1)ホームクラブは、試合実施を円滑に進行するため、次の各号の補助係員をおき、必要な

業務を行わせる。

① 場内外の警備 。案内要員

② 場内放送要員

③ ボールパーソン
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④ 担架要員 (8名 、担架を2台 用意しておくこと)

⑤ 記録員 (原 則 4名 以上)

(2)ホームクラブは、マッチコミッショナーが円滑に業務を行うため、ホームクラブの運営

担当との交信が可能な通信機器を持ち合わせた補助係員をおかなければならない。

第 37条 〔中継映像制作〕

Jク ラブは、Jリ ーグによる公式映像制作および公衆送信権を保有する事業者による中

継映像制作に関し、試合中および前後に制作事業者が円滑に業務を行うため、以下の各号

に定める事項について、別途定めるガイドラインに基づき、協力しなければならない。

① Jリ ーグスタジアム基準第Ⅲ項 〔諸室・スペース〕第 1項第3号、第4項および第5項

に定める箇所を含むスタジアムヘの撮影機材の搬入搬出、設営撤去および撮影中にお

ける安全の確保

② 撮影上立入りが必要な競技関連エリア (ピ ッチ、チーム更衣室、室内ウォーミングアッ

プエリア等)への立入許可

③ 試合中および試合前後の選手、監督、チームスタッフ等の撮影、インタビューおよびこ

れらを行うための充分な撮影スペースの確保

④ 試合メンバー表、ハーフタイムコメント、公式記録等の配付など試合情報の速やかな伝

達

⑤ 荒天時等の試合開催可否判断に関する速やかな情報共有

第 37条の 2〔 VARの 実施〕

VARを 採用する試合のホームゲームを主管する Jク ラブは、VAR実 施のため、試合

中および前後に Jリ ーグまたは Jリ ーグが指定する事業者が円滑に業務を行 うため、以下

の各号に定める事項について、協力 しなければならない。

① Jリ ーグスタジアム基準第Ⅲ項 〔諸室・スペース〕第 1項第6号に定めるVAR用 カメ

ラ設置スペースおよび第Ⅳ項 〔アクセス関係〕第2項第 11号 に定める駐車場を含む、

スタジアムヘの機材の搬入搬出、設営および撤去における安全の確保

② 業務上立ち入りが必要な競技関連エリア (ピ ッチ周辺、審判控室等)への立入許可

③ 試合メンバー表の配布など試合情報の速やかな伝達

④ 荒天時等の試合開催可否判断に関する速やかな情報共有

第 38条 〔取材メディア対応〕

(1)取材メディア関係者は、原則として試合開始 60分前から試合終了時までは試合メンバ

ー表に記載された選手およびチームスタッフの取材 (イ ンタビュー含む)は行わないも

のとする。

(2)試合における Jク ラブの取材メディア対応は次のとお りとする。

① ホームクラブは、フォトグラフアー、TVク ルーによる撮影およびペン記者の取材場所

を指定する

② ホームクラブは、記者室およびカメラマン (フ ォトグラフアー、TVク ルー)室 を設け

る

③ ホームクラブは、「試合メンバー表」をキックオフ時刻の 110分前までに配付する
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④ 両クラブは、ハーフタイム時に監督等のコメントを聴収し、ホームクラブはこれを所定

の書式にまとめ取材メディア関係者に配布する

⑤ 試合終了後、双方のチームの監督はホームクラブが設けた場所で記者会見を行わなけ

ればならない

⑥ 試合終了後、双方のチームの選手はホームクラブが設けた場所 (ミ ックスゾーン)で取

材対応を行わなければならない

第 39条 〔公式記録〕

(1)記録員は、所定の公式記録用紙により試合記録を作成 し、試合終了後、内容確認のため

マッチコミッショナー、主審およびホームクラブの運営担当 (正 )の署名を受けたのち、

すみやかに取材メディア関係者等に配布する。

(2)ホームクラブの運営担当 (正 )は、公式記録の原紙の写 しをすみやかに Jリ ーグに提出

しなければならない。

(3)入場者数とは、以下の各号に該当する者の合計をいう。

① 入場口から来場 した観客で、以下に該当する者

イ.入場券を保有 している者

口.入場券を保有 していない未就学児童

② 入場口以外から来場 した観客で、以下に該当する者

イ.車いす観戦者およびその付添人

口.VIP席 の観客

なお、入場者数には選手、審判員、Jク ラプの役職員、その他試合運営に関わる者、スタ

ジアム管理者、売店関係者、取材メディア関係者およびフォ トグラフアーは含めない。

(4)入場者数は、原則として入場時にカウンター等を用いて算定するものとし、入場券の販

売枚数や半券の数によって算定してはならない。

第 40条 〔試合運営報告〕

ホームクラブの実行委員は、試合の実施または運営に関 し問題が生 じた場合、試合終了

後すみやかに「試合運営報告書」に必要事項を記載 し、 Jリ ーグに提出 しなければならな

い 。

第 41条 〔退場処分〕

退場処分を受けた選手およびチームスタッフは、規律委員会の決定があるまで試合への

出場を停止 される。

第 42条 〔退場による出場停止処分の翌シーズンヘの繰 り越 し〕

退場による出場停止処分の未消化分がシーズン終了時に 2試合以上に及ぶ場合には、次

シーズンに持ち越すものとし、未消化分が 1試合の場合には当該シーズン終了をもつて失

効するものとする。
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第4範二_三全型 重

第 43条 〔試合の収支に関する事項〕

試合の収支に関する事項は、 Jリ ーグ規約第 4章第 5節に定める。

第 44条 〔公衆送信権〕

(1)Jリ ーグ公式試合の公衆送信権 (テ レビ、ラジオ放送権、インターネット送信権その他

一切の公衆送信を行う権利を含む。以下「公衆送信権」という)はすべて Jリ ーグに帰

属する。

(2)Jリ ーグ公式試合の公衆送信権料は、別途 Jリ ーグが定めるところによる。

(3)前項の公衆送信権料は、別途定める基準によりすべての Jク ラブにそれぞれ配分するも

のとする。

第 45条 〔収支報告〕

Jク ラブは、Jリ ーグから試合収支および/ま たは大会収支にかかる決算書の提出を要

請されたときは、Jリ ーグが定めた期限までに提出しなければならない。

第 46条 〔改 正〕

本実施要項の改正は、理事会の承認により、これを行 う。
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2020JリーグⅦCルヴァンカッ琲式合鋤観頭、

第 1条 〔趣 旨〕

本実施要項は、Jリ ーグ規約第 40条第 1項第 4号に定める公式試合として、2020J
リーグ YBCル ヴァンカップ (以 下「本大会」という)の試合の実施に関 して定める。試合

の実施に関して本要項に定めのない事項については「2020明 治安田生命 Jl・ J2・

J3リ ーグ戦試合実施要項」 (以下「リーグ戦実施要項」という)を準用する。

第 2条 〔大会方式〕

(1)本大会は、グループステージ、プレーオフステージおよびプライムステージか ら構成さ

れる。

(2)本大会には、すべての J¬ クラブと、第 4項第 1号または第 5項第 1号に該当するJ2
クラブが参加する。ただ し、AFCチ ャンピオンズ リーググループステージ (以下「A
CLGS」 という)に参加するJlク ラブは、グループステージおよびプレーオフステ

ージの参加を免除され、プライムステージから参加する。

(3)グループステージおよびプレーオフステージは、AFCチ ヤンピオンズ リーグプレーオ

フ (以下「ACLPO」 という)に参加する 2ク ラブの試合結果に応 じて、次項か ら第

6項の規定に従 う。

(4)ACLGSに 参加するチーム数が 4ク ラブである場合、以下の定めに従 う。

① 本大会に参加するJ2ク ラブは、以下の場合毎に以下に定めるクラブとする

前シーズンの結果 Jlか ら

J2に降格となつたクラブ数
本大会に参加する J2ク ラブ

3ク ラブ 前 シーズ ンの Jl年 間順位 16位 と 17位 の J2ク ラブ

2ク ラブ 前シーズンの Jl年間順位 17位 と 18位の J2ク ラブ

1ク ラブ

前シーズンの Jl年間順位 18位 の J2ク ラブとJl
に昇格 しなかつた J2ク ラブで年間順位最高位の J

2ク ラブ

0ク ラブ
前 シーズンの J2年 間順位 1位 および 2位 の J2ク

ラブ

② グループステージは参加クラブをA～ Dの 4つのグループ (1グループ4ク ラブ)に分

け、各グループ内でホーム&ア ウェイ方式 (計 2試合)2回戦 (ホ ーム&ア ウェイ)総

当たりとする。グループステージのグループ分けは、以下の表の コから3に 定める優先

順位および適用条件に従い、参加クラブを A、 B、 C、 D、 D、 C、 B、 A、 A、 B、 C、 D、 D、

C、 B、 Aの 順に各グループに振 り分けて決定するものとする
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優先

順位
適用クラブ 適用条件

1

ACLGSに 参加す るクラブおよび前 シー ズ

ンの結 果 J2か ら Jlに 昇格 したクラ ブを除

く、当該 シーズ ンの Jlク ラブ

前 シーズ ンの Jl年 間順位

の上位か ら下位の順

2
前シーズンの結果 J2か らJlに 昇格 した J

lク ラブ

前シーズ ンの J2年 間順位

の上位から下位の順

3
前 シーズンの結果 Jlか らJ2に 降格 した J

2ク ラブ

前シーズ ンの Jl年 間順位

の上位から下位の順

4
前シーズンも当該シーズンも J2に 所属する

クラブ

前 シーズ ンの J2年 間順位

の上位か ら下位の順

③ グループステージについては、各グループの上位 2チームの合計 8チームがプレーオ

フステージに進出するものとする

④ プレーオフステージは、以下の試合をホーム&ア ウェイ方式 (計 2試合)で行い、それ

ぞれの勝者 (計 4チ ーム)がプライムステージに進出するものとする

Aグループ 1位 対 Dグループ2位

Bグループ1位 対 Cグループ2位

Cグループ 1位 対 Bグループ2位

Dグループ 1位 対 Aグループ2位

(5)ACLGSに 参加するチーム数が3ク ラブである場合、以下の定めに従う。

① 本大会に参加するJ2ク ラブは、以下の場合毎に以下に定めるクラブとする

前シーズンの結果Jlか ら

J2に降格となつたクラブ数
本大会に参加する02ク ラブ

3ク ラブ 前シーズンの Jl年間順位 16位の J2ク ラブ

2ク ラブ 前シーズンの Jl年間順位 17位 の J2ク ラブ

1ク ラブ 前シーズンの Jl年間順位 18位 の J2ク ラブ

0ク ラブ 前シーズンの J2年間順位 1位の J2ク ラブ

② グループステージのグループ分けと対戦方式は、前項第2号の定めに従う

③ グループステージについては、各グループの 1位チームおよび2位チームの全てなら

びに各グループの3位チームのうち上位 2チームの合計 10チ ームがプレーオフステー

ジに進出するものとする

④ プレーオフステージについては、以下の試合をホーム&ア ウェイ方式 (計 2試合)で 行

い、それぞれの勝者 (計 5チーム)がプライムステージに進出するものとする

グループステージ 1位チーム中 1位 対 グループステージ3位チーム中2位

グループステージ 1位チーム中2位 対 グループステージ3位チーム中 1位

グループステージ 1位チーム中3位 対 グループステージ2位チーム中4位

グループステージ 1位チーム中4位 対 グループステージ2位チーム中3位

グループステージ2位チーム中1位  対 グループステージ2位チーム中2位

(6)ACLGSに 参加するチーム数が2ク ラブである場合、以下の定めに従う。

① 本大会にJ2ク ラブは参加しない
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② グループステージのグループ分けと対戦方式は第4項第2号の定めに従う

③ グループステージについては、各グループの上位 2チ ームの合計 8チ ームがプレーオ

フステージに進出するものとする

④ プレーオフステージについては、以下の試合をホーム&ア ウェイ方式 (計 2試合)で行

い、それぞれの勝者 (計 6チ ーム)がプライムステージに進出するものとする

グループステージ1位チーム中 1位 対 グループステージ3位チーム中4位

グループステージ1位チーム中2位 対 グループステージ3位チーム中3位

グループステージ 1位チーム中3位 対 グループステージ3位チーム中2位

グループステージ 1位チーム中4位 対 グループステージ3位チーム中 1位

グループステージ2位チーム中 1位 対 グループステージ2位チーム中4位

グループステージ2位チーム中2位 対 グループステージ2位チーム中3位

(7)プ ライムステージは、準々決勝および準決勝をホーム&ア ウェイ方式 (計 2試合)、 決勝

を 1試合で行う。なお、組み合わせについてはプレーオフ終了後に抽選を行い決定する。

(8)本条において想定されていない事態が発生した場合の処置は、理事会で審議決定する。

第 3条 〔試合の主催等〕

(1)本大会のすべての試合は、公益財団法人日本サッカー協会 (以下「協会」という)お よ

びJリ ーグが主催 し、 Jリ ーグが主管する。

(2)Jリ ーグは、本大会のグループステージから準決勝までの試合の主管権をホームクラブ

に譲渡する。

第 4条 〔外国籍選手〕

本大会において、Jlク ラブとJ2ク ラブが対戦することとなる場合における外国籍選

手のエン トリー可能数は、リーグ戦実施要項第 14条第 2項に定めるそれぞれの所属 リー

グの上限数に従う。

第 5条 〔試合出場メンバー〕

(1)本大会のすべての試合において、2020年 12月 31日 において満年齢 21歳 以下の日本国

籍選手 (以下、本条において、「対象選手」という)を 1名 以上先発出場させなければな

らない。

(2)前項の定めにかかわ らず、以下各号に該当する場合は前項の出場義務を免れるものとす

る。

① 次条に基づき出場資格を有する対象選手 1名 以上が、試合日において日本代表試合ま

たは日本代表の合宿その他の活動 (A代 表またはU-19以 上のカテゴリーの日本代

表に限る)に 招集されている場合。ただし、本大会の各試合開始前に、中 2日 以上の期

間をもつて帰国した場合、当該各試合については出場義務を負うものとする

② 先発選手として試合エン トリーされた対象選手がその後の怪我等のやむを得ない理由

により出場ができなくなつた場合

第 6条 〔出場資格を得るための登録期限と出場資格〕

(1)2020年 10月 2日 までに協会への選手登録および Jリ ーグ登録を完了した選手のみが試
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合への出場資格を有する。

(2)Jク ラブは、グループステージまたはプレーオフステージにおいて既に他のチームで出

場 した選手を、グループステージおよびプレーオフステージの試合に出場させてはなら

ない。また、Jク ラブは、プライムステージにおいて既に他のチームで出場 した選手を、

プライムステージの試合に出場させてはならない。なお、グループステージまたはプレ

ーオフステージにおいて既に他のチームで出場 した選手を、プライムステージに出場さ

せることは妨げない。

第 7条 〔試合の勝敗の決定〕

(1)グループステージの試合は、90分 間 (前後半各 45分 )で勝敗が決定しなかった場合に

は、引き分けとする。

(2)グループステージが終了した時点で、勝点 (勝利 3点 、引き分け 1点 、敗戦 0点 )の合

計が多いチームを上位とし、順位を決定する。ただし、勝点数が同一の場合は、次の第

1号から第 4号の順序により順位を決定する。

① 勝点数が同一のチーム間で行つた試合の勝点数

② 勝点数が同一のチーム間で行った試合の得失点差

③ 勝点数が同一のチーム間で行った試合の得点数

④ 勝点数が同一のチーム間で行った試合のアウェイゴール数

上記第 1号から第 4号 を適用 してもなお、複数のチーム間で順位を決定することがで

きない場合、第 1号から第 4号 を当該チーム間に限り再度適用 し、順位を決定する。こ

の手順を繰 り返 してもなお順位を決定することができない場合、次の第 5号から第 9

号の順序により順位を決定する。

⑤ グループ内の全試合の得失点差

⑥ グループ内の全試合の得点数

⑦ 順位決定に関わるチームが 2チ ームのみで、その両チームがフィール ド上にいる場合

はペナルティーキック (以下「PK」 という。なお、各チーム 5人ずつ、決着がつかな

い場合は 6人 日以降は 1人ずつで、勝敗が決定するまで行うものとする。以下同じ)

③ グループ内の全試合の反則ポイント

⑨ 抽選

(3)第 2条第 5項第 3号、同項第 4号および同条 6項第 4号 において、各グループの同順位

チーム間の上位チームを決定するにあたつては、勝点の合計が多いチームを上位とする。

ただし、勝点数が同一の場合は、次の各号の順序により順位を決定する。

① 得失点差

② 得点数

③ 反則ポイン ト

④ 抽選

(4)プ レーオフステージは 90分間 (前後半各 45分 )の試合をホーム&ア ウェイ方式で 2試

合行い、第 2戦が終了した時点で、勝利数が多いチームを勝者とする。

(5)プ レーオフステージの第 2戦が終了した時点で、勝利数が同数の場合には、次の各号の

順序により勝者を決定する。

① 2試合における得失点差
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② アウエイゴール数

③ 第 2戦終了時に、30分間 (前後半各 15分 )の延長戦

④ PK
(6)前項第 3号の延長戦に出場する者は、プレーオフステージの第 2戦終了時にピッチ内で

プレー していた選手とする。ただし、プレーオフステージの第 2戦 と合わせて最大 4名

までの交代を行うことができる。また、延長戦に入る前の休憩時間にピッチ内に入るこ

とができる者は、「メンバー提出用紙」に記載されたチームスタッフおよび選手とする。

ただし、主審により退場を命 じられた者を除く。

(7)準 々決勝および準決勝についても、プレーオフステージと同様前 3項の定めに従つて行

い、決勝進出チームを決定する。

(8)決勝は、90分間 (前後半各 45分 )の試合を行う。90分間で勝敗が決定 しなかつた場合、

次の各号の順序により勝者を決定する。

① 30分 間 (前後半各 15分 )の延長戦

② PK
(9)前項第 1号の延長戦に出場する者は、後半終了時にピッチ内でプレー していた選手とす

る。ただし、その直前の 90分間の交代人数と合わせて、最大 4名 までの選手交代を行う

ことができる。

(10)第 5項第 4号および第 8項第 2号におけるPKに参加できる者は、延長戦終了時にピッ

チ内でプレー していた選手のみとする。ただし、ゴールキーパーについては、負傷によ

リプレー続行不可能で、かつ延長戦終了までに選手交代が 4名 に達 していない場合に限

り、残りの交代要員と交代することができる。

(11)第 5項第 4号および第 8項第 2号におけるPKにおいて使用するゴールは、主審による

コイン トスにより決定する。ただし、主審は、グラウンド状態、安全等を考慮 し、コイ

ントスを行わずに使用するゴールを決定することができる。PK開始後は、安全上の理

由またはゴールもしくはフィール ドの表面が使用できなくなつた場合に限り、主審は使

用するゴールを変更することができる。

第 8条 〔順位の決定および表彰〕

Jリ ーグは、決勝における勝者を優勝、敗者を 2位、準決勝における敗者を 3位 として、

別途理事会が定める「表彰規程」によ り表彰する。

第 9条 〔広告看板等の設置〕

(1)ホームクラブは、スタジアムにおいて、 Jリ ーグの指定 した位置に本大会のタイ トル看

板を掲出できるスペースを確保 しなければならない。

サイズ :天地 900mm X左右 15,000mm

枚 数 :1枚

(2)ホームクラブは、スタジアムにおいて、 Jリ ーグの指定 した位置に冠パー トナーおよび

サブスポンサーが、広告看板またはバナー広告を掲出できるスペースを確保 しなければ

ならない。

サイズ :天地 900mm× 左右 6,000mm

枚 数 :冠パー トナーおよびサブスポンサー合計最大 16枚
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(3)決勝については、前項の掲出物に加え、電光看板、90° システムシー ト等を使用する。

なお、電光看板および 90° システムシー トのサイズおよび最大枚数は、リーグ戦実施要

項に従 うものとする。

第 10条 〔手当等〕

(1)審判員の手当て等は以下のとおりとする。

手当て :

主審 副審・追加副審 第 4の 審判員 VAR AVAR

120,000円 60,000円 20,000円 60,000円 30,000円

ただし、協会がプロフェッショナルレフェリーとして契約している者の手当ては、上の

表の定めにかかわらず以下の通 リー律とする。

プロフェッショナルレフェリーとして契約 している主審 :130,000円

プロフェッショナルレフェリーとして契約 している副審 :80,000円

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による

(2)緊急事態により審判員が交代 した場合、試合が開始されなかつた場合または試合が中止

になつた場合の手当て等の支払いは、次のとおりとする。

① 試合開始前に疾病、負傷その他の理由により審判員の職務を務められなかつた場合ま

たは試合が開始されなかった場合手当ては支払わない

② 試合途中の負傷等により交代 した場合、または試合が中止になつた場合の手当ての支

払いは、次のとおりとする

イ.試合途中から責任の軽い職務についた場合、職務が果たせなくなつた場合または試

合が中止された場合はそれまでの職務に対して、Jリ ーグ規約第 63条第 2号に基

づき再開試合が行われる場合は当該再開試合に係る職務に対 して、それぞれ次の手

当てを支払う

手当て :

主審 副審・追加副審 第 4の 審判員 ∨ AR AVAR

70,000円 35,000円 10,000円 35,000円 20,000円

ただ し、協会がプロフェッショナル レフェリーとして契約 している者の手当ては、

上の表の定めにかかわ らず以下の通 リー律 とする。

プロフェッショナル レフェリーとして契約 している主審 :75,000円

プロフェッショナル レフェリーとして契約 している副審 :45,000円

口.試合途中から、責任の重い職務についた場合、新たな職務に対 して、前項に定めた

手当てを支払 う

③ 前 2号に関わる交通費および宿泊費は、実際に移動および宿泊を伴つた場合に限 り、J

リーグの「旅費規程」に基づいて支払う

(3)マ ッチコミッショナーの手当て等は以下のとおりとする。

手当て :30.000円

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による

(4)前項の定めにかかわらず、試合が中止された場合のマッチコミッショナーの手当て等は

以下のとおりとする。
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① マッチコミッショナーが試合会場に到着する前に中止が決定した場合

手当て :な し

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による (移動が伴つた場合にのみ支払い )

② マッチコミッショナーが試合会場に到着 した後、試合開始前に中止が決定 した場合

手当て :20,000円

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による

③ 試合途中に中止が決定した場合

手当て :30,000円

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による

第 11条 〔アクレディテーションカー ド (AD証 )〕

(1)グループステージから準決勝までの試合については、リーグ戦実施要項に定めるアクレ

ディテーションカー ド (AD証 )お よびホームクラブの発行するAD証により、スタジ

アムにおける通行可能エリアを指定する。

(2)決勝の試合については、Jリ ーグが別途発行するAD証により、スタジアムにおける通

行可能エリアを指定する。

第 12条 〔納付金〕

(1)ホームクラブは、協会が指定する試合の入場料収入の 3%相 当額を本大会終了後、別に

定める方法にて Jリ ーグヘ報告 し、請求書発行 日か ら 60日 以内に協会に納付 しなけれ

ばならない。

(2)準 々決勝および準決勝のホームクラブは、それ らの試合のうち主管 した試合の入場料収

入の うちの 10%相 当額を Jリ ーグに納付 しなければならない。ただ し、当該ホームクラ

ブが販売 したシーズンチケッ トに本大会へ入場する権利が含まれている場合は、当該ホ

ームクラブが収受 したシーズンチケッ トの料金のうち、上記の主管 した試合に相当する

分 (当 該シーズンチケッ トの対象試合数で按分 して算出する)を加えて入場料収入を算

定するものとする。

第 13条 〔遠征経費〕

本大会に出場する際のチームの遠征に要する交通費および宿泊費は以下のとおりとする。

① グループステージから準決勝までの試合については、出場する Jク ラブがそれぞれ負

担す る

② 決勝についてはJリ ーグの「旅費規程」に基づきJリ ーグが負担する

第 14条 〔改 正〕

本実施要項の改正は、理事会の承認により、これを行 う。
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2020Jl参入プレーオフ試合実施要項

第 1条 〔趣 旨〕

本実施要項は、Jリ ーグ規約第 40条第 1項第 5号に定める公式試合として、2020明

治安田生命 Jlリ ーグ (以下「 Jl」 という)の Jク ラブ (以下「 Jlク ラブ」という)

との入れ替えを行 う2020明 治安田生命 J2リ ーグ (以下「J2」 という)の Jク ラブ

(以下「J2ク ラブ」という)を 決定するための「2020Jl参 入プレーオフ」(以 下「本

大会」という)の試合の実施に関 して定める。試合の実施に関 して本実施要項に定めのな

い事項については「 2020明 治安田生命 Jl・ J2・ J3リ ーグ戦試合実施要項」(以下

「リーグ戦実施要項」という)を準用する。

第 2条 〔本大会の目的〕

(1)本大会は Jリ ーグ規約第 19条 に定める出場資格を満たす Jク ラブが参加 して行 う。

(2)本大会に優勝 した Jク ラブは、Jリ ーグ規約第 19条第 2項の定めに従い、Jlに残留ま

たは昇格することができる。

第 3条 〔出場資格〕

本大会の出場資格は Jリ ーグ規約第 19条第 2項から第 5項によるものとする。

第 4条 〔大会方式〕

(1)本大会は トーナメン ト方式により、 1回 戦、 2回戦および決定戦をそれぞれ 1試合で行

うものとし、その詳細は以下の定めに従 う。

① l回 戦の組み合わせはJ2年間順位 3位 クラブ対同 6位クラブ、同 4位 クラブ対同 5

位クラブとし、1回戦の勝者同士が 2回戦を行い、2回戦の勝者が Jlク ラブと決定戦

を行う

② 各試合のホームゲームは以下のとおりとする

1回戦および 2回戦 :J2年間順位が上位のクラブのホームゲーム

決定戦 :Jlク ラブのホームゲーム

③ 決定戦の勝者が本大会優勝クラブとなる

(2)J2年間順位 3位から6位のJ2ク ラブのうち、前条の出場資格を満たすのが 3ク ラブ

のみである場合、前項に定める 1回戦の組み合わせは、当該 3ク ラブのうち、J2年間

順位の下位 2ク ラブとし、残つた 1ク ラブは 1回戦を行わず、 2回戦から参加する。

(3)J2年間順位 3位から6位のうち、前条の出場資格を満たすのが 2ク ラブのみである場

合、 1回戦は行わず、出場するJ2ク ラブは 2回戦から参加する。

(4)J2年間順位 3位から6位のうち、前条の出場資格を満たすのが 1ク ラブのみである場

合、 1回戦および 2回戦は行わず、出場するJ2ク ラブは決定戦から参加する。

(5)J2年間順位 3位から6位のうち、前条の出場資格を満たしたJ2ク ラブがない場合は、

Jlク ラブが自動的に本大会優勝クラブとなる。
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(6)Jlク ラブが前条の出場資格を満たさない場合は、決定戦に出場資格を得た J2ク ラブ

が本大会優勝クラブとなる。

第 5条 〔試合の主催等〕

(1)本大会のすべての試合は公益財団法人日本サ ッカー協会 (以 下「協会」という)お よび

Jリ ーグが主催 し、 Jリ ーグが主管する。

(2)Jリ ーグは、本大会のすべての試合の主管権をホームクラブに譲渡する。

第 6条 〔出場資格を得るための追加登録期限〕

2020年 9月 18日 までに協会への選手登録および Jリ ーグ登録を完了 していない選手は、

試合への出場資格を有 しない。

第 7条 〔外国籍選手〕

本大会における外国籍選手のエン トリー可能数は、リーグ戦実施要項第 14条第 2項の

定めにかかわらず、4人 を上限とする。

第 8条 〔試合の勝敗の決定〕

(1)本大会のすべての試合は 90分 間 (前後半各 45分 )と する。

(2)90分間で勝敗が決定 しなかった場合は、1回戦および 2回戦は J2年間順位が上位の J

2ク ラブを勝者とする。また、決定戦は Jlク ラブを勝者とする。

第 9条 〔広告看板等の設置〕

(1)ホ ームクラブは、スタジアムにおいて、 Jリ ーグの指定 した位置に大会タイ トル看板を

掲出できるスペースを確保 しなければならない。

サイズ :ヌ計也900mm X 左右 15,000mm

枚数 :1枚

(2)ホームクラブは、スタジアムにおいて、 Jリ ーグが指定 した位置に冠パー トナー等が広

告看板を掲出できるスペースを確保 しなければならない。

サイズ :天地 900mm X左右 6,000mm

枚数 :最 大 6枚

(3)決定戦については、電光看板、90° システムシー ト等を使用するものとし、そのサイズ

および最大枚数は、リーグ戦実施要項に従 う。なお、電光看板を使用 しない場合は、 1

回戦、 2回戦の大会タイ トル看板および冠パー トナー等の看板と同様の運用となる場合

がある。

第 10条 〔手当等〕

(1)審判員の手当て等は以下のとおりとする。
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手 当て

主審 冨暉蕃・勘 嘔嘔聾 第4の審判員 VAR AVAR

1、 2回戦 60,000円 30,000円 10,000円

決定戦 120,000円 60,000円 20,000円 60,000円 30,000円

ただ し、協会がプロフェッショナル レフェリーとして契約 している者の手当ては、

上の表の定めにかかわ らず以下の通 リー律 とする。

プロフェッショナル レフエリー として契約 している主審 :130,000円

プロフェッショナル レフエリーとして契約 している副審 :80,000円

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による

(2)緊急事態により審判員が交代 した場合、試合が開始されなかつた場合または試合が中止

になつた場合の手当て等の支払いは、次のとおりとする。

① 試合開始前に疾病、負傷その他の理由により審判員の職務を務められなかった場合ま

たは試合が開始されなかった場合、手当ては支払わない

② 試合途中の負傷等により交代した場合または試合が中止になった場合の手当ての支払

いは、次のとおりとする

イ.試合途中から責任の軽い職務についた場合、職務が果たせなくなつた場合または試

合が中止された場合はそれまでの職務に対して、Jリ ーグ規約第 63条第2号に基

づき再開試合が行われる場合は当該再開試合に係る職務に対して、それぞれ次の手

当てを支払う

手 当て :

主審 冨疇聾・勘 嘔麟聾 第4の審判員 VAR AVAR

1、 2回戦 35,000円 20,000円 6,000円

決定戦 70,000円 35,000円 10,000円 35,000円 20,000円

ただ し、協会がプロフェッショナル レフェリーとして契約 している者の手当ては、

上の表の定めにかかわ らず以下の通 リー律とする。

プロフェッショナル レフェリーとして契約 している主審 175,000円

プロフェッショナル レフェリーとして契約 している副審 :45,000円

口.試合途中か ら責任の重い職務についた場合、新たな職務に対 して、前項に定めた手

当てを支払 う

③ 前 2号に関わる交通費および宿泊費は、実際に移動および宿泊を伴った場合に限り、J

リーグの「旅費規程」に基づいて支払う

第 11条 〔納付金〕

(1)ホームクラブは、協会が指定する試合の入場料収入の 3%相 当額を、本大会の終了後別

に定める方法にて Jリ ーグヘ報告 し、請求書発行日か ら 60日 以内に、協会に納付 しなけ

ればならない。

(2)ホームクラブは、主管 した試合の入場料収入のうちの 10%相 当額を Jリ ーグに納付 しな

ければならない。ただ し、当該ホームクラブが販売 したシーズンチケッ トに本大会へ入

場する権利が含まれている場合は、当該ホームクラブが収受 したシーズンチケッ トの料

金のうち、上記の主管 した試合に相当する分 (当該シーズンチケッ トの対象試合数で按
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分 して算出する)を加えて入場料収入を算定するものとする。

第 12条 〔遠征費用〕

ビジタークラブのチーム遠征に要する交通費および宿泊費は、 Jリ ーグの「旅費規程」

に基づき Jリ ーグが負担する。

第 13条 〔改 正〕

本実施要項の改正は、理事会の承認により、これを行 う。
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FUJ I XEROX lSUPER ICUP 2020試合実施要項

第 1条 〔趣 旨〕

本実施要項は、Jリ ーグ規約第 40条第 1項第 6号に定める公式試合として、FUJI XEROX

SUPER CUP 2020(以下「本大会」という)の試合 (以 下 「試合」という)の実施に関 して

定める。試合の実施に関 して本要項に定めのない事項については「2020明 治安田生命

Jl・ J2・ J3リ ーグ戦試合実施要項」を準用する。

第 2条 〔大会方式〕

本大会は、 2019明 治安田生命 Jlリ ーグ優勝クラブと天皇杯 JFA第 99回全 日本

サ ッカー選手権大会優勝クラブが対戦する。

第 3条 〔試合の主催等〕

試合は、公益財団法人日本サッカー協会 (以下「協会」という)お よびJリ ーグが主催

し、Jリ ーグが主管する。

第 4条 〔出場資格を得るための追加登録期限〕

2020年 2月 7日 までに協会への選手登録および Jリ ーグ登録を完了 した選手のみが試

合への出場資格を有する。

第 5条 〔選手の交代〕

試合中の選手の交代は、次の各号のとおりとする。

① 選手の交代は、5名 以内 (交 代回数はハーフタイムを除き3回 まで)と する

② 交代は、退出する選手の選手番号を交代ボードで提示したうえ、行わなければならない

第 6条 〔試合の勝敗の決定〕

(1)試合は、90分 間 (前後半各45分 )で勝敗が決定しなかった場合、ペナルティーキツク

(以下「PK」 という。なお、各チーム 5人ずつ、決着がつかない場合は6人 目以降は

1人ずつで勝敗が決定するまで行うものとする)に より勝者を決定する。

(2)前項におけるPKに参加できる者は、後半終了時にピッチ内でプレー していた選手のみ

とする。ただ し、ゴールキーパーについては、負傷によリプレー続行不可能で、かつ後

半戦終了までに選手交代が 5名 に達 していない場合に限り、残 りの交代要員と交代する

ことができる。

(3)第 1項におけるPKにおいて使用するゴールは、主審によるコイン トスにより決定する。

ただし、主審は、グラウン ド状態、安全等を考慮 し、コイン トスを行わずに使用するゴ

ールを決定することができる。PK開始後は、安全上の理由またはゴールもしくはフィ

ール ドの表面が使用できなくなった場合に限り、主審は使用するゴールを変更すること

ができる。
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第 7条 〔順位の決定および表彰〕

本大会における勝者を優勝、敗者を2位 として、以下の通 り賞金および記念品を授与す

る。

① 優勝 :賞金30,000,000円 、スーパーカップ、メダル

② 2位 :賞 金20,000,000円 、メダル

第 8条 〔広告看板等の設置〕

試合においては、電光看板、90° システムシー ト等を使用する。なお、電光看板および

90° システムシー トのサイズおよび最大枚数は、リーグ戦実施要項に従 うものとする。

第 9条 〔手当等〕

(1)審判員の手当て等は以下のとお りとする。

手当て :

主審 副審・追加副審 第 4の 審判員 VAR AVAR
120,000円 60,000円 20,000円 60,000円 30,000円

ただし、協会がプロフエッショナルレフェリーとして契約 している者の手当ては、上

記の定めにかかわらず以下の通 リー律とする。

プロフェッショナルレフェリーとして契約 している主審 :130,000円

プロフエッショナルレフェリーとして契約 している副審 :80,000円

交通費・宿泊費 :Jリ ーグの「旅費規程」による。

(2)緊急事態により審判員が交代 した場合、試合が開始されなかった場合または試合が中止

になった場合の手当て等の支払いは、次のとおりとする。

① 試合開始前に疾病、負傷その他の理由により審判員の職務を務められなかつた場合ま

たは試合が開始されなかった場合、手当ては支払わない。

② 試合途中の負傷等により交代 した場合または試合が中止になった場合の手当ての支払

いは、次のとおりとする。

手当て :

主審 副審・追加副審 第 4の 審判員 VAR AVAR
70,000円 35,000円 10,000円 35,000円 20,000円

ただし、協会がプロフエッショナルレフェリーとして契約 している者の手当ては、上

記の定めにかかわらず以下の通 リー律とする。

プロフエッショナルレフェリーとして契約 している主審 :75,000円

プロフエッショナルレフェリーとして契約 している副審 :45,000円

第 10条 〔遠征経費〕

チームの遠征に要する交通費・宿泊費は、「旅費規程」第 2条に基づきJリ ーグが負担

する。

第 11条 〔アクレディテーションカー ド (AD証 )〕

本大会の試合については、 Jリ ーグが別途発行するAD証 により、スタジアムにおける
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通行可能エ リアを指定する。

第 12条 〔改 正〕

本実施要項の改正は、理事会の承認により、これを行う。
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Jリ ーグ表彰規程

第 1条 〔趣 旨〕

本規程は、Jリ ーグ規約第 84条 に基づき、Jリ ーグにおけるチーム、選手、監督、コー

チおよび審判員の表彰ならびに Jリ ーグの発展に功労のあった者等に対する表彰に関 し定

める。

第2条 〔年間表彰〕

(1)Jlリ ーグ戦における年間順位より、それぞれ次のとおり賞金および記念品を授与する。

① 優勝 :賞金 300,000,000円 、Jリ ーグ杯 (優勝銀皿)、 日本サッカー協会会長杯、

メダル、チヤンピオンフラッグ

② 2位 :賞金 120,000,000円 、Jリ ーグ杯 (準優勝銀皿)

③ 3位 :賞金 60,000,000円

(2)J2リーグ戦における年間順位により、それぞれ次のとおり賞金および記念品を授与する。

① 優勝 :賞金 20,000,000円 、Jリ ーグ杯 (優勝銀皿)

② 2位 :賞金  10,000,000円 、Jリ ーグ杯 (準優勝銀皿)

③ 3位 :賞金  5,000,000円

(3)J3リ ーグ戦における年間順位により、それぞれ次のとおり賞金および記念品を授与する。

① 優勝 :賞金  5.000,000円 、Jリ ーグ杯

② 2位 :賞金  2.500.000円

第 3条 〔フェアプレー賞 (高 円宮杯 )〕

(1)Jlリ ーグ戦における反則ポイン トの年間合計数が 34ポイン ト以下の反則ポイン ト数

最少チームに対 し、高円宮杯を授与する。

(2)Jlリ ーグ戦における反則ポイン トの年間合計数が 34ポィン ト以下のチームに対し、

フェアプレー賞として記念品等を授与 し、反則ポイン トが少ない上位 3チームに対しそ

れぞれ金 5,000,000円 の賞金を授与する。

(3)J2リ ーグ戦における反則ポイン トの年間合計数が 42ポィン ト以下のチームに対 し、

フェア プ レー賞 と して記念品等 を授与 し、反則ポイン ト数最少チームに対 し金

2,500,000円 の賞金を授与する。

(4)J3リ ーグ戦における反則ポイン トの年間合計数が 32ポ ィン ト以下のチームに対 し、

フエアプ レー賞 と して記念品等 を授与 し、反則ポイン ト数最少チームに対 し金

1,000,000円 の賞金を授与する。

(5)前 4項にいう反則ポイン トの計算は、「2020明 治安田生命 Jl・ J2・ J3リ ーグ戦

試合実施要項」第 19条第 2項に定める計算方法に基づいて行う。

(6)第 2項 に定める反則ポイン トが少ない上位 3チームに該当するチームが 4以上ある場

合、上位のチームから順に金 5,000.000円 ずつ配分するものとする。ただし、上位から

数えたチーム数の合計が 4以上となる順位のチームについては、賞金額の残額を同順位
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のチームで均等配分する。

(7)第 3項および第 4項に定める反則ポイン ト数最少チームが複数ある場合、それぞれ該当

賞金を均等配分する。

第 4条 〔個人表彰〕

(1)Jlリ ーグ戦を通 じて次の各賞を選考 し、次のとお り賞金および記念品を授与する。

① 最 優 秀 選 手 賞 :賞金 2,000,000円 、記念品

② 優 秀 選 手 賞 :メ ダル

③ ベ ス トイ レ ブ ン :賞金 1,000,000円 、記念品

④ 得   点   王 :賞金 1,000,000円 、記念品

⑤ 最 優 秀 ゴ ー ル 賞 :賞金  500,000円 、記念品

⑥ ベストヤングプレーヤー賞:賞金  500,000円 、記念品

⑦ フェアプレー個人賞 :賞金  500,000円 、記念品

③ 優 勝 監 督 賞 :賞金 1,000.000円 、記念品

⑨ 優 秀 監 督 賞 :賞金  500,000円 、記念品

⑩ 最 優 秀 主 審 賞 :記念品

① 最 優 秀 副 審 賞 :記念品

(2)J2リ ーグ戦を通じて次の各賞を選考し、以下の通り賞金および記念品を授与する。

① 最 多 得 点 者 :記念品

② 優 勝 監 督 賞 :賞金  500,000円 、記念品

③ 優 秀 監 督 賞 :賞金  250,000円 、記念品

(3)J3リ ーグ戦を通じて次の各賞を選考し、以下の通り賞金または記念品を授与する。

① 最 多 得 点 者 :記念品

② 優 勝 監 督 賞 :賞金  200,000円 、記念品

③ 優 秀 監 督 賞 :賞金  100,000円 、記念品

(4)前 3項の各賞の受賞者は、チェアマンが指名した者により構成される選考委員会が決定

する。なお、以下各号に定める賞の決定にあたつては、以下各号の定めに従うものとす

る。

① 第 1項第 10号および第 11号の各賞 :審判アセッサー、マッチコミッショナーおよび J

lク ラブによる評価を総合的に考慮して決定する

② 各リーグ戦における優秀監督賞 :チ ェアマンが指名した者により構成される優秀監督

推薦委員会の推薦を受けた者の中から決定する。ただし、優勝監督賞と優秀監督賞の受

賞者は原則として重複しないものとする

(5)審判員に対し、リーグ戦通算担当試合記録により、記念品および賞品を授与して表彰を

行うことができる。

第5条 〔リーグカップ表彰〕

(1)リ ーグカップ戦終了後、チームの順位により次のとおり賞金および記念品を授与する。

① 優勝 :賞金 150,000,000円 、Jリ ーグカップ、メダル

② 2位 :賞金 50,000,000円 、楯、メダル

③ 3位 :1チームにつき賞金 20,000,000円 、楯
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(2)リ ーグカップ戦における最優秀選手およびニューヒーロー賞の受賞選手を選考 し、賞金

または賞品を授与する。

第 6条 〔功労金〕

(1)Jリ ーグにおける通算出場試合数が一定以上であって、かつ理事会が承認 した者に対 し、

功労金を支払う。

(2)前項の通算出場試合の対象となるのは、Jリ ーグの公式試合として定義される一切の試

合 (現在定義されるもののみならず、過去または将来において定義される一切の試合を

含む)と する。

(3)功労金の受領資格を有する者 (以下「受領資格保有者」という)は、以下各号に定める

要件をすべて満たす者とする。

① 2018年 シーズン中または 2019年 シーズン中にJリ ーグ登録 (Jリ ーグ規約第 100条 に

定める。以下同じ)が されていること

② 2020年 シーズン開始から、2020Jリ ーグ YBCル ヴアンカップ試合実施要項第 6条に定

める登録期限までに、Jリ ーグ登録がされていないこと (た だし、Jク ラブとプロ選手

契約を締結 している選手が、 Jク ラブ以外のクラブに期限付移籍 しているために Jリ

ーグ登録がされなかった場合を除く)

③ 前号に定める期間中、国外のプロサッカー リーグに所属するクラブとプロ選手契約を

締結 していないこと

(4)Jリ ーグは、本条第 1項に基づき、受領資格保有者に対して、通算出場試合相当数に応

じて定める以下の区分に従い、功労金を支払う。なお、功労金は、各受領資格保有者あ

たり1回 のみ支払われるものとする。ただし、一度 Jリ ーグ登録を喪失した者がその後

のシーズンにおいて再度 Jリ ーグ登録された場合、通算出場試合相当数の算定は継続す

るものとし、通算出場試合相当数が新たな区分に該当することとなつた受領資格保有者

に対しては、それまでの区分と新たに該当する区分の差額相当額を支払うものとする。

① 300試 合相当数未満 :支 払対象外

② 300試 合相当数以上 400試合相当数未満 :金 1,000,000円

③ 400試 合相当数以上 500試 合相当数未満 :金 2,000,000円

④ 500試 合相当数以上 :金 3,000,000円

(5)前項の通算出場試合相当数は、功労金支払対象者が J2ク ラブまたはJ3ク ラブに所属

していた場合、出場試合にそれぞれ以下の係数を乗 じて算定するものとする。

① J2ク ラブでの出場試合 :0.9

② J3ク ラブでの出場試合 :0.8

第 7条 〔功労者表彰〕

(1)Jリ ーグの発展に功労のあった者に対 し、記念品等を贈呈 して表彰を行 うことができる。

(2)前項の表彰を受ける者は、 Jク ラブから推薦された者の中からチェアマンが推薦 し、理

事会が決定する。

第 8条 〔最優秀育成クラブ賞〕

(1)Jク ラブにおける選手育成の実績 と、選手育成に携わる指導者の功績を讃え、記念品を
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授与する。

(2)前項の表彰を受ける者は、第4条第4項に定める選考委員会が決定する。

第 9条 〔社会連携活動の表彰〕

(1)Jク ラブの行う社会連携活動における実績を讃え、記念品等を授与する。

(2)前項の表彰を受けるJク ラブ等は、チェアマンが指名 した者により構成される選考委員

会が決定する。

第 10条 〔Jリ ーグアウォーズ〕

(1)個人表彰およびフェアプレー賞等を表彰するJリ ーグアウォーズは、原則としてリーグ

戦終了後に行う。

(2)Jリ ーグアウォーズには、次の者が出席する。

① Jリ ーグ役員、実行委員等

② 受賞対象チームの役員および選手

③ 個人表彰の受賞者

④ その他の表彰対象者

(3)前項の出席者の交通費・宿泊費は、Jリ ーグの「旅費規程」に基づきJリ ーグが負担す

る。ただし、受賞者が海外在住の場合は、出席者の交通費、宿泊費は以下のとおりJリ

ーグが負担する。

① 国外から国内および国内から国外への移動における、航空機ビジネスクラス往復利用

相当分

② 国内での移動にかかる交通費 (Jリ ーグの「旅費規程」に基づく)

③ 国内での宿泊費 (Jリ ーグの「旅費規程」に基づく)。 ただし、3泊 分を上限とする

(4)Jリ ーグアウォーズには、Jリ ーグの指定する関係者を招待する。

第 11条 〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の承認により、これを行 う。

第 12条 〔施 行〕

本規程は、平成 24年 4月 1日 か ら施行する。

〔改 正〕

平成 26年 1月 21日

平成 27年 1月 20日

平成 28年 1月 19日

平成 29年 1月 25日

平成 30年 1月 30日

平成 31年 1月 24日

令和 2年 1月 30日
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旅 費 規 程

第 1条 〔目 的〕

本規程は、 Jリ ーグ規約に基づき、選手、監督、コーチ、審判員およびマッチコミッシ

ョナー等の交通費・宿泊費について定める。

第 2条 〔公式試合の交通費・宿泊費〕

(1)J3を除く公式試合におけるチームの遠征に要する交通費・宿泊費は、次の基準により

算出する。

① 人員数は 27名 (役員およびチームスタッフ9名 、選手 18名 )を上限とする

② 交通費は、新幹線グリーン車による往復を原則とする

ただし、

イ。在来線による場合はグリーン車の特急または寝台とする

口.試合当日に本拠地に帰着できない場合、航空機の利用を認めることがある

③ 宿泊費は、試合前の 1泊 分として 1名 につき金 20,000円 以下とする

ただし、

イ.本拠地から試合開催地までの距離が片道 100km未満のときを除く

口.試合当日に本拠地に帰着できない場合、試合後の 1泊 を認めることがある

(2)J3におけるチームの遠征に要する交通費・宿泊費は、次の基準により算出する。

① 人員数は 27名 (役員およびチームスタッフ9名 、選手 18名 )を上限とする

② 交通費は、新幹線普通車による往復を原則とする

ただし、

イ.在来線による場合は普通車の特急または B寝台とする

口.試合当日に本拠地に帰着できない場合、航空機の利用を認めることがある

③ 宿泊費は、試合前の 1泊 分として 1名 につき金 12,000円 とする

ただし、

イ.本拠地から試合開催地までの距離が片道 100km未満のときを除く

口.試合当日に本拠地に帰着できない場合、航空機の利用を認めることがある

(3)前 2項の交通費・宿泊費は、その全額を、遠征を行つたチームを保有するJク ラブが負担する。

(4)前項の規定にかかわらず、第 1項または第 2項に基づき計算 した各チームの移動距離 (ス

タジアム間の直線距離)に著 しい差異が生 じた場合、Jリ ーグは実行委員会の定める方

法により、その差額の全部または一部を補填する。

第3条 〔審判員およびマッチコミッショナーの交通費 ・宿泊費〕

(1)J3を除く公式試合の審判員の交通費・宿泊費は、次の基準によりJリ ーグが支給する。

① 宿泊費は、1泊 につき金 17,000円 以下とし、別途宿泊手当として 1泊 につき金 3,000

円を支給する

ただし、自宅の最寄り駅から試合開催地までの距離が 200km以 上のときは前泊を認め、

128



特別の事情があるときは後泊も認める

② 交通費は、次の基準により支給する

イ.往復金 2,000円 を超えない場合、一律金 2,000円 とする

口.往復金 2,000円 を超える場合は、実費精算とする

ただし、上記基準は、以下の交通手段の利用を前提とする

片道 100km未満のときは、在来線の普通車の利用を原則とし、片道 100km以上のとき

は、これに加え、在来線特急列車のグリーン車および寝台列車のグリーン寝台ならび

に新幹線の普通車指定席の利用を認める。ただし、主審については新幹線のグリーン

車の利用を認める。なお、タクシーの利用については原則として認められないが、不

可避の場合はこの限りではない

(2)J3の審判員の交通費・宿泊費は、次の基準によりJリ ーグが支給する。

① 宿泊費は、 1泊 につき金 10,000円 とし、別途宿泊手当として 1泊 につき金 2,000円 を

支給する

ただし、自宅の最寄 り駅から試合開催地までの距離が 200km以上のときは前泊を認め、

特別の事情があるときは後泊も認める

② 交通費は、次の基準により支給する

イ.往復金 2,000円 を超えない場合、一律金 2,000円 とする

口.往復金 2,000円 を超える場合は、実費精算とする

ただし、上記基準は、以下の交通手段の利用を前提とする

片道 100km未満のときは、在来線の普通車の利用を原則とし、片道 100km以上のとき

は、これに加え、在来線特急列車の普通車および寝台列車の B寝台ならびに新幹線の

普通車指定席の利用を認める。なお、タクシーの利用については原則として認められ

ないが、不可避の場合はこの限りではない

(3)Jリ ーグ規約第 4章第 4節 における非公式試合の審判員の交通費・宿泊費は、前 2項に

定める基準により、主管者が支給する。

(4)公式試合のマッチコミッショナーの交通費・宿泊費は、次の基準によりJリ ーグが支給

する。

① 宿泊費は、 1泊 につき金 20.000円 以下とする

ただし、自宅の最寄 り駅から試合開催地までの距離が 200km以上のときは前泊を認め、

特別の事情があるときは後泊も認める

② 交通費は、次の基準により支給する

イ.往復金 2,000円 を超えない場合、一律金 2,000円 とする

口.往復金 2,000円 を超える場合は、実費精算とする

ただし、上記基準は、以下の交通手段の利用を前提とする

片道 100km未満のときは、在来線の普通車の利用を原則とし、片道 100km以上のとき

は、これに加え、在来線特急列車および寝台列車ならびに新幹線の普通車指定席の利

用を認める。なお、タクシーの利用については原則として認められないが、不可避の

場合はこの限りではない

第 4条 〔監督 “コーチ等の行事参加〕

(1)Jlク ラブおよび J2ク ラブの監督およびコーチ等が、 Jリ ーグの指示に基づき行事
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①

②

(2)

に参加する場合の交通費・宿泊費は、次の基準によりJリ ーグが支給する。

交通費は、新幹線グ リーン車による往復を原則とする。ただ し、在来線による場合は

グリーン車の特急または寝台とする

宿泊費は、 1泊 につき金 20.000円 とする

J3ク ラブの監督およびコーチ等が、 Jリ ーグの指示に基づき行事に参加する場合の

交通費・宿泊費は、次の基準により Jリ ーグが支給する。

交通費は、新幹線普通車による往復を原則とする。ただ し、在来線による場合は普通

車の特急または寝台とする

宿泊費は、 1泊 につき金 12,000円 とする

①

②

第 5条 〔選手の行事参加〕

選手が、 Jリ ーグの指示に基づき行事に参加する場合の交通費・宿泊費については、第

2条第 1項または第 2項 に定める基準により、 Jリ ーグが支給する。

第 6条 〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。

第 7条 〔施 行〕

本規程は、平成 24年 4月 1日 か ら施行する。

〔改 正〕

平成 26年 1月 21日

平成 28年 1月 19日

平成 29年 1月 25日

平成 30年 1月 30日

平成 31年 1月 24日

令和 2年 1月 30日
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ユニフォーム要項

第 1条 〔趣 旨〕

本要項は、サッカー競技規則およびJリ ーグ規約第 49条第 3項の規定に基づき、公式試

合におけるユニフォームに関する事項について定める。

第 2条 〔ュニフォーム〕

本要項においてユニフォームとは、公式試合中に選手が着用するシャツ、ショーツおよ

びソックスをいう。なお、シャツには袖がなければならない。

第3条 〔ュニフォームの色彩〕

ユニフォームの色彩は以下の要件を満たすものでなければならない。

① ユニフォームの前面と背面の主たる色彩が同じであること

② 審判員が着用するシヤツと明確に判別し得る色彩であること

③ アンダーシヤツは、シヤツの各袖の主たる色と同じ色で1色 とすること。またはシャツ

の各袖とまつたく同じ色の柄にすること

④ アンダーショーツまたはタイツを着用する場合は、その色はショーツの主たる色また

はショーツの裾の部分と同じ色であること

⑤ それぞれのゴールキーパーのユニフォームは、他のフィール ドプレーヤーおよび審判

員と区別し得る色彩であること

第 4条 〔ュニフォームの事前承認〕

Jク ラブは、使用するユニフォームに関 し、 Jリ ーグの承認を得なければならない。

第 5条 〔使用義務〕

Jク ラブは、試合において、その所属チームの選手に、「ユニフォーム使用計画」に定め

るユニフォームを使用させなければならない。

第 6条 〔選手番号・チーム名・チームエンブレム〕

(1)ュニフォームには選手番号が以下のように表示されていなければならない。

① 選手番号は、服地と明確に判別することができる色のものとし、服地が縞柄等であつて

明確な識別が困難なときには台地をつけるものとする

② 選手番号の表示場所およびサイズは、次のとおりとする

イ.シヤツ

(a)場  所 :前 面 1か所 (任意 )

サイズ :高 さ 10～ 15cmの間

(b)場 所 :背 中 1か所 (必須 )

サイズ :高 さ 25～ 35cmの 間
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口.シ ョーツ (必須 )

場 所 :前面右下 1か所

サイズ :高 さ8～ 15cmの 間

(2)選手番号は、0は不可とし、 1を ゴールキーパー、2～ 11を フィール ドプレーヤーとす

る。12以降はポジションと無関係とし、50ま では欠番を認める。ただし、51か らは連

番で番号をつけることとし、欠番は認めない。

(3)選手番号には、チームエンブレムまたはチーム名を、各数字の 1か所に入れることがで

きる。ただし、選手番号の視認性を妨げるものであってはならない。

(4)シ ャツには、次のものを表示することができる。

① チーム名

場 所 :任意の場所に 1か所

サイズ :300om2以 下

② チームエンブレム

場 所 :胸部分に 1点

サィズ :100cm2以 下

(5)シ ョーツには、次のいずれかのものを 1か 所表示することができる。

① チーム名

場 所 :任意の場所に 1か所

サイズ :50cm2以 下

② チームエンブレム

場 所 :任意の場所に 1か所

サイズ :50cm2以 下

(6)ソ ックスには、次のいずれかのものを表示することができる。

① 選手番号

場 所 :任意の場所に左右各 1か所

サイズ :50cm2以 下

② チーム名

場 所 :任意の場所に左右各 1か所

サイズ :50cm2以 下

③ チームエンブレム

場 所 :任意の場所に左右各 2か所まで

サイズ :片方につき合計で 50cm2以 下

第 7条 〔アームバンド〕

チームのキヤプテンは、キヤプテンであることを明確に表示するアームバン ドを着用し

なければならない。

第 8条 〔指定マーク等〕

(1)シ ャツの右袖上腕部には、 Jリ ーグが大会に応 じて指定するマークを 1点 つけなければ

ならない。なお、当該マークのサイズは以下の通 りとする。

サイズ :縦 8.4om X横 6 cm以 下
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(2)Jlリ ーグ年間優勝チームは、優勝の翌シーズンの間は、前項の指定するマークに代え

て、Jリ ーグ指定の「Jlリ ーグチヤンピオンマーク」をつけなければならない。

第 9条 〔メーカー名の表示〕

(1)ュニフォームのメーカー名またはメーカーマークの表示場所およびサイズは、それぞれ

以下のとおりとする。

① シヤツ

場 所 :胸 1か所

サイズ :20cm2以 下

② ショーツ

場 所 :任意の場所に 1か所

サイズ :20cm2以 下

③ ソックス

場 所 :左右各 2か所まで

サイズ :各 1か所ずつ表示する場合は、それぞれ 20cm2以 下

各 2か所ずつ表示する場合は、 1点 につき 1 0cm2以 下

(2)ユニフォームには、 Jリ ーグの事前の承認により、メーカー名またはメーカーマークの

入つたラインテープをつけることおよびメーカー名またはメーカーマークの透かしを入

れることができるものとし、その表示場所およびサイズは、それぞれ以下の通 りとする。

① シヤツ

場 所 :任意の場所

サイズ :8 om2以 下

② ショーツ

場 所 :任意の場所

サイズ :8 om2以 下

③ ソックス

場 所 :任意の場所

サイズ :5 om2以 下

第 10条 〔広告の表示〕

(1)ュ ニフォームに第二者のための広告を表示する場合には、当該第二者の名称および商品

名等を、事前に所定の「広告掲出申請書」によりJリ ーグに届け出をし、承認を得なけ

ればならない。

(2)前項に基づく広告は、第 4項の定めに従い、シャツに 6か所まで、ショーツに 1か所の

み表示することができる。ただ し、 1か所につき 1社に限るものとする。なお、 l stユ

ニフォーム、 2 ndユニフォーム、 3 rdユニフォーム、記念ユニフォーム、大会別ユニ

フォーム等のユニフォームの種類毎に、異なる広告を表示することができる。

(3)l stユ ニフォーム、 2 ndユニフォームおよび 3 rdユニフォームの広告のシーズン途

中の変更は、事前に所定の「広告掲出申請書」によりJリ ーグに届け出をし、承認を得

た上で行 うことができる。

(4)前項の広告を表示する場所およびサイズは、次のとお りとする。
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① シャツ

イ.場 所 :前面の選手番号上部または下部 1か所

サィズ :300cm2以 下

口.場 所 :前面の鎖骨部分左右 2か所

サイズ :各 50cm2以下

ハ.場 所 :背 面の選手番号上部または下部 1か所

サイズ :200om2以 下

二.場 所 :裾 1か所 (背面の選手番号の下から裾までを3等分 した下部 2/3の スペー

ス内とする)

サイズ :1 50cm2以下

ホ.場  所 :左袖の任意の場所に 1か所

サイズ :50om2以 下

② ショーツ

場 所 :前 面左側の任意の場所に 1か所

サイズ :80cm2以 下

(5)ユニフォームに公益財団法人日本サッカー協会またはJリ ーグが指定するキャンペーン

マークその他の広告以外のものを表示する場合にも、原則として前項の場所およびサイ

ズによるものとする。

第 11条 〔選手名の表示〕

(1)シ ャツおよびショーツには、選手名、登録名またはそれ らの一部を表示することができ

る。

(2)前項の表示をする場所、サイズ等および文字の種類は、次のとお りとする。

① シャツ

場 所 :背 面の選手番号上部または下部

サイズ :1文字の高さを 7.5 cm以下

② ショーツ

場 所 :前面右下の選手番号上部または下部

サイズ :50cm2以 下

第 12条 〔その他表示できるもの〕

第 6条および前 4条に定めるものの他、シャツには以下のものを表示することができる。

① ホームタウン名または活動区域名

場 所 :右袖 1か所

サイズ :50om2以 下

② チームシンボル (ク ラブの紋章やロゴ、サッカーの試合におけるリスペク トおよび高潔

性 (イ ンテグリティ)の促進を首唱するクラブのスローガンおよびエンブレム (た だし、

政治的、宗教的または個人的なスローガンは不可とする))

場所 :前面または左袖のうち2か所

サイズ :50om2以 下

③ 優勝回数に相当する個数の星印
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④ 試合に関連する以下の情報

イ.開催日

口_対戦カー ド

ハ.ス タジアム名

二.その他 Jリ ーグの事前承認を得た事項

⑤ 前年度天皇杯優勝チームが天皇杯出場時に表示を義務付けられる、天皇杯優勝チーム

マーク

第 13条 〔記念ユニフォーム〕

Jク ラブは、「ユニフォーム使用計画」とは異なるユニフォームの着用申請によりJリ ー

グに申請 し、その承認を得た場合、「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームとは異

なる記念ユニフォームを使用することができる。ただ し、当該記念ユニフォームは本要項

に従ったものに限る。

第 14条 〔大会別ュニフォームの着用〕

Jク ラブは、「ユニフォーム使用計画」とは異なるュニフォームの着用申請によりJリ ー

グに申請 し、その承認を得た場合、「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームとは異

なる大会別ュニフォームを使用することができる。

第 15条 〔改 正〕

本要項の改正は、理事会の承認により、これを行う。

第 16条 〔施 行〕

本要項は、平成 24年 4月 1日 から施行する。

[改  正〕

平成 29年 1月 25日

平成 30年 1月 30日

平成 31年 1月 24日

令和 2年 1月 30日
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図1〈選手番号・チーム名・チームエンブレム/指定マーク等/ホームタウン・チームシンボル

(本要項 第6条、第8条および第12条第1号から第4号 )〉
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図2 (広告掲出エリア (本要項 第10条 第 4項))

①口 掲出位置は、胴幅より内側での掲出とする。

なお、左右どちらか1カ 所の掲出であっても可と

するが中央部分への掲出は不可とする。

①二 掲出位置は、背番号下から裾までを3等分した

下部2/3ス ペース内での掲出とする。
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Jリーグスタジアム基準 [2020年度用]

"1

あ須とされる餃鱚 内容 Ul・ J2毬桑 J3鶴 率

1スタジアム形状
フツトボールスタジアムであること

原則としてメインスタンドは西側に配置すること

2入場可能歓 ※ なお、芝生席は、安全慎尊についてulプ ーグが崚査し、
0

(1)観 客席

幅 留童W卜Π等

"利
用できること

番号が付けられ . ,t,h■13つ

ムについては、書冷地で1ょあ雲 _●して暖易を愴ぇること

`=と

0 0

(2,章綺子嗜

て暖肇 働えること

0

0)●
"=

以上臓置すること

0 0

び大規棟改修を行うスタジアムについては.寒冷地ではあ重に応じて暖房を備えること

◎

0

(5)記 者鷹

′―トパソコン、ノートが置ける+分な広さの机と電理を設置すること

∞席以工段置すること

大容量高速通信設備い 留度W卜n等 )が利用できること

0
0
◎

ビジネスラウンジを備えたビジネスシートを豪敷設置すること

`,)ス

|,イ,1,タス ロロのラウンジと観客席を個えたスカイボックスを複蠍雖 すること

`虫
颯

58保餞投債 0
均―であること

簗■
't●

●●ルタス

`0■

0

0 0

(2)天 然芝もしくはJ'′―グ
平坦であること

水はけが良いこと

0
0

0

フイールド(ビツテおよびその周辺部分)に は、選手のプレーに影審を与え、または危険を及ぼすおそれのある物は―切放置もしくは設定してはならない

`'●
エリア

0
白●以外はJl′ ―グに申日すること

ゴールネットはゴールの後方にポールを立て安全な方法で取り付けること

0

|コーナーフラッグポスト 」リーグ指定のものであること

原則とし

、テクニカルエリアを殷目すること
ベンチ内でスポーツドリンクの飲水が可能であること

ていること(観客の視野を妨げるものであってはならない)

スタンドを覆う量根により雨に撻れない場合はベンテの星根は不要とする

0

◎

0
0
0

(2)第 め 審剌員ベンチ

担槃 (2台 )、 田部軍部の固定可能な担栄 (2台 .J● は 1台 )を設置すること

頸部固定可能な担槃は敷日事車屁のもので良い

ベンチ内でスポーツドリンクの飲水が可能であること

◎

0

0

0

0場 内放選システム 0

(大型映像肇置 )
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キ子壼で、口1
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―グ指定のものであること

ヨ根は透明であること

峙計は .

前後半それぞれの通常の蜆抜時間の最後、45分と∞分に、時計が上められなくてはならない

出場メンバーを表示できるもの (ス コアボードでの燎用可 )



Jl・ J2●串

…

0

(1)チ ーム更衣宣

〔共通】
餞付き滉面台、

(2)密 剌更衣室

【共鼠】

4人 の夏衣設口を■え、7人以上収容可

'な
部屋.追加副● (ハAR)採 用の場合.2名 遺如対応せ ること

温水シャワー、洋式トイレ、餞●●洗固台、ホヮィトポード.冷蔵庫 .エ アコンを設置すること(ACLは 温ネシャワーな があ須 )

チーム更衣重から餃して餃置すること

人工芝であること
フエリア

|

|チーム用

臓覇
~

二

．
【共通】

13人 以上収容可能な部屋。追加副密 (AAR)採用の場合.2名 追加対Cができること

チーム更衣室、書剌更衣菫の近くにあること

エアコンを投置すること

応績セット、テレビモニター、録回再生姜置を設置すること

0

●ィレ●ヽ a,.3ネ ●́ウー●■,メ

"●

きにてい0と

“

、入Xもおた

“̀ 輌
・出瘍

餞付き洗面台 (横査室内またはトイレ内)

,合室・(1富 :12名 以上収容可能)

10名 口度が座れる椅子またはソファー.4名 の量手が日颯作霙できる机.冷蔵庫(傲将月)、 テレビ、DVD寧 僚回再生装置

温水シャワー,選手が使用中.検査員がおれることなく昴を開けた状0で選手の監視が可能な●遭

トイレの便尋崚には、横体0(置 けるような台(ト イレットベーバーホルダーの上が平日、または小さな台が設置されていること

浣面台には、横体が置けるような台が設置されていること

【共頭】

v●

"=口
“

,●●●.V″●
=カ

メラロロス
^―

ス●■

“

ける0● .力″メスー
～^,●

|●●e●イ0鷹

`“

■

'嶼

●

`メ

インス,ン●■ふ メインス
'レ

●■殖 0｀ナルティエ,7●,イ ン
=晨

口." ,嗜■|`ヽ日ヽ ●,・,` ●睾,メラコロスベースと0,111,

メインスタンド同ゴールラインロ長線に各 1台 分

前列の観客により視野を妨げられないように投置すること

`Vlu.鑢 "′

ラ

"ス

“
”
・
☆

チーム更家室.審刹更衣室への速饉用ブザーを設置すること

場内蔵送室.大型映像操作ユ 記録童.第4の審剌員ベンチとの有ねインカム(ヘッドセント)を 設置すること

テレビ.監視カメラモニターを設置すること

0■●
`―

lヽ.",イ ●

“

 ド●カ ン●■
'■

■■il本1,11=臓!"●●
`

(1)遠 管本部室 ※

【共恩】

【共通】

ビンテ全体が見波せることができ、雨に漏れない席であること

LAN回崚.テ レビモニター.籠回再生饉置を設置すること

原則.個宣であること

4人 が原則.横に並んで座れる広きであること

エアコンを口えること

0

(3)場 内放送童

【共通】
ピ″ ●■疇

"お
よ
`^蜃

晨,t●●●ユ |● た●■菫て餃・口する●●

,人

“

崚|●■んで塵
'●

イクやHセロ
`●

および
=疇""口 '“`と

0`● ●

口,`,需:tきるよ)‐●●
`

エアコンを薔えた場内放送童を設置すること

ビッチ.口容鷹全体および大型映壼姜置が見える場所に個室で設置すること

瑶内歓遇システムと違謗できること

3`,日してヽ う●
=

【共通】

富 ※

【共通】

エアコンを●えた警察・消防同令童兼菫
=を

設置すること

口客席全体が見漱せる場所に慶置すること

監視カメラモニター、専用トイレを傾えること

(0)医 務童 ※

:共通】

ヵm.ェ ,ュ´

■,:舎
==`t,●

 `

ポランティアスタツフ鐘 .ポールバーツン■衣室.エスコートキンズ控更衣室.前座試合用チーム更衣室. ■明櫨化のため

現金管理
=Ⅵ

P掃 ロスタッフ控室尊
て,,モ 0儘

が,用で0も こと

〔共通】

軍綺子のVPにCえた風殷にすること

ユ 各●|=えスース●
.お1,●ス邁』倉
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■ヽ口日

“`1 
工■■日●

^者
りて,■

12(H口底

=

=0●
■,111拿■に|1輸ンタセス●●● ●

ヵい口菫

【夫通1
ビジネスシートを愴えたビジネスラウンジを複藪餃置すること

'0'●
レク●■t■■●えヽ スカイボ,'ス

"!●
摯●す彙

″●ラウン
't''″ ',,.ス

●イ

“

′
'ス

コ0101リ ー●●●す02



`,::と `,ヽ `t,,1
A● ,「工3■

0,メ,″口

"

メディア用の風根付き専用入口と受付を設置すること

メディア用量車場から直機アクセスできること

(2)● 者菫

【共通】

冷

"慮
.エアコンを設置すること

籠回再生襲置を設置すること

が利用で書ること

監督専テクニカルスタッフ.Ⅷヽ

0
0

〔ス通】

ビッチヘの容易なアクセス勁僣が撻保できることに 者童との最用可)

“
人以上収曰可能.カメラ用ロッカー.冷蔵庫を慶置すること

大富量高軸 壼餞●い ●底昨 Fi尋

"利
用できること

0
0

:失通】

通訳用、買長●答用).

",=崚
it`=`

(nl,, ,,ビカ′●●崚 部 )を少なくとも一方臓置すること

0
0

チーム員衣富とチーム用LH場との間で.記者室 .カメラマン童、記者会見自よリアクセスしやすい場所に設置すること 0 0

ボジシヨン
0 0

【失a】

霙況故送をするためにスペースを割り当てるものとし.そ の場合.観客鷹.記者廊写を着し対●する可能性がある

中饉にあ裏かつ十分な電涸を●えていること

ドアの下にケープル用の■娘口があること(館内夫聰の場合、中饉崎子盤がある場合は不要)

0

(2)中

“

スタッフ控童
【夫ヨ】

エア●洒 え●=`
樹燎用

'す
ること

0,レ ビ●●勁,,

メインスタンド中央部に4台分を|は保し.1ヽ′中継カメラクルーが使用するに十分な電澤を設置すること.カ メラスペースは、1台につき4dの広さが望ましい

前列の観客により

メインスタンド画外側のペナルティエリアのライン延長線に各2台分(2局 Xl台 X両 サィド訃4台 )

同ゴール●中央部に各2台分(25 Xl台 X両サイド計4台 )

′`ックスタンドコーナー付近のJl,一 グが指定する位置に中餞カメラ設置スペースを撻保すること

メインスタンド中央郎.メ インスタンド同外側のベナルテイエリアのラインE長綺.両ゴール裏中央部にカメラ台を世置すること

0

(4)テ レビニュースロ遠

メインスタンド中央郎に腱置し.ENGカメラクルーが使用するに+分な電轟を設置すること.カ メラスペースは.!台 につき4市の広きが目ましい

詢列の観害により視野を妨げられないように藤置すること

0
0

(5)伝 送用鶴材尊 全こ
```=●

マ7=●…
●0●■●●`

“
●
… =す

0●●0ア
"'コ

■
'●

ス
^~ス=“

颯すOt●

`ア

|′

''´
フンテ,は●●■́・■″イ,` 用嗜未)

面量へ伝送するためのアンテナ搭曖車両設置スペースを凛保すること 0
0

⑮,嗅
“

03= 中0映像等韻 送するための光回口を設置すること 0

(7)ク ープル敷餃

0

3看板関コ

看板饉が設nできないほど傾襲を日にしないこと

目風れ のげ、ビッチが見菫せる位置に十分な作
'ス

ペース(的3r)と電源を穂保すること

0
0

て,,日 本0
餞客の待:a列と交わらず、ユな坂道11なつていない●入口が複餞あること

大聖トラックや大型トレーラー (長さ10m)

囮者■.実現放送鷹用

テレビ中eカメラ用.バントリー.売店用

,ス,,ア ム̂
`0アク●ス

次の条件のいずれかを満たしていること

(1)ホ ームタウンの中心市簡地より蜃拗 以内で.ス タジアムから贅歩日内にある電車の駅.バス臨 時還行を朦く)の停留所.大型駐車場のいずれかに

到遠可能であること.ま たは近い■来に到連可能となる具体的計画があること

(2)交流人口の多い施設(大型商彙籠11等 )に開投していること

(,,■ ●0●●.

0,―●膊 公共交通機関が充軋 ていない場所では、入場可能欧に見合う台燎の醸車場を罐保すること

,,1,|,■
車格子用のゲートにアクセスしやすい場所に設置すること

車綺子用駐車場は、車綺子席と同螢度置すること

0

0

``,■

●●輌層
警察、消防.餃B車等のR急車両用の駐車場を薔保すること

餃a車がビッチ内まで入れる勁口を薔保すること

ⅥP受 付にアクセスしやすい場所に設置すること

",■
0口 ,,1●メ0,■■F,:`■,0こと

撮影橙材などの荷物が,いメディア用の腱車場をは保すること 0
2局 分の中腱車、衛旦車.電燿車.■材軍.支援車が職章できるスペースをは保すること

餞送ブースに近櫂し.ケーブルの象設に国回ない場所を|は保すること

電澤、端子盤.館内失電を投置すること

0
●

0,大■,"夕 月 広告看板などの大型搬入物を設言 像去する大型トラック用の駐車場を|は保すること

(10)亮店用

スタッフのために十分な崚軍スペースを|は保すること

完店用、ケータリング,入車両は、スタジアム内部の強入口に近い場所に設置すること

目季は、飲食物用の保冷車のL庫■も考慮すること

0

0

0,ル●|“ ヽ用

=0●
,1■|● 1●

`凛“

●●■1,■■,0●● 0
0

`,●
|,,′ 欧●

"籠
0

ViP.関 係者が利用できるタクシー員降所を鑽目すること
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颯害と分離した、配者鷹、口者会見重への0線 があること

ビッチとテーム更衣童との間に、3●Ⅸ3mのスペースを設けること

"が

フルオープンになること

|ア●レ

"=え
な

=●
|●1`テレr,■嬌.ア″

"日
■)●

=!‐
●●と

′ψ
'‐

瞑る‐

●●ンセツトくコ
^,,'■

●|お

`●
11,日4メl,う

=●



あ須とされる投憫 内容 J● J23● 」,こ

“

1入場,売 11

1共通】

入場ゲート付近に富口を設置すること

販売するチケットの壼」、料金を掲示で,ること

燎数の菫口を設置すること

入場勢購入者のための屁 (ひさし)があり、雨に濃れないこと

饉錠でき.セキュリテイが瞳保されていること

0
0

2入場待壼スペース

外国全体は

'同
でも安全が■保できる照明を設置すること

ホーム用、ビジター用に分けて持崚列が餃けられる十分な広さを燎保すること

待●列が,関係者入口.日入口と交差しないで設けられるようにすること

雨に書れないこと.日目し0(壼けられること

3入
'aゲ

ート

スタジアム葛本暉則を定め、それらを観害が餞めるように掲示すること.最こでも以下の■報を含まなければならない

①入場する相利.(2試 合の中止またはЦ期、C囃上事項〈自菫
`項

)、 C座席のルール.

観ロエリアに応した入場ゲートを餃置すること(ビジターサポーターの分離 )

⑤スタジアムから追放される事由、⑥緊a通口軽目

嵐根、電渾、露明を設置すること

ワンタツチパスが館 できるスペースがあること

車0子 用の入場ケートがあり、スロープ尊で車綺子廊にアクセスできること

手荷物量かり所を設置すること(ベ ビーカー、ヘルメット● )

0

4案内サイン できるだけ高い位置に、和英で表出し、夜間でも観2‐ ること

:共通】
鳳客用グートなど.分かりやすい場所に投置すること

〔奮本部室と通携力

"れ
、速子.落し物対応ができること

どの鷹からもアクセス可能な場所に観歓飩 し(仮Eでも可)、 CSセットを●えること

目ゆ童に1台および、敷饉富もしくは観富エリア1■台以上(o3は 1台 以上)●えること 0 0

3授乳奎 【共通】 どの鷹からも誘導でき、アクセス可籠な場所に慶置すること 0 0

どの鷹からもアクセスが害易な場所に、男女別のトイレ餃●を十分に設置すること

1∝Ю人の観客に対し、少なくとも滓ヨトイレ5台 .男性用小便卸 台を●えること(Jリ ーグクラブライセンス交付規則施設越串B等級)

詭口台が設置されていること

ハンドドライヤー.おむつ餞えベッドを餃置すること

0,3●
`ヽ

イレ 車行 鳥の近く!■ .鷹緻に応した,を 師 すること 0

0,●
"01イ

レ 開円前に使用できるトイレが購 用ゲートけ近にあること

R急ミ腱用の動線をは保すること

+分な広さがあり.口度な明るさが保たれていること

トイレ.飲食売店.グッズ売瘤.敷置富、摂乳童が設置されていること

目根で■われていること

必要に応して公衆電目を臓置すること

0 0

Ⅲョ燎

“

n
観害エリア内のすべての一般用通騒.階段、口およびゲートは.明るい色で,崚 すること.観客Bか らフィールドヘ移動するためのゲートも含まれる

スタジアム内のすべての出口、ゲートおよび観客鷹からフィールドヘ移動するためのグートは観審月からみて外側に関くよう臓置し、風瞳 目が取り付けられていること

,,■■■

どの鷹からもアクセス可能な場所に目根付きで適正●数が餃口されること

亮店外験に企彙名。ロゴ.メニュー、料金表示できること

温かい飲食物が提供できること

電工、照明力髄保されること(スタジフム,日 、コンコースを含む)

観害席以外でも飲食が可能なテープルやカウンターを餞けること

,棧勁燎がトイレと近くならないよう設置場所に配慮すること 0

11グッズ売店
0

※入■可能強

(1)入 場,が発

'で
きる座颯の緻

イ 見切り席.常設の

“

者厳 案滉放遺宣博の塵慮は含まない。

口 常設の飛び綺り防止エリアの増菫は含まない。ただし当骸エリアが口整可能な場合は取に含● .

ハ ホームクラフとビジタークラフの観客回の経贅地帯の塵鷹敷は含むが、今段の口衝地帯の場合は含まない。

こ 立ち見エリアは鷹殴管理看と協編の上入場可能な0とするが、新設及び大規模

“

修を,うスタジアムについては.口害鷹颯の立ち見鷹は1段床あたり1人 とし.1童 の幅は4,m以 上.段 床の奥行は8'cm以上とする。

(2)前 号以外の座お0,
イ 常設のVP嗜 .

ロ ロ室ラウンジ付會の電ロエリアは、テラスにある座席の緻とする。個室ラウンジ内の回席緻は含まない。

イ 車綺子燎職エリアは座3がないが、車椅子:台分につき1鷹と数える.

口 車格子のヘルバー輌は、需餃の綺子が臓目され.かつ実霞に使用されている場合のみ取に含める。

(1,導 入前に、ビッチ外でハイプリッド芝の実肛実験を実撻すること

(2)実 肛実験の鮨員をもとに、■人に国して理事会の承認を得ること

X通古ホ郎宣 以下の崚能を調たし、,察・消防

"令
宣と常に速拐せ る状国であること

(1)試合週奮を崚格できることC苺童、■内放逮童、大型嚇 置操作童口遠を含む)

(2)警 ●員、優員.ポランティアスタッフ事の自
=冒

値による場内外コントロールを載格できること

(3)テ ケットコントロールができること

(5)天候等、日含運営に関する情饉を串約‐ ること

※,寮・消防指令室・以下の機能をAたし.■宮本部宮と常に連携せ る状0であること

(1)雪 露・消防による監視旬令がせ ること

(2)緊 急

“

日、緊急車国の発動が指示できること

※目覇宣・場内外の日事運営を競格でき.菫晨童と常に遠場できる状13であること

※敷朧 .主として場内のに害を対籠とした0日措置が‐ 、医覇童と常に遠

"で

きる状態であること

※:共 通】「各鰭窒・スペースにおける共通項目,コ用箇所

※※スタジアムの名称については.正式名:■宇全角30文字以内・英字半角ヽ文字以内.略林 凛宇全角4文字以内・英宇半角11文 字以内で定めること
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ピの鷹からもアクセス可籠な場所に屋猥付きで適工な嗽が設置されること



主管権譲渡規程

第 1条 〔趣 旨〕

本規程は、 Jリ ーグ規約第 45条 に基づき、ホームゲームの主管権の譲渡について定め

る。

第 2条 〔主管権の譲渡〕

(1)Jク ラブは、 Jリ ーグの事前の承認を得て、ホームゲームの主管権 を、公益財団法人日

本サ ッカー協会に所属する都道府県サ ッカー協会に対 し譲渡することができる。

(2)主管権譲渡の対象となつた試合 (以下「譲渡試合」という)の運営に関する一切の費用

(協会納付金等を含む)は 、主管権の譲渡を受けた都道府県サ ッカー協会が負担する。

(3)Jク ラブは、主管権を譲渡 した場合においても、「Jリ ーグ規約」に定める Jク ラブの義

務を免れるものではない。

第 3条 〔後援・協力〕

主管権の譲渡を受ける都道府県サ ッカー協会は、 Jリ ーグの事前の承認を得た場合にか

ぎり、譲渡試合に対する地方公共団体、新聞社または放送会社の後援または協力を得るこ

とができる。

第 4条 〔譲渡の手続き〕

主管権の譲渡は、次に定める手続きによるものとする。

① 主管権を譲渡しようとするJク ラブは、譲渡試合の属する大会の開幕日の3か 月前まで

に、主管権を譲渡する都道府県サッカー協会との連名にて、Jリ ーグに対し所定の申請

書 (様式1ま たは様式2)により申請する

② Jリ ーグは、申請を受理した後 14日 以内に、承認の可否を、申請元のJク ラブに通知

する

第 5条 〔譲渡金および純益の配分〕

本規程に基づくJl、 J2の主管権の譲渡の対価は、金 2,000万 円 (消 費税を含まない )

以上とし、 J3の主管権の譲渡の対価は、金 500万 円 (消 費税を含まない)以上とする。

第 6条 〔公衆送信権〕

譲渡試合の公衆送信権 (テ レビ・ラジオ放送権、インターネッ ト権その他一切の公衆送

信を行 う権利を含む、以下 「公衆送信権」という)は、すべて Jリ ーグに帰属する。

第 7条 〔試合の運営〕

譲渡試合の運営については、「 Jリ ーグ規約」および「試合実施要項」によるものとする。
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第 8条 〔改 正〕

本規定の改正は、理事会の承認により、これを行う。

第 9条 〔施 行〕

本規程は、平成 24年 4月 1日 か ら施行する。

〔改 正〕

平成 26年 1月 21日

平成 31年 1月 24日
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公益社団法人

チ ェアマン

日本プロサッカー リーグ

村井 満  殿

(住所 )

甲 〔譲渡する Jク ラブ〕 (名 称 )

(代 表者 )

年  月  日

(印 )

乙 〔譲受ける都道府県

サ ッカー協会〕

(住 所 )

(名 称 )

(代表者 )

(印 )

主管権譲渡承認申請書 〔様式 1〕

甲から乙に対 し、下記の条件により公式試合の主管権を譲渡いた した く、「 Jリ ーグ

規約」第 45条 および「主管権譲渡規程」第 4条 に基づき申請いた します。

記

譲渡試合 ①日 時 年  月  日 午前・午後  時  分

②場 所

③対戦相手

2 大会運営 Jリ ーグの試合実施要項に準拠する

3 経  費 ①必要経費 乙が、 Jリ ーグ規約第75条の必要経費を負担する。

②遠征費用
乙は、「旅費規程」に定める基準に従い、出場チー

ム双方に対 し試合当日までに支払う。

③その他

(1)マ ッチコ ミッシ ョナーな らびに主審および副

審 2名 の旅費等は Jリ ーグが負担する。

(2)第 4の審判員の旅費等は乙が負担する。

(3)試合使用球 7個は甲が準備する。

4 入場料 お よ

び入場券等

①入場料 入場料収入はすべて乙が管理する。

②入場券
入場券は乙の費用負担により作成 し、その発行枚数

は所定の用紙により甲からJリ ーグに報告する。

③招待券
乙は、Jリ ーグ所定の枚数の招待券を、無償にてJ

リーグに提供する。
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④協会納付

金
乙は、協会納付金を、甲を経由 して協会に納付する。

⑤事前承認
乙は、入場料の体系および入場券のデザインについ

て事前に甲を経由して Jリ ーグの承認を得る。

5 公衆送信権 公衆送信権は Jリ ーグに帰属する。

6 ポスター等 ポスターおよびプログラムは、乙の費用負担により作成する。

7 広告掲載等
乙は、スタジアムに提出する広告看板および入場券の裏面への広

告掲出等については、事前に甲を経由して Jリ ーグの承認を得る。

8 譲渡の対価 ①金 額
主管権譲渡の対価は金           円

(た だ し、消費税を含まない)と する。

②支払時期
乙は、前項の対価を、譲渡試合の実施日の翌日から

起算 して20日 以内に、甲に対 し支払う。

③支払方法 Jリ ーグの指定する方法による。

9 後援または

協力

(団 体名 )

①後 援

②協 力

10 収支報告
乙は、譲渡試合の実施日の翌日から起算 して20日 以内に、甲を経由し

て Jリ ーグに対 し、所定の用紙により譲渡試合の収支報告を行う。

11 協 議

本申請書に定めのない事項については、協会の寄附行為、 Jリ ー

グ規約およびこれらに付随する諸規程の定めるところに従い、甲、

乙およびJリ ーグが誠意をもって協議の上決定する。

以 上

〔注〕:本申請書は、甲乙捺印済みのもの 3通 を提出 して下さい。

承 認 書

上記の申請書に基づく主管権の譲渡を承認 します。

年  月  日

公益社団法人

チ ェアマ ン

日本プロサッカーリーグ

村井  満  (印 )

承認番号 年・第
'テ
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J3リ
ーログヘ参加するJlクラブおよびJ2クラブカ‖偏,」[するU-23チヨームに関する特則

第 1条 〔目 的〕

公益社団法人日本プロサッカー リーグ (以下「Jリ ーグ」という)は 、日本サッカーの

将来を担う若手選手により多くの実戦経験を積む機会を提供 し、もつて若手選手の育成強

化および日本サッカーの発展に資することおよび J3リ ーグの競技力および価値を向上さ

せ、もつてJ3リ ーグの発展に寄与することを目的として、U-23チ ームの J3リ ーグ

ヘの参加に関する特例的措置を講 じることとし、本特則において、U-23チ ーム編成ク

ラブのJリ ーグ規約および関連する諸規定における権利義務等について定めることとする。

第 2条 〔定 義〕

(1)U-23チ ームとは、Jリ ーグの理事会によりJ3リ ーグに参加を承認された、Jlク
ラブまたはJ2ク ラブがその登録する選手を用いて編成する トップチームとは別の 2つ

目のチームをいう。

(2)U-23チ ーム編成クラブとは、前項によりU-23チ ームを編成するJlク ラブまた

はJ2ク ラブをいう。

第 3条 〔U-23チ ーム編成クラブの地位〕

U-23チ ーム編成クラブは、U-23チ ームに関して別途の Jリ ーグの会員たる資格

を有するものではない。

第 4条 〔諸規程 との関係〕

本特則において定められた事項が、 Jリ ーグ規約および関連する諸規程の内容に抵触す

る場合、本特則の内容が優先する。

第 5条 〔削 除〕

第 6条 〔削 除〕

第 7条 〔U-23チ ームの条件〕

J3リ ーグヘ U-23チ ームを参加させる Jlク ラブまたは J2ク ラブは、次の条件を

満た していなければならない。

① ホームタウンまたは活動区域内のJ3基準を満たすスタジアムで原則としてホームゲ

ームの80%以上が実施可能であることが確約されていること

② U-23チ ームの運営にあたり、短期的に資金難に陥る可能性が極めて低いとJリ ー

グが評価できる状態であること

③ U-23チームを運営できる人事、組織体制が整えられていること
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第 8条 〔削 除〕

第 9条 〔U-23チ ームの参加〕

J3リ ーグヘのU-23チ ームの参加は 2020年 シーズンをもって終了し、2021年 以降

の参加は認められない。

第 10条 〔処 分〕

(1)U-23チ ーム編成クラブが、その編成するU-23チ ームに関連 して、次の各号いず

れかに該当するときは、 Jリ ーグの理事会はU-23チ ーム編成クラブに対 し、当該 U

-23チ ームの J3リ ーグヘの参加資格の停止処分その他必要と認める処分を行うこと

ができる。

① Jリ ーグの名誉を傷つけまたはJリ ーグの目的に反する行為があつたとき

② 第 7条に定める条件を満たさなくなつたとき

③ 第 14条 に定める義務に違反したとき

(2)前項の規定に基づき処分をした場合は、Jリ ーグはその事実と理由を公表する。

(3)第 1項の規定によりU-23チ ームの J3リ ーグヘの参加資格の停止処分を行 う場合

は、その決議を行う理事会以前に、U-23チ ーム編成クラブに弁明の機会を与えなけ

ればならない。

第 11条 〔脱 退〕

U-23チ ーム編成クラブがその編成するU-23チ ームをJ3リ ーグから脱退させよ

うとする場合は理事会の承認を得なければならない。ただし、シーズン途中の脱退は認め

られない。

第 12条 〔U-23チ ームの名称〕

U-23チ ームの名称は、 トップチーム名に「U-23」 をつけることを原則 とする。

また、チーム名称については商標登録済みであるかまたは商標出願 してなければならない。

第 13条 〔U-23チ ームのチームロゴ、エンブレム〕

U-23チ ームのチームロゴおよびエンブレムは、原則として トップチームのデザイン

と同じとする。ただし、理事会の承認を得て、 トップチームのチームロゴおよびエンブレ

ムを踏襲 しつつ、「U-23」 表記を付加するなど、差別可能なデザインを使用することが

できる。また、当該チームロゴおよびエンブレムについては商標登録済みであるかまたは

商標出願 していなければならない。

第 14条 〔U-23チ ーム編成クラブの義務〕

(1)U-23チ ーム編成クラブに関わる者は、 Jリ ーグ規約第3条第 1項に定めるJリ ーグ

関係者として、 Jリ ーグ規約の適用を受ける。

(2)U-23チ ーム編成クラブは、保有する∪-23チ ームに関してJリ ーグ規約第 19条

第 1項に定める入会金および同条第 2項に定める会費の支払いを要 しないが、 J3リ ー

グ戦への参加料 (対象年の 1月 1日 ～12月 31日 )と して、金 1,000万 円を、当年の 4
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月末までに Jリ ーグに納入 しなければならない。

(3)U-23チ ーム編成クラブは、U-18年 代の大会 とU-23チ ームの試合日程が重複

した場合、各選手にとってよ り良い出場機会を創出 しなければならない。

(4)U-23チ ーム編成クラブは、AFCチ ヤンピオンズ リーグ出場や J2への降格等があ

った場合でも、継続的に U-23チ ームを編成 して J3リ ーグに参加 しなければならな

い 。

第 15条 〔U-23チ ーム編成クラブの責任〕

(1)U-23チ ーム編成クラブは、U-23チ ームに関 して、Jリ ーグ規約第 51条 〔Jク ラ

ブの責任〕に定める責任をは じめ、 トップチームに関するのと同等の責任を有する。

(2)U-23チ ーム編成クラブは、 J3リ ーグ参加により、その後万が一、 Jリ ーグクラブ

ライセンスの各基準を満たさない状況となった場合、クラブライセンスが取 り消される

かまたは制裁が科される可能性があることを理解 しているものとする。

第 16条 〔実行委員〕

(1)U-23チ ーム編成クラブは、 トップチームの実行委員とは別に、U-23チ ームの実

行委員を選任 しなければならない。ただ し、当該実行委員については、実行委員会規程

第 3条の規定は適用されない。また、やむを得ない場合、 トップチームの実行委員と同

じ者が兼ねることを妨げない。

(2)∪ -23チ ームの実行委員は実行委員会規程第 2条第 2項に定めるJ3実行委員会に出

席するものとし、 J3実行委員会においては実行委員会規程第 8条に定める定足数に数

えられ、議決権を保有する。

(3)前項の定めにかかわ らず、U-23チ ームの実行委員は実行委員会規程第 2条第 2項 に

定める合同実行委員会においては実行委員会規程第 8条の定足数に数えられず、議決権

も保有 しない。ただ し、実行委員会規程第 9条の定めに従いオブザーバーとして出席す

ることを妨げない。

(4)U-23チ ームの実行委員は、保有するU-23チ ームに関 し、 Jリ ーグ規約その他の

関連諸規程に定める実行委員の義務を負うものとする。

第 17条 〔U-23チ ームに関する Jリ ーグ規約等の適用〕

(1)U-23チ ーム編成クラブは、保有するU-23チ ームに関 して、 Jリ ーグ規約その他

の関連諸規程に定める遵守義務について、 J3リ ーグに所属する Jク ラブと同等の範囲

において、その適用を受けるものとする。ただ し、下記条項に関 しては適用を受けない

ものとする。

① Jリ ーグ規約第3章  Jク ラブ

② Jリ ーグ規約第 41条 〔参加義務等〕第 1項

③ Jリ ーグ規約第 107条 〔トップチーム以外の監督、コーチおよびアカデミーダイレク

ター〕第2項

④ Jリ ーグ規約第 122条 〔収入の配分〕。ただし、公衆送信権料についてはホームゲー

ムにてローカル放送局で放送されたホーム分のみ配分する

(2)∪ -23チームのチームスタッフは、トップチームのチームスタッフとの兼務を認める。
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(3)U-23チ ームは Jリ ーグ規約第 42条 に則 り、「最強のチームによる試合参加」とする。

第 18条 〔表彰の取 り扱い〕

(1)U-23チ ームが残 した成績は Jリ ーグ規約第 82条に定める表彰の対象 とな り、賞金

も支払われる。

(2)U-23チ ームで試合に出場 した選手は、当該チームで残 した成績が Jリ ーグ規約第 82

条に定める表彰の対象とな り、選手への記念品も贈呈 される。

第 19条 〔J2ク ラブ・ J3ク ラブの入れ替えに関する取り扱い〕

U-23チ ームが J3リ ーグ戦において 2位以内となつた場合、 Jリ ーグ規約第 20条

に定めるJ2ク ラブ・ J3ク ラブの入れ替えについては、以下の通 り取 り扱う。

① J2に おける年間順位の下位 2ク ラブが J3に降格 し、J3に おけるすべてのU-2
3チ ームを除いた年間順位の上位 2ク ラブが J2に 昇格する

② 前号について、当該クラブの昇格要件に関わる事項は、Jリ ーグ規約第 20条第 2項、

第 3項および第 4項 に定める条項を適用する

第 20条 〔登録等〕

(1)チーム登録

トップチームとU-23チ ームは、公益財団法人日本サ ッカー協会 (以 下 「協会」とい

う)の 定める加盟チーム規則第 4条 に則 り加盟登録された同一のチームとする。

(2)選手登録

U-23チ ームの選手登録は、 Jリ ーグ規約第 100条の Jリ ーグ登録に際 して、当該シ

ーズンの 12月 31日 において満年齢 23歳 以下の者に、その旨の付記登録をすることに

より行 う。外国籍選手も同様 とする。

(3)試合エン トリーメンバー

U-23チ ームの試合エン トリーメンバーは、前項の U-23チ ームの選手登録がなさ

れた選手によって構成されなければならない。ただ し、試合エン トリーメンバーの内、

3名 は、U-23チ ーム編成クラブに選手登録 された選手のうち、 U-23チ ーム選手

登録がなされていない選手 (以下「オーバーエイジ」という)の 出場を認めることとす

る。また、ゴールキーパーに限 り、追加で 1名 のオーバーエイジを認めることとする。

(4)選手番号

ォーバーエイジとして出場する選手を含め、U-23チ ームにおける選手番号を、 トッ

プチームにおける選手番号 と異なった番号で登録することも可能 とし、 トップチームに

おける選手番号 と異なる選手番号 をU-23チ ームにおいて登録する場合には、 Jリ ー

グ規約第 100条 の Jリ ーグ登録において、U-23チ ームにおける選手番号を付記登録

することにより行 う。

(5)監督の登録

① U-23チームの監督はトップチームの監督と兼任できない。ただし、 トップチーム、

アカデミーのコーチとの兼任はできる

② U-23チ ームの監督の資格は協会の定める有効なS級指導者資格またはそれに相当

すると協会が認定した指導者としての実績のある者とする
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(6)コ ーチ、チームスタッフ等の登録

① コーチはトップチームとの兼任を認める

② チームスタッフ、運営担当および広報担当はトップチームとの兼任を認める

(7)ユニフォーム

U-23チ ームのユニフォームは トップチームと別のデザインを認める。ただし、色使

い等において トップチームのデザインを踏襲 し、関連性を維持しなければならない。ま

た、ユニフォーム要項の定めに従わなければならない。

第 21条 〔出場時間の取 り扱い〕

U-23チ ームの選手としての公式試合への出場時間は、「プロサ ッカー選手の契約、登

録および移籍に関する規則」の「1-3 プロA契約・プロB契約」に定める出場時間に算入

される。

第 22条 〔同日での試合出場〕

トップチームまたは U-23チ ームの公式試合にて試合エン トリーのみで出場 していな

い選手は、同日開催 される別の大会 (Jlも しくは J2ま たは J3)の 試合に出場するこ

とができる。

第 23条 〔規律委員会による処分〕

各 リーグは別大会 として扱 うため、警告累積、退場、出場停止は別の リーグには影響 し

ない。

第 24条 〔改 正〕

本特則の改正は、 Jリ ーグ理事会の承認により、これを行 うものとする。

第 25条 〔施 行〕

本特則は、平成 28年 1月 19日 から施行する。

〔改 正〕

平成 29年 1月 25日

平成 30年 1月 30日

平成 31年 1月 24日

令和 2年 1月 30日
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J3ク ラブライセンス交付規則

第 1条 〔趣 旨〕

本交付規則は、 J3の参加資格である J3ク ラブライセンス (以下「 J3ラ イセンス」

という)の要件、申請手続、審査手続その他の必要事項について定めるものである。

第2条 〔審査の基準〕

J3ラ イセンスの審査は、以下の5つ の基準について行われる。

① 競技基準 (第 7条 )

② 施設基準 (第 8条 )

③ 人事体制・組織運営基準 (第 9条 )

④ 法務基準 (第 10条 )

⑤ 財務基準 (第 11条 )

第 3条 〔申 請〕

(1)J3ラ イセンスの審査の申請日において、以下のいずれかの地位にあるクラブのみが、

J3ラ イセンスの申請者 (以下「J3ラ イセンス申請クラブ」という)と なり得る。

① Jlク ラブ

② J2ク ラブ

③ J3ク ラブ

④ 日本フットボールリーグ (JFL)に 所属するJリ ーグ百年構想クラブ。ただし、J3
ライセンスの審査の申請日の前年の 11月 30日 までに、Jリ ーグ百年構想クラブ規程

第 5条第 1項に定める申請を行っている百年構想クラブに限る

(2)J3ラ イセンスの交付を受けようとするクラブは、所定の手続きにより、原則としてJ

3ラ イセンスの対象となるシーズン (以 下「対象シーズン」という)の前年 6月 30日 ま

でにJ3ラ イセンスの交付を受けるための審査の申請をしなければならない。

(3)前項の規定にかかわらず、 Jリ ーグクラブライセンス交付規則に基づき、そのライセン

ス申請締切日までにJlま たはJ2のクラブライセンスの申請を行ったものの、いずれ

のクラブライセンスについてもFIB(ク ラブライセンス交付第一審機関)ま たはAB
(ク ラブライセンス交付上訴機関)か ら交付決定を受けられなかつたクラブは、対象シ

ーズンについて前項の申請を行っていたものとみなす。ただし、Jリ ーグクラブライセ

ンス事務局から、追加でJ3ラ イセンスに関する申請書類の提出を求められる場合があ

る。

第 4条 〔審 査〕

(1)前条第 2項 の規定に基づ く申請がなされたときは、クラブライセンス事務局が審査を実

施 し、必要に応 じて J3ラ イセンス申請クラブに対 して追加書類の提出を求め、また、

ヒア リングを実施するものとする。
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(2)ク ラブライセンス事務局は前項に基づく審査結果をまとめた書面を理事会に提出 し、理

事会が次条に定める合否を審議 し、決定するものとする。

(3)前項の決定は、対象シーズンの前年の 11月 末までに行われるものとする。

第 5条 〔審査方法〕

(1)審査は第 7条から第 11条 までに定める各基準をすべて充足 した場合に合格 したものと

する。審査に合格 した J3ラ イセンス申請クラブには、対象シーズンの J3ラ イセンス

が交付される。

(2)前項の規定にかかわ らず、理事会は、第 7条から第 11条 までに定める基準のいずれかを

充足 しない場合であっても、対象シーズンの J3リ ーグの安定開催に支障を及ぼさない

と認められる場合には、 J3ラ イセンスを交付することができる。かかる場合、理事会

は、 Jリ ーグ規約第 142条第 1項に定める懲罰を合わせて審議決定するものとする。た

だ し、財務基準 F.01第 3項および財務基準 F.06第 3項に定める基準が未充足であつた

J3ラ イセンス申請クラブに対する懲罰は、原則として、対象シーズンの勝点減 (最大

10点 )と する。

(3)審査の過程で、又は審査の結果を踏まえて、Jリ ーグは、第 7条か ら第 11条 に定める基

準に関 して、クラブに通知の うえ、改善に向けた指導を行 うことができる。

第 6条 〔有効期間〕

J3ラ イセンスの有効期間は、対象シーズンの満了までとする。

第 7条 〔競技基準〕

競技基準を以下の各項目のとおり定める。

番号 項目およびその内容

S.01 アカデミーチーム

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、J3ラ イセンスの審査の申請日時点で、普及

活動 (サ ッカースクールまたはクリニック)を 定期的に実施 している実績が

なければならない。

(2)J3ラ イセンス申請クラブは、下記のアカデ ミーチームの うちいずれか 1

つ以上を保有 しているか、 J3ラ イセンス申請クラブと関連する法人内に

置いていなければならない。ただ し、第 3号に定めるチームについては、当

該年齢におけるサ ッカースクールまたはク リニックで代替することができ

る。なお、J3ラ イセンス申請クラブは、毎年度、当該アカデミーチームを

技術的および金銭的に支援 しなければならない。

① U― ¬8チ ーム

② U-15チ ーム

③ U-12チ ーム

(3)前項にいうアカデミーチームのうち、U-18チ ームおよびU-15チ ー

ムはJFAにチームおよび所属選手の登録を行わなければならず、U-1
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2チ ームについては、JFAに チーム登録 した場合には、JFAに 当該チー

ムの所属選手を登録 しなければならない。

S.02 アカデミープログラム

J3ラ イセンス申請クラブは、下記項目を記載した「アカデミー申請書」(J

リーグ指定書式)を提出しなければならない。

① 育成・普及の理念および方針

② J3ラ イセンス申請クラブのアカデミー組織図

③ アカデミーの指導者に関する情報 (資格、指導歴等)

④ アカデミーの トレーニング施設に関する情報

S.03 選手の医療面でのケア (メ ディカルチエック)

J3ラ イセンス申請クラブは、Jリ ーグ入会が認められて以降は、トップチー

ムでプレーするすべての選手に対 して、Jリ ーグの定めるメディカルチェック

を年に 1回 受診させ、「Jl・ J2・ J3リ ーグ戦試合実施要項」第 12条 の定め

に基づく「Jリ ーグメディカルチエック報告書」につき、対象選手全員分をJリ

ーグに提出しなければならない。

S.04 教育プログラム

J3ラ イセンス申請クラブは、Jリ ーグ入会が認められて以降は、JFA審 判

委員会が説明する、レフェリングおよびサッカー競技規則に関するルール講習

会、ならびにスポーツ・インテグリティ、ドーピング管理およびその他AFCが

求めるテーマに関するイベン トやセッションに、選手、監督、コーチ、強化責任

者を出席させ、出席者の一覧をJリ ーグが指定 した期日までに提出しなければ

ならない。

第 8条 〔施設基準〕

(1)施設基準は、「Jリ ーグスタジアム基準」に定められた内容を充足 していなければならな

い 。

(2)前項の定めのほか、施設基準を以下のように定める。

番 号 項目およびその内容

I.01 公認スタジアム (ホ ームスタジアム )

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、 Jリ ーグ公式試合の試合開催に利用するこ

とのできる、以下のいずれかの条件を満たすスタジアムを、ホームスタジア

ムとして確保 しなければならない。

① J3ラ イセンス申請クラブがスタジアムを所有していること

② J3ラ イセンス申請クラブと使用するスタジアムの所有者 (複数ある場

合はそれぞれのスタジアムの所有者)と の間で、Jリ ーグ公式試合にお
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いてスタジアムを使用できることが、書面 (Jリ ーグ指定書式)に て合意

されていること。なお、Jリ ーグ公式試合におけるスタジアムの使用と

は、ホームゲーム数の 80%以 上を原則として当該スタジアムで開催する

ことを指す。なお、公式試合で使用するスタジアムが複数ある場合は各

会場で開催される公式試合の合計数を対象とする

(2)前項のスタジアムは、第 8条第 1項に定める要件を満た していなければな

らない。

(3)前項に関わらず、「Jリ ーグスタジアム基準」に明示 した項目のみ、以下の

とおり例外を設ける。

① ライセンス申請者が、ライセンス申請時に、以下のいずれかに該当する

ものとして「例外適用申請書」を提出し、施設基準 I.01の 例外適用が J

リーグ理事会で承認された場合は、施設基準 I.01を 満たしているもの

とする

イ.要件を満たすための工事が着工されており、かつ、当該ライセンス申

請時から4年 以内に到来する最終のシーズンの開幕前日までに竣エ

し、工事期間中も試合開催に支障をきたさないと合理的に認められ

る場合

口.Jリ ーグ規約第 34条第 1項の要件を満たすスタジアムを将来的に整

備することをライセンス申請者が文書で約束 した場合

② 前号口の例外に基づきライセンス申請者がJ3に入会 したときは、ライ

センス申請者は、当該入会決定後 3年 以内に到来する最終のライセンス

申請時までに、場所・予算・整備内容を備えた具体的なスタジアム整備

計画を提出しなければならない。また、入会決定後 5年以内に到来する

最終のライセンス申請時までに工事完了し、供用開始が行われなければ

ならない。ただし、工事完了・供用開始までの期限については、ライセ

ンス申請者が当該期限内に到来する最終のライセンス申請時に前号イ

に基づく例外申請を行い、これが認められたときは、4年以内に到来す

る最終のシーズンの開幕の前日まで延長される。なお、想定外の事象が

発生 しやむを得ないと認められる場合は理事会にて例外規定の適用の

有無を決定する

③ 前項の例外規定に基づきライセンス申請者が J3に 入会 したときは、以

後のライセンス申請においては、当該例外規定を用いることはできない

(4)ホームスタジアム確認書は、当該書類の提出日から2年以内に発行された

ものでなければならない。

(5)第 1項のホームスタジアムが、ライセンス申請締切日の時点において完成

していない場合、対象シーズンのJリ ーグ開幕の前日までに工事完了し、供

用開始が行われなければならない。

02 スタジアムの認可 (安 全性と警備計画 )

(1)ホームスタジアムは、国内の法律や地域の条例による安全性 と避難計画に
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関する規定を満たし、認可を受けて建設されたものでなければならない。

(2)J3ラ イセンス申請クラブは、地元警察、消防等の公的機関と密接に協力

し、スタジアムの安全と治安の維持についての計画を網羅的に記載 した警

備計画書を作成のうえ、Jリ ーグに提出しなければならない。ただし、新た

に Jリ ーグ入会を希望するクラブについては、Jリ ーグ入会後に初めて迎

えるシーズンの開幕までに提出するものとする。

(3)前項にいう計画には、チケット発行・販売の方法、観客の中から特定の個人

や集団を選別する方法やふるい分けの方法、隔離すべき事態が起こつた場

合の計画、群衆を分散させるための計画、医療サービス、火事や停電等の緊

急事態が発生 した場合の対策など、試合の運営について全般的に網羅する

ように努めなければならない。

1.03 スタジアム :避難計画の策定

J3ラ イセンス申請クラブは、緊急時にホームスタジアム内のすべての人が

避難できる内容であると地元の警察や消防に承認 された避難計画を、施設基準

L02に いう警備計画書に盛 り込まなければならない。

I.04 トレーニング施設

J3ラ イセンス申請クラブは、ホームタウン等の協力のもと、年間を通 じて ト

ップチームが利用するための練習場が確保できるように しなければならない。

なお、当該練習場は J3ラ イセンス申請クラブが専用で利用可能であることが

望ま しい。

I.05 スタジアム :安 全性

(1)ホームスタジアムは国内法令に基づき、安全性が確保 されたものでなけれ

ばならない。

(2)J3ラ イセンス申請クラブはホームスタジアム所有者 と協力の うえ、スタ

ジアムが次の各号の内容を満たすよう努めなければな らない。

① ホームスタジアムには雷保護設備を設置すること

② クラブ、および警察・消防司令が、場内放送システム等を使用して、ホ

ームスタジアム内外にいる観客との連絡および指示に対応できること

1.06 アカデ ミーの トレーニング施設

J3ラ イセンス申請クラブは、ホームタウン等の協力のもと、年間を通 じてア

カデ ミーが利用するための練習場が確保できるようにしなければな らない。な

お、当該練習場は J3ラ イセンス申請クラブが専用で利用可能であることが望

ましい。

07 (基準番号変更に伴い欠番 )
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I.08 身体障がいのある観客

J3ラ イセンス申請クラブは、ホームスタジアム所有者と協力のうえ、スタジ

アムが次の各号の内容を満たすよう努めなければならない。

① 観戦の際の安全が確保され、かつアクセスが容易な場所に車椅子の入場

者のための席 (車椅子席)を設置すること

② 車椅子の入場者の付添人用の椅子を備えること

I.09

I.11

(基準番号変更に伴い欠番 )

第 9条 〔人事体制・組織運営基準〕

人事体制・組織運営基準を以下のとおり定める。

番 号 項目およびその内容

P.01 クラブ事務局

J3ラ イセンス申請クラブは、以下の各号の情報を所定の方法によりJリ ー

グに届け出なければならない。

① 事務所の所在地 (複数ある場合はすべて記載する)

② 当該事務所の所有、賃貸の区分

③ 役員・社員・従業員の一覧

④ 事務所の問い合わせ先電話番号、FAX番号、Eメ ールアドレス

P.02 代表取締役または代表理事

J3ラ イセンス申請クラブには、適用法令に従 って適切に選任された代表取

締役または代表理事がいなければならない。

P.03 財務担当 (フ ァイナンスオフイサー )

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、経理・財務を担当する取締役または理事を

置き、かつ、経理・財務分野に関する 1年 以上の実務経験 を有する常勤の

経理・財務担当を 1名 以上置かなければならない。ただ し、新たに Jリ ー

グ入会を希望するクラブについては、 Jリ ーグ入会後に初めて迎えるシー

ズンの開幕までに置 くものとする。

(2)前項にいう財務担当は、コンプライアンス・オフィサーと兼務することが

できる。

P.04 人事担当 (ヒ ューマンオフイサー )

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、労務管理・ハラスメン ト管理・人事・社員教

育に関する事項について責任を有する常勤の人事担当 (ヒ ューマンオフィ

156



サー)を 1名 以上置かなければならない。ただ し、新たに Jリ ーグ入会を

希望するクラブについては、 Jリ ーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開

幕までに置 くものとする。

(2)前項にいう人事担当は、代表取締役または代表理事およびコンプライアン

ス・オフィサーと兼務することができる。

P.05 運営担当 (オ ペレーションオフィサー )

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、試合運営に関する事項について責任を有す

る常勤の運営担当 (オペレーションオフィサー)を 1名 以上置かなければな

らない。ただし、新たに Jリ ーグ入会を希望するクラブについては、Jリ

ーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに置 くものとする。

(2)前項にいう運営担当は、セキュリティ担当およびコンプライアンス・オフ

ィサーと兼務することができる。

P.06 セキュリティ担当 (セ キュリティオフィサー)

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、安全および治安に関する事項について責任

を有する常勤のセキュリティ担当 (セ キュリティオフィサー)を 1名 以上

置かなければならない。ただ し、新たに Jリ ーグ入会を希望するクラブに

ついては、Jリ ーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに置くもの

とする。

(2)前項にいうセキュリティ担当は、運営担当およびコンプライアンス・オフ

ィサーと兼務することができる。

P 07 広報担当 (メ ディアオフィサー )

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、メディアに関する事項について責任を有す

る常勤の広報担当 (メ ディアオフィサー)を 1名 以上置かなければな らな

い。ただ し、新たに Jリ ーグ入会を希望するクラブについては、 Jリ ーグ

入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに置 くものとする。

(2)前項にいう広報担当は、事業担当およびコンプライアンス・オフィサー と

兼務することができる。

P.08 事業担当 (マ ーケティングオフィサー )

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、マーケティングに関する事項について責任

を有する常勤の事業担当 (マ ーケティングオフィサー)を 1名 以上置かな

ければならない。ただ し、新たに Jリ ーグ入会を希望するクラブについて

は、Jリ ーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに置 くものとする。

(2)前項にいう事業担当は、広報担当およびコンプライアンス・オフィサー と

兼務することができる。

P.09 (基準番号変更に伴い欠番 )
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P.10 コンプライアンス・オフィサー

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、コンプライアンスに関する事項について責

任を有するコンプライアンス・オフィサーを 1名 以上置かなければならな

い。また、コンプライアンス・オフィサーは常勤の取締役または理事でな

くてはならない。ただ し、新たに Jリ ーグ入会を希望するクラブについて

は、Jリ ーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに置 くものとする。

(2)前項にいうコンプライアンス・オフィサーは、人事体制・組織運営基準 P.02

か ら人事体制・組織運営基準 P.08の 各役職 と兼務することができる。

P.11 医師 (メ ディカル ドクター)

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、 トップチームヘの医療面でのサポー トおよ

びア ドバイス、ならびに ドーピング防止方針について責任を有する医師を

1名 以上置かなければならない。ただし、新たに Jリ ーグ入会を希望する

クラブについては、 Jリ ーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに

置 くものとする。なお、Jリ ーグ規約第 52条 第 3項 の定めにより、すべて

の試合に医師を同行させ、原則としてベンチ入りさせる必要がある。

(2)前項にいう医師は日本国医師免許を保有 しているものとする。

P.12 メディカルスタッフ

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、医師をサポー トし、 トップチームの トレー

ニング、試合中の医療手当およびマッサージについて責任を有するメディ

カルスタッフを 1名 以上置かなければならない。ただ し、新たに Jリ ーグ

入会を希望するクラブについては、 Jリ ーグ入会後に初めて迎えるシーズ

ンの開幕までに置 くものとする。

(2)前項にいうメディカルスタッフは、以下のいずれかの国家資格等を保有 し

ている者が望ま しい。

① 理学療法士

② 柔道整復師

③ あん摩マッサージ指圧師

④ はり師

⑤ きゅう師

⑥ 公益財団法人日本体育協会公認アスレティックトレーナー

P.13 トップチーム監督

J3ラ イセンス申請クラブは、 JFAの 定める有効な「S級」指導者資格ま

たはそれに相当するとJFAが 認定 した指導者としての実績を有する者を トッ

プチームの監督に置かなければならない。ただ し、新たに Jリ ーグ入会を希望

するクラブについては、 Jリ ーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに

置 くものとする。
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P.14 トップチームのコーチ

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、 トップチームのコーチを 1名 以上置かなけ

ればならない。ただ し、新たに Jリ ーグ入会を希望するクラブについては、

Jリ ーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに置 くものとする。

(2)前項にいうコーチは、 JFAの 定める有効な「B級」指導者資格またはそ

れに相当するとJFAが 認定 した指導者としての実績 を有する者であるこ

とが望ま しい。

P.15 アカデミーダイレクター

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、育成部門の責任者であるアカデミーダイレ

クターを 1名 以上置かなければならない。ただし、新たにJリ ーグ入会を

希望するクラブについては、Jリ ーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開

幕までに置 くものとする。

(2)前項にいうダイレクターは他の役職と兼務することが可能で、育成部門で

の指導経験があることおよびJFAの 定める有効な「B級」指導者資格ま

たはそれに相当するとJFAが 認定した指導者としての実績を有する者で

あることが望ましい。

P.16 アカデミーチーム監督

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、アカデミーのチームそれぞれに、JFAの
定める有効な「B級」指導者資格またはそれに相当するとJFAが 認定し

た指導者としての実績を有する者を、当該チームを担当する監督として置

かなければならない。ただ し、新たにJリ ーグ入会を希望するクラブにつ

いては、Jリ ーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに置 くものと

する。

(2)前項にいう監督は他の役職と兼務することが可能であるが、専任で置 くこ

とが望ましい。

P.17 アカデミーチームコーチ

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、アカデミーのチームそれぞれに、JFAの
定める有効な「C級」指導者資格またはそれに相当するとJFAが 認定 し

た指導者としての実績を有する者 1名 以上を、当該チームを担当するコー

チとして置かなければならない。ただし、新たに Jリ ーグ入会を希望する

クラブについては、Jリ ーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに

置 くものとする。

(2)前項にいうコーチは他の役職と兼務することができる。

P. 18 安全・警備組織 :警備員

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、ホームゲームの運営に際する安全と治安を

確保するため、警備員を提供する外部の警備会社と書面による契約を締結
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しなければならない。ただ し、新たに Jリ ーグ入会を希望するクラブにつ

いては、 Jリ ーグ入会後に初めて迎えるシーズンの開幕までに契約を締結

するものとする。

(2)Jリ ーグ公式試合においては、ホームゲームの際、前項の警備会社か ら派

遣された警備員を、必要に応 じて配置させなければならない。

P. 19 権利と義務

人事体制・組織運営基準 P.02か ら人事体制・組織運営基準 P.18ま でに記さ

れた人員の職務にあた り、 J3ラ イセンス申請クラブと当該人員が個別に契約

を締結 している場合には、付帯する覚書等の書類と合わせ、当該契約に関する

書式の写 しを Jリ ーグに提出 しなければならない。

P.20 ライセンス申請書類提出後の変更通知義務

J3ラ イセンス申請書類を Jリ ーグに提出後、人事体制 。組織運営基準 P.01

か ら人事体制・組織運営基準 P.18に 関 して、すでに提出済みの情報に変更があ

る場合は、当該変更の発生日か ら 10日 以内にその詳細を所定の方法にて Jリ ー

グに通知 しなければならない。

P.21 ライセンス交付シーズンにおける後任の選任義務

(1)人事体制・組織運営基準 P.02か ら人事体制・組織運営基準 P.18に 規定さ

れる人員について、シーズン途中に、クラブの支配の及ばない事由 (病 気、

事故等)に起因 して欠員が出た場合は、クラブは当該人員をただちに補充

しなければならない。ただ し、補充された人員が、当該人員の属する職務

に相当する基準を満たさない場合は、当該人員の任期は J3ラ イセンス交

付シーズンの末日までとする。

(2)前項に規定される人員について、クラブの決定 (任期途中での解任、解雇

等)に起因 して欠員を生 じさせる場合には、クラブは、当該欠員の属する

職務に相当する基準を満たす人員をただちに補充 しなければならない。

(3)ク ラブは、前 2項に定める人員交代につき、交代を決定 した日か ら 7日 以

内に、所定の方法にて Jリ ーグに通知 しなければならない。

第 10条 〔法務基準〕

法務基準を以下のとおり定める。

番号 項目およびその内容

L.01 Jリ ーグ正会員としての宣言書

J3ラ イセンス申請クラブは、以下の内容を遵守する旨の宣言書 (Jリ ーグ指

定書式)を提出しなければならない。ただし当該宣言書は、Jリ ーグヘの提出期

限前 3か 月以内に、クラブの代表者が印鑑登録されている代表者印を押印した
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ものとする。

① FIFA、 AFCおよび国内協会、ならびに国内リーグの、規約、規程、

規則および決定が法的拘束力のあるものであることを認めること

② 国際的な次元の紛争、とりわけFIFAま たはAFCが関与している紛

争について、CAS(ス ポーツ仲裁裁判所)の専属的管轄を認めること

③ FIFAお よびAFC規約に基づく、普通裁判所への提訴の禁止を認め

ること

④ JFAに公認されている競技会で競技すること

⑤ 出場が認められた場合には、AFCに公認されている競技会に出場する

こと (た だし、親善試合には関係しない)

⑥ Jリ ーグ規約および関連または付随する諸規程の条項および条件に従

い、かつ遵守することを約束すること

⑦ 「クラブライセンス申請システム」等により提出済みのすべての文書、

資料、および情報は完全かつ正確であること

③ Jリ ーグおよびJFAに対し、文書を検証し、かつ、情報を求め、また、

国内法令に従つて関連する公共機関または民間団体に情報を求める権

限 を与 えること

⑨ Jリ ーグに対し、事前の通知なくJ3ラ イセンス申請クラブを調査する

権限があることを認めること

⑩ 定められた期限内に、ライセンス申請書類を提出した後に発生した、重

大な変更、主要な経済的重要性のある事象または状況および事後的事象

について、Jリ ーグに通知すること

L.02 クラブの登記情報

J3ラ イセンス申請クラブは以下の文書を提出 しなければならない。

① J3ラ イセンス申請クラブの定款原本の写し

② J3ラ イセンス申請クラブの履歴事項全部証明書の写し

(Jリ ーグヘの提出期限より3か 月前以内に発行されたものであるこ

と)

③ J3ラ イセンス申請クラブの印鑑登録証明書の写し

(Jリ ーグヘの提出期限より3か 月前以内に発行されたものであるこ

と)

L.03 他クラブの経営等への関与の禁止

J3ラ イセンス申請クラブは、クラブの経営、管理運営および/ま たは競技活

動に関わるいかなる自然人も法人も、直接と間接 とを問わず、以下の各号のいず

れにも該当 しないことを宣言する旨の文書 (Jリ ーグ指定書式)を提出 しなけれ

ばならない。ただ し当該宣言書は、Jリ ーグヘの提出期限前 3か月以内に、クラ

ブの代表者が印鑑登録されている代表者印を押印 したものとする。

① 同じ競技会に出場している他のクラブの証券または株式を、重大な影響
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を与えうる割合で保有するかまたは取引すること

② 同 じ競技会に出場 している他のクラブの株主の議決権の過半数を有す

ること

③ 同じ競技会に出場 している他のクラブの経営、管理運営および監督機関

の構成員の過半数を任命するかまたは解任する権利を有 していること

④ 同じ競技会に出場 している他のクラブの株主であり、かつ、そのクラブ

のその他の株主と締結 した契約に従つて、当該クラブの株主議決権の過

半数を単独で有 していること

⑤ 同じ競技会に出場 している他のクラブのメンバーであること

⑥ 同じ競技会に出場 している他のクラブの経営、運営管理または競技活動

に何らかの地位において関与 していること

⑦ 同じ競技会に出場 している他のクラブの経営、運営管理または競技活動

について何らかの権限を有 していること

L.04 選手との書面による契約

J3ラ イセンス申請クラブは、すべてのプロ選手と書面による契約を締結 し

なければならない。登録選手との選手契約書および当該契約書に付帯する覚書

すべての写 しを、登録選手全員分提出しなければならない。また、アマチュア選

手については、アマチュア選手が署名 した誓約書および当該選手との間で諸手

当について確認 した書式のほか、当該選手と締結 した書式の写 し全てを提出し

なければならない。

L.05 就業に関する規則の整備

J3ラ イセンス申請クラブは、国内法令に適合 した就業規則またはそれに類

する文書を提出しなければならない。

第 11条 〔財務基準〕

財務基準を以下のとおり定める。

番 号 項目およびその内容

F.01 年次財務諸表 (監査済み )

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、 J3ラ イセンス申請クラブの有する法人格

に対する国内法令に基づいた年次財務諸表一式を作成 し、 Jリ ーグに提出

しなければならない。なお、当該年次財務諸表は、監査役または監事の監査

を受け、監査報告書が付されているものとする。

(2)J3ラ イセンス申請クラブが何 らかの関連する会社等を有 している場合に

は、J3ラ イセンス申請クラブの個別財務諸表のほか、当該関連する会社の

個別財務諸表および作成を行つている場合には連結財務諸表を Jリ ーグに

提出 しなければならない。また、J3ラ イセンス申請クラブの個別財務諸表
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のみで判定を行うと著 しく不公平になるとJリ ーグが判断 した場合には、

当該関連する会社等を含めて審査を行うものとする。

(3)J3ラ イセンス申請クラブが以下のいずれかの状況である場合は、基準

F.01は 満たさないものとする。

① 3期 連続で当期純損失を計上した場合

② ライセンスを申請 した日の属する事業年度の前年度末日現在、純資産の

金額がマイナスである (債務超過である)場合

③ Jリ ーグからの指摘に基づき、過年度の決算の修正が必要となつた場合

において、過年度の決算を修正 した結果、前 2号に示す事態となった場
ハ

F.02 (基準番号変更に伴い欠番 )

F.03 選手移籍活動によつて生 じる他のサ ッカークラブに対する期限経過未払金の皆

無

J3ラ イセンス申請クラブは、 J3ラ イセンスが対象シーズンの前年の 6月

30日 の時点で、選手移籍活動によつて生 じる他のサッカークラブに対する期限

経過未払金がないことを証明する書式 (Jリ ーグ指定書式)を 提出 しなければな

らない。ただ し、対象シーズンの前年の 8月 31日 までに完全に和解 した場合、

債権者 との相互合意により期限が延期された場合、あるいは管轄当局へ提出さ

れた「明らかに無根拠ではない紛争」に該当する場合を除 く。

F.04 従業員や社会保険当局、税務当局に対する期限経過未払金の皆無

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、 J3ラ イセンスの対象 となるシーズンの前

年の 6月 30日 の時点で、現在および過去の従業員 (「 選手の地位および移

籍に関する FIFA規則」に従ったすべてのプロ選手、および人事体制・組織

運営基準の P.02か ら人事体制・組織運営基準 P.18ま でに示す人員を含む )

との間の、契約上の、および法律上の義務に関 して、従業員および社会保険

当局および税務当局に対す る期限経過未払金がないことを証明す る書式

(Jリ ーグ指定書式)を 提出 しなければならない。ただ し、J3ラ イセンス

の対象となるシーズンの前年の 8月 31日 までに完全に和解 した場合、債権

者 との相互合意によ り期限が延期 された場合、または管轄当局へ提出され

た「明らかに無根拠ではない紛争」に該当する場合を除 く。

(2)従業員に対する期限経過未払金が発生 しないための、就業規則 と賃金規程

の作成、従業員との時間外・休 日労働に関する協定 (36協定)の締結およ

び勤怠の管理、に関 し不足があつてはならない。ただ し、2か月以内に改善

が行われた場合にはこの限 りではない。

F.05 ライセンス交付の決定に先立つ表明書

(1)J3ラ イセンス交付の決定が下され る期間 (当 該期間は Jリ ーグか ら通知
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をする)の 開始前 7日 以内に、J3ラ イセンス申請クラブは Jリ ーグに対

し、当該申請クラブが J3ラ イセンスの審査の申請日が属する事業年度の

前年度の末日以降、J3ラ イセンス申請クラブの財務状況に (好影響か悪影

響かを問わず)影響を及ぼし得るような経済的重要性のある事象または状

況が生 じたか否かを表明する書式 (Jリ ーグ指定書式)を 提出しなければな

らない。

(2)前項に関わらず、J3ラ イセンス申請クラブの財務状況に (好影響か悪影響

かを問わず)影響を及ばし得るような経済的重要性のある事象が発生 した

場合には、J3ラ イセンス申請クラブは当該事象の詳細をJリ ーグに説明

しなければならない。

F.06 予算および予算実績、財務状況の見通 し

(1)J3ラ イセンス申請クラブは、 J3ラ イセンスの審査の申請 日が属するJ

3ラ イセンス申請クラブの事業年度の年次の損益予算 を、科 目ごとの明細

とともに、その前事業年度の末日までに提出 しなければならない。ただ し、

提出期 日以降に Jリ ーグ百年構想クラブに認定されたクラブについては、

当該資料の提出期 日を Jリ ーグが別途指定するものとする。なお、当該損益

予算は、取締役会または理事会 (取締役会設置会社でない場合は株主総会 )

で承認されたものとする。

(2)J3ラ イセンス申請クラブは、Jリ ーグが指定する期 日までに、対象シーズ

ンを含む決算期における J3ラ イセンス申請クラブの財務状況の見通 しを

説明する資料を提出 しなければならない。なお、Jリ ーグはこの資料に基づ

き、当該クラブの財務状況について詳細な調査を行 うことがある。

(3)J3ラ イセ ンス申請 クラブが以下のいずれかの状況である場合は、基準

F.06は 満たさないものとする。

① 審査の結果、ライセンス申請日の属する事業年度または翌事業年度にお

いて、資金不足に陥る可能性または経営の継続が困難となる可能性が高

いと判断される場合

② 審査の結果、ライセンス申請者の財務状況がすでに基準 F.01を 充足す

る内容でないと判断される場合

F.07 ライセンス交付後の重要な後発事象の通知義務

J3ラ イセンスの交付を受けた後、対象シーズンにおいて、クラブの事業継続

に悪影響を及ぼし得る出来事が発生 した場合、発生 した日から14日 以内に、J

3ラ イセンスの交付を受けたクラブはJリ ーグに対 し、その出来事の内容、およ

び当該クラブの事業に与える影響をJリ ーグに説明しなければならない。

F.08 財務状況の見通 しの修正義務

J3ラ イセンス申請クラブが財務状況の見通 しの説明に誤 りがあ り、修正す

べきであると認められる場合には、当該クラブは Jリ ーグの指示に従い、財務状
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況の見通 しを修正のうえ、 Jリ ーグに提出 しなければならない。

第 12条 〔本交付規則に定めのない事項〕

本交付規則に規定されていない事項については、 Jリ ーグ理事会がこれを決定する。

第 13条 〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行 うものとする。

〔改 正〕

平成 27年 4月 28日

平成 28年 1月 19日

平成 29年 1月 25日

平成 30年 1月 30日

平成 31年 1月 24日

令和 2年 1月 30日
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Jリ ーグ百年構想クラブ規程

第 1条 〔趣 旨〕

本規程は、Jリ ーグ規約第 18条第 1項に基づき、公益社団法人日本プロサッカー リーグ

(以下「Jリ ーグ」という)が、将来 Jリ ーグヘの入会を目指すクラブを、Jリ ーグ百年

構想クラブ (以下「百年構想クラブ」という)と して認定する際の事項について定める。

第 2条 〔百年構想クラブの条件〕

(1)百年構想クラブヘの認定を申請するクラブ (以下「申請クラブ」という)は、法人とし

て次の条件を満たしていなければならない。なお、第 8号および第 9号に関しては、申

請クラブの関連する法人にて条件を満たすことをもって足りるものとする。

① Jリ ーグ規約第 1条 〔Jリ ーグの目的〕に賛同していること

② 定款が適法かつ適正に整備されていること

③ 日本法に基づき設立された株式会社、公益社団法人または特定非営利活動法人であり、

1年 以上の運営実績があること

④ 将来の Jリ ーグ入会を目指し、Jリ ーグクラブライセンスの取得を念頭に置いた各種

基準の体制整備に対して、Jリ ーグの指導を受けながら、準備を行うこと

⑤ Jリ ーグ入会までに、Jリ ーグ規約第 24条に定めるホームタウンを予定または決定し

ていること

⑥ サッカークラブ運営が主たる業務とされていること

⑦ 現に日本フットボールリーグ (JFL)、 9地域のサッカーリーグまたは都道府県サッ

カーリーグに加盟し、活動している実績があること

③ 天候、日時を問わず、トップチームが練習できる場所を確保できる状態であること (屋

内か屋外かを問わない)

⑨ 公益財団法人日本サッカー協会 (以下「協会」という)に対し2種または3種のいずれ

かで登録したチームがあり、1年以上活動した実績があること。なお、これに当てはま

らない場合は、第 5条第 1項に定める申請を行つた日の属するシーズンの翌シーズン

の最終日までに当該チームを協会に登録し、活動を開始することを申請クラブが文書

にて確約することをもつて足りる

⑩ 普及活動 (サ ッカースクールまたはクリニック)を 1年以上継続して実施していること

① 適法かつ適正に決算が行われ、財務諸表および税務申告書類が作成されるとともに、短

期的に資金難に陥る可能性が極めて低いとJリ ーグが評価できる状態であること

⑫ 取締役 (理事)に 、本項第 5号にいうホームタウンに居住または勤務している者が 1名

以上含まれていること

① 常勤役員 (常勤理事)が 1名 以上、その他常勤社員 (常 勤職員)が 4名 以上いること。

なお、常勤社員 (常勤職員)の うち 1名 は経理・財務分野に関する実務経験を有する財

務担当者とする。また、常勤役員 (常勤理事)は複数で、そのうち1名 以上は代表取締

役 (代 表理事)で あることが望ましい
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① 申請クラブの名称、ロゴ、エンブレムについて、Jリ ーグが指定する商標が取得済みも

しくは出願中であることまたは商標登録出願のための準備がすみやかに始められる状

態であること

(2)申 請クラブは、申請にあたり、以下に定める協力を得なければならない。

① Jリ ーグ入会を目指すことを、申請クラブの所属する都道府県サッカー協会が承認 し、

支援 していることが、当該サッカー協会により文書で具体的に示されていること

② 前項第 5号において予定または決定 したホームタウンが、申請クラブの Jリ ーグ入会

を応援するとともに、Jリ ーグ入会に向けた取 り組みを支援する姿勢を、文書で具体的

に示 していること

(3)申 請クラブは、Jリ ーグ規約第 32条に定めるスタジアム (ホームスタジアム)について、

以下の第 1号ないし第 3号のいずれか、第4号および第 5号の条件を満たしていなければな

らない。

① ホームスタジアムを決定しており、当該スタジアムについて協会および第 1項第 4号

にいうホームタウンがホームスタジアムであることを承認していること

② ホームスタジアムは、理事会が別途定めるJ3ク ラブライセンス交付規則もしくはJ

リーグクラブライセンス交付規則に定める基準を満たすものであるかまたは将来当該

基準に適合すべ〈改修可能であり、改修に向けた計画を策定 していることをホームス

タジアムの所有者が文書で示 していること

③ 協会および第 1項第 4号 にいうホームタウンが、申請クラブが Jリ ーグに入会するた

めには、理事会が別途定めるJ3ク ラブライセンス交付規則または Jリ ーグクラブラ

イセンス交付規則に定める基準を満たすホームスタジアムの整備が必要であることを

認識 し、整備に向けて取 り組む意向があることを文書で示していること

④ 加盟するリーグ戦のホーム試合を、第 1項第 5号にいうホームタウン内の特定スタジ

アムで相当数開催できること

⑤ ホームスタジアムをJリ ーグ規約第 34条に定める理想のスタジアムの要件を満たすス

タジアムとするために、第二者を交えた具体的検討を開始していること

第 3条 〔百年構想クラブの権利〕

百年構想クラブは、「Jリ ーグ百年構想クラブ」の表記を用い、広報活動を行 うことがで

きる。ただ し、 Jリ ーグのロゴ、マーク、マスコッ ト、エンブレム等は使用できない。

第 4条 〔百年構想クラブの義務〕

(1)Jリ ーグは百年構想クラブを Jリ ーグ正会員に準 じるものとして取 り扱い、百年構想ク

ラブは、 Jリ ーグ規約第 3条に定める遵守義務の適用を受けるものとする。

(2)百年構想クラブは、 Jリ ーグか らの活動全般に関する指導、助言を受け、また、 Jリ ー

グが指定する会議、研修等への出席を通 じて、 Jリ ーグの指示に従いなが らJリ ーグ入

会に向けた着実な準備を行わなければならない。

(3)百年構想クラブは、一度予定または決定 したホームタウンを、原則として Jリ ーグ入会

までの間に変更することはできない。

(4)百年構想クラブは、 Jリ ーグが定めた期 日までに、当該クラブの法人格に対応する法令

に基づいた年次財務諸表一式を作成 し、 Jリ ーグに提出しなければならない。なお、当
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該年次財務諸表一式は、監査役または監事の監査を受け、監査報告書が付されていなけ

ればならない。また、百年構想クラブが関連する会社等を有 している場合、当該関連す

る会社等の個別財務諸表および連結財務諸表を作成 している場合は当該連結財務諸表を

Jリ ーグに提出 しなければならない。また、 Jリ ーグが活動報告等の書類の提出を指示

したときには、定められた期日までに提出 しなければならない。

(5)百年構想クラブは、 Jリ ーグが当該クラブに対 して調査が必要と認める場合には、調査

に協力 しなければならない。ただ しJリ ーグは、当該クラブに対 し、調査内容を事前に

明らかにするものとする。

(6)百年構想クラブは、 Jリ ーグか らの指示に基づき、 Jリ ーグに対 し、各事業年度終了時

における株主名簿 (当 該クラブが公益社団法人または特定非営利活動法人である場合に

は社員名簿)の写 しを提出 しなければならない。

(7)百年構想クラブは、その発行する株式の譲渡 (合併等の組織再編に伴い株式が移転され

る場合を含む。)を 行いまたは株式の新規発行を行 う場合には、当該株式の譲渡先または

新規株式の割当先を決定する前に Jリ ーグに書面にて届け出を行わなければならない。

本項において、株式とは、株式のほか、新株予約権、新株予約権付社債その他の株式を

取得できる権利を含むものとする。また、公益社団法人または特定非営利活動法人であ

る百年構想クラブが、社員を変更 しまたは新たに社員を追加する場合には、変更後の社

員または新たな社員を決定する前に Jリ ーグに書面にて届け出を行わなければならない。

(8)百年構想クラブは、 1月 1日 か らの 1年間を対象とする年会費として、当年の 4月 末日

までに 120万 円を Jリ ーグに納入 しなければならない。なお、年の途中で百年構想クラ

ブに認定された場合の当年分の年会費は、資格認定日の属する月か ら 12月 までの月数

に 10万 円を乗 じた金額 とし、資格認定日から lヶ 月以内に納入するものとする。

(9)前項の年会費は、理由の如何を問わず返還 しない。

第 5条 〔百年構想クラブの申請〕

(1)申 請クラブは、Jリ ーグが別に指定する書類の提出をもって、随時申請を行うことができる。

(2)Jリ ーグ規約第 17条第 2項に定める入会審査を受けようとする百年構想クラブは、同

条第 1項に定める入会申込の日の前年の 11月 30日 までに前項に定める申請を行い、理

事会の承認を受けていなければならない。

第 6条 〔審 査〕

(1)前条第 1項に基づき申請クラブが提出した書類は、Jリ ーグが内容の確認を行い、書類

を受理 した場合には、Jリ ーグはさらに以下の審査を行う。

① 申請クラブの責任者および第 2条第 1項第 5号にいうホームタウンの行政当局責任者

からの聴聞

② 地域との協力関係およびホームスタジアム、練習場等に関する調査

③ 申請クラブの経営状態、チームの戦力、観客数、選手育成その他 Jリ ーグが必要と認め

る事項に関する調査

(2)理事会は、前項の審査の結果を踏まえ、百年構想クラブ認定の可否を審議 し、その結果

を原則として申請日の 90日 後までに、申請クラブに書面で通知する。
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第 7条 〔資格の停止および失格〕

(1)百年構想クラブが次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、当該ク

ラブの百年構想クラブとしての資格を最大 1年間停止させまたは失格させることができ

る。

① Jリ ーグの名誉を傷つけまたはJリ ーグの目的に反する行為があつたとき

② 第 2条に定める条件を満たさなくなつたとき

③ 第 4条に定める義務に違反したとき

(2)前項の規定により百年構想クラブとしての資格を停止させまたは失格させようとする場

合は、その議決を行う理事会以前に、当該クラブに弁明の機会を与えなければならない。

(3)第 1項の規定により百年構想クラブの資格を停止させまたは失格させる場合は、 Jリ ー

グはその事実と理由を公表する。

第 8条 〔百年構想クラブからの脱退〕

(1)百年構想クラブは、チエアマンに書面で届け出ることにより、いつでも百年構想クラブ

から脱退することができる。

(2)前項の脱退が年の途中である場合、第 4条第 9項の定めにかかわらず、Jリ ーグは受領

済みの年会費について、脱退日の属する月の翌月から 12月 までの月数に 10万 円を乗 じ

た金額を当該脱退クラブに返金するものとする。

(3)百年構想クラブが脱退する場合、Jリ ーグはその事実を公表する。また、当該クラブは

脱退 した日から2年間は百年構想クラブに申請することができない。

第 9条 〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の承認により、これを行う。

第 10条 〔施 行〕

本規程は、平成 24年 4月 1日 から施行する。

〔改 正〕

平成 24年 9月 1日

平成 26年 1月 21日

平成 28年 1月 19日

平成 29年 1月 25日

平成 31年 1月 24日

令和 2年 1月 30日
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別紙 1

○○○○○○株式会社

代表取締役 ○○○○ 殿

Jリ ーグアマチュア選手 誓約書

私は、○○○○○○所属のアマチュア選手として以下の事項を厳守することを、ここに

誓約いたします。

記

第 1条 【誠実義務】

○○○○○○株式会社 (以 下「クラブ」という)、 公益財団法人日本サッカー協会 (以下
「協会」という)お よび公益社団法人日本プロサッカーリーグ (以下「Jリ ーグ」という)

の諸規則を遵守することを誓約いたします。

第 2条 【履行義務】

次の各事項を履行 します。

(1)ク ラブの指定するすべての試合への出場

(2)ク ラブの指定する トレーニング、合宿および研修への参加

(3)ク ラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加

(4)ク ラブにより支給されたユニフォームー式および トレーニングウェアの使用

(5)ク ラブの指定する医学的検診、注射、予防処置および治療処置への参加

(6)ク ラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加

(7)協会から各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合の トレーニング、合宿

および試合への参加

(8)協会、Jリ ーグ等の指定する ドーピングテス トの受検

(9)合宿、遠征等に際してのクラブの指定する交通機関、宿泊施設の利用

(10)就業に関する事前のクラブヘの報告

(11)その他クラブが必要と認めた事項

第 3条 【禁止事項】

次の各事項を行ないません。

(1)ク ラブ、協会およびリーグ等の内部事情の部外者への開示

(2)試合、 トレーニングに関する事項 (試合の戦略 。戦術 。選手の起用・ トレーニング
の内容の部外者への開示

(3)協会の ドーピング防止規程に抵触する行為

(4)サ ッカー活動の対価としての報酬 (利 益)等の受理

(5)試合の結果に影響を与える不正行為への関与

(6)ク ラブ、協会、Jリ ーグにとって不利益となる行為

第 4条 【手 当】

下記の手当の内、クラブからアマチュア選手に支払われる手当を受取ることができる。

(1)交通費 (ト レーニング、試合、研修)

(2)宿泊費 (合宿、試合、研修)

(3)備品手当

(4)食事手当
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(5)保険料

(6)その他クラブが必要と認めた手当

上記各手当の金額は当該経費として適正、常識的な水準でなければならないこと、また

各手当には所得税、住民税、消費税その他一切の税金を含むものとすることを承諾 しま

す。

第 5条 【肖像等の使用】

次の各事項を承諾します。

(1)本誓約書の義務履行に関する私の肖像、映像、氏名等 (以下 「肖像等」という)

を報道・放送において無償使用すること

(2)ク ラブから指名を受けた場合、クラブ、協会および Jリ ーグ等の広告宣伝 。

広報 。プロモーション活動 (以下 「広告宣伝等」という)に原則として無償で

協力すること

(3)ク ラブが私の肖像等を包括的に利用してマーチャンダイジング (商品化)を
行う権利を有し、また協会、Jリ ーグ等に対して、その権利を許諾することができ

ること

(4)次の各号について、事前にクラブヘの書面による承諾を得ること

① テレビ。ラジオ番組、イベン トヘの出演

② 私の肖像等の使用およびその許諾 (イ ンターネットを含む)

③ 新聞・雑誌取材への応諾

④ 第二者の広告宣伝等への関与

第 6条 【有効期限】

(1)本誓約書の有効期限は、   年   月   日から    年   月  日

までとする。

(2)ク ラブは、選手に移籍を求められた場合は、移籍を承諾しなければならず、本誓
約書はこれをもって終了する。

以上

年    月     日

住所

氏名

※選手が未成年者の場合、親権者または後見人の署名

年   月   日

住所

氏名

〔2013年 11月 19日 版〕
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○○○○○○株式会社

代表取締役 ○○○○ 殿

Jリ ーグアマチュア選手 誓約書
(Jク ラブ アカデ ミー所属選手用)

私は、○○〇〇〇〇所属のアマチュア選手として以下の事項を厳守することを、ここに

誓約いたします。

記

第 1条 【誠実義務】

○○○○○○株式会社 (以 下「クラブ」という)、 公益財団法人日本サッカー協会 (以 下
「協会」という)および公益社団法人日本プロサッカーリーグ (以 下「Jリ ーグ」という)

の諸規則を遵守することを誓約いたします。

第 2条 【履行義務】

次の各事項を履行 します。

(1)ク ラブの指定するすべての試合への出場

(2)ク ラブの指定する トレーニング、合宿および研修への参加

(3)ク ラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加

(4)ク ラブにより支給されたユニフォームー式および トレーニングウェアの使用

(5)ク ラブの指定する医学的検診、注射、予防処置および治療処置への参加

(6)ク ラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加

(7)協会から各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合の トレーニング、合宿

および試合への参加

(8)協会、Jリ ーグ等の指定する ドービングテス トの受検

(9)合宿、遠征等に際してのクラブの指定する交通機関、宿泊施設の利用

(10)就業に関する事前のクラブヘの報告

(11)その他クラブが必要と認めた事項

第 3条 I禁止事項】

次の各事項を行ないません。

(1)ク ラブ、協会および リーグ等の内部事情の部外者への開示

(2)試合、 トレーニングに関する事項 (試合の戦略 。戦術 。選手の起用 。トレーニング
の内容等)の部外者への開示

(3)協会の ドーピング防止規程に抵触する行為

(4)サ ッカー活動の対価としての報酬 (利 益)等の受理

(5)試合の結果に影響を与える不正行為への関与

(6)ク ラブ、協会、Jリ ーグにとって不利益となる行為

第4条 【手 当】

下記の手当の内、クラブからアマチュア選手に支払われる手当を受取ることができる。

(1)交通費 (ト レーニング、試合、合宿、研修、ミーティング等)

(2)宿泊費 (合宿、試合、研修等)

(3)備品手当
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(4)食事手当

(5)保険料

(6)そ の他クラブが必要と認めた手当

上記各手当の金額は当該経費として適正、常識的な水準でなければならないこと、また

各手当には所得税、住民税、消費税その他一切の税金を含むものとすることを承諾 しま

す。

第 5条 【肖像等の使用】

次の各事項を承諾します。下記 (1)か ら (3)号に関して、私は何らの対価も受領す

る権利を有しないことを併せて確認します。

(1)本誓約書の義務履行に関する私の肖像、映像、氏名等 (以下 「肖像等」という)

を報道・放送において使用すること

(2)ク ラブから指名を受けた場合、クラブ、協会および Jリ ーグ等の広告宣伝 。

広報・プロモーション活動 (以下「広告宣伝等」という)に
協力すること

(3)ク ラブが私の肖像等を包括的に利用してマーチャンダイジング (商品化)を
行う権利を有し、また協会、Jリ ーグ等に対して、その権利を許諾することができ

ること

(4)次の各号について、事前にクラブヘの書面による承諾を得ること

① テレビ・ラジオ番組、イベントヘの出演

② 私の肖像等の使用およびその許諾 (イ ンターネットを含む)

③ 新聞・雑誌取材への応諾

④ 第二者の広告宣伝等への関与

第6条 【有効期限】

(1)本誓約書の有効期限は、_年 _月 _日 から_年 _月 _日
までとする。

以上

年   月 日

名署の人見後またま者権親〈
口

場の者年成未ユ月″
手選※

所

　

名

住

　

氏

所

　

名

住

　

氏

年   月   日
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司法機関組織運営規則

第 1節 総則

(目 的)

第 1条  この規則は、定款第 41条第 2項の規定に基づき、司法機関の組織及び運営に関し必要な事項を定

める。

(司法機関)

第 2条 本協会の諸規程 (以下、単に「本規則等」という。)に対する違反行為に対する懲罰を決定するた

め、以下の司法機関を設置する。

(1)規律委員会

(2)'裁定委員会

(3)不服申立委員会

第 2節 規律委員会

(規律委員会)

第 3条 規律委員会は、本規則等に対する違反行為のうち、競技及び競技会に関するものについて調査、審

議し、懲罰を決定する。

(規律委員会の組織及び委員)

第 4条 規律委員会は、委員長及び若千名の委員をもって構成する。

2 委員長は法律家 (弁護士、検察官、裁判官、法律学の教授 。准教授又はそれに準ずる者)でなければな

らない。
3 委員は、サッカーに関する経験と知識又は学識経験を有する者で、公正な判断をすることができる者と

する。
4 委員長及び委員は、評議員会の決議によつて選任する。

5 委員長及び委員は、本協会の評議員、理事、監事、職員又は各種委員会、裁定委員会若しくは不服申立

委員会の委員長若 しくは委員を兼ねることができない。

6 委員長及び委員は非常勤とする。

(規律委員会の委員の任期)

第 5条 規律委員会の委員長及び委員の任期は、選任後 4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 増員又は前任者の任期満了前に前任者に代わり選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間

とする。
3 委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(規律委員会の招集及び議長)

第 6条 規律委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 規律委員会は、 3名以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 規律委員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行する。

第 3節 裁定委員会

(裁定委員会)

第 7条 裁定委員会は、本規則等に対する違反行為のうち、競技及び競技会に関するもの以外の違反行為に

ついて、調査、審議し、懲罰を決定する。
2 前項にかかわらず、本規則等に対する違反行為のうち、 ドーピング禁止に関する違反行為に対する懲罰

については、日本アンチ 。ドーピング規律パネルが決定する。

(裁定委員会の組織及び委員)

第 8条 裁定委員会は、委員長及び若干名の委員をもって構成する。

2 委員長は法律家 (弁護士、検察官、裁判官、法律学の教授・准教授又はそれに準ずる者)でなければな
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らない。
3 委員は、サッカーに関する経験と知識又は学識経験を有する者で、公正な判断をすることができる者と

する。
4 委員長及び委員は、評議員会の決議によって選任する。
5 委員長及び委員は、本協会の評議員、理事、監事、職員又は各種委員会、規律委員会若しくは不服申立

委員会の委員長若しくは委員を兼ねることができない。
6 委員長及び委員は非常勤とする。

(裁定委員会の委員の任期)

第 9条 裁定委員会の委員長及び委員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 増員又は前任者の任期満了前に前任者に代わり選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間
とする。

3 委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(裁定委員会の招集 。議長)

第10条 裁定委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 裁定委員会は、3名以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 裁定委員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行する。

第4節 不服申立委員会

(不服申立委員会)

第11条 不服申立委員会は、本協会の規律委員会、裁定委員会又は都道府県サッカー協会、地域サッカー協
会、各種連盟及びJリ ーグ (以下、「都道府県協会等」という。)の規律委員会、裁定委員会及びそれらに

類する機関 (以下、「都道府県協会等の司法機関」という。)において決定された懲罰に関して、当事者
からの不服申立に基づき、これを再審議し、新たに決定を下す。

(不服申立委員会の組織及び委員)

第12条 不服申立委員会は、委員長、副委員長及び若干名の委員をもって構成する。
2 委員長及び副委員長は法律家 (弁護士、検察官、裁判官、法律学の教授・准教授又はそれに準ずる者)

でなければならない。
3 委員は、サッカーに関する経験と知識を有し、又は学識経験を有する者で、公正な判断をすることがで

きるものとする。
4 委員長、副委員長及び委員は、評議員会の決議によつて選任する。
5 委員長、副委員長及び委員は、本協会の評議員、理事、監事、職員又は各種委員会、規律委員会若しく
は裁定委員会の委員長若しくは委員を兼ねることができない。

6 委員長、副委員長及び委員は非常勤とする。

(不服申立委員会の委員の任期)

第13条 不服申立委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は、選任後 4年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 増員又は前任者の任期満了前に前任者に代わり選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間
とする。

3 委員は、その任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(不服申立委員会の招集 。議長)

第14条 不服申立委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 不服申立委員会は、 3名以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 不服申立委員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは委員長の決するところに
よる。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
5 不服申立委員会は、不服申立の理由がないことが明らかな不服申立について、委員長、副委員長及び委
員の全員が書面又は電磁的記録によりその旨の同意の意思表示をした場合には、会議を開かずに書面にて
議決することができる。
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第 5節 司法機関に関するその他の事項

(決定の独立性 )

第15条 本協会の司法機関は、本協会の役員、理事会、その他あらゆる個人及び団体からの干渉を受けるこ

となしに、それらから独立して、懲罰に関する決定を単独で行うことができる。

2 各司法機関は、その決定に関して相互に干渉してはならず、他の司法機関から影響を受けることなく単

独でその決定を行うことができる。

3 各司法機関の間に管轄に関して争いのある事案が生じた場合、本協会の専務理事がこれを決定する。

(事務局)

第16条 司法機関の事務を処理させるため、各委員会に事務局を置く。

(理事会等への報告)

第16条 の2 本協会の司法機関は、決定事項及びその理由について、理事会及び評議員会に報告することが

できる。

(裁定委員会に関する特別規定 (裁定委員会による和解あっせん))
第17条 裁定委員会は、第 7条に定める所管事項に加え、『和解あつせんに関する規則』に従い、和解をあ

っせんすることができる。

第 6節 懲罰

(懲罰権)

第18条 本協会の規律委員会及び裁定委員会は、基本規則第 2条に定める加盟団体、加盟チーム及び選手等

並びに仲介人に関する規則に定める仲介人に対し、懲罰規程及びこれに付随する諸規程に従い、懲罰を科

すことができる。ただし、Jリ ーグにおける懲罰問題のうち、競技及び競技会に関するもの以外の違反行為

については、Jリ ーグが懲罰権を有し、Jリ ーグ規約及びこれに付随する諸規定の定めるところにより懲罰

を科すものとする。

2 違反行為が発生した時点において本協会に加盟している加盟団体、加盟チーム並びに登録している選手

等及び仲介人については、その後本協会を脱退し、又は登録を抹消した場合においても、本協会の規律委

員会及び裁定委員会は懲罰を科すことができる。

(懲罰権の委任)

第19条 本協会の規律委員会及び裁定委員会は、都道府県協会等の司法機関に対して、その所管する加盟団

体、加盟チーム又は選手等に関する懲罰問題を本協会懲罰規程にしたがつて処理し、懲罰を決定 。適用す

る権限を委任する。
2 都道府県協会等は、前項に従って懲罰問題を処理するため、司法機関を設置する。

3 都道府県協会等の司法機関は、決定した全ての懲罰を記録しなければならず、要請に応じてこれを本協

会の規律委員会又は裁定委員会に報告しなければならない。

4 第 1項にかかわらず、懲罰規程第 3条第 2項に該当する懲罰を科す場合には、Jリ ーグを除く都道府県協

会等の司法機関には決定権はないものとし、懲罰案を本協会に通知し本協会の規律委員会又は裁定委員会

が懲罰を決定 。適用するものとする。

(不服申立委員会の権限)

第20条 本協会の不服申立委員会は、本協会の規律委員会又は裁定委員会、若しくは、都道府県協会等の司

法機関により科された懲罰について、当該懲罰を科された当事者からの申立てに基づき、これを再審議 し、

新たに決定を下すものとする。なお、本規則第 18条第 2項は、不服申立委員会が科す懲罰にも適用され

るものとする。
2 前項の懲罰のうち、懲罰規程第 3条第 3項に基づき Jリ ーグにより科された懲罰については、不服申立

委員会は、Jリ ーグ規約等に基づき、これを再審議し、新たに決定を下すものとする。

3 前 2項の規定による不服申立委員会の決定は最終とする。

4 不服申立委員会による不服申立に関する事項は、本協会懲罰規程の定めるところによる。

(懲罰の種類)

第21条 選手等に対する懲罰の種類は次のとおりとする。

(1)警 告

(2)退 場
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2

3

(3)戒 告

(4)譴 責

(5)罰 金

(6)社会奉仕活動

(7)没 収

(8)賞の返還

(9)一定数、一定期間、無期限又は永久的な公式試合の出場停止

(10)公的職務の一時的、無期限又は永久的な停止・禁止・解任

(11)一定期間、無期限又は永久的なサ ッカー関連活動の停止 。禁止

(12)除 名

加盟団体及び加盟チームに対する懲罰の種類は次のとお りとする。

(1)戒 告

(2)譴 責

(3)罰 金

(4)没 収

(5)賞の返還

(6)再試合

(7)試合結果の無効 (事情により再戦を命ずる)

(8)得点又は勝ち点の減点又は無効

(9)得点を 3対 0と して試合を没収

(10)観衆のいない試合の開催

(11)中立地における試合の開催

(12)一定数、一定期間、無期限又は永久的な公式試合の出場停止

(13)一 定期間、無期限又は永久的な公的業務の全部又は一部の停止

(14)下位ディビジョンヘの降格

(15)競技会への参加資格の剥奪

(16)新たな選手の登録禁止

(17)除 名

仲介人に対する懲罰の種類は次のとお りとする。

(1)戒 告

(2)譴 責

(3)没 収

(4)賞の返還

(5)一定期間、無期限又は永久的な公的業務の全部又は一部の停止

(6)一定期間、無期限又は永久的なサッカー関連活動の停止 。禁止

(7)除 名

第 7節 附則

(改正)

第22条 本規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行 う。

(施行 )

第23条 本規則は、 2017年 4月 13日 から施行する。

[改正 ]

2018年 12月 13日
2020年 1月 16日 (2020年 1月 30日 施行 )
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サッカー選手の登録と移籍等に関する規則

第 1章 登録

第 1節 総 則

第 1条  〔目 的〕

本規則は、定款第 50条に基づき、公益財団法人日本サッカー協会 (以下「本協会」という)のサッカ

ー加盟チーム及びその選手の登録と移籍等に関する事項について定める。

第 2条  〔選手登録〕

1.加盟チームは、本規則第 10条 〔選手登録の方法〕の定めるところにより、本協会への選手登録を行

わなければならない。
2.本協会に登録されている選手に限り公式試合に出場することができ、未登録の選手を公式試合に出場

させてはならない。
3.未登録の選手であっても、当該選手が最後に登録されたチームが本協会の加盟チームである場合、当

該選手の籍は、少なくとも当該選手の最後の公式試合日より30ヶ 月の間は、本協会に属し続けるもの

とする。

第 3条  〔重複登録の禁止〕

選手は、 2つ以上の加盟チームに同時に登録することはできない。ただ し、サ ッカー加盟チームとフッ

トサル加盟チームに同時に登録することはできる。

第 4条  〔登録区分〕
1.本協会における選手登録区分は、次の各号のとおりとする。

(1)アマチュア選手

(2)プ ロ選手

2.選手は、前項に従いプロ選手又はアマチュア選手のいずれかとして本協会に登録しなければならない。

なお、登録した選手は、本協会、FIFA、 AFC及 びEAFFの 諸規則に従う。なお、プロ選手の契

約、登録及び移籍等に関しては、「プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則」に従うも

のとする。

第 5条  〔アマチュア選手〕
アマチュア選手とは、報酬又は利益を目的とすることなく、プレーする者をいう。

第 6条  〔プロ選手〕

プロ選手とは、その所属チームとの書面による契約を有しており、当該選手のサッカー活動の対価とし

て当該選手が被る費用を実質的に上回る支払いを受ける者をいう。

第 7条  〔プロ選手契約の原則〕

プロ選手及び当該選手と契約を締結するチームは、選手契約に関して、次の各号の原則を守らなければ

ならない。

(1)契約は尊重されなければならない。

(2)契約は正当事由がある場合には、解除することができる。

(3)契約はシーズン中において一方的に解除することができない。

(4)正当事由のない契約の解除の場合、損害賠償が支払われるべきであり、かかる損害賠償は当該契約

において予め規定することができる。

(5)正当事由のない契約の解除の場合、違反当事者に対して、懲罰を科すことができるものとする。

第 8条  (削除)

第 9条  〔仲介人等〕

仲介人の活動及びその役務の利用については、別に定める「日本サッカー協会 仲介人に関する規則」

に従うものとする。
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第 2節 登録手続き

第10条  〔選手登録の方法〕
1.本協会への登録は、アマチュア選手、プロ選手のいずれも加盟チームが登録申請をもって行う。
2.プロ選手の登録には、前項の登録申請に加盟チームと選手間の契約書の写し及び「選手登録区分申請
書」 《書式第 1号》を添付するものとする。なお、当該契約に関して、本協会に提出されていない別途
の契約関連書類については、紛争処理に際して当該書類を考慮するか否かは、本協会その他紛争処理機
関の自由裁量とする。

3.加盟チームは、「選手登録区分申請書」 《書式第 1号》の写しを所在地の都道府県サッカー協会及び
加盟リーグ等に送付する。

4.第 2項に基づく登録申請料は、別に理事会において定める。

第11条  〔登録有効期間〕
1.前条に基づく登録の有効期間は、毎年 Jリ ーグ・ JFLの第 1種チーム及び所属選手は 2月 1日 より
翌年 1月 31日 までの 1年間、それ以外のチーム及び所属選手は4月 1日 より翌年3月 31日 までの 1

年間 (以下「登録年度」という)と する。
2.登録年度の途中で行った登録 (追加、変更等一切の場合を含む)については当該登録を行った日の属
する登録年度が終了するまで有効とする。

3.契約の終了その他の事由により、登録を申請した加盟チームと登録選手との間の所属関係が消滅した
ときは、前 2項による登録の有効期間中であっても、その登録は失効するものとする。

第12条  〔シーズン〕
1.シーズンは、各チームが属するリーグの最初の公式試合の日から、最終の公式試合の日までの期間と

する。
2.選手は、 1つのシーズン期間中につき、最大 3つのチームに登録することができる。この期間中、選
手は、最大 2チームのために公式試合に出場する資格を有する。

3.選手は、同期間中に同じ国内選手権 (リ ーグ戦は除く)又はカップ戦において 2チーム以上のために
公式試合に出場してはならず、個々の競技会規則を遵守しなければならない。

第13条  〔登録ウインドー〕
1.選手は、本協会が定めた年 2回の移籍を認める期間 (以下「登録ウインドー」という)にのみ登録さ
れることができる。

2.前項にかかわらず、登録ウインドーの終了前に契約期間が終了したプロ選手は、当該登録ウインドー

終了後においても登録されることができるものとする。
3.年 2回の登録ウインドーは以下の通り定められ、FIFAに 報告するものとする。
(1)初回の登録ウインドーは、シーズンの終了後に始まり12週間を超えない。
(2)2回 日の登録ウインドーは、シーズン中に設定され、4週間を超えない。
4.選手は、登録ウインドー中に当該チームから本協会に対し有効に登録申請がなされた場合に限り登録
されることができる。

5。 本条の規定は、アマチュア選手が主として参加することを意図した大会には適用されない。かかる大

会については、関連する大会におけるスポーツ上の秩序を十分配慮したうえで、個別に登録されるべき
期間が設定されるものとする。

第14条  〔登録情報の管理 (選手パスポー ト)〕

本協会は、本協会に登録する選手の過去の登録情報 (当該選手が、過去に登録された全てのチーム名と
その期間などの情報)を管理するものとする。これらの情報は「選手パスポー ト」として、必要に応じて、
当該選手が登録される移籍先チーム (本規則第 19条に定義される)に対し発行される。

第15条  〔登録区分変更〕

選手登録区分変更を希望する選手は、加盟チーム経由で「選手登録区分申請書」 《書式第 1号》により

本協会に申請し、承認を得るものとする。

第16条  〔登録区分変更の認定〕

選手登録区分変更の認定は、本協会において行 う。

第17条  〔外国籍の選手〕
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外国籍の選手 (日 本国籍を有しない選手)が、本協会に登録する場合、本規則の適用を受けるものとし、

「外国籍選手登録申請書」 《書式第 7号》に在留カー ド (又は特別永住者証明書)若 しくは住民票の写し

を添付のうえ提出し、その承認を得なければならない。ただし、外国のクラブ (チーム)に選手として登

録されていた選手が、本協会加盟チームに移籍、登録する場合は、本規則第 27条 〔国際移籍〕による。

第 2章 移 籍

第 1節 総 則

第18条  〔目 的〕

本章の規定は、本協会の「加盟チーム及び登録選手」 (過去に登録していたもの及び現在登録している

もの並びに将来登録を希望するものの全てを含むものとし、以下総称して「加盟者」という)相互間並び

に加盟者と外国のクラブ (チーム)と の間の選手移籍に関する紛争を防止するとともに、紛争が生じた場

合にこれを解決することを目的とするものであり、加盟者の全てを拘束する。

第19条  〔移籍の定義〕

移籍とは選手が現在所属しているチーム (以下「移籍元チーム」という)を脱退し、別のチーム (以下

「移籍先チーム」という)に所属変更することをいう。

第20条  〔移籍の手続き〕

1.選手が移籍を希望する場合、当該選手は、移籍元チームから登録抹消され、移籍先チームが登録申請

をし、本協会の承認を得なければならない。

2.本規則の定めにより移籍元チームが抹消申請をするべきにもかかわらずこれを行わないときは、本協

会は、移籍を希望する選手の申請に基づき移籍元チームの承諾に代わる決定をなすことができる。

第21条  〔公式試合への出場資格〕

1.本規則に基づき移籍した選手は、本協会が登録を承認した日から公式試合に出場することができる。

2.前項の規定にかかわらず、選手の公式試合への出場資格を競技会の大会要項により制限できる。

3.プロ選手は、プロ選手として出場した最後の公式試合から30日 間は、アマチュア選手として登録す

ることはできない。

第 2節 移籍の手続き

第22条  〔アマチュア選手がアマチュア選手として移籍する場合〕

アマチュア選手が、アマチュア選手として移籍先チームヘ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元チーム

は、当該移籍を承諾しなければならず、かつ、名目のいかんを問わず、当該移籍に関し対価を請求するこ

とができない。

第23条  〔プロ選手がアマチュア資格を再取得する場合〕

プロ選手がアマチュア資格を再取得するに際しては、如何なる対価も支払われないものとする。当該プ

ロ選手がアマチュアとしての資格を再取得した後 30ヶ月以内にプロ選手として再登録された場合には、

当該選手の新たなチームは、本協会の規則に従い トレーニング費用等を支払うものとする。

第24条  〔アマチュア選手がプロ選手として移籍する場合〕

アマチュア選手が、プロ選手として移籍先チームヘ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元チームは、当

該移籍について異議を申し立てることができない。

第25条  〔プロ選手がプロ選手として移籍する場合〕

1.プロ選手との間でプロ選手としての契約を締結しようと意図しているチームは、当該プロ選手との交

渉に入る前に書面により当該プロ選手のその時点で在籍するチームに通知しなければならない。当該プ

ロ選手は、当該プロ選手のその時点のチームとの契約が満了したか、又は満了前6ヶ 月間に限り、他の

チームと契約を締結することができるものとする。

2.プロ選手契約の期間満了前であっても、移籍先チームと移籍元チームとが移籍に伴う補償につき合意

し、かつ、当該選手も移籍を承諾した場合は、移籍を行うことができる。

第26条  〔プロ選手の期限付移籍〕

181



1.プロ選手は、選手と関連するチームとの間の書面による合意により他のチームに期限付移籍されるこ
とができる。

2.期限付移籍の最短期間は、本規則に定める2つの登録ウインドー間の期間とする。
3.期限付移籍に際して、移籍元チーム及び選手自身の書面による同意なしに、移籍先チームは選手を第
二のチームに移籍させる権利を有しない。

第27条  〔国際移籍〕
1.選手が外国のチームヘ移籍する場合、本協会は当該外国サッカー協会からの請求に基づき、当該外国
サッカー協会に対して「国際移籍証明書」を発行するものとする。

2.外国のクラブ (チーム)に登録されていた選手が新たに本協会加盟チームに移籍する場合、本協会は
移籍先チームからの請求に基づき、当該外国サッカー協会に対して「国際移籍証明書」の発行を依頼す
るものとする。

3.前 2項に定める手続きは、関連するFIFA規 則に基づいて行われるものとする。
4。 本条第 2項に定める場合において、選手を移籍先チームに登録するためには、次の各号の条件を具備

し、かつ、本協会に「国際移籍選手登録申請書」 《書式第 6号》を提出して、その承認を得なければな
らない。

(1)本人が日本国内に入国し居住していること

(2)本協会の請求に基づき、当該国のサッカー協会から当該選手の「国際移籍証明書」が本協会に対し
て発行されていること

(3)次の各書類を添付すること

① 旅券の写し

② 入国査証の写し (日 本国籍を有する選手を除く)

③ 在留カー ド (又は特別永住者証明書)若 しくは住民票の写し

第 3章 違反等

第28条  〔規則違反〕

選手又は加盟チームが本規則に違反した場合の処分は、司法機関組織運営規則及び懲罰規程に従う。

第29条  〔移籍に関する異議等〕

選手の移籍に関して異議又は疑義のある当事者は、和解あっせんに関する規則に従い、本協会の裁定委
員会に和解あっせんの申立をすることができる。

第30条  〔改 正〕

本規則の改定は、本協会の理事会の決議に基づきこれを行う。

第31条  〔施 行〕

本規則は、 2014年 4月 1日 から施行する。

〔改正〕

2015年 12月 17日
2017年 4月 13日
2018年 12月 13日
2019年 11月 14日
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懲罰規程

第 1節 総 則

第 1条  〔目 的〕

本規程は、定款第 50条に基づき、以下の各号について定める。

(1)本協会の規律委員会及び裁定委員会並びに司法機関組織運営規則第 19条に基づき本協会の規律委

員会及び裁定委員会から懲罰権を委任された都道府県サッカー協会、地域サッカー協会、各種連盟及

びJリ ーグ (以下、「都道府県協会等」という。)の規律委員会、裁定委員会及びそれらに類する機関

(以下、「都道府県協会等の司法機関」という。)における懲罰に関する事項

(2)本協会の不服申立委員会における不服申立に関する事項

第 2条  〔対象者〕

本規程に基づき懲罰の対象となる者は、基本規則第 2条に定める加盟団体、加盟チーム及び選手等並び

に仲介人に関する規則に定める仲介人及びその所属する法人とする。

第 3条  〔都道府県サッカー協会等における懲罰〕

1.司法機関組織運営規則第 19条に基づき、本協会の規律委員会及び裁定委員会は、都道府県協会等の

司法機関に、その所管する加盟団体、加盟チーム又は選手等に関する懲罰問題を本協会懲罰規程にした

がって処理し、懲罰を決定・適用する権限を委任する。

2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する懲罰 (以下、「6ヶ 月以上等の重罰」とい

う。)を科す場合、Jリ ーグを除く都道府県協会等の司法機関には決定権はなく、懲罰案を本協会に通知

し本協会の規律委員会又は裁定委員会が懲罰を決定 。適用するものとする。

(1)6ヶ 月以上の出場停止処分、公的職務の停止 。禁止 。解任又はサッカー関連活動の停止・禁止

(2)罰金

(3)没収

(4)下位ディビジョンヘの降格

(5)除名

(6)競技会への参加資格の剥奪

(7)新たな選手の登録禁止

(8)観客のいない試合の開催

(9)前各号に掲げるもののほか、懲罰効果において実質的に前各号のいずれかと同等か又はそれ以上と

判断される処分
3.前 2項の定めにかかわらず、 Jリ ーグにおける懲罰問題のうち、競技及び競技会に関するもの以外の

違反行為については、Jリ ーグが懲罰権を有し、Jリ ーグがJリ ーグ規約及びこれに付随する諸規程 (以下、
「Jリ ーグ規約等」という。)に定めるところにより懲罰を科すものとする。

第4条  〔懲罰の種類〕

1.選手等に対する懲罰の種類は次のとおりとする。

(1)警 告

主審が試合中に選手等に対し、競技規則に基づきイエローカー ドを示す

(2)退場
主審が試合中に選手等に対し、試合中にフィール ド及びその周辺から立ち去るように命じる

(3)戒 告

口頭をもって戒める

(4)譴 責

始末書をとり、将来を戒める

(5)罰 金
一定の金額を本協会に納付させる

(6)社会奉仕活動

(7)没 収

取得した不正な利益を剥奪し、本協会に帰属させる

(8)賞の返還

賞として獲得した全ての利益 (賞金、記念品、 トロフィー等)を返還させる
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(9)一定数、一定期間、無期限又は永久的な公式試合の出場停止
一定数、一定期間、無期限又は永久的に、公式試合について、フィール ド、ベンチ、ロッカールー

ム等の区域に立ち入ることを禁止する

(10)公的職務の一時的、無期限又は永久的な停止・禁止・解任
本協会、加盟団体及び加盟チームにおける一切の公的職務を一定期間、無期限又は永久的に停止し、

禁止し、又は解任する

(11)一定期間、無期限又は永久的なサッカー関連活動の停止 。禁止
サッカーに関する一切の活動を一定期間、無期限又は永久的に停止し又は禁止する

(12)除 名

本協会の登録を抹消する

(10)観衆のいない試合の開催
(11)中立地における試合の開催
(12)一定数、一定期間、無期限又は永久的な公式試合の出場停止

(13)一定期間、無期限又は永久的な公的業務の全部又は一部の停止

(14)下位ディビジョンヘの降格

(15)競技会への参加資格の剥奪

(16)新たな選手の登録禁止

(17)除 名
3.仲介人に対する懲罰の種類は次のとおりとする。
(1)戒 告

(2 )譴 責

)罰 金

)没 収

)一定期間、無期限又は永久的な公的業務の全部又は一部の停止

)一定期間、無期限又は永久的なサッカー関連活動の停止 。禁止

)除 名

(3
(4

(5
(6

(7
4.前 3項各号の懲罰は、併科することができる。

第 5条  〔懲罰の解除〕
1.前条第 1項第 9号から第 11号並びに前条第 2項第 12号及び第 13号の懲罰のうち、 3年を超える
懲罰、又は無期限の懲罰を受けた個人又は団体 (以下、個人、団体ともに「当事者」という。)は、処
分開始日から3年が経過した後に、以下の手続により解除の申請を行うことができる。
(1)当 事者 (団体の場合はその代表者)は、解除の嘆願書、活動状況報告書及び反省文 (以下、「当事

者申請書類」という。)を次のいずれかの組織に提出する。なお、懲罰を受けたときに所属した組織
(複数に属する場合はそのいずれか)に申請することを原則とするが、万が一その原則に添えない特

段の事由がある場合はその旨を当事者申請書類に明記する。
① 都道府県サッカー協会

② 地域サッカー協会

③ 各種の連盟

(2)前号に基づき申請を受けた組織は、調査・審議の上、解除が適切 。妥当と判断した場合、当該組織
としての嘆願書を作成し、当事者申請書類を添付して本協会事務局に申請する。

(3)本協会事務局は、当該懲罰を決定した委員会 (規律委員会又は裁定委員会のいずれか。以下、「担
当委員会」という。)に前号の書類一式を回付する。

(4)担当委員会の委員長又は委員長から委嘱を受けた者は、当事者から事情を聞き、その聴聞結果を担
当委員会にはかり、担当委員会にて解除について審議・決定する。
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2.前項に従い、解除が認められた当事者は、処分解除日として定められた日から復権する。なお、担当

委員会において解除が留保された場合、当事者は留保された原因が消失した後に、再度解除の申請を行

なうことができる。
3.Jリ ーグにより決定された懲罰の解除については、前 2項の規定は適用されず、Jリ ーグ規約等に基づ

くものとする。

第 6条  〔選手等に対する罰金〕

特段の定めのない限り、アマチュア選手等に対しては、罰金を科さないものとする。

第 7条  〔共犯等〕

他の者を教唆若しくは常助し、又は他の者と共謀して若しくは他の者を利用して違反行為を行わせた加

盟団体、加盟チーム又は選手等には、自ら違反行為を行った場合に準じて懲罰を科するものとする。

第 8条  〔役員及び監督等の加重〕

役員、監督その他の管理・監督関係者が違反行為を行った場合には、特段の定めがない限り、その違反

行為について定められた懲罰の 2倍以下の範囲内において、懲罰を加重して適用することができる。

第 9条  〔両罰規定〕

1.加盟団体又は加盟チームに所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して懲罰を科す

るほか、その個人が所属する加盟団体又は加盟チームに対しても懲罰を科すことができる。ただし、そ

の加盟団体又は加盟チームに過失がなかったときは、この限りではない。

2.仲介人がその所属する法人の業務に関して違反行為を行った場合には、同人に対して懲罰を科するほ

か、同人が所属する法人に対しても懲罰を科すことができる。ただし、その法人に過失がなかったとき

は、この限りではない。

第10条  〔罰金の合算〕

同時に複数の違反行為が罰金の対象 となった場合には、各々について定められた罰金の合算額をもって、

罰金の金額 とする。

第11条  〔違反行為の重複による加重〕

同種の違反行為を重ねて行った場合には、その違反行為について定められた懲罰の 2倍以下の範囲内に

おいて、懲罰を加重することができる。

第12条  〔情状による軽減〕

1.違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、その懲罰を軽

減することができる。

2.前条により懲罰を加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。

第 2節 規律委員会及び裁定委員会における調査及び審議の手続

第13条  〔調査及び審議の手続〕

本協会の規律委員会及び裁定委員会並びに都道府県協会等の司法機関における懲罰の調査、審議及び懲

罰の決定の手続は、本節に定めるところによる。都道府県協会等は、本規程の目的の範囲で、これらの手

続に関して本規程を補完するための規則を別に定めることができる。

第14条  〔所管事項〕

1.競技及び競技会に関連する違反行為に対する懲罰については、第 3節の定めるところにより本協会の

規律委員会又は所管の都道府県協会等の司法機関が調査、審議及び懲罰の決定を行 う。

2.仲介人に関する規則に関連する違反行為に対する懲罰については、第4節の定めるところにより本協

会の規律委員会が調査、審議及び懲罰の決定を行 う。

3.競技及び競技会に関連するもの以外の違反行為に対する懲罰については、第 5節の定めるところによ

り本協会の裁定委員会又は所管の都道府県協会等の司法機関が調査、審議及び懲罰の決定を行 う。

第15条  〔都道府県協会等の司法機関の手続の開始〕

都道府県協会等の司法機関は、以下の場合に、調査、審議を開始するものとする。

(1)審判報告書又はマッチコミッショナー報告書により、違反行為について報告された場合

(2)当該都道府県協会等の司法機関の委員長が調査、審議が必要と判断した場合
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第16条  〔本協会の規律委員会の手続の開始〕
本協会の規律委員会は、以下の場合に、調査、審議を開始するものとする。
(1)第 3条及び第 14条第 1項に従い都道府県協会等の司法機関より懲罰案の通知があった場合
(2)本協会の規律委員会の委員長が調査、審議が必要と判断した場合
(3)仲介人に関する規則に定める場合

第16条の2 〔本協会の裁定委員会の手続の開始〕
本協会の裁定委員会は、以下の場合に、調査、審議を開始するものとする。
(1)第 3条及び第 14条第 3項に従い都道府県協会等の司法機関より懲罰案の通知があった場合
(2)本協会の裁定委員会の委員長が調査、審議が必要と判断した場合

第17条  〔言 語〕
1.司法機関 (都道府県協会等の司法機関を含む。以下同じ)の手続及び書面における言語は日本語を使
用するものとする。

2.当事者又は関係者が外国語を使用する場合には、口頭の陳述については日本語の通訳を同行し、文書
については日本語の訳文を添付しなければならない。

第18条  〔代理人〕

司法機関における手続に関して、以下の者を除いては当事者の代理人になることはできない。
(1)当 事者が所属する団体に属する者の中から当事者が指定した者
(2)弁護士

(3)法定代理人 (当事者が未成年の場合)

(4)その他規律委員会、裁定委員会又は不服申立委員会が承認した者

第19条  〔手続の非公開〕

司法機関における懲罰の手続及び記録は非公開とする。ただ し、当該司法機関は、手続の公正が害され
るおそれがなく、かつ、相当の理由があると認めるときは、関係者の傍聴を許すことができる。

第20条  〔聴 聞〕

規律委員会、裁定委員会及び都道府県協会等の司法機関は、原則として当事者に対し事情聴取を行い、
その意見を聞くものとする。ただし、当事者の同意がある場合又は対象者が事情聴取を拒否若しくは無断
欠席した場合はこの限りではない。

第21条  〔証拠の評価〕
1.懲罰の審議においては、主審 。副審 。第 4の審判員 。マッチコミッショナー及び審判インス トラクタ
ーの報告、当事者及び目撃者の供述及び文書、音声又は画像の記録、専門家の意見その他一切の証拠を
参照することができる。

2.審判及びマッチコミッショナーの報告書に含まれる事実は、正しいものと推定する。

第22条  〔議 決〕

規律委員会、裁定委員会及び都道府県協会等の司法機関の議事は、出席者の過半数をもって決する。可
否同数のときは、委員長の決するところとする。

第23条  〔懲罰の通知〕
1.規律委員会、裁定委員会及び都道府県協会等の司法機関は決定した懲罰を当事者又は同人が所属する
団体 (選手が当事者の場合は同人が登録された加盟チーム)に書面にて通知するものとする。

2.当該通知には以下の項目を含めなければならないものとする。
(1)当事者の氏名 (団体の場合は団体名及び代表者名)

(2)代理人があるときは、その氏名及び所属
(3)懲罰の内容 (判断の結論。効力発生日を含む)

(4)判断の理由 (必ず、根拠となる条文を記載すること)

(5)作成年月日

(6)不服申立手続の可否及びその手続きの期限 (第 37条参照)

3.前 2項に定める通知は、郵送、FAX又 は電子メール等の手段によるものとする。電子メールによる通知
の場合、本協会、都道府県協会等又は競技会の主催者に登録されている電子メールア ドレスに発信され
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た時点で有効に通知 されたものとみなされる。

第23条の2 〔懲罰の公表〕

本協会は、本協会の規律委員会及び裁定委員会が決定した懲罰を公表する。ただし、公表にあたり、被

処分者、被害者またはその他の関係者のプライバシー等の権利に配慮するものとする。また、本協会は、

当該権利を侵害するおそれがある等、特段の事情がある場合において、公表を差し控えることができるも

のとする。

第 3節 競技及び競技会における違反行為

第24条  〔競技及び競技会における違反行為〕

加盟団体、加盟チーム又は選手等の違反行為のうち、本協会又は都道府県協会等が主催する公式試合及

び公式競技会に関するものに対しては、本節の定めるところにより、所管の規律委員会の調査・審議を経

て懲罰を適用する。

第25条  〔公式競技会における懲罰〕

本協会及び都道府県協会等は、主催する公式競技会に規律委員会を設置し、懲罰権を委任又は再委任す

ることができる。この場合、第 3条 〔都道府県協会等における懲罰〕を準用する。

第26条  〔主審の下す懲罰〕

試合中は主審が懲罰の決定を下すものとし、その決定は最終的なものとする。

第27条  〔警 告〕

主審による警告処分に関連する懲罰は、別紙 1『競技及び競技会における懲罰基準』第 1項のとおりと

する。

第28条  〔退 場〕

主審による退場処分の対象となる違反行為に対する懲罰は、別紙 1『競技及び競技会における懲罰基準』

第 2項のとおりとする。

第29条  〔その他の懲罰〕

競技及び競技会における違反行為のうち前2条に定めるものを除く行為に対する懲罰は、別紙 1『競技

及び競技会における懲罰基準』第3項以下のとおりとする。

第30条  〔出場停止処分を繰 り返した場合〕

同一競技会において繰り返し出場停止処分に相当する違反行為を行った場合、出場停止処分の原因が同

一でなくとも、処分の件数に応じて出場停止試合数を加算し、罰金を科すことができる。

第31条  〔懲罰基準の運用細則〕

本協会の規律委員会は、理事会の承認を得て、懲罰基準の運用に関する細則を定めることができる。

第 4節 仲介人に関する規則に関連する違反行為

第32条  〔仲介人に関する規則に関連する違反行為〕

加盟団体、加盟チーム、選手等及び仲介人の違反行為のうち、仲介人に関する規則に関連する違反行為

については、第 3条に定める都道府県協会等の司法機関への懲罰権の委任は適用されず、当該規則の定め

るところにより、本協会規律委員会が直接かつ専属的に懲罰権を有するものとし、調査、審議し、懲罰を

決定する。

第 5節 その他の違反行為

第33条  〔裁定委員会の調査、審議〕

加盟団体、加盟チーム、選手等及び仲介人の違反行為のうち、前 2節に定めるもの (競技及び競技会に

おける違反行為並びに仲介人に関する規則に関連する違反行為)を除くものに対しては、本節の定めると

ころにより、本協会の裁定委員会又は第 3条 〔都道府県協会等における懲罰〕所定の都道府県協会等の司

法機関が、調査、審議し、懲罰を決定する。
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第34条  〔違反行為〕
1.加盟団体、加盟チーム、選手等及び仲介人が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には、
第4条 (第 1項第 1号及び第 2号を除く)の懲罰を科す。
(1)本協会の各種規程・規則に違反したとき

(2)本協会の指示命令に従わなかったとき

(3)本協会、加盟団体、加盟チーム又は選手等の名誉又は信用を毀損する行為を行ったとき
(4)本協会又は加盟団体の秩序風紀を乱したとき

(5)刑罰法規に抵触する行為を行ったとき

(6)加盟団体、加盟チーム又は選手等に対し、その職務に関して不正な利益を供与し、申込み、要求し

又は約束したとき

(7)加盟団体、加盟チーム又は選手等が、その職務に関して脱税その他不正な経理を行った場合
2.前項にかかわらず、指導者 (指導者ライセンスを有する者並びに加盟チームの監督、コーチ及び役職
員として登録されている者)及び審判指導者が、指導において、暴力、侮辱的発言、わいせつな言動又
はその他不適切な手段を用いた場合、 〔別紙 3〕 『指導に関連した懲罰基準』に従うものとする。

第 6節 不服申立

第35条  〔総 則〕
1.本協会の規律委員会若しくは裁定委員会又は都道府県協会等の司法機関 (以下、本節においては「第
一審機関」という。)に よって科された懲罰 (以下、「原懲罰」という。)について、当該懲罰を科さ
れた個人又は団体は、本節の定めに従い、本協会の不服申立委員会に対し不服申立を行うことができる。

2.Jリ ーグが第 3条第 3項に基づき科した懲罰については、不服申立委員会は、Jリ ーグ規約等を根拠と
して再審議を行い、新たに決定を下すものとする。

第36条  〔不服申立可能な懲罰〕
1.不服申立委員会への不服申立は、原懲罰が以下のいずれかに該当する場合に限り可能なものとする。
(1)3試合以上の出場停止処分、公的職務の停止 。禁止・解任又はサッカー関連活動の停止・禁止

(2)2ヶ 月以上の出場停止処分、公的職務の停止 。禁止・解任又はサッカー関連活動の停止 。禁止

(3)100万 円以上の罰金

(4)下位ディビジョンヘの降格

(5)2点以上の勝点の減点

(6)没収

(7)賞の返還

(8)観衆のいない試合の開催

(9)中立地における試合の開催

(10)競技会への参加資格の剥奪

(11)新 たな選手の登録禁止

(12)除名

(13)前各号に掲げるもののほか、懲罰効果において実質的に前各号のいずれかと同等か又はそれ以上と

判断される処分
2.原懲罰が前項各号に満たない場合、原懲罰は確定するものとする。
3.前 2項にかかわらず、第 3条第 3項に基づきJリ ーグにより科された懲罰については、第 1項は適用
されず、全ての事案について不服申立委員会への不服申立が可能なものとする。

第37条  〔不服申立にかかる時間的制限〕
1.不服申立委員会に不服申立を行おうとする個人又は団体 (以下、「申立人」という。)は、原懲罰の

伝達を受けた日から3日 以内 (通知を受けた日を含む)に、不服申立を行う意思を書面 (以下、「不服
申立書」という。)により、本協会不服申立委員会事務局 (以下、「事務局」という。)ま で通知しな
ければならない。

2.申 立人は、原懲罰の伝達を受けた日から10日 以内に (通知を受けた日を含む)不服申立の理由を書
面 (以下、「理由書」という。)により、事務局まで通知しなければならない。

3.前 2項にかかる不服申立書及び理由書は、FAX又 は郵送にて提出されなければならない。
4.前 3項に定める手続きが満たされない場合、当該申立は無効となり、原懲罰が確定する。
5.不服申立委員会の委員長は、緊急性を要する場合、第 1項及び第 2項に定める期間を短縮する決定を
行うことができる。
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第38条  〔不服申立の理由〕

1.申立人は、原懲罰が懲罰の決定に影響を与え得る重大な事実認定の誤りに基づくものである場合又は

原懲罰の決定において規程の適用に誤りがある場合に、不服申立を行うことができるものとする。

2.不服申立委員会の委員長は、前項に定める理由をいずれも満たしていないことが明らかな不服申立に

ついては、会議を招集することなく、書面にてこれを棄却することができる。

3.事務局は、不服申立が本規則に定める各種の手続き要件を満たさない場合、当該不服申立を却下する。

第39条  〔理由書〕
1.第 37条第 2項に定める理由書は、書面によるものとする。

2.理由書の内容には、不服申立の意思とその理由を含むものとする。

第40条  〔事情聴取〕

不服申立委員会の手続きは、原則として、書面のみによってなされ、当事者等に対する事情聴取は行わ

ないものとする。ただし、以下の各号に該当する場合はこの限りではなく、事情聴取を行 うことができる

ものとする。

(1)不服申立委員会の委員長が必要と判断した場合

(2)第 3条第 2項各号に該当する場合で、当事者が事情聴取の実施を希望した場合

第41条  〔手数料〕

1.申立人は、不服申立にかかる手数料として、第 37条第 2項に定める期日内に 1万円を本協会に納付

しなければならない。
2.不服申立の結果として、不服申立委員会が原懲罰を無効とするか又はこれを減 じる決定を行った場合

は、当該手数料は申立人に返還され、当該手数料は第一審機関の団体 (本協会又は都道府県協会等)に
よって負担されるものとする。

第42条  〔不服申立委員会の決定の通知〕

1.不服申立委員会の通知は、郵送、FAX又 は電子メール等の手段によるものとする。電子メールによる通

知の場合、本協会、都道府県協会等又は競技会の主催者に登録されている電子メールアドレスに発信さ

れた時点で有効に通知されたものとみなされる。

2.不服申立委員会の決定の通知は書面にてこれが当事者に到達したときから有効となる。

第43条  〔出場停止処分等における不服申立の効果〕

1.原懲罰が出場停止処分等 (第 36条第 1項第 1号及び第 2号)の場合、不服申立は当該原懲罰の適用

を中断する効果を持たないものとする。
2.前項の場合、不服申立委員会が原懲罰を無効とするか又はこれを減じる決定をした場合であっても、

不服申立委員会の当該決定は前条に定める効力発生日から将来にわたって有効となるものであり、その

効力発生日までに既に適用された原懲罰は回復されないものとする。

第44条  〔その他処分における不服申立の効果〕

1.原懲罰が前条第 1項に該当するもの以外の懲罰の場合、原懲罰の適用は、第42条に定める不服申立

委員会の決定の効力発生日までの期間、中断されるものとする。

2.前項の規定にもかかわらず、前項に該当する懲罰が不服申立委員会の決定に先立って適用された場合

に、不服申立委員会が原懲罰を無効とするか又はこれを減じる決定をした場合は、第一審機関の団体 (本

協会又は都道府県協会等)は、原懲罰の既に適用された部分について原状回復義務を負 うものとする。

第45条  〔都道府県協会等の義務〕

1.第 37条第 1項に基づき、不服申立書が当事者から本協会事務局に通知された場合、本協会は速やか

に第一審機関にこれを通知するものとする。

2.前項の本協会からの通知を受けた第一審機関は、通知を受けた日から7日 以内 (通知を受けた日を含

む)に原懲罰の決定にかかる全ての資料を本協会事務局に提出しなければならない。

3.前項に定める期日を過ぎて第一審機関より提出された資料は、原則として不服申立委員会における審

査において考慮されないものとする。

第46条  〔追加的調査〕
1.第 37条及び第45条にかかわらず、不服申立委員会の委員長は、申立人又は第一審機関若しくはそ
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の両方に対 して、追加の資料を請求することができる。
2.前項に基づき適法に提出された資料等は、不服申立委員会における審査において考慮することができ

る。

第47条  〔証拠の評価〕

不服申立委員会は、本節の規定に基づき適法に提出された全ての証拠を考慮し、懲罰を決定するものと

する。

第48条  〔議 決〕
1.不服申立委員会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところ
とする。

2.不服申立委員会の委員長は、原懲罰が以下の各号に該当する場合は、単独で懲罰の決定を行うことが

できる。ただし、委員長が通常の委員会の開催を必要と判断した場合はこの限りではない。
(1)3試合の出場停止処分、公的職務の停止 。禁止 。解任又はサッカー関連活動の停止・禁止

(2)2ヶ 月の出場停止処分、公的職務の停止 。禁止・解任又はサッカー関連活動の停止・禁止

(3)第 3条第 3項に基づきJリ ーグにより科された懲罰に関して不服申立がなされたもののうちで、戒
告、譴責又はそれらと同等の懲罰

3.委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
4。 前項の場合で、副委員長に事故があるときは、委員のうちで互選された者が、委員長の職務を代行す
る。

第 7節 附則

第49条  〔改 正〕

本規程の改正は、理事会の議決を経て、これを行う。

第50条  〔施 行〕

本規程は、 2014年 4月 1日 から施行する。

〔改正〕

201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
202

4年  9月 11日
4年 12月 18日
5年  3月 12日
6年  3月 10日
7年 4月 13日
8年  9月 13日
8年 12月 13日
9年 1月 16日
9年 5月 16日
9年  7月 11日
0年  1月 16日

(2015年
(2015年
(2016年

1日 施行 )

1日 施行 )

1日 施行 )

1月

4月

4月

(2020年  1月 30日 施行 )
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〔別紙 1〕 競技及び競技会における懲罰基準

1.警 告

競技規則に基づき主審が警告を命じた場合で、以下の1-1又 は1-2に該当する場合、規律委員会

は各項①号以下の定めにより懲罰を科す。

1-1.異 なる試合において繰 り返し警告を受けた場合

① 当該競技会において繰り返し警告を命じられた場合 :[別紙 2]第 2条第 1項に従い、当該競技

会において最低 1試合の出場停止。

② 当該競技会において、上記①の処分に該当する行為を重ねて行った場合 :当該競技会において最

低 2試合の出場停止。

1-2.同一試合中に2度警告を受け、退場を命ぜられた場合

① l回 日の場合 :最低 1試合の出場停止。

② 繰り返した場合 :最低2試合の出場停止及び罰金。

2.退 場

競技規則に基づき主審が退場を命じた場合、規律委員会は、以下の2-1(1)か ら(10)又は2-2か ら

2-7の①号以下の定めにより懲罰を科す。

2-1.以 下のいずれかに該当する場合

(1)著 しい反則行為

(2)き わめて危険な行為

(3)乱暴な行為

(4)審判員の判定に対する執拗な抗議

(5)他の選手、その他の競技に立ち会つている人々に対する侮辱

(6)警告を与えられた後、さらに不正な行為を繰り返す

(7)き わめて反スポーツ的な行為

(8)策略的な行為を繰り返す

(9)主審に無断で抗議のためにフィール ドを離れる行為

(10)その他、きわめてスポーツマンらしくない行為

① l回 目の場合 :最低 1試合の出場停止

② 繰り返した場合 (内容は同一でなくてもよい):最低2試合の出場停止及び罰金

2-2.選手等に対する暴行・脅迫及び一般大衆に対する挑発行為

① l回 日の場合 :最低2試合の出場停止及び罰金

② 繰り返した場合 :最低4試合の出場停止及び罰金

3.選手等に対してつばを吐きかける行為

① l回 日の場合 :最低 6試合の出場停止及び罰金

② 繰 り返した場合 :最低 12ヶ 月の出場停止及び罰金

2-4.審判員に対する侮辱又は公然の名誉毀損行為

① l回 目の場合 :最低2試合の出場停止

② 繰り返した場合 :最低4試合の出場停止及び罰金

5。 審判員に対する傷害の意図のない乱暴な行為

① l回 日の場合 :最低4試合の出場停止及び罰金

② 繰り返した場合 :最低8試合の出場停止及び罰金

2-6.審判員に対する暴行 。脅迫

① l回 日の場合 :最低 6ヶ 月の出場停止及び罰金。

② 繰り返した場合 :最低 12ヶ 月の出場停止及び罰金

2

2
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2-7.審判員に対してつばを吐きかける行為
① l回 目の場合 :最低 12ヶ 月の出場停止及び罰金。
② 繰り返した場合 :無期限の出場停止

3.そ の他の違反行為

3-1-1.試 合放棄

① チーム又は選手等が試合継続を拒否し、又は試合の全部若 しくは一部を放棄した場合、当該チー
ムに対して、当該試合の没収処分及び 2試合以上の出場停止処分を科す。ただし、 Jリ ーグについ
ては、 Jリ ーグの規約による。

② 当該違反行為が重大な場合は、前項に加え、3-6に従い追加的な懲罰を科すものとする。

3-1-2.選 手等による競技場又はその周辺関連施設における故意による器物破損行為
① l回 目の場合 :最低 1試合の出場停止

② 繰り返した場合 :最低 2試合の出場停止及び罰金

3-1-3.乱 闘、喧嘩
乱闘又は喧嘩に関与した者に対する処分は以下の通りとする。ただし、乱闘又は喧嘩を防ぎ、これに

関与している他の者を隔て又は分離するだけのことをしようとした者は懲罰を受けない。
① l回 目の場合 :最低6試合の出場停止

② 繰り返した場合 :最低 12ヶ 月の出場停止

3-2-1.公 文書の偽造 。変造

サッカーに関連 して、公文書 (住民票、パスポー トなど。選手証はこれに該当しない)を偽造 。変造
した場合

罰 則 :最低 12ヶ 月のサッカー関連活動の停止

3-2-2.選 手証等の偽造・変造

選手証、メンバー表、その他選手の出場資格に関する文書を偽造又は変造した場合

罰 則 :処分決定 日からlヶ 月の出場停止

3-3.出 場資格の無い選手の公式試合への不正出場 (未遂を含む)

出場させた者 :処分決定日からlヶ 月間の出場停止

出場した選手 (本協会の登録選手の場合のみ):処分決定日からlヶ 月間の出場停止
チーム :得点を3対 0と して負け試合扱いとする (ただし、すでに獲得された得失点差の方が大きい

場合には、大きい方を有効とする)。 なお、得点又は勝ち点の減点又は無効処分については、年度
当初の競技会規程で別途定めることができる。

3-4.チ ームによる違反行為

① l試合において同一チームの5名以上の選手等が、警告又は退場処分となった場合、当該チーム

に対して罰金が科される。

② 同一チームの何人かの選手等が審判等に集団で詰め寄って、脅しをかけるような言葉や態度を用
いた場合、又は、見苦しい抗議を執拗に繰り返し行なった場合、当該チームに対して罰金が科され
る。

③ 前 2項についての罰金は以下の通りとする。
(1)Jlの場合 :金 50万円

(2)J2及 び 3の場合 :金 25万円

3-5.差 別

人種、肌の色、性別、言語、宗教、又は出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言又は行為により、
個人あるいは団体の尊厳を害 した場合、以下のとお り懲罰を科すものとする。但 し、軽度の違反の場合
は、譴責若 しくは戒告、その他軽度の懲罰に留めることができる。

(1)違反者が選手等 (ア マチュア選手を含む)の場合は、違反当事者に対 して、原則 として最低 5試合
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の出場停止処分及び 10万円以上の罰金を科す。

(2)同一のチームに所属する複数の個人が同時に本条に違反した場合は、当該チームに勝点の減点処分

(初回の違反は 3点、三度目の違反は6点)を科す。さらなる違反の場合は、下位ディビジョンヘの

降格処分を科す。なお、勝点が伴わない競技会の場合は当該チームの競技会への参加資格を剥奪する

ものとする。

(3)違反者がサポーターの場合は、その有責性にかかわらず、当該チームに対して40万円以上の罰金

を科す。重大な違反には、観客のいない試合の開催、試合の没収、勝点の減点、又は競技会の資格剥

奪などの追加的な懲罰を科す。

(4)違反者が観客 (サポーターを含む)の場合は、最低 2年間、スタジアムヘの入場を禁止される。

3-6.八 百長

(1)作為若しくは不作為により、直接若しくは間接に、試合の経過、結果若しくはその他の側面に不当

に影響を与え若 しくは操作する行為、又は、何らかの手段によりそれらを共謀 し若しくは企てる行為

(以下、総称して「八百長行為」という。)を した者には、最低 5年間のサッカー関連活動の禁止処

分及び最低1000万 円の罰金を科す。重大な違反の場合には、永久的サッカー関連活動の禁止処分を含

むさらなる厳 しい懲罰が科されるものとする。

(2)違反者が所属するチームには、当該試合の没収、競技会への参加資格の剥奪及びその他の追加的懲

罰が科される。

(3)人百長行為に直接又は間接に関わる活動又は情報に関連して何らかの接触を受けた者は、直ちにか

つ自発的に本協会又は関連の加盟団体にこれを通報する義務を負う。当該通報義務を怠った者には、

最低 2年間のサッカー関連活動の停止処分及び最低150万 円の罰金を科す。

3-7.チ ーム又は選手等によるその他の違反行為

本規程に該当条文がない場合で、チーム又は選手等が本協会の各種規程・規則の趣旨に明らかに反す

ると判断される行為を行った場合、当該チーム又は選手等に対して、本規程第4条に定める各懲罰のう

ちから適切と判断される懲罰を科すことができる。ただし、 Jリ ーグを除く都道府県協会等の司法機関

が本規定を適用して懲罰を適用する場合、事前に本協会規律委員会の委員長の承認を得なければならな

いものとする。

4.罰 金

4-1.選 手等に対する罰金

選手等には、本規程に従い罰金が科されるものとする。ただし、本規程に金額に関する特段の定めが

ない場合の選手等に対する罰金の金額は以下のとおりとする。

(1)Jlの場合 :出場停止処分 1試合あたり金 10万円 (ア マチュア選手を含む)

(2)J2の場合 :出場停止処分 1試合あたり金 5万円 (ア マチュア選手を含む)

(3)J3及びJFLの場合 :出場停止処分 1試合あたり金 5万円 (た だし、アマチュアの選手等は除く)

(4)地域 リーグその他の場合 :出場停止処分 1試合あたり金 5万円 (ただし、アマチュアの選手等は除

く)

4-2.加 盟チームに対する罰金

加盟チームには、本規程に従い、罰金が科されるものとする。
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〔別紙 2〕 競技及び競技会における懲罰基準の運用に関する細則

第 1条  〔6ヶ 月以上等の懲罰を科す場合の運用について〕
1.都道府県協会等の司法機関は、本協会の懲罰基準に基づき、懲罰を決定する。
2.前項の定めにかかわらず、6ヶ 月以上等の重罰の場合は、Jリ ーグを除く都道府県協会等の司法機関に
は決定権はないものとし、懲罰案を本協会規律委員会又は裁定委員会に連絡した上で、本協会規律委員
会又は裁定委員会が決定するものとする。

3.期間を定めず、特定の試合数の出場停止処分を科す場合であっても、その期間が6ヶ 月を超える可能
性がある場合は、前項と同様とする。

第 2条  〔警告の累積による出場停止試合数〕
1.警告の累積による公式試合の出場停止試合数は以下のとおりとする。なお、同一試合で2回の警告を
受けて退場処分を受けた場合には、その2回の警告は累積に加算しない。
(1)1チームの最大試合数が 9試合以下の競技会の場合 :

警告の累積が 2回に及んだ選手等は、当該競技会の次の 1試合を出場停止処分とする。
(2)1チームの最大試合数が10試合以上19試合以下の競技会の場合 :

警告の累積が3回に及んだ選手等は、当該競技会の次の 1試合を出場停止処分とする。
(3)1チームの最大試合数が20試合以上の競技会の場合 :

警告の累積が4回に及んだ選手等は、当該競技会の次の 1試合を出場停止処分とする。
2.前項各号の場合において、当該競技会で警告の累積による出場停止を繰り返した場合には、2回 日以
降については、2試合の出場停止処分とする。

3.警告の累積による公式試合の出場停止処分は、当該警告処分を受けた競技会 (大会規程等により当該
競技会と一体を成すとみなされるものを含む。以下同じ)の試合のみに適用されるものとし、他大会に
影響しない。

【例】(1)の競技会では、 2回 日で 1試合、4回 目で 2試合、6回 目で 2試合の出場資格停止となる。

第 3条  〔出場停止処分の適用範囲〕
1.選手等が出場停止処分を受けた場合、フィール ドのほか、ベンチ、ロッカールーム等の区域 (ADカ
ー ド等の入場証が使用される競技会の場合、そのカー ド等によつて立ち入りが制限される区域)に立ち
入ることはできないものとする。

2.出場停止処分を受けた選手等は、観客席で試合を観戦することができる。

第4条  〔退場による公式試合の出場停止処分の消化対象試合について〕
退場による公式試合の出場停止処分 (同一の試合中に三度警告を受けたことにより退場を命ぜられた場

合も含む。以下同じ)は、当該出場停止処分を受けた競技会における直近の試合に適用されるものとする。
処分が複数試合の場合は、順次、当該競技会におけるその次の試合において適用されるものとする。

第 5条  〔警告の累積による公式試合の出場停止処分と退場による公式試合の出場停止処分の関係について〕
警告の累積による公式試合の出場停止処分と退場による公式試合の出場停止処分は併科する。この場合、

退場による公式試合の出場停止処分を先に消化するものとする。

第 6条  〔当該競技会にて消化しきれなかった出場停止処分の持ち越し〕
1.第 4条による出場停止処分が、当該出場停止処分を受けた競技会において消化しきれなかった場合、
残存の出場停止処分は、当該出場停止処分を受けたチームが出場する直近の公式試合において、その処
分を消化するものとする。

2.前項に従う、残存の出場停止処分の存否の情報についての異なる競技会間の伝達に関しては、当該処
分の通知を受けた選手等及びその所属するチームが連帯して責任を負うものとする。

3.第 1項に違反して試合に出場した場合、当該選手等及びその所属チームに対し本規程に従い懲罰を科
すものとする。

第 7条  〔選手の移籍に伴う出場停止の消化〕
1.出場停止処分が未消化の状態で他のチームヘ移籍 (学校のチームに所属する選手が、卒業によつて新た
なチームに所属変更する場合を含む)し た選手については、移籍先のチームにて未消化の出場停止処分を
消化するものとする。

2.前項に従う、残存の出場停止処分の存否の情報についての伝達に関しては、当該処分の通知を受けた
選手等、その移籍元チーム及び移籍先チームが連帯して責任を負 うものとする。
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3.第 1項に違反して試合に出場した場合、当該選手等に加え、その移籍元チーム若しくは移籍先チーム、

又はその双方に対し本規程に従い懲罰を科すものとする。

第 8条  〔出場停止処分の消化に関する特別規定〕

第 4条の規定にかかわらず、出場停止処分の消化に関するJリ ーグにおける取扱いについては、別途J

リーグが定めるところによる。

第 9条  〔複数のチームで競技会に出場する場合の退場による公式試合の出場停止処分の消化〕

選手等が、複数のチーム (選抜チームや年齢制限付チーム等)にて競技会に出場する場合も前各条が適

用され、出場停止処分は当該競技会にて順次消化されるものとする。この場合、一方のチームの選手とし

て受けた出場停止処分は、当該チーム以外のチームの出場には影響しないものとする。

第10条  〔試合が中止等となった場合の懲罰の消化〕

1.試合がいずれのチームの責にも帰すべからざる事由により開催不能又は中止となった場合には、当該

試合中に出された警告・退場の処分は効力を失わないものとする。

2.試合が一方又は両方のチームの責に帰すべき事由により開催不能、中止、無効試合又は没収試合とな

った場合には、当該試合中に出された警告 。退場の処分の効力については次のとおりとする。

(1)再試合を実施する場合には、退場の処分は有効とし、警告の処分は効力を失うものとする。

(2)再試合を実施しない場合及び没収試合の場合には、責に帰すべき事由のあるチームが受けた処分の

み有効とし、両方のチームに責に帰すべき事由がある場合には両チームの受けた処分を有効とする。

3.出場停止処分が試合数をもって科されている場合には、開催不能、中止、無効試合又は没収試合とな

った試合については、出場停止試合に算入する。但し、試合が開催不能、中止、無効試合又は没収試合

となつたことにつき責に帰すべきチーム及び選手等に対しては、出場停止試合に算入しないものとする。

第11条  〔競技規則と懲罰基準の関係〕

退場に関する懲罰基準は、下表に従い、読み替えて運用する。
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競技規則 懲罰基準 懲罰

1 著 しく不正なプレー

を犯す

2-1(1) 著 しい反

則行為

最低 1試合

2 乱暴な行為を犯す 2-1(3) 乱暴な行

為

最低 1試合

2-2 選手等に

対する暴

行。脅迫及

び一般大

衆に対す

る挑発行

為

最低 2試合及び罰金

2-5 審判員に

対する傷

害の意図
のない乱

暴な行為

最低 4試合及び罰金

2-6 審判員に

対する暴

行・脅迫

最低 6ヶ 月及び罰金

3 人をかむ、または人に
つばを吐く

2-2 選手等に

対する暴

行・脅迫及

び一般大

衆に対す

る挑発行

為

最低 2試合及び罰金

2-3 選手等に

対 してつ

ばを吐き

かける行

為

最低 6試合及び罰金

2-6 審判員に

対する暴

行。脅迫

最低 6ヶ 月及び罰金

2-7 審判員に

対 してつ

ばを吐き

かける行

為

最低 12ヶ 月及び罰

金

4 意図的にボールを手

または腕で扱い、相手

チームの得点または

決定的な得点の機会

を阻止する (自 分たち

2-1(1) 著しい反

則行為

最低 1試合

競技規則と懲罰基準 (JFA懲罰規程 〔別紙 1〕 競技及び競技会における懲罰基準)の対比

表 1.選手の場合

2019.7.11
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のペナルティーエ リ

ア内にいるゴールキ

ーパーを除く)

5 競技者がフリーキッ

クで罰せ られる反則

を犯 し、全体的にその

反則を犯 した競技者

のゴールに向かって

動いている相手競技

者の得点、または、決

定的な得点の機会を

阻止する (「得点、ま

たは、決定的な得点の

機会の阻止」に規定さ

れる警告の場合を除

く)

2-1(1) 著しい反

則行為

最低 1試合

6 攻撃的な、侮辱的な、

あるいは下品な発言

や身振 りをする。

2-1(5) 他の選手、

その他の

競技に立

ち会って

いる人々

に対する

侮辱

最低 1試合

2-4 審判員に

対する侮

辱又は公

然の名誉

毀損行為

最低2試合

7

ビデオオペ レーショ

ンルーム (VOR)に入

る

2-1(1) 著 しい反

則行為

最低 1試合

2.チーム役員の場合

競技規則 懲罰基準 懲罰

1 ボールを放さない、ボ

ールを遠 くへける、競

技者の動きをさえぎ

るなどで、相手チーム

のプレーの再開を遅

らせる

2-1(7) きわめて

反スポー

ツ的な行

為

最低 1試合

2 意図的にテクニカル

エリアを出て、次のこ

とを行う :

。審判員に対して異議

を示す、または抗議す

る。
・挑発したり、相手の

2-1(4) 審判員の

判定に対

する執拗

な抗議

最低 1試合

2-1 (5) 他の選手、

その他の

競技に立

最低 1試合
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感情を刺激するよう

な態度をとる
ち会って

いる人々

に対する

侮辱

2-2 選手等に

対する暴

行。脅迫及

び一般大

衆に対す

る挑発行

為

最低 2試合及び罰金

3 攻撃的または対立的

な態度で相手チーム

のテクニカルエ リア

に入る

2-1 (7) きわめて

反スポー

ツ的な行

為

最低 1試合

4

競技のフィール ドに

物を意図的に投げ入

れる、またはけり込む

2-1(7) きわめて

反スポー

ツ的な行

為

最低 1試合

5 競技のフィール ドに

入 り、次のことを行

つ :

。審判員と対立する

(ハーフタイムと試

合終了後を含む)

・プレー、相手競技者、
または審判員を妨害

する

2-1 (4) 審判員の

判定に対

する執拗

な抗議

最低 1試合

2-1(7) きわめて

反スポー

ツ的な行

為

最低 1試合

6 ビデオオペ レーショ

ンルーム (VOR)に入

る

2-1(1) 著しい反

則行為

最低 1試合

7 相手競技者、交代要

員、チーム役員、審判

員、観客、またはその

他の人 (ボールパーソ
ン、警備員、競技 会

役員など)に対する身

体的または攻撃的な

行動をとる (つばを吐

く、かみつくなど)

2-2 選手等に

対する暴

行。脅迫及

び一般大

衆に対す

る挑発行

為

最低 2試合及び罰金

2-3 選手等に

対してつ

ばを吐き
かける行

為

最低 6試合及び罰金

2-6 審判員に

対する暴

行 。脅迫

最低 6ヶ月及び罰金

2-7 審判員に

対してつ

ばを吐き

かける行

最低 12ヶ 月及び罰

金
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為

8

攻撃的な、侮辱的な、

または下品な発言や

身振りをする

2-1(5) 他の競技

者、その他

の競技に

立ち会っ

ている

人々に対

する侮辱

最低 1試合

2-4 審判員に

対する侮

辱又は公

然の名誉

毀損行為

最低 2試合

9

認められていない電

子機器や通信機器を

使用 したり、電子機器

や通信機器を使用 し

て不適切な行動をと

る

2-1(1) 著しい反

則行為

最低 1試合

10

乱暴な行為を犯す 2-1(3) 乱暴な行

為

最低 1試合

2-2 選手等に

対する暴

行・脅迫及

び一般大

衆に対す

る挑発行

為

最低 2試合及び罰金

2-5 審判員に

対する傷

害の意図
のない乱

暴な行為

最低 4試合及び罰金

2-6 審判員に

対する暴

行・脅迫

最低 6ヶ 月及び罰金
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(参考資料 1)事情聴取での必要な情報
1.大会名等

・X県選手権 P地区予選 トーナメント第 3回戦 (出場 16チーム)、 a対 f

2.日 時、場所、ピッチコンディション等の条件
。1999年M月 D日  13:35キ ックオフ 前半25分頃
。X県総合競技場、芝生 (一部はげ)、 前日の雨により滑りやすかった

3.案件に関わった人の名前、所属等
・主審 ;R(チーム r、 3級 )、 副審 ;S(チーム r、 4級 )、 T(チーム r、 3級 )

。A選手 (チームa)、 F選手 (チーム f)
。会場責任者 (等の客観的第二者);M(X県 P地区社会人連盟事務局)

4.審判報告書、審判報告書 (重要事項)

。主審が記入し、署名のあるもの (退場があった場合、審判は審判報告書 (重要事項)に詳細に記入
して報告しなければならない)

5.案件の客観的事実とそれを確認した人
・詳細かつ客観的な事実 (選手役員のとった行動、発言した内容等を、それぞれ具体的に記載し、個

別に誰が確認したかも明記する)

。案件の背景 (事実上の決勝戦、前回の対戦でも小競り合いがあった)

・確認した人は客観的に事実を見ることの出来た第二者であることがのぞましい
6.事情聴取を実施した日付等

・事情聴取担当者 ;N(X県規律委員長)、 0(同委員)、 P(同委員、P地区規律委員長)

7.事情聴取の結果
。客観的な事実でない場合 (主審Rはそう問いた、副審Tにはそう見えた)や、それぞれで意見が分
かれる場合 (副審 Sは 「タックルされた」が選手Fは 「近づきすぎて接触した」)はその発言者名
を明記し、個別に記載する

。「覚えていない」というような場合では、その旨を明記する
。報告書が出来た段階で、意見が記載の通りで間違いが無いかを当事者に直接確認する

8.処分案
。6ヶ 月以上の処分を課す方針となった場合には、本協会に速やかに報告し、本協会の規律委員会又
は裁定委員会が最終決定を行う

。その際、被処分者には確認がなされるまで暫定的な処分であることを通知する
9.その他の特記事項

。情状酌量に値する事項等については、客観的事実を具体的に記載する

(参考資料 2)不服申立手続きに関する書類の送付先
<本規程第 37条 関連 >

【不服申立を行う場合の不服申立書及び理由書の送付先】
〒113-8311
東京都文京区本郷サッカー通り (3-10-15) JFAハ ウス

公益財団法人日本サッカー協会 不服申立委員会事務局
FAX: 03-3830-2005
※郵送 (必着)又はFAXに て送付のこと
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〔別紙 3〕 指導に関連した懲罰基準

表 1.指導中 (練習・試合含む)における選手等に対する身体への不法な攻撃であって生命又は

身体に危害を及ぼす行為 (暴力・体罰)

違反行為の程度 。結果 懲罰

被害者が傷害を負わなかった 6ヶ 月間のサッカー関連活動

停止

被害者が全治 1か月未満の傷害を負った 1年間のサッカー関連活動停止

被害者が全治 1か月を超える傷害を負った 無期限又は永久的なサッカー

関連活動停止・禁止、除名

表 2.指導中 (練習 。試合含む)における選手等に対する人格を否定するような発言 。侮辱等、又

は指導者が特定の者を無視したり、正当な理由なく練習させない等、指導者の立場を利用した嫌が

らせ行為 (以下「暴言等」という。)に より、心身に有害な影響を及ぼす言動

違反行為の程度 。結果 懲罰

偶発的な暴言等で、被害者のみが強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感

じたが、被害者及びその周囲の者の当該所属チームでの活動環境を

悪化させるまでに至らなかった

譴責

継続的あるいは悪質な暴言等で、被害者のみが強い嫌悪感を覚える

等の苦痛を感じたが、被害者及びその周囲の者の当該所属チームで

の活動環境を悪化させるまでに至らなかった

6ヶ 月間のサッカー関連活動停

止

暴言等を繰り返し、被害者が強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感じ、

被害者及びその周囲の者の当該所属チームでの活動に支障が生じ

た (暴言等を受けた被害者が当該所属チームでの活動を一時中断せ

ざるを得なくなった、指導者におびえ萎縮して当該所属チームでの

活動が阻害された等)

1年間のサ ッカー関連活動停止

暴言等を繰り返し、被害者の心身に重大な障害を与えた、又は被害

者が退団する等、当該所属チームでの活動を中止に至らせた

無期限又は永久的なサッカー

関連活動停止 。禁止、除名

表 3.選手等に対する身体的接触を含むわいせつ行為等心身に有害な影響を及ぼす言動

違反行為の程度 。結果 懲罰

被害者のみが強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感じたが、被害者及び

その周囲の者の当該所属チームでの活動環境を悪化させるまでに

至らなかった

1年間のサッカー関連活動停止

わいせつ行為を繰り返し、被害者が強い嫌悪感を覚える等の苦痛を

感じ、被害者及びその周囲の者の当該所属チームでの活動に支障が

生じた (被害者が当該所属チームでの活動を一時中断せぎるを得な

くなった、指導者におびえ萎縮して当該所属チームでの活動が阻害

された、又は被害者が退団する等、当該所属チームでの活動を中止

に至らせた等)

無期限又は永久的なサッカー

関連活動停止・禁止、除名

表 4.選手等の意に反して行った、わいせつな言辞、性的な内容の電話 。手紙 。電子メールの送付、

つきまとい等の性的な言動 (以下「性的言動」という。 )

違反行為の程度 。結果 懲罰

被害者のみが強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感じたが、被害者及び

その周囲の者の当該所属チームでの活動環境を悪化させるまでに

至らなかった

1年間のサッカー関連活動停止

201



性的言動を繰 り返し、被害者が強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感
じ、被害者及びその周囲の者の当該所属チームでの活動に支障が生
じたが、被害者が当該所属チームでの活動を中断したり、指導者に
対し萎縮するまでには至らなかった

2年間のサッカー関連活動停止

性的言動を繰 り返し、被害者が強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感
じ、退団など当該所属チームでの活動の中止に至らせた

無期限又は永久的なサッカー

関連活動停止・禁止、除名

表 5.指導中 (練習 。試合含む)において、選手等に対し行った、体力や競技力の向上、健康増進
等とは明らかに無関係な、いわゆる「しごき」や「おいこみ」、罰としての特訓など不適切な指導
やサッカー関連活動 (以下「不適切な指導や活動」という。)

違反行為の程度 。結果 懲罰

偶発的に行われた不適切な指導や活動であったが、被害者の当該所
属チームでの活動に支障が生じるまでに至らなかった

譴責

継続的に行われたあるいは悪質と認められる不適切な指導や活動
であったが、被害者及びその周囲の者の当該所属チームでの活動に
支障が生じるまでに至らなかった

6ヶ 月間のサッカー関連活動停

止

不適切な指導や活動を繰 り返し、被害者が心身に傷害を負うなど、
被害者及びその周囲の者の当該所属チームでの活動に支障が生じ
た (不適切な指導や活動を受けた被害者が当該所属チームでの活動
を一時中断せざるを得なくなった、指導者におびえ萎縮して当該所
属チームでの活動が阻害された等)

1年間のサッカー関連活動停止

不適切な指導や活動を繰 り返し、被害者の心身に傷害を負わせた、
又は退団など当該所属チームでの活動を中止に至らせた

無期限又は永久的なサッカー

関連活動停止 。禁止、除名

<考慮すべき要素>
①違反行為の態様 (故意か過失か。暴行の程度。内容。部位、回数や継続性、被害者数等)

②加害者の地位・立場。年齢、被害者との関係
③加害者の人数
④違反行為による結果や影響
⑤被害者の身体的負荷の程度 (暴行にとどまるか、傷害や死亡に至ったか (表 1)、 外傷・スポー
ツ傷害発生の有無・程度 (表 5))
⑥被害者の心理的負荷の程度 (自 殺や精神疾患の発生の有無等を含む)

⑦被害者の年齢 。人数、被害者の所属チーム活動への影響の程度 (所属チーム活動の休止。停止の
状況や所属チームからの退団の有無等を含む)

③加害者の動機、違反行為に至る経緯
⑨被害者の言動、態度等
⑩加害者の事後の対応 (反省、被害者への謝罪等)

⑪刑事処分を受けた場合、その刑期

<加重・軽減要素の例>
○加重要素 (処分内容を重くする)

加害者あるいは被害者が複数の場合、被害者の年齢が低い 。未成年の場合、複数回又は継続的に行
われていた場合、行為・言動を行った期間が長い場合 (概ねlヶ 月以上)、 暴力・暴言 。わいせつ行
為など他の違反行為も併せて行った場合、所属チームでの活動の継続が困難になった場合、傷害・
暴力・暴言内容の程度が重度な場合、退団・転校・不登校など被害者の日常生活に大きな影響を与
えた場合、不適切な指導や活動であることを知っていながら不適切な指導や活動を行った場合 (表
5)等
○軽減要素 (処分内容を軽減する)

真摯に反省している場合、示談が成立している場合、解雇・退職等他で制裁を受けている場合、処
分内容によリチームに所属する選手の活動が著しく制限される場合等

，
一

＾
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※処分の決定に係る基本的な考え方

1.本基準に該当する暴力行為に対する懲罰は、相当性の原則から、その違反行為の内容 。結果を

踏まえて、それに相当する処分内容を決定するものとする。
2.本基準に定める暴力行為に関する懲罰の決定に当たっては、違反行為の態様や加害者と被害者
の関係性、結果の重大性、加害者 。被害者の年齢、被害者の心理的負荷 。競技活動への影響、日頃
の活動における態度等も含め情状その他考慮すべき事情の有無及びその内容、過去に処分した同種

事案に対する処分内容との均衡等を総合的に考慮するものとする。

※その他留意事項
1.上表において、「被害者が強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感 じたが、被害者及びその周囲の競

技者の競技活動環境を悪化させるまでに至らなかった場合」とは、暴言等を受けた被害者のみが苦

痛を感じた場合を想定している。
2。 「被害者が強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感じ、かつ被害者及びその周囲の競技者の競技活動

環境を悪化させた場合」とは、暴言等を受けた被害者のみならず、周囲の競技者も苦痛を感じるな

どして当該指導者から指導を受けることに嫌悪感を覚えるなど競技活動の環境が悪化した場合を想

定しているが、被害者が競技活動を中断したり、指導者に対し萎縮するまでには至っていない場合

を想定している。
3.「被害者が強い嫌悪感を覚える等の苦痛を感じ、被害者の競技活動に支障が生じた場合」とは、

暴言等を受けた被害者が競技活動を一時中断せざるを得なくなった場合や、指導者におびえ萎縮し

て競技活動が阻害されたような場合を想定している。
4.こ こでいう「刑事処分」は、他の項目との均衡から、軽微な刑事処分 (事案が軽微で悪質性が

低いなど)1ま該当しない。
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プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則

本規則は、定款第50条に基づき、プロサッカー選手の契約、登録及び移籍に関して定める。本協会に加

盟又は登録するすべてのクラブ又はチーム及び選手は、本規則を遵守しなければならない。

1.プロ契約制度

1-1 対象

本協会に登録するすべての選手を対象 とする。

1-2 プロ選手

① 本規則においてプロ選手とは、その所属クラブとの書面による契約を有しており、当該選手のサッ
カー活動の対価として当該選手が被る費用を実質的に上回る支払いを受ける者をいう。

② プロ選手は、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1)満 16歳以上で、かつ、本協会の加盟チームに所属し、本協会の認定を受けていること

(2)本協会及び選手の所属するクラブの加盟するリーグ又は連盟等の統括組織 (以下総称して「加

盟リーグ等」という)が 自らのために広告・宣伝活動を行う場合は、原則として無償で協力する
こと

(3)国内 。国外を問わず、本協会主催以外の試合に出場する場合は、事前に本協会の承認を得るこ

と

(4)競技会の会場においては、本協会又は「加盟リーグ等」の承認なくしては、いかなる広告 。宣

伝活動も行わないこと

③ 契約の最長期間は5年間とする。ただし、 18歳未満の選手は最長 3年間とする。

④ 契約の最短期間は、原則として、当該契約の効力発生日からシーズン終了時までとする。

⑤ 契約の効力は、医学上の検査が良好であること、又は、査証等選手の就業に関する行政による認可
の可否を条件としてはならない。

⑥ プロ選手は、同一期間について二つ以上の契約を締結してはならない。

⑦ いかなるクラブも、その契約の相手方のクラブ又はあらゆる第二者に対して、選手の役務提供もし

くは移籍に関連する事項又はクラブの独立性、方針もしくは運営に関連する事項に影響を及ぼす力を

付与する条項を含む契約を締結してはならない。

③ いかなるクラブ及び選手も、選手の将来における移籍に関連して支払われる移籍補償金の全部又は
一部を直接または間接に受け取る権利を第二者 (ただし、当該移籍の対象となる選手本人、当該移籍
の移籍元クラブ及び移籍先クラブ並びに当該選手が過去に所属したクラブを除く。以下、本③におい

て同じ。)に与える契約、又は選手の将来における移籍もしくは移籍補償金につき何らかの権利を第
二者に付与する契約を締結してはならない。

⑨ プロ契約を締結した選手は原則として登録しなければならない。
1-3 プロA契約・プロB契約  ([別紙]表 -1参 照)

① 契約締結条件

次のいずれかを満たすことをプロA契約及びプロB契約の締結条件とする。

(1)試合出場

◆   Jl  :  450分
◆   J2  :  900分
◆ J3・ JFL:1,350分

この場合において、試合出場時間は公式記録によるものとする。ただし、出場時間が 1分未満
の場合は、 1分 としてカウントする。 ([別紙]表 -2参照)

(2)プ ロC契約 3年経過

② 対象となる試合

(1)リ ーグ別対象試合

◆   Jl  : リーグ戦、リーグカップ戦、スーパーカップ、天皇杯
◆   J2  : リーグ戦、リーグカップ戦、スーパーカップ、天皇杯

◆ J3・ JFL: リーグ戦、スーパーカップ、天皇杯
※1 天皇杯の出場実績は、Jl、 J2又は J3・ JFLに所属するクラブの第 1種チームの

メンバーとして出場した場合に限り、カウントする。
※2 JFLに 加盟している大学チームに所属する選手の出場実績は、上記いずれの大会にお

いてもカウントしない。
※3 特別指定選手が上記のリーグ別対象試合にJク ラブの選手として出場した場合、プロA

契約及びプロB契約締結条件の出場実績としてカウントする。
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(2)Jlの対象試合と同様にカウントする試合及び大会

◆ 日本代表Aマ ッチ (FIFAが認定する代表チーム同士の試合)

◆ オリンピックサッカー競技及びオリンピックサッカー競技アジア地区2次予選、最終予選

◆ アジア競技大会

◆ FIFA U-20ワ ール ドカップ本大会

◆ AFCチ ャンピオンズリーグ

◆ 上記以外にFIFA又 はAFCが 主催するチャンピオンクラブを出場対象とした大会

(3)その他本協会が認めた試合

(4)海外のプロリーグ

海外のプロリーグにおける実績評価については、別途定めるものとする。

③ 試合出場時間換算方法

移籍及びクラブの昇降格により選手の所属するリーグが変更となる場合、既に出場している時間は、

次のように換算する。

(1)Jl から J2 へ変更の場合   :Jl での出場時間を 2.0倍 に換算

(2)Jl から J3・ JFLへ 変更の場合 :Jl での出場時間を 3.0倍 に換算

(3)J2 から J3・ JFLへ 変更の場合 :J2 での出場時間を 1.5倍 に換算

(4)J2 から Jl へ変更の場合   :J2 での出場時間を 1/2 に換算

(5)J3・ JFLか ら Jl へ変更の場合 :JFLで の出場時間を 1/3 に換算

(6)J3・ JFLか ら J2 へ変更の場合 :JFLで の出場時間を 2/3 に換算

④ プロA契約の報酬

(1)プ ロA契約の基本報酬は年額460万 円以上とする。原則としてその他の制限はないが、初め

てプロA契約を締結する場合に限り、その基本報酬は年額 670万円を超えてはならず、変動報

酬は本制度の主旨を逸脱しない範囲で設定しなければならない。年度 (2-l⑤に定めるもの。

以下「年度」という)途中でプロA契約に変更した場合には、当該年度の残存期間における契約が

年額 670万円の制限対象となる。なお、以下本規則における金額の表示については、別段の定

めがない限り、全て消費税を除くものとする。

(2)プ ロC契約締結時にプロA契約 2年 目以降の報酬について約束してはならない。

⑤ プロB契約の報酬

(1)プ ロB契約の基本報酬は年額460万円を超えてはならない。

(2)プ ロB契約においては変動報酬は自由に設定できる。ただし、出場プレミアムを設定する場合

は 1試合あたり47, 620円以下とする。
1-4 プロC契約  ([別紙]表-1及び図-1参照)

① プロC契約の締結
1-3①の試合出場時間を満たしていないアマチュア選手又は社員選手がプロ契約を締結する場合、

必ずプロC契約を締結しなければならない。

② 契約可能期間

(1)プロC契約を締結できる期間は、アマチュア選手又は社員選手が初めてプロC契約を締結して

から3年間とする。 3年を経過した後に引き続きプロ契約を締結する場合は、プロA契約又はプ

ロB契約を締結しなければならない。
(2)プ ロC選手が契約 3年未満で他のクラブヘ移籍する場合、それまでのプロC契約経過年月日は

移籍後も引き継がれるものとする。

③ プロC契約の報酬

(1)プ ロC契約の基本報酬は年額460万円を超えてはならない。

(2)プ ロC契約においては変動報酬は出場プレミアム及び勝利プレミアムに限り設定することがで

きる。ただし、出場プレミアムは 1試合あたり47,620円 以下とし、勝利プレミアムはクラ

ブにおけるプロA契約の勝利プレミアムの最低金額を上回ってはならず、本制度の主旨を逸脱す

るものであってはならない。

(3)ク ラブは、プロC選手に対して 1-2③に定める権利を与える契約を締結してはならない。

1-5 外国籍選手

① 登録数

外国籍選手の登録可能人数に関しては以下のとおり定める。

(1)Jリ ーグに所属するクラブ (以下、「Jク ラブ」という。)の第1種チーム以外のチーム

外国籍選手の登録は 1チームにつき3名以内とする。ただし、下記イ又は口に該当する場合は、
この3名 を超えて登録できるものとするが、いずれの場合も、外国籍選手の登録人数の総数は5

名を超えてはならない。

イ.アマチュア選手

205



口.プロC契約でかつ、当該登録年度の 2月 1日 の前日における年齢が20歳未満の選手

(2)Jク ラブの第1種チーム

外国籍選手の登録可能人数に制限を設けないものとする。

② 登録数の例外措置

(1)アマチュア又はプロC契約の外国籍選手が年度途中でプロC契約以外の契約に移行する場合、

外国籍選手の登録人数の関係においては、当該選手は、その年度に限り、引き続きアマチュア又

はプロC契約の外国籍選手とみなすことができるものとする。ただし、その場合、事前に所属す
るリーグに承認を得るものとする (「外国籍選手枠対象外認定申請書」 (書式F)に より申請)。

(2)ケガ、疾病等により年度中の復帰が不能と認められた選手については、事前に所属するリーグ

の承認を得た場合 (「 外国籍選手登録抹消申請書 (契約を保持したままの抹消の場合)」 (書式 J)
により申請)、 その年度に限り、プロ契約を保持したまま登録を抹消することができる。ただし、

当該選手はその年度内において再び登録することはできない。

③ 契約書式

クラブは、外国籍選手とプロ契約を締結する場合、統一契約書式又はそれに準じる契約書式により

契約を締結しなければならない。

④ 外国籍選手とプロC契約を締結する際の注意事項

本条①及び②に規定されるプロC選手の登録に関する優遇措置は、実績のない若年層選手と契約す

ることを容易にするために例外的取扱いとして認められたものである。よって、その契約のために契

約金・移籍補償金 。その他多額の経費を要するものであってはならない。
1-6 選手の登録数  ([別紙]表-1参照)

① プロA選手の登録数

(1)選手登録できるプロA選手は、第 2種 (ユース)登録選手も含め、クラブ全体で25名以内 (以

下「25名枠」という)と する。

(2)外国籍選手は「25名枠」の対象とする。ただし、外国籍のアマチュア選手及びプロC選手は

除く。

(3)AFCチ ャンピオンズリーグに出場するクラブは、当該年度に限り、プロA契約選手の「25
名枠」を「27名枠」とする。

② プロA選手以外の登録数
プロB選手、プロC選手、社員選手及びアマチュア選手の登録数には制限がないものとする。

③  「25名枠」の例外

(「プロA契約25名 枠 対象外認定申請書」 (書式G)により所属リーグに申請。ただし、Jク ラブ

はJリ ーグの指定する方法によるものとする。)

(1)年度途中のプロA契約への変更
アマチュア又はプロC選手が年度途中でプロA契約に移行した場合は、その年度に限り「25

名枠」の対象外とする (外国籍選手も同様)。 プロB選手が年度途中でプロA契約に移行した場

合は、「25名枠」の対象とする。

(2)自 クラブの育成組織出身及び在籍選手

自クラブの第 3種又は第 2種の育成組織のチームに3年以上在籍した選手は、同クラブのチー

ムに在籍する場合、「25名枠」の対象外とする。ただし、外国籍選手はこれに含まない。在籍

期間が 1年を超え、超えた期間が 1年に満たない場合は、当該超過期間は、本条の関係では、 1
年とみなして計算する。

(3)ケガ 。疾病等

ケガ 。疾病等により年度中の復帰が不能と認められた選手は、その年度は「25名枠」の対象

外とする (ただし、医師の診断書を必要とする)。

(4)期限付移籍の選手

期限付移籍の選手は、移籍先クラブでは「25名枠」の対象とし、移籍元クラブでは対象外と

する。

(5)「 25名枠」の対象外となっているプロA選手が他のクラブヘ移籍する場合、移籍先クラブに

おいては「25名枠」の対象となるものとする。

(6)その他
上記のいずれにも該当しない場合は、 Jリ ーグ理事会でその措置を決定する (JFLにも関係する

場合は、本協会理事会で決定する)。

1-6-2 ホームグロウン制度

① ホームグロウン選手の定義
12歳 の誕生日を迎える年度から21歳の誕生日を迎える年度までの期間において、特定のJク ラブの第

1種、第2種、第3種又は第4種チームに登録された期間 (以下、本条において「育成期間」という。 )
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の合計日数が990日 (Jリ ーグの3シーズンに相当する期間)以上である選手を、本条において当該J

クラブのホームグロウン選手という。

② ホームグロウン選手の登録義務

Jク ラブの第 1種チームは、当該シーズンの初回の登録ウインドーの終了日 (以下、「カウント基準

日」という。)において、次に定める人数以上のホームグロウン選手を登録していなければならない。

2019年 シーズン  Jl:2名  J2/J3:0名
2020年 シーズン  Jl:2名  J2/J3:0名
2021年 シーズン  Jl:3名  J2/J3:0名
2022年 シーズン  Jl:4名  J2/J3:1名
2023年 シーズン以降 : 別途定める

③ ホームグロウン制度の不遵守

Jク ラブの第 1種チームが、カウント基準日において前項に定める人数のホームグロウン選手を登録

しなかった場合、翌シーズンにおいて当該チームが登録できるプロA選手の数 (本規則 1-6①に定め

る)は、前項に定める人数に満たない人数分減じられるものとする。

④ ホームグロウン制度に関する特記事項

(1)選手が期限付移籍する場合、当該期限付移籍された期間については、期限付移籍元のJク ラブ

の育成期間に算入されるものとし、期限付移籍先のJク ラブの育成期間には算入されない。

(2)特別指定選手制度により、他のチームに登録しながらJク ラブの第 1種チームの試合に出場す

ることが認められる場合、これらの期間は当該 Jク ラブの育成期間には算入されない。

(3)カ ウント基準日において期限付移籍中の選手は、本条②に定める登録義務との関係では、期限

付移籍先のJク ラブのホームグロウン選手としてカウントされるものとし、期限付移籍元のJク

ラブのホームグロウン選手としてカウントされない。

⑤ その他

ホームグロウン制度に関する疑義が生じた場合又はホームグロウン制度の内容に変更がある場合は、

Jリ ーグ理事会においてその措置又は内容を決定する。

1-7 他のクラブの育成組織の選手への接触

① 育成組織の選手の育成及びプロ契約締結に関する妨害の禁止

クラブによる当該クラブの育成組織の選手の育成及びプロ契約締結については、他のクラブはそれ

を妨げてはならない。

② クラブの承諾

クラブが他のクラブの育成組織の選手へのスカウト活動を行 う場合は、活動を始める前に必ず当該

選手が所属するクラブの承諾を得なければならない。

1-8 契約更新 ([別紙]図 -2及び図-3参照)

① 他のクラブとの契約

他のクラブに在籍するプロ選手との間でプロ選手としての契約を締結しようと意図しているクラブ

は、当該プロ選手との交渉に入る前に書面により当該プロ選手がその時点で在籍するクラブに通知し

なければならない (「他クラブ在籍プロ選手との契約交渉開始に関する通知」 (書式I)に より通知。

写しを所属リーグに提出)。 当該プロ選手は、当該プロ選手のその時点のクラブとの契約期間が満了

したか、又は期間満了前 6ヶ月間に限り、他のクラブと契約を締結することができるものとする。か

かる規定に違反したクラブ又は選手に対しては、以下の懲罰が科されることがある。

(1)違反当事者がクラブの場合 :最大 2つの登録ウインドー期間について、新たな選手の追加登録

の禁止

(2)違反当事者が選手の場合 :最大6ヶ 月の出場停止処分

② クラブから選手への契約更新通知

クラブは、その所属選手に対し、新たな契約を締結する意思及びその契約条件を「契約更新に関す

る通知書」 (書式A)により、遅くとも以下の期日までに通知しなければならない。

(1)1月 1日 から1月 31日 の間に契約期間が満了する契約を締結している場合 :リ ーグ戦が終了

した日の翌日から5日 後まで

(2)(1)以外の日を期間満了日とする契約を締結している場合 :契約期間満了の 2週間前まで

③ クラブと選手の契約交渉

クラブは、上記②の通知後すみやかに選手との交渉の場を設定し、以下の期日までに新たな契約の

条件についての交渉を終えなければならない。当該期日までに更新通知に対する選手からの回答がな

かった場合、選手は、契約更新を承諾したものとみなされる。

(1)1月 1日 から1月 31日 の間に契約期間が満了する契約を締結している場合 :12月 31日 ま

で

(2)(1)以外の日を契約期間満了日とする契約を締結している場合 :契約期間満了日まで

207



④ 選手契約の締結
クラブと選手が新たな契約の条件について合意した場合、両当事者は、すみやかに当該契約を締結

し、クラブは、その写しを所属リーグに提出しなければならない.

⑤ 最終提示額証明書の発行
クラブと選手との交渉が決裂し、契約を更新しないことが確定した場合、クラブは、当該選手に対

し、交渉の場において最終的に提示した報酬額を明記した「最終提示額証明書」 (書式C)をただち
に発行し、同書類を所属リーグに提出しなければならない。

⑥ 移籍リス トヘの登録

(1)上記③にて定められた期日までにクラブと選手との交渉が決裂して契約更新しないことが確定
した場合、クラブは、ただちに当該選手を移籍リス トに登録しなければならない。

(2)上記③にて定められた期日までに契約更新の最終合意に至らなかった場合であって、選手に契
約更新の意思があるときは、選手とクラブの合意があれば、移籍 リス トヘの登録を延期すること
ができる。

(3)移籍リス トヘの登録申請は「移籍リス ト登録申請書」 (書式第14号)に より行 う。
(4)移籍リス トに登録された選手は、上記①号に定める通知を行うことなしに、自由に他クラブと

契約することができる。
(5)移籍リス トに登録された選手に関して、当該選手がいずれかのクラブと契約を締結した場合も

しくは引退を表明した場合、又は当該選手が移籍リストからの抹消を希望した場合、クラブは当
該選手を移籍リス トから抹消するための申請を「移籍リスト登録申請書」 (書式第14号)により
行うものとする。

(6)(5)に かかわらず、選手が移籍リス トに掲載された日より8か月が経過した場合、当該選手は移
籍リストから自動的に抹消されるものとする。

⑦ プロA契約を更新又は締結する場合の特記事項
クラブとの交渉が決裂し移籍リス トに登録されたプロA選手は、当該クラブから申し入れがあった

場合に限り、当該クラブと再度交渉することができる。その場合、クラブは、当初提示した報酬額 (最

終提示額)よ りも減額した額を提示することができる。
③ プロB契約を更新する場合の特記事項

プロB契約の更新の場合、クラブは、選手と契約条件の交渉中であっても、当該選手が希望すれば、
ただちに移籍リストに登録しなければならない。その場合、クラブの当該選手に対する契約締結義務
は消滅する。また、当該選手は、移籍リス トに登録後もクラブと交渉を続けることができる。その場
合、クラブは、当初提示した報酬額よりも減額した額を提示することができる。

⑨ プロC契約を更新する場合の特記事項
(1)ク ラブがプロC契約を締結している選手に対し前年を下回る契約条件の更新通知をした場合、

更新手続きは、プロB契約を更新する場合 (上記①から⑥まで及び③)と 同様とする。
(2)プ ロC契約 3年が経過し、同時に契約期間も満了する場合の手続きは、次の通りとする。

イ.プロA契約に更新する場合の手続きは、プロA契約を更新する場合 (上記①から⑦まで)と
同様とする。

口.プロB契約に更新する場合の手続きは、プロB契約を更新する場合 (上記①から⑥まで及び
③)と 同様とする。

1-9 契約更新しない場合の手続き ([別紙]図 -2及び図-3参 照)

① クラブから選手への通知

クラブは、契約を更新しない場合は、選手に対し、1-8②に定める期日までにその旨を「契約更
新に関する通知書」 (書式A)に より通知しなければならない。

② 移籍 リス トヘの登録
クラブは選手への通知後、ただちに、当該選手を移籍リストに登録しなければならない。 .

1-10 プロC選手の契約変更
プロC選手が契約期間満了前にプロA契約締結条件を満たした場合の手続きは、次のとおりとする。

また、プロB契約からプロA契約への変更は、クラブと選手の合意があれば随時行うことができる。た
だし、 1-6③ にいう「25名枠」の例外に当てはまらない場合、当該選手は「25名枠」の対象とす
る。

① クラブから選手への契約変更通知

(1)プ ロC選手が契約期間満了前にプロA契約締結条件を満たした場合、クラブは、選手に対し、
条件を満たした試合日の翌日から3日 以内に、プロA契約又はプロB契約への変更及びその契約
条件を「契約変更に関する通知書」 (書式E)に より通知しなければならない。

(2)(1)にいう契約の条件は、プロC契約時の契約条件を下回ってはならない。
② クラブと選手の契約交渉
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(1)プロC選手が上記①にいう変更通知を受け取つた日の翌日から起算して原則として7日 間をク

ラブと当該選手との交渉期間とする。

(2)プ ロC選手及びクラブは、契約形態をプロC契約からプロA契約又はプロB契約に切 り替える

ものとする。

③ 契約日

クラブとプロC選手が新たな契約に合意した場合、その契約の効力発生日は、当該選手がプロA契

約締結条件を満たした試合日の翌日であるものとする。

1-11 契約変更月の報酬の計算方法 ([別紙]図 -4参 照)

① 契約変更月の基本報酬の考え方 (図-4)
契約変更月の基本報酬は、契約日を起点に新・旧の報酬をそれぞれ日割 り計算する (当 月暦日数に

よる)。

② 新 。旧報酬の差額の支払い

契約の合意が、当月の報酬の支払いに間に合わなかった場合は、翌月にその差額を支払 う。

1-12 プロB契約からプロA契約に変更する場合の手続き

プロB契約からプロA契約に変更する場合の手続きは、プロA契約を更新する場合 (1-8①から⑦

まで)と 同様とする。
1-13 プロA契約からプロB契約に変更する場合の手続き

プロA契約からプロB契約に変更する場合の手続きは、プロB契約を更新する場合 (1-8①から⑥

まで及び③)と 同様とする。

2.登録

2-1 本協会への登録

① 登録
クラブは、本協会、地域サッカー協会及び都道府県サッカー協会が主催する試合並びに Jリ ーグを

含む本協会の下に置かれる各種連盟が主催する試合に参加するために、チーム及びその所属選手を本

協会へ登録しなければならない。

② 加盟チームの種別

本協会に加盟登録するチームは、以下のとおり種別される。

(1)第 1種 :年齢を制限しない選手により構成されるチーム

(2)第 2種 : 18歳未満の選手により構成されるチーム。ただし、高等学校在学中の選手には、

この年齢制限を適用しない。

(3)第 3種 : 15歳未満の選手により構成されるチーム。ただし、中学校在学中の選手には、こ

の年齢制限を適用しない。

(4)第 4種 : 12歳未満の選手により構成されるチーム。ただし、小学校在学中の選手には、こ

の年齢制限を適用しない。

(5)女 子 :女 子の選手により構成されるチーム。ただし、 12才未満の選手は、第 4種チーム

に登録するものとする

(6)シニア : 40歳以上の選手により構成されるチーム

上記に定める年齢は、当該年度開始日の前日 (3月 31日 )現在の年齢とする。ただし、シニアの

種別については、当該登録年度最終日 (3月 31日 )現在の年齢とする。

③ 選手の登録区分

(1)本協会に登録する選手は、アマチュアとプロに区分される。

(2)年度の初めにプロの選手として登録する場合、次の書類を本協会に提出し、2-l④の申請料

を支払う。

イ。「選手登録区分申請書」 (書式第 1号 )

口.選手契約書の写し (Jク ラブは Jリ ーグに提出する。本協会は Jリ ーグからこれを受け取り、

保管する。)

(3)年度の途中にアマチュアからプロに変更する場合、次の書類を本協会に提出し、2-l④の申

請料を支払う。

イ。「選手登録区分申請書」 (書式第 1号)

口。選手契約書の写し(Jク ラブは Jリ ーグに提出する。本協会は Jリ ーグからこれを受け取り、

保管する。)

(4)プ ロからアマチュアに変更する場合、「選手登録区分申請書」 (書式第 1号)を本協会に提出

し、2-l④の申請料を支払う。

④ 選手登録区分申請料

選手は、次に定める選手登録区分申請料を本協会に支払わなければならない。
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(1)プ ロ選手 :各年度あたり10, 000円
(2)アマチュア選手からプロ選手への区分変更 :1回あたり10,000円
(3)プ ロ選手からアマチュア選手への区分変更 :1回あたり5,000円

⑤ 登録年度 (登録有効期間)

(1)Jリ ーグ又はJFLの第 1種チーム及び所属選手 : 2月 1日 から翌年 1月 31日 までの 1年
間

(2)上記 (1)以外のチーム及び所属選手 : 4月 1日 から翌年 3月 31日 までの 1年間
⑥ Jリ ーグ及び JFLの第 1種チーム及び選手の登録手続き

(1)ク ラブは、本協会が指定した申請期日までに、チームの「継続登録申請」及び「追加登録申請」
を行う。

(2)ク ラブは、都道府県サッカー協会が定める登録料 (分担金)を同協会に支払う。
(3)都道府県サッカー協会は、上記申請に不備がないことを確認し、承認する。
(4)プロ選手を登録する場合は、2-l③ (2)に定めるところによる。

⑦ その他のチーム及び選手の登録手続き
(1)ク ラブは、毎年所属都道府県サッカー協会の指定する期日までに、保有するチームの「継続登

録申請」を行う。
(2)ク ラブは、都道府県サッカー協会が定める登録料 (分担金)を同協会に支払 う。
(3)都道府県サッカー協会は、上記申請に不備がないことを確認し、承認する。
(4)プ ロ選手を登録する場合は、2-l③ (2)に定めるところによる。
(5)本協会主催の競技会に参加するためには、上記 (1)か ら(3)ま でにかかわらず、その競技会が定

める期日までに登録手続きを完了し、本協会の承認を得なければならない。
③ 外国籍選手の登録

(1)外国のサッカー協会に登録している外国籍選手を登録する場合は、5-l②に基づき手続きを
行 う。

(2)外国のサッカー協会に登録していない外国籍選手を日本で初めて登録する場合、クラブは次の
書類を本協会に提出しなければならない。
イ。「外国籍選手登録申請書 (外国で登録していなかった選手)」 (書式第 7号 )

口.在留カー ド (又は特別永住者証明書)若 しくは住民票の写し

⑨ 加盟チーム規則第 10条に該当する選手の登録
(1)日本で生まれ、次のいずれかに該当する選手は、日本国籍を有しない場合でも、外国籍選手と

はみなさない。ただし、 1チームにつき1名 に限る。
イ.学校教育法第 1条に定める学校において、教育基本法第 5条に定める義務教育中の者又は義
務教育を終了した者

口。学校教育法第 1条に定める高等学校又は大学を卒業した者
(2)外国籍扱いしない選手を登録する場合、クラブは、次の書類を本協会に提出し、承認を得なけ

ればならない。
イ。「外国籍選手登録申請書 (外国籍扱いしない選手)」 (書式第 8号)

口。在留カー ド (又は特別永住者証明書)若 しくは住民票の写し

⑩ シーズン

(1)シーズンは、各チームが属するリーグの最初の公式試合の日から最終の公式試合の日までの期
間とする。

(2)Jリ ーグ又はJFLの第 1種チームについては、選手は、 1つのシーズンにおいて最大 3つの
チームに登録されることができる。この期間中、選手は、最大 2チームのために公式試合に出場
する資格を有する。

(3)選手は、同期間中に同じ国内選手権 (リ ーグ戦は除く)あるいはカップ戦において2チーム以
上のために公式試合に出場してはならず、個々の競技会規則を遵守しなければならない。

⑪ 登録ウインドー

(1)Jリ ーグ又はJFLの第 1種チームについては、選手は、本協会が定めた年 2回の移籍を認め
る期間 (以下「登録ウインドー」という)においてのみ登録されることができる。

(2)年 2回の登録ウインドーは以下の通り定められ、本協会がFIFAに 報告するものとする。
イ。初回の登録ウインドーは、シーズンの終了後に始まり12週間を超えない。
口。 2回 目の登録ウインドーは、シーズン中に設定され、4週間を超えない。

(3)上記 (1)に関して、選手は、登録ウインドー中に当該チームから本協会に対し有効に登録申請が
なされた場合に限り、登録されることができる。

(4)本条の規定は、アマチュア選手が主として参加することを意図した大会には適用されない。か
かる大会については、関連する大会におけるスポーツ上の秩序を十分配慮したうえで、個別に登
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録されるべき期間が設定されるものとする。

⑫ 登録ウインドーの例外

(1)⑪にかかわらず、登録ウインドーの終了前に契約が終了したプロ選手は、当該登録ウインドー

終了後においても登録されることができるものとする (「登録ウインドーの適用例外に関する申

請書」 (書式H-1)に より本協会に申請)。

(2)ゴールキーパーの選手であり、かつ、当該追加登録を望むチームに既に登録されているいずれ

かのゴールキーパーの選手が怪我等の特別な事情により試合に出場することができない場合にお

いて、所属リーグが認めた場合は、⑪にかかわらず、登録ウインドー外においても登録されるこ

とができるものとする (「登録ウインドーの適用例外に関する申請書」 (書式H-2)に より所属リ

ーグに申請。ただし、Jク ラブはJリ ーグの指定する方法によるものとする。)。 なお、所属リー

グの承認後、特別な事情により試合に出場することができない当該ゴールキーパー選手の登録は

速やかに抹消されなければならない。

(3)以下のイからハに定める全ての条件を満たす期限付移籍 (「育成型期限付移籍」)については、

⑪にかかわらず、登録ウインドー外においても登録されることができるものとする (「登録ウイ

ンドーの適用例外に関する申請書」 (書式H-3)に より所属リーグに申請。ただし、Jク ラブはJ

リーグの指定する方法によるものとする)。

イ.23歳 以下の日本国籍を有する選手の期限付移籍であること (選手の年齢は、当該シーズン

の 2月 1日 の前日における満年齢とする)

口。当該期限付移籍契約の途中解約に関して移籍元チーム、移籍先チーム及び当該選手の三者が

予め合意していること
ハ.移籍元チームのリーグより下位のリーグのチームヘの期限付移籍であること

(4)本協会への選手登録を伴わない形式により当該チーム (Jリ ーグ又は JFLの第 1種チーム)

の選手として試合に出場する場合 (特別指定選手制度による場合、協会又はリーグの規程により

当該チームの育成組織のチームに登録したまま当該チームの試合への出場が認められる場合等)

は、①の適用対象とはならない。

2-2 リーグヘの届出

チームが所属するリーグヘの選手、スタッフ等の届出は、それぞれのリーグが定める手続きに従って

行 う。

3.国内移籍
3-1 移籍の種類

① アマチュア選手がアマチュア選手として移籍する場合

アマチュア選手がアマチュア選手として移籍先クラブヘ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元クラ

ブは当該移籍を承諾しなければならず、かつ、名目のいかんを問わず、当該移籍に関し対価を請求す

ることはできない。

② プロ選手がアマチュア資格を再取得する場合

プロ選手がアマチュア資格を再取得するに際しては、いかなる対価も支払われないものとする。当

該プロ選手がアマチュアとしての資格を再取得した後30ヶ 月以内にプロ選手として再登録された場合

には、当該選手の新たなチームは、本規則に従い「トレーニング費用」又は「トレーニングコンペン

セーション」を支払うものとする。

③ アマチュア選手がプロ選手として移籍する場合

アマチュア選手がプロ選手として移籍先クラブヘ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元クラブは、

当該移籍について異議を申し立てることができない。ただし、移籍元クラブは、本規則に定められた
「トレーニング費用」を請求することができる。

④ プロ選手がプロ選手として移籍する場合

(1)プ ロ選手との間でプロ選手としての契約を締結しようと意図しているクラブは、当該プロ選手

との交渉に入る前に書面により当該プロ選手がその時点で在籍するクラブに通知しなければなら

ない (「他クラブ在籍プロ選手との契約交渉開始に関する通知」 (書式I)に より通知。写しを所

属リーグに提出)。 当該プロ選手は、当該プロ選手のその時点のクラブとの契約が期間満了した

か、又は期間満了前6ヶ 月間に限り、他のクラブと契約を締結することができるものとする。か

かる規定に違反したクラブ又は選手に対しては、1-8①に従い懲罰が科される。ただし、7(「 ト

レーニングコンペンセーション」)の定めに従い、移籍元クラブは、移籍先クラブに対して、「ト

レーニングコンペンセーション」を請求することができる。

(2)契約期間が満了した選手及び移籍 リス トに登録された選手の移籍に関しては、選手とクラブは、

前項に定める通知を行うことなしに自由に交渉し、新たな契約を締結することができる。

(3)プ ロ選手契約の期間満了前であっても、移籍先クラブと移籍元クラブとが移籍にともなう補償
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(移籍補償金)につき合意し、かつ、当該選手も移籍を承諾した場合は、移籍を行うことができ
る。

3-2 移籍補償金

① プロ選手がプロ選手として契約の期間満了前に移籍する場合、移籍元クラブは移籍先クラブに移籍
補償金を請求することができる。

② 移籍補償金の金額は、移籍元クラブと移籍先クラブの合意によつて決定する。
③ 上記②の合意がなく契約の期間満了前に移籍が行われた場合、違反当事者には以下の通り懲罰が科

されることがある。

(1)違反当事者がクラブの場合 :最大 2つの登録ウインドー期間について、新たな選手の追加登録
の禁止。

(2)違反当事者が選手の場合 :最大 6か月の出場停止処分
④ 上記②の合意がなく当該移籍が行われた場合、違反当事者は賠償金を支払わなければならない。当
該賠償金の金額は本協会が指定するしかるべき紛争処理機関によつて決定されるものとする。

⑤ 別段の定めがない限り、移籍補償金又は賠償金の金額には一切の税金が含まれる。
⑥ 契約が満了した後の移籍については、移籍補償金は発生しない。
⑦ 上記④の定めにかかわらず、賠償金の金額は、選手と移籍元クラブの間の契約において予め規定す

ることができる。
3-3 国内移籍の手続き

① 登録抹消申請

(1)移籍元クラブは「登録抹消申請」を行う。
(2)都道府県サッカー協会は、毎週水曜日の 12:00ま でにクラブから申請のあった登録抹消に

対して、不備がないことを確認 し、承認する。
(3)本協会が最終確認の上、承認する。

② 移籍の申請 。承認

(1)移籍先クラブは、「追加登録申請」を行う。
(2)ク ラブは、都道府県サッカー協会が定める登録料 (分担金)を同協会に支払う。
(3)年度の初めにプロ選手が移籍する場合は、2-l③ (2)の定めるところによる。
(4)年度途中にプロ選手が移籍する場合、移籍先クラブは、選手契約書の写しを本協会に提出する

(Jク ラブは Jリ ーグに提出する。本協会は Jリ ーグよりこれを受け取り、保管する)。

(5)プ ロ選手がプロ選手として移籍する場合、移籍先クラブは、次の書類を本協会に提出する。
。「移籍補償金通知書」 (書式第13-1号) ※当該移籍が原契約の期間満了前か満了後かにかか
わらず必ず提出

・移籍に関する合意書の写し (移籍補償金の金額が明示されたもの)※当該移籍が原契約の満了
前の場合に提出

(6)プ ロ選手がアマチュア選手として移籍する場合、移籍先クラブ及び移籍元クラブは、次の書類
を本協会に提出する。
イ.移籍先クラブ

。「選手登録区分申請書」 (書式第 1号)(2-l④ の申請料を支払う)

口.移籍元クラブ
。原契約の中途解除に関する合意書等の写し ※当該移籍が原契約の満了前の場合は提出

(7)都道府県サッカー協会は毎週水曜日の 12:00ま でにクラブから申請のあった移籍及び追加
登録に対して、不備がないことを確認し、承認する。本協会は、同週の金曜日に登録を承認 し、
移籍先クラブ及び所属リーグヘ通知する。

4.国内の期限付移籍
4-1 期限付移籍の手続き

① 期限付移籍契約書の締結

期限付移籍を行う場合、移籍元クラブ、移籍先クラブ、選手の三者は、本協会所定の「期限付移籍
契約書」によって契約を締結する。

② 移籍先クラブと選手との選手契約の締結

(1)移籍先クラブと選手は、移籍元クラブと選手が締結している選手契約 (以 下「原契約」という)

の期間内で、新たな選手契約 (以下「移籍先クラブ選手契約」という)を締結する。
(2)移籍先クラブ選手契約の種類は、原契約と同じ種類とする。
(3)移籍先クラブ選手契約の基本報酬は、原則として原契約と同条件とする。
(4)期限付移籍の最短期間は、本協会が定める2つの登録ウインドー間の期間とする。

③ 移籍手続き
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移籍先クラブヘの移籍の手続きは、3-3と 同様とするが、移籍先クラブが「移籍先クラブ選手契

約」の写しを本協会に提出する際に、「期限付移籍契約書」の写しを添付しなければならない。

④ 移籍元クラブヘの再移籍

(1)年度終了時に期限付移籍の期間が満了した場合、選手は自動的に移籍元クラブヘ再移籍される。

(2)年度途中に期限付移籍の期間が満了した場合、移籍先クラブは登録抹消手続きを行い、移籍元

クラブは追加登録の手続きを行わなければならない。

(3)期間を延長する場合や完全移籍に変更する場合は、期間満了前に移籍元クラブ、移籍先クラブ、

選手の三者が合意し、署名、捺印した書面にて本協会へその旨を通知する。

(4)海外の期限付移籍については、上記 (1)か ら(3)ま でに定める限りではない。

⑤ 出場制限に関する取り決めの公表義務

期限付移籍の契約において、移籍元クラブとの試合における選手の出場について何らかの制約条件

を設ける場合、移籍先クラブはその条件を公表する義務を負 う。

4-2 期限付移籍に関する補償金 (期限付移籍補償金)

① 期限付移籍補償金

選手の期限付移籍に関しては、移籍元クラブは、移籍先クラブに対し補償金 (以下「期限付移籍補

償金」という)を請求することができる。期限付移籍補償金の金額は、移籍先クラブと移籍元クラブ

の合意によつて決定される。移籍先クラブは「期限付移籍補償金通知書」 (書式第13-3号 )を本協会

に提出するものとする。

② 期限付移籍の期間満了後における移籍先クラブヘの完全移籍の場合

期限付移籍期間満了後において選手が移籍先クラブに完全に移籍する場合、当該移籍が移籍元クラ

ブと選手との間の契約期間満了前であれば、3-2の定めに従い移籍補償金が発生する。移籍元クラ

ブと選手との契約期間が満了している場合には、移籍補償金は発生しない。

4-3 原契約の更新手続き

移籍期間中に原契約の更新手続きを行う時期が到来した場合、移籍元クラブが必要な更新手続きを行

う。ただし、4-2②にいう完全移籍が既に合意されている場合は、移籍先クラブが行う。

4-4 期限付移籍中の契約変更手続き

(1)移籍期間中にプロC選手がプロA契約締結条件を満たした場合、1-10に 基づき、移籍元ク

ラブがその手続きを行う。

(2)上記 (1)に より、原契約が変更された場合、移籍先クラブにおいても、移籍先クラブ選手契約を

同様に変更する。

5.国際移籍
5-1 海外からの国際移籍の手続き

① 国際移籍証明書の発行

(1)移籍先クラブ (国内)は、当該国のサッカー協会に「国際移籍証明書」を発行させるために、

本協会に次の書類を提出し、申請料 (10,000円 十消費税)を支払う。

イ。「国際移籍証明書発行申請書」 (書式第 9号 )

口.選手の経歴書
ハ.選手契約書の写し

(2)本協会は、当該国のサッカー協会に「国際移籍証明書」発行依頼を打電する。

(3)当該国のサッカー協会は、当該移籍について移籍元クラブ (海外)へ確認後「国際移籍証明書」

を発行し本協会へ送付する。

② 移籍の申請・承認

(1)移籍先クラブは、「継続登録申請」又は「追加登録申請」を行い、次の書類を本協会に提出す

る。

イ。「国際移籍選手登録申請書」 (書式第 6号 )

口。「国際移籍証明書」の写し
ハ.パスポー トの写し
二.在留カー ド (又は特別永住者証明書)若 しくは住民票の写し

ホ.在留資格が識別できる査証の写し (日 本国籍を有する選手を除く)

(2)ク ラブは、都道府県サッカー協会が定める登録料 (分担金)を同協会に支払う。

(3)都道府県サッカー協会は、上記 (1)の書類を受け付け、申請を本協会に送付する。

(4)当 該選手の登録については、2-l③による。

(5)本協会は、当該国のサッカー協会が発行した「国際移籍証明書」及びクラブからの書類が全て

届いた後、承認を行う。本協会の承認手続きについては、3-3② (7)に よる。

5-2 海外への国際移籍の手続き
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国際移籍証明書の発行

(1)移籍元クラブ (国内クラブ)は、国際移籍証明書発行のために、「国際移籍証明書発行申請書」
(書式第 9号)を本協会に提出する。

(2)本協会は、当該国のサッカー協会からの要請に基づいて、「国際移籍証明書」を当該国のサッ
カー協会へ発行する。

6.ト レーニング費用
6-1 適用

(1)アマチュア選手がプロ選手として移籍する場合、移籍先クラブは、当該選手が過去に登録した
チームに対して、以下に定めるトレーニング費用を支払わなければならない。

(2)前項の規定は、アマチュアの選手を当該チームに登録したままプロ選手に区分変更する場合に
も同様に適用される。

(3)ト レーニング費用の支払い義務は、当該移籍 (又はプロ選手への区分変更)が、選手の25歳の

年度の終了日までに行われる場合に生じる。
6-2 トレーニング費用の金額

(1)ト レーニング費用は、選手が同人の 12歳の年度から22歳の年度にアマチュアとして登録さ
れた各登録チーム (以下、単に「登録チーム」という。)に支払われるものとし、その金額は登
録期間 1年につき、次に定める金額とする。

イ.大卒型選手の場合 (移籍元チーム (直前のチーム)が第 1種のチームの場合)

登録チーム

移籍先クラブ

Jl J2
J3/JFL

その他

12歳 (小学6年 )

の登録チーム
10万円 5万円

13、 14、 15歳 (中学年代 )

の登録チーム
10万 円 5万円

16、 17、 18歳 (高校年代)

の登録チーム
15万円 10万 円 5万円

19、 20、 21、 22歳 (大学年代)の登録チーム 30万円 20万円 5万円

口。高卒型選手の場合 (移籍元チーム (直前のチーム)が第 2種のチームの場合)

登録チーム

移籍先クラブ

Jl J2
J3/JFL

その他

12歳 (小学6年 )

の登録チーム
10万 円 5万円

13、 14、 15歳 (中 学年代)の登録チーム 10万 円 5万円

16、 17、 18歳 (高校年代 )

の登録チーム
30万円 20万 円 5万円

(2)本条において、選手が当該年齢となる誕生日を含む年度 (4月 1日 から翌年3月 31日 までの

期間)を当該選手の当該年齢における年度と定めるものとする。
(3)4月 1日 生まれの選手は トレーニング費用の関係においては、便宜的にその前日 (3月 31日 )

生まれとみなすものとする。
(4)本条に定める金額はいずれも消費税を含むものとする。
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7

6-3 トレーニング費用に関する特記事項

(1)ト レーニング費用の請求権を持つチームは、当該プロ選手としての移籍 (又はプロ選手への区

分変更)の時点において、営利法人、財団法人、社団法人、NPO法人又は学校教育法第 1条に

定める学校 (これに準じる団体で本協会が認定したものを含む)に より運営されるチームに限る

ものとする。

(2)ト レーニング費用の金額は、前条に定める金額 (年額)に在籍年数を乗じることにより計算さ

れる。ただし、1年に満たない在籍期間については、当該期間が8ヶ 月以上の場合は 1年 として、

4ヶ 月以上8ヶ 月未満の場合は半年として、4ヶ 月未満の場合は該当期間無しとして計算する。

(3)プ ロ契約締結前の在籍団体は、上記金額の請求権を有するが、プロ契約締結の拒否権を有する

ものではない。

(4)移籍先クラブの トレーニング費用に関する支払い義務は、選手が当該移籍先クラブにプロとし

て登録された時点 (又はプロ選手へ区分変更した時点)で確定する。

(5)移籍先クラブは登録チームにトレーニング費用の支払いの免除や減額を要求してはならない。

(6)登録チームが トレーニング費用の全部又は一部の支払いを受けることを拒絶した場合、該当の

金額は本協会に支払われるものとする。

(7)登録チームを運営する主体が本条第 1項に定める団体に該当しないため トレーニング費用の請

求権を持たない場合、該当の金額は本協会に支払われるものとする。ただし、登録チームが希望

した場合、本協会は当該 トレーニング費用金額相当の物品を当該登録チームに提供することがで

きる。
6-4 トレーニング費用の請求及び支払い手続き

トレーニング費用の請求及び支払い等に関する手続きは、本協会が別途定める「トレーニング費用に

関する運用細則」 によるものとする。

6-5 育成関連費用ルールの悪用の禁止

クラブは、 トレーニング費用及び トレーニングコンペンセーション並びにFIFAが 定めるトレーニング

補償金等の支払いに関して、これらを回避し又は減額することを意図した不当な登録や契約をしてはな

らない。これには、カテゴリーの低いクラブのステータスを悪用しこれをバイパスとするような移籍を

含むがこれに限らない。本項に違反したクラブには、一定期間の新たな選手の登録禁止処分が科される。

トレーニングコンペンセーション

7-1 適用

選手がプロ選手として所属したクラブにおいて施されたトレーニングに対して支払われるべき補償金

(本規則において「トレーニングコンペンセーション」という)は、以下の通りとする。

7-2 トレーニング期間

当該選手の初めてのプロ契約の有効期間開始日から当該選手の21歳の年度の終了日までの期間をト

レーニングコンペンセーションが発生する期間 (以下、「トレーニング期間」という。)と する。なお、

本条において、年度とは当該年の 2月 1日 から翌年の 1月 31日 までの 1年間の期間とし、選手が当該

年齢になる日を含む年度をもって選手の当該年齢における年度と定めるものとする。

7-3 トレーニングコンペンセーションの請求権

当該選手の23歳の年度における所属リーグの最終の公式試合の日までに移籍が行われる場合に限り、

移籍元クラブは、移籍先クラブに対し、 トレーニングコンペンセーションを請求することができる。

7-4 トレーニングコンペンセーションに関する特記事項

(1)本条に定めるトレーニングコンペンセーションは、プロ選手がプロ選手として移籍した場合に

直前のクラブに対してのみ支払われるものとする。

(2)プ ロ選手がアマチュアとして移籍する場合、 トレーニングコンペンセーションは発生しないも

のとする。ただし、プロ選手がアマチュア選手として移籍し、その移籍が行われた日から30ヵ

月以内にプロ契約をした場合、移籍元クラブはプロ契約を締結したクラブに対し、 トレーニング

コンペンセーションを請求することができる。

(3)移籍元クラブの第 3種チーム、第 2種チーム及び第 1種チームに (その他のチームに移籍する

ことなしに)連続 して登録された選手に関しては、当該第 3種チーム及び第 2種チームにアマチ

ュアとして登録された期間をトレーニング期間に加えて トレーニングコンペンセーションを算出

し、移籍先クラブに対して請求することができる。

(4)特段の合意がない限り、移籍補償金には トレーニングコンペンセーションは含まれないものと

する。

(5)ト レーニングコンペンセーションの金額は、7-7に 定める金額 (年額)に在籍年数を乗じる

ことにより計算される。ただし、 1年に満たない在籍期間については、原則として、日割り計算

によるものとする。
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(6)算出された トレーニングコンペンセーションの金額に千円未満の端数が生じたときは、千円に
切 り上げる。

(7)ト レーニングコンペンセーションの金額には一切の税金が含まれる。
(8)ト レーニングコンペンセーションの請求及び支払いに関する手続きは、本協会が別途定める「ト

レーニングコンペンセーションに関する運用基準」によるものとする。
7-5 期限付移籍した選手に関するトレーニングコンペンセーション

(1)選手が期限付移籍される場合、当該期限付移籍に際しては、 トレーニングコンペンセーション
は発生しないものとする。

(2)選手が期限付移籍した期間は、期限付移籍元クラブの トレーニング期間に算入されるものとし、
期限付移籍の終了後に選手が期限付移籍元クラブから他のクラブ (期限付移籍先クラブを含む)

へ移籍する際、期限付移籍元クラブは、期限付移籍した期間を含めた トレーニング期間に応じた
額の トレーニングコンペンセーションを当該他のクラブに対して請求することができる。ただし、
期限付移籍元クラブと期限付移籍先クラブとの間に別段の合意がある場合には、期限付移籍先ク
ラブは、期限付移籍した期間に応じた額の トレーニングコンペンセーションの全部又は一部を期
限付移籍元クラブより受け取ることができる。

7-6 トレーニングコンペンセーションの金額  ([別紙]表-1参 照)

移籍元クラブが移籍先クラブに請求することができるトレーニングコンペンセーションの金額は、移
籍元クラブにおける契約の種類、及び、移籍元クラブが契約更新時に当該選手に提示した金額等により、
以下に従うものとする。

① プロA選手/プ ロB選手

(1)契約期間満了前の移籍の場合 : トレーニングコンペンセーション算出基準 (下記 7-7に定
めるもの)に よる

(2)契約更新時に移籍元クラブがプロA契約を提示した場合 :ト レーニングコンペンセーション算
出基準による。ただし、提示した次期基本報酬が現基本報酬の50%未満の額である場合は、3
0万円×在籍年数とする。

(3)契約更新時に移籍元クラブがプロB契約を提示した場合 :30万円×在籍年数
(4)契約更新時にクラブが契約更新の意思がない旨提示した場合 :な し

② プロC選手

(1)契約期間満了前の移籍の場合 :ト レーニングコンペンセーション算出基準による
(2)契約更新時に移籍元クラブが次期基本報酬として、現基本報酬を下回らない条件のC契約を提

示した場合 :ト レーニングコンペンセーション算出基準による
(3)契約更新時に移籍元クラブが次期基本報酬として、現基本報酬を下回る条件のC契約を提示し

た場合 :30万円×在籍年
(4)契約更新時に移籍元クラブがプロA契約を提示した場合 :ト レーニングコンペンセーション算

出基準による

(5)契約更新時に移籍元クラブがプロB契約を提示した場合 :30万円×在籍年数
(6)契約更新時にクラブが契約更新の意思がない旨提示した場合 :な し

③ 社員選手 (社員選手 (プロ区分)と して本協会に登録 している選手をいう)

30万円×在籍年数
7-7 トレーニングコンペンセーション算出基準

(1)ト レーニングコンペンセーションの金額は、原則として以下の表に示された金額 (単年)に 当
該クラブにおける選手の所属年数を乗じた額として算出されるものとする。この関係で、地域リ
ーグ又は都道府県リーグのクラブは、表中のJFLに等しい扱いとする。

移籍先クラブ

移籍元クラブ
Jl J2 J3・ JFL

Jリ ーグ・ JFL 800万 円 400万 円 100万 円

(2)第 3種チームに関するトレーニングコンペンセーション (満 12歳 3月 31日 翌日の4月 1日
から満 15歳 3月 31日 までの期間に関するトレーニングコンペンセーション)は、以下の金額
に当該チームにおける所属年数を乗じた額として算出されるものとする。この関係で、地域 リー
グ又は都道府県リーグのクラブは、表中のJFLに等しい扱いとする。

移籍先クラブ Jl J2 J3・ JFL
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移籍元クラブ

Jリ ーグ・ JFL 100万 円

8.支度金

8-1 支度金

クラブは、新規採用した選手又は移籍した選手に対し、次に定める「支度金支給基準規程」の金額を

上限として、支度金を支払うことができる。

8-2 支度金支給基準規程
(単位 :万 円)

費目＼支払対象 独身者 妻帯者 (配偶者のみ)

妻帯者 (同居扶養家族

有)

住居費 80(lDK) 100(2DK) 150(3LDK)

子供用品等 0 0 50

家具等

電化製品 100

その他の

家具等
100

自動車 100

合 計 380 400 500

① 支給時期

(1)初めてプロ契約選手として、統一契約を締結するとき。

(2)プ ロ契約選手として移籍するとき。ただし、支度金に該当する費用が伴う場合のみ。

② 支払対象区分

(1)独身者

(2)妻帯者 (配偶者のみ)

(3)妻帯者でかつ同居の扶養家族がいる場合

③ 支度金該当費目

(1)住居費

(2)家具等

(3)子供用品等

(4)自 動車

④ その他

クラブは、選手に対し、引越し費用及び引越しに関わる交通費、宿泊費の実費を支給することがで

きる。

9.適用除外

本規則のうち、統一契約制度 (プロA契約、プロB契約、プロC契約に基づく制度)、 トレーニング費

用 (第 6条 )、 トレーニングコンペンセーション (第 7条 )及び支度金 (第 8条)に関する規定は、女子の

リーグについては適用しない。

10.改正

本規則の改正は、本協会の理事会の決議に基づきこれを行 う。

11.施行

本規則は、 2014年  2月 1日 より施行する。

12.改正

2012年 11月 22日
2012年 12月 20日
2013年 12月 19日 (2014年 2月 1日 施行 )
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2014年 1

2015年
2015年 1

2016年 1

2017年
2018年 1

2019年 1

2020年

2月

3月

2月

2月

4月

2月

1月

1月

18日
12日
17日
8日

13日
13日
14日
16日

(2016年 2月 1日 施行 )

(2017年 2月 1日 施行 )
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表-1 <契 約の種類の違いについて>(本規則 1-3、 1-4、 1-6及 び 7-6関 連 )

※報酬には、消費税を除く、所得税、住民税その他の税金を含むものとする。

登録
区分

選手種類 人数制限
契約締結
条件

報酬 トレーニングコンペンセーション

プ

統

契

約

選

手

プロ選 手

右記の契約
締結条件を
満たし、クラ
ブとプロA契
約を締結し
た選手

25名
以 内

規定試合
出場
またはプロ
C契約を3
年経過

医玉亜國
460万円/年以上

ただし、A契約初締結時
は670万円/年以下とす
る
医団麺囲
制限なし。

プロA契約提示時 :

算出基準による

プロB契約、または、現報酬の 5096

未満のA契約提示時 :

30万円X在籍年数

クラブに契約更新する意思がない
場合 :

無し
プロB選手

プロA契 約
締結条件を
満たしたが、
プロA契 約
を締結しな
いプロ契約
選手

制限
なし

同上

医玉亘國
460万円/年以下

医団巨國
制限なし。ただし、出場プ
レミアムを設定する場合
は47.620円 /試合以下
とする

プロC選手

プロA契 約
締結条件を
満たしてい
ないプロ契
約選手

制限
なし

なし

区玉国到
460万円/年以下

医璽巨國
出場プレミアム(47,620
円/試合以下)・勝利プレミ
アムのみ可

現基本報酬を下回らないC契約、
またはA契約提示時
算出基準による

現基本報酬を下回るC契約、また
はB契約提示時 :

30万円X在籍年数

クラブに契約更新する意思がなか
った場合 :

無し

その他

統一契約以外の契約を締結
した外国籍選手

プロA選
手として
扱う

なし

法人と雇用契約のみを締結
した選手(社員選手)

制限なし 30万円X在籍年数

ア
マ
チ

ア

アマチュア

選手
報酬または利益を目的とす
ることなくプレーする選手

制限
なし

※「トレーニング費用」
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表-2<試 合出場時間のカウン トについて>(本規則 1-3関連 )
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図-1 <ア マチュアから初めてプロ契約を締結する時の流れ> (本規則 1-4関 連)
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",中
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図-2 <契 約更新に関する更新通知期限と交渉期間> (本規則 1-8及び 1-9関 連)
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図-3 く契約更新の流れ> (本規則 1-8及び 1-9関 連)
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図-4 く契約変更月の基本報酬計算方法 (試合 日が 5月 5日 の場合)>(本 規則 1-11関 連 )
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仲介人に関する規則

仲介人の定義

有償又は無償の如何にかかわらず、クラブとの選手契約の締結を目的として選手若しくはクラブのために

交渉する、又は、移籍合意を目的としてクラブのために交渉する自然人であり、第 3条に基づき本協会に仲

介人として登録された者をいう。なお、仲介人は本人のための法律行為を代理する権限を有するものではな

く、仲介人の法律行為は、本人に帰属しないものとする。

(適用範囲)

第 1条 本規則は、定款第 50条に基づき、仲介人に関して定めるものであり、以下のいずれかの行為 (以

下、「取引」という。)を 目的として選手又は本協会に加盟するクラブから依頼を受けて行う仲介人によ

る契約締結のための交渉及びその他の行為に関し、適用される。なお、選手又は本協会に加盟するクラブ

が仲介人に依頼するために締結する契約の種類又は契約書の名目にかかわらず、本規定は適用されるもの

とする。

(1)選手と本協会に加盟するクラブ間の選手契約の締結

(2)二つのクラブ間の移籍合意
2 本規則は、仲介人との協働に関するFIFA規 則 (FIm Rettlations on Working with lntemediaries、

以下「FIFA規 則」という)に基づき定められるものである。

3 本規則は、選手契約および移籍合意の有効性には影響を与えないものとする。

(基本原則)

第 2条 選手及びクラブは、取引をする際、仲介人を利用することができる。
2 選手及びクラブは、仲介人の選任及び利用にあたり、相当な注意を払わなければならない。これには、

仲介人に本規則を遵守させることを含む。
3 仲介人となろうとする者は、第 3条に従って仲介人として登録されなければならず、また、仲介人が取

引に関与する場合には、第 3条に従つて登録されなければならない。
4 仲介人の行為は、取引に関する通常の契約交渉に限定される。但し、契約交渉が事件性を有する場合又

は事件性を有することが予見される場合は、弁護士以外の仲介人は関与してはならず、弁護士以外の仲介

人は直ちに行為を中止しなければならない。

(仲介人登録)

第 3条 仲介人となろうとする者は、本協会が定める仲介人宣誓書及び登録申請書に記入及び署名し、本協

会に提出し、仲介人として登録されなければならない (以下、「仲介人登録」という)。

2 仲介人になろうとする者が法人 (その他団体を含む)の業務として仲介人の活動を行う場合 (雇用契約、

委託契約等を問わない)、 同人の登録と同時に、当該法人 (以下、「所属する法人」という。)は本協会

に登録しなければならない。当該法人は同人の仲介人活動を管理監督する義務を負 う。
3 仲介人は、原則として、選手又はクラブとの仲介人契約の締結に先立ち、仲介人登録されなければなら

ない。
4 仲介人登録の有効期間は、登録日より当該年度の末日 (3月 31日 )までとする。有効期間満了後は、

仲介人登録を再度申請し、登録されなければならない。
5 仲介人登録のための手数料は、以下のとおりとする。

初回の登録 : 一年度あたり10万円 (税別 )

次年度以降の登録 : 一年度あたり3万円 (税別)

6 以下の各号に該当する者は、仲介人登録をすることができない。

(1)FIFA、 大陸連盟、本協会、 Jリ ーグ、クラブ、各国協会、地域サッカー協会、都道府県サッカ

ー協会又は各種の連盟 (外国における同様の組織を含む)の役員、職員、各種委員会の委員、審判、

監督、コーチ、チームスタッフ又はその他これに類する職務若しくは地位にある者

(2)禁錮以上の刑に処せられた者

(3)外国裁判所において前号に準ずる刑に処せられた者

(4)刑罰法規に抵触する行為 (過失犯及び交通法令違反を除く)を行なった者

(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 1項第 2号が規定する暴力団その他暴力

的集団の構成員又はこれに準ずる者及びこれらの者と取引のある者

(6)破壊活動防止法第 4条が規定する暴力主義的破壊活動を行った団体又は行なうおそれのある団体の

構成員又はこれに準ずる者及びこれらの者と取引のある者

(7)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の対象となる団体の構成員又はこれに準ず
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る者及びこれらの者と取引のある者

(8)米国財務省外国資産管理局 (OFAC)SDNリ ス ト、国連統合リス ト及びその他政府機関等の制

裁リス トに掲載がある者

(9)前各号のほか、選手又はクラブのために交渉する者として相応しくないと本協会が認めた者
7 仲介人が、仲介人登録後に前項各号に該当した場合、本協会は、何らの催告を要さずに、同人の登録を

抹消するものとする。
8 本協会は、本条に定める仲介人登録の申請をした者に対して、登録の完了又は拒絶を通知するものとす
る。ただし、本協会が登録を拒絶した場合であっても、本協会はその理由を通知しないものとし、また、

仲介人は何らの異議も申し立てることはできない

(個別登録)

第 4条 選手及びクラブは、仲介人が個別の取引に関与する毎に、次項以下に従い、本協会に登録しなけれ

ばならない (以下、「個別登録」という。)。

2 個別登録は、仲介人登録が完了している場合のみなされるものとする。
3 本規則第 1条 1項 1号に該当する取引に仲介人を利用する選手又はクラブは、当該取引 (選手契約)の
締結後速やかに、本協会に対し、仲介人宣誓書、当該仲介人との間で締結した仲介人契約書、締結された

選手契約書及びその他本協会が指定する文書を提出しなければならない。現在所属するクラブとの選手契

約の再交渉に仲介人を利用する選手又はクラブも、同様にこれらの提出義務を負う。
4 本規則第 1条 1項 2号に該当する取引に仲介人を利用するクラブは、当該取引 (移籍合意)の締結後速

やかに、本協会に対し、仲介人宣誓書、当該仲介人との間で締結した仲介人契約書、締結された移籍合意

書及びその他本協会が指定する文書を提出しなければならない。
5 本条に定める選手及びクラブによる個別登録は、取引が生じる毎に行われなければならない。
6 仲介人は、当該選手又はクラブに代わり本条に定める個別登録に関する手続きを行 うことができる。
7 本条に定める個別登録に関する手続きは、本協会が別途定める「仲介人の登録に関する運用基準」に従

うものとする。

(個別登録の必要条件)

第 5条 本協会は、選手及びクラブから第 3条に基づく関連書類の提出を受けた場合において、当該仲介人
が第 3条 4項各号に該当しないことを確認できた場合のみ個別登録を認めるものとする。

2 前項の目的のため、選手及びクラブは、仲介人が第 3条 4項各号のいずれにも該当しないことを本協会
に対して証明する義務を負 う。

3 選手及びクラブは、当該仲介人をして本協会が定める仲介人宣誓書に署名させ、これを本協会に提出し

なければならない。仲介人宣誓書の内容に虚偽があった場合、選手及びクラブは、当該仲介人と連帯して

責任を負うものとし、第 13条に従う懲罰の対象となる。
4 選手及びクラブは、仲介人と締結した仲介人契約書を、個別登録をする際に本協会に預託しなければな

らない。

(特記事項)

第 6条 仲介人は、選手及びクラブのために相手方の選手又はクラブと契約交渉するに先立ち、当該相手方
の選手又はクラブに対して、自らが本人のためにする権限を有することを証明し、かつ、本人のためにす

ることを明示する義務を負う。
2 選手及びクラブは、仲介人が本人のために相手方の選手又とクラブと契約交渉するのに先立ち、相手方
の選手又はクラブに対して、当該仲介人が本人のために交渉する者であることを明示する義務を負う。

3 選手契約書又は移籍合意書に仲介人の氏名及びその署名が記載されていない場合、当該取引に当該仲介
人は関与しなかったものとみなされる。

4 仲介人は、自己の過失に起因して依頼人 (選手又はクラブ)又は取引の相手方に与えた損害を補填する

ための適切な保険に加入することが推奨される。

(仲介人契約)

第 7条 選手及びクラブと仲介人の法律関係は、仲介人がその行為を開始する前に、仲介人契約 (契約の種

類又は契約書の名目を問わず、選手又はクラブが仲介人に対して取引のための交渉を依頼することを内容
とする一切の契約を意味する。以下、同様。)において明示されていなければならない。仲介人契約書に

は、最低限の事項として、契約当事者の氏名又は名称、役務の範囲、契約期間、仲介人に支払われる報酬

(名 目を問わず、仲介に支払われる一切の金銭を意味する。以下、同様。)、 支払条件、契約締結日及び

契約の解除に関する条項並びに両当事者の署名が含まれなければならない。選手が未成年の場合には、当
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該選手の法定代理人が仲介人契約書に署名しなければならない。

2 仲介人契約の契約期間は、最長で 2年間とする。なお、仲介人契約において、契約期間が自動的に更新

又は延長される条項を定めることはできない。
3 選手及びクラブは、仲介人と仲介人契約を締結した場合であっても、当該仲介人の援助なしに自ら選手

契約又は移籍に関する契約交渉をクラブ又は選手との間で行い、選手契約を締結し又は移籍合意すること

ができるものとする。仲介人は、選手及びクラブのかかる権利を制限するような仲介人契約を選手及びク

ラブとの間で締結してはならない。
4 選手、クラブ及び仲介人は、仲介人契約を契約期間の終了前に解除した場合、速やかに本協会に報告し

なければならない。
5 選手、クラブ及び仲介人は、仲介人契約を締結する場合、原則として、本協会が定める標準仲介人契約

書を用いなければならない。なお、追加的な合意書によつて標準仲介人契約書を補完することができるも

のとするが、当該合意書は本協会の諸規則および日本の法令を遵守したものでなければならない。

(開示と公表)

第 8条 選手及びクラブは、本協会に対し、仲介人に支払った又は支払う予定の、すべての合意済みの報酬

について、その性質を問わず詳細を開示しなければならない。加えて、選手及びクラブは、本協会、 Jリ

ーグ、各国協会、大陸連盟及びFIFAに よる調査のために、本規則により開示を義務付けられる仲介人

契約以外に、仲介人又は同人が所属する法人との間で締結した契約書、合意書、その他関連文書、記録及

び情報を、本協会からの要請に応じて開示しなければならない。選手、クラブ、仲介人及び同人が所属す

る法人は、これらの文書及び情報を開示するよう合意しなければならない。

2 仲介人及び同人が所属する法人は、前項に定める開示義務を、選手又はクラブと連帯して負 うものとす

る。
3 選手及びクラブは、選手の登録のために、前項に定めるすべての関連書類を選手契約書又は移籍合意書

に添付するものとする。選手及びクラブは、取引において仲介人を利用した場合、締結された選手契約書

又は移籍合意書に当該仲介人の氏名及び署名を記載するものとする。
4 本協会は、毎年 5月 末に、個別登録された仲介人の氏名、各仲介人が関与した個々の取引、選手及びク

ラブが仲介人に実際に支払ったすべての報酬の合計金額を、本協会の公式ウェブサイ トで公表するものと

する。なお、公表すべき報酬の合計金額は、本協会に登録されたすべての選手が仲介人に支払った報酬の

総額と各クラブが仲介人に支払った報酬のクラブごとの総額とする。
5 本協会は、本規則に違反する取引に関する一切の情報を公開することができる。

(仲介人に対する支払い)

第 9条 仲介人に支払われるべき報酬は、金銭による支払いのみとする。
2 仲介人を利用する選手は、当該仲介人が締結に関与した選手契約の基本報酬額に基づいて計算した報酬

を支払うものとする。
3 仲介人を利用するクラブは、当該取引の成立に先立って仲介人と合意した報酬を一括払いの方法により

支払うものとする。なお、別段の合意がある場合には、分割払いの方法も許されるものとする。

4 本協会は、仲介人に支払 うべき報酬に関する推奨事項として以下を定める。

(1)選手が、当該選手のためにクラブとの選手契約の交渉をした仲介人へ支払うべき報酬の総額は、取

引 (選手契約の締結)1件あたりについて、当該選手契約の契約期間における基本報酬総額の3%を
超えてはならない。

(2)ク ラブが、当該クラブのために選手との選手契約の交渉をした仲介人に支払うべき報酬の総額は、

取引 (選手契約の締結)1件あたりについて、当該選手契約の契約期間における基本報酬総額の3%
を超えてはならない。

(3)ク ラブが、当該クラブのために移籍合意の交渉をした仲介人に支払うべき報酬額の総額は、取引 (移

籍合意)1件あたりについて、当該移籍に関して支払われた移籍補償金の3%を超えてはならない。

5 クラブは、移籍補償金、 トレーニング費用、 トレーニングコンペンセーション及びFIFAの 規則に定

めるトレーニング補償金 (Training Compensation)並 びに連帯貢献金 (Solidarity Contribution)等 の選

手の移籍に伴い生じる各種補償金について、仲介人に対して支払ってはならず、また、これらの支払いを

仲介人に行わせてはならない。さらに、クラブは、移籍補償金又は選手の将来の移籍価値に関する何らか

の権利又は権益を仲介人に保有させてはならず、かつ、仲介人に対して、あらゆる債権の譲渡をしてはな

らない。
6 仲介人に対する報酬の支払いは、当該仲介人の依頼人 (ク ラブ又は選手)から当該仲介人に対して行わ

れるものとし、依頼人以外の者による仲介人への報酬の支払は、いかなる場合であっても禁止されるもの

とする。
7 FIFA、 大陸連盟、本協会、 Jリ ーグ、クラブ、各国協会、地域サッカー協会、都道府県サッカー協

225



会又は各種の連盟の役員、職員、各種委員会の委員、審判、監督、コーチ、チームスタッフ又はその他こ

れに類する職務若 しくは地位にある者は、取引に関して選手又はクラブから仲介人に支払われた報酬の一

部又は全部を仲介人から受領してはならない。これに違反した個人には懲罰が科される。
8 選手又はクラブは、取引に際して仲介人を利用した選手が 18歳未満である場合、仲介人に対して報酬
を支払ってはならない。

(利益相反)

第10条 選手及びクラブは、仲介人の利用に先立ち、選手、クラブ及び仲介人のいずれについても利益相反
の関係が存在しないことを確認するよう合理的に努力しなければならない。

2 仲介人は、選手又はクラブの事前の承諾がある場合であっても、同一の取引について、取引の相手方の

仲介人となることはできない。
3 仲介人は、選手又はクラブの事前の許諾がある場合であっても、仲介人と同一の法人に属する他の者が

仲介人として関わる取引について、取引の相手方の仲介人となることはできない。
4 仲介人及び同人が所属する法人は、クラブ、 Jリ ーグ、本協会、各国協会、大陸連盟又はFIFAと の

間に、直接間接を問わず、利益相反につながるおそれのある契約を締結してはならない。仲介人及び同人
が所属する法人は、その活動において、選手及びクラブに対し、 Jリ ーグ、本協会、各国協会、大陸連盟
又はFIFAと の間に何らかの契約関係が存在することを直接又は間接を問わず示唆してはならない。

5 仲介人及び同人が所属する法人は、直接間接を問わず、クラブの権益 (株主権を含むがこれに限られな
い。以下同様。)の全部又は一部を保有してはならない。

6 選手、クラブ、クラブ役職員及び監督は、直接間接を問わず、仲介人が所属する法人の権益の全部又は
一部を保有してはならない。

7 仲介人及び同人が所属する法人は、直接間接を問わず、取引 (選手契約又は移籍合意)に関して、依頼
人以外の選手若しくはクラブ、クラブ役職員又は監督に対して、何らかの権益、経済的利益、サービス又
は優遇的取扱い (以下、「利益」と総称する。)を与えてはならず、かつ、そのような申し出を行なって
はならない。依頼人以外の選手若しくはクラブ、クラブ役職員又は監督は、これらの申し出を受諾しては

ならず、かつ、これらの利益を享受してはならない。
8 仲介人及び同人が所属する法人は、直接間接を問わず、選手の登録又は移籍に関する権利及び選手の経

済的権利 (選手の将来の移籍によって発生する移籍補償金に関する権利及び選手の肖像の利用に関する権
利を含むがこれに限られない。)を保有してはならない。

9 前4項における「間接」とは、禁止対象とされている者による直接の行為ではなく、同人の配偶者、子、
親、兄弟姉妹又は同人若 しくは同人が所属する法人が権益の一部若しくは全部を有する他の法人が、禁止

対象の行為をすることを意味する。

(禁止事項)

第11条 仲介人は、誠実に契約交渉するものとし、契約交渉において、虚偽又は誤解若しくは誤導させる事
実を告げてはならない。

2 選手、クラブ及び仲介人は、選手が特定の仲介人と仲介人契約することを選手契約の締結又は移籍合意
の条件としてはならない。

3 仲介人は、選手契約を期間満了前に解除させる又は選手契約に規定された義務に違反させる目的をもっ

て、選手に接触してはならない。選手による正当事由のない義務違反に関与した仲介人は、当該義務違反
を惹起させたものと推定されるものとする。

4 仲介人は、仲介人契約が期間満了前に解除された場合であっても、依頼人 (選手又はクラブ)に対して、
不合理な損害賠償金を請求してはならない。

5 仲介人は、16歳未満の選手と仲介人契約を締結してはならない。将来において契約を締結する意図を持
って当該選手と接触することも禁じられる。

6 仲介人は、自ら又は第二者を利用して以下の行為を行なってはならない。
(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する

行為

(5)その他前各号に準ずる行為

(監督等との代理契約等に関する特別規定)

第12条  クラブ (日 本又は外国の全てのカテゴリーの代表チームを含む。)の監督、コーチ又は役職員 (以
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下、「監督等」という。)が仲介人又は同人が所属する法人と代理契約、マネージメン ト契約又はその他
の契約を締結し、又は既に締結している場合、当該監督等及び仲介人は、本協会に対し、速やかに当該契

約関係を報告しなければならない。
2 仲介人、同人と同一の法人に属する他の仲介人又は同人が所属する法人が、クラブの監督等と何らかの

契約を締結している場合、当該仲介人は、選手のためにする同クラブとの契約交渉において、当該契約の

存在を理由に、不当な影響力を行使 してはならず、又は、選手に対し、当該契約の存在を理由に同人との

仲介人契約の締結を誘引してはならない。

(懲罰 )

第13条 本協会規律委員会は、仲介人に関するあらゆる事項に関し、本規則、本協会の諸規則、その他本協

会の指示・命令等に違反し又はこれらを遵守しなかった選手、クラブ、仲介人及び監督等に対して、司法

機関組織運営規則、懲罰規程及び本規則に従い、懲罰を科すことができる。
2 前項に関し、仲介人がその所属する法人の業務に関して違反行為を行った場合には、同人に対して懲罰

を科するほか、同人が所属する法人に対しても懲罰を科すことができる。ただし、その法人に過失がなか

ったときは、この限りではない。
3 本協会は、仲介人に懲罰を科した場合、これを公表するものとする。また、当該懲罰の効力を全世界に

拡張するため、本協会はFIFAに これを通知するものとする。
4 仲介人及び同人が所属する法人は、本規則に定める仲介人登録により、本協会の管轄に服するものとす

る。
5 本協会事務局は、本協会の規律委員会に対して、いつでも、仲介人の懲罰に関する調査及び審議を依頼

することができるものとする。
6 規律委員会は、前項に定める本協会事務局による依頼を受けるか、又は、その職権により、仲介人の懲

罰に関する調査及び審議を開始するものとする。
7 本協会事務局は、本条第 1項に該当する、又は、該当することが疑われる選手、クラブ、仲介人、同人

が所属する法人及び監督等に対し、警告を発する等して是正を求めることができる。本協会事務局は、仲

介人による違反行為又は不遵守が明白かつ重大な場合は、規律委員会の決定までの期間について、同仲介

人に対して暫定的な活動停止を命じることができる。

(改正)

第14条 本規則の改正は、理事会の議決を経て、これを行う。

(施行)

第15条 本規則は2015年 4月 1日 から施行する。
2 本規則の施行に伴い、本協会の選手エージェント規則 (2012年 4月 1日 施行)は廃止され、発行済
の本協会の認定選手エージェントのライセンスは直ちに効力を失う。

〔改正〕

2015年
2017年
2019年
2019年

4月  9日
4月 13日
1月 16日
2月  7日
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日本サッカー協会選手契約書
〔プロA契約書〕

(以下「クラブ」という)と (以下「選手」という)とは、選手が

クラプのためにプロ選手としてサッカー活動を行うことに関し、次のとおり契約を締結する。

第 1条  〔誠実義務〕

① 選手は、公益財団法人日本サッカー協会 (以下「協会」という)およびクラブが加盟するリーグ、連盟等(以下「リーグ等」という)の諸規程を遵
守するとともにクラブの諸規則を遵守し、本契約を誠実に履行しなければならない。

② 選手は、プロ選手として自己の全ての能力を最大限にクラブに提供するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持。向上に

努めなければならない。

③ 選手は、プロ選手として公私ともに日本サッカー界の模範たるべきことを認識し、日本サッカーの信望を損なうことのないよう努めなければな
らない。

第2条  〔履行義務〕

選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
(1)クラブの指定するすべての試合への出場

(2)クラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加

(3)クラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加

(4)クラブにより支給されたユニフォームー式およびトレーニングウェアの使用

(5)クラプの指定する医学的検診、注射、予防処置および治療処置への参加

(6)クラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加

(7)協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加

(8)協会、リーグ等の指定するドーピングテストの受検

(9)合宿、遠征等に際してのクラブの指定する交通機関、宿泊施設の利用

(10)居住場所に関する事前のクラブの同意の取得

(11)副 業に関する事前のクラブの同意の取得

(12)その他クラブが必要と認めた事項

第3条  〔禁止事項〕

選手は、次の各事項を行ってはならない。

(1)クラブ、協会およびリーグ等の内部事情の部外者への開示

(2)試合、トレーニングに関する事項(試合の戦略。戦術。選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
(3)協会のドーピング防止規程に抵触する行為

(4)クラブ、協会およびリーグ等の承認が得られない広告宣伝。広報活動への参加または関与

(5)本契約履行の妨げとなる第二者との契約の締結

(6)クラブの事前の同意を得ない、第二者の主催するサッカーまたはその他のスポーツの試合等への参加

(7)試合の結果に影響を与える不正行為への関与

(8)その他クラブにとつて不利益となる行為

第4条  〔報 酬〕
クラブは選手に対し、次の報酬を支払う。ただし、当該報酬には消費税を除く、所得税、住民税その他一切の税金を含むものとする。
(1)基本報酬

。総額 金________巴 ( ヶ月分)

(月 額 金_________旦 ただし、 円 )

(2)変動報酬、その他の報酬についてはクラブと選手が別途合意した基準による。

第5条  〔費用の負担〕

選手がクラブのために旅行する期間の交通費および宿泊費はクラブが負担する。
第6条  〔休 暇〕

選手は、競技シーズン終了後に連続して2週間以上の休暇を受けることができる。ただし、選手は、休暇を休養の目的に利用しなければな
らない。

第7条  〔疾病および傷害〕

① 選手は疾病または傷害に際しては速やかにクラブに通知し、クラブの指示に従わなければならない。
② 本契約の履行に直接起因する選手の疾病または傷害につき、クラブの指定する医師が治療ないし療養を必要と認めた場合、その治療に要
する費用は、社会保険の自己負担分に限リクラブが負担する。

③ 前項の疾病または傷害により、選手が一時的に競技不能となった場合、クラブは、その競技不能の期間中、基本報酬を支払わなければなら
ない。ただし、競技不能の期間中に本契約が期間満了その他の理由により終了したときは、その時点でクラブの支払義務は消滅する。

第8条  〔選手の肖像等の使用〕

① クラブが本契約の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名等(以下「選手の肖像等」という)を報道・放送において使用することについて、
選手は何ら権利を有しない。

② 選手は、クラブから指名を受けた場合、クラブ、協会およびリーグ等の広告宣伝。広報・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という)に原

則として無償で協力しなければならない。

③ クラブは、選手の肖像等を利用してマーチャンダイジング(商品化)を 自ら行う権利を有し、また協会、リーグ等に対して、その権利を許諾す
ることができる。

④ 選手は、次の各号について事前にクラブの書面による承諾を得なければならない。
(1)テレビ。ラジオ番組、イベントヘの出演
(2)選手の肖像等の使用およびその許諾(インターネットを含む)

(3)新聞・雑誌取材への応諾

(4)第二者の広告宣伝等への関与

⑤ 第 3項において、選手個人単独の肖像写真を利用した商品を製造し、有償で頒布する場合、または前項の出演もしくは関与に際しての対
価の分配は、クラブと選手が別途協議して定める。
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第9条  〔クラブによる契約解除〕

① 次の各号のいずれかに該当する事由が選手において発生した場合、クラブは、選手に対し書面で通知することにより、本契約を直ちに解除

することができる。

(1)本契約の定めに違反した場合において、クラブが改善の勧告をしたにもかかわらず、これを拒絶または無視したとき

(2)疾病または傷害によリサッカー選手としての運動能力を永久的に喪失したとき

(3)刑罰法規に抵触する行為を行ったとき

(4)自 らの責に帰すべき事由により、本契約の目的に支障をきたす 6ヶ月以上の試合出場停止処分を受けたとき

(5)クラブの秩序風紀を著しく乱したとき

② 前項に基づき本契約を解除したクラブは、選手に対し、解除通知の発信した日の属する月までの基本報酬を支払うものとする。

第 10条  〔選手による契約解除〕

① 次の各号のいずれかに該当する事由がクラプにおいて発生した場合、選手は、クラブに対し書面で通知することにより、本契約を直ちに解

除することができる。

(1)本契約に基づく報酬等の支払いを約定日から14日 を超えて履行しないとき

(2)リーグ等が出場を義務づける試合に正当な理由なく連続して3試合以上出場しなかったとき

(3)リーグ等から除名されたとき

② 前項に基づき本契約を解除した選手は、本契約の残存期間分の基本報酬を受け取ることができる。

第 11条  〔制 裁〕

選手につき次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、クラブは、選手に対し、戒告もしくは制裁金またはこれらの双方を課する

ことができる。

(1)出場した試合において警告、退場または出場停上の処分を受けたとき

(2)クラプの指示命令に従わなかったとき

(3)クラブの秩序風紀を乱したとき

(4)刑罰法規に抵触する行為を行ったとき

第 12条  〔有効期間および更新手続き〕

① 本契約の有効期間は、_年 _月 _日 から_年 _月 _日 までとする。

② クラブは、協会の規則に定められた期限までに、選手に対し更新に関する通知を書面により行わなければならない。

③ 前項の通知を怠った場合、クラブには契約を締結する意思がないものとみなし、選手はクラブに対し、移籍リストヘの登録を請求することが

できる。

第13条  〔修 正〕

本契約は、クラブおよび選手の署名または押印ある文書によってのみ修正され得るものとし、日頭による修正は効力をもたないものとする。

第14条  〔準拠法〕

本契約は、日本法によつて解釈されるものとする。

第 15条  〔紛争の解決〕

① 本契約の解釈または本契約の履行に関してクラブと選手との間に紛争が生じたときは、クラブおよび選手が、その都度、誠意をもって協議の

上解決する。

② 前項の協議を申し入れた後 30日 を経過しても紛争が解決しないときは、クラブまたは選手は、リーグ等または協会の規程の定めにより、リー

グ等または協会に紛争解決を求めることができる。

第 16条  〔保 管〕

本契約書は同時に正本 2通を作成し、クラプの代表者および選手が署名し、それぞれ 1通ずつを保管する。

契約締結日:_年 _月 _日

ク三
=2

(住所)

(クラブ名 )

(代表者名)

■企△
=22∠

廻L※関与した場合

(住所)

印

量_壬
(住所)

(氏名)

選丘笙 盪:三」:墜旦△
=菫

墜壺量圭型整し塑立_※未成年の場合

(住所 )

(氏名)

生企△二量圭型と※関与した場合

(住所)

印

印

印

印(氏名 )

(氏名 )
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日本サッカー協会選手契約書
〔プロB契約書〕

(以下「クラブ」という)と (以下「選手」という)とは、選手が

クラブのためにプロ選手としてサッカー活動を行うことに関し、次のとおり契約を締結する。

第 1条  〔誠実義務〕

① 選手は、公益財団法人日本サッカー協会 (以下「協会」という)およびクラブが加盟するリーグ、連盟等(以下「リーグ等」という)の諸規程を遵
守するとともにクラブの諸規則を遵守し、本契約を誠実に履行しなければならない。

② 選手は、プロ選手として自己の全ての能力を最大限にクラブに提供するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持・向上に
努めなければならない。

③ 選手は、プロ選手として公私ともに日本サッカー界の模範たるべきことを認識し、日本サッカーの信望を損なうことのないよう努めなければな
らない。

第2条  〔履行義務〕

選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
(1)クラプの指定するすべての試合への出場

(2)クラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
(3)クラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
(4)クラブにより支給されたユニフォームー式およびトレーニングウェアの使用
(5)クラブの指定する医学的検診、注射、予防処置および治療処置への参加
(6)クラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
(7)協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
(8)協会、リーグ等の指定するドーピングテストの受検
(9)合宿、遠征等に際してのクラブの指定する交通機関、宿泊施設の利用
(10)居住場所に関する事前のクラブの同意の取得
(11)副 業に関する事前のクラブの同意の取得
(12)その他クラブが必要と認めた事項

第3条  〔禁止事項〕

選手は、次の各事項を行ってはならない。
(1)クラブ、協会およびリーグ等の内部事情の部外者への開示
(2)試合、トレーニングに関する事項(試合の戦略。戦術。選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
(3)協会のドーピング防止規程に抵触する行為
(4)クラブ、協会およびリーグ等の承認が得られない広告宣伝。広報活動への参加または関与
(5)本契約履行の妨げとなる第二者との契約の締結
(6)クラブの事前の同意を得ない、第二者の主催するサッカーまたはその他のスポーツの試合等への参加
(7)試合の結果に影響を与える不正行為への関与
(8)その他クラブにとって不利益となる行為

第4条  〔報 酬〕
クラブは選手に対し、次の報酬を支払う。ただし、当該報酬には消費税を除く、所得税、住民税その他一切の税金を含むものとする。
(1)基本報酬

・総額 金________旦 (  ヶ月分)

(月 額 金_________旦  ただし、_月 は二_________巴 )

(2)変動報酬、その他の報酬についてはクラブと選手が別途合意した基準による。
第5条  〔費用の負担〕

選手がクラブのために旅行する期間の交通費および宿泊費はクラブが負担する。
第6条  〔休 暇〕

選手は、競技シーズン終了後に連続して2週間以上の休暇を受けることができる。ただし、選手は、休暇を休養の目的に利用しなければな
らない。

第7条  〔疾病および傷害〕

① 選手は疾病または傷害に際しては速やかにクラブに通知し、クラブの指示に従わなければならない。
② 本契約の履行に直接起因する選手の疾病または傷害につき、クラブの指定する医師が治療ないし療養を必要と認めた場合、その治療に要
する費用は、社会保険の自己負担分に限リクラブが負担する。

③ 前項の疾病または傷害により、選手が一時的に競技不能となった場合、クラブは、その競技不能の期間中、基本報酬を支払わなければなら
ない。ただし、競技不能の期間中に本契約が期間満了その他の理由により終了したときは、その時点でクラブの支払義務は消滅する。

第8条  〔選手の肖像等の使用〕

① クラブが本契約の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名等(以下「選手の肖像等」という)を報道・放送において使用することについて、
選手は何ら権利を有しない。

② 選手は、クラブから指名を受けた場合、クラブ、協会およびリーグ等の広告宣伝。広報・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という)に原
則として無償で協力しなければならない。

③ クラブは、選手の肖像等を利用してマーチャンダイジング(商品化)を 自ら行う権利を有し、また協会、リーグ等に対して、その権利を許諾す
ることができる。

④ 選手は、次の各号について事前にクラプの書面による承諾を得なければならない。
(1)テレビ・ラジオ番組、イベントヘの出演
(2)選手の肖像等の使用およびその許諾 (インターネットを含む)

(3)新聞・雑誌取材への応諾

(4)第二者の広告宣伝等への関与

⑤ 第 3項において、選手個人単独の肖像写真を利用した商品を製造し、有償で頒布する場合、または前項の出演もしくは関与に際しての対
価の分配は、クラブと選手が別途協議して定める。
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第9条  〔クラブによる契約解除〕

① 次の各号のいずれかに該当する事由が選手において発生した場合、クラブは、選手に対し書面で通知することにより、本契約を直ちに解除

することができる。

(1)本契約の定めに違反した場合において、クラブが改善の勧告をしたにもかかわらず、これを拒絶または無視したとき

(2)疾病または傷害によリサッカー選手としての運動能力を永久的に喪失したとき

(3)刑罰法規に抵触する行為を行ったとき

(4)自 らの責に帰すべき事由により、本契約の目的に支障をきたす 6ヶ月以上の試合出場停止処分を受けたとき

(5)クラブの秩序風紀を著しく乱したとき

② 前項に基づき本契約を解除したクラブは、選手に対し、解除通知の発信した日の属する月までの基本報酬を支払うものとする。

第 10条  〔選手による契約解除〕

① 次の各号のいずれかに該当する事由がクラブにおいて発生した場合、選手は、クラブに対し書面で通知することにより、本契約を直ちに解

除することができる。

(1)本契約に基づく報酬等の支払いを約定日から14日 を超えて履行しないとき

(2)リーグ等が出場を義務づける試合に正当な理由なく連続して3試合以上出場しなかったとき

(3)リーグ等から除名されたとき

② 前項に基づき本契約を解除した選手は、本契約の残存期間分の基本報酬を受け取ることができる。

第 11条  〔制 裁〕

選手につき次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、クラブは、選手に対し、戒告もしくは制裁金またはこれらの双方を課する

ことができる。

(1)出場した試合において警告、退場または出場停止の処分を受けたとき

(2)クラブの指示命令に従わなかったとき

(3)クラプの秩序風紀を乱したとき

(4)刑罰法規に抵触する行為を行ったとき

第 12条  〔有効期間および更新手続き〕

① 本契約の有効期間は、_年 _月 _日 から_年 _月 _日 までとする。

② クラブは、協会の規則に定められた期限までに、選手に対し更新に関する通知を書面により行わなければならない。

③ 前項の通知を怠った場合、クラブには契約を締結する意思がないものとみなし、選手はクラブに対し、移籍リストヘの登録を請求することが

できる。

第 13条  〔修 正〕

本契約は、クラブおよび選手の署名または押印ある文書によつてのみ修正され得るものとし、日頭による修正は効力をもたないものとする。

第 14条  〔準拠法〕

本契約は、日本法によつて解釈されるものとする。

第 15条  〔紛争の解決〕

① 本契約の解釈または本契約の履行に関してクラブと選手との間に紛争が生じたときは、クラブおよび選手が、その都度、誠意をもって協議の

上解決する。

② 前項の協議を申し入れた後 30日 を経過しても紛争が解決しないときは、クラブまたは選手は、リーグ等または協会の規程の定めにより、リー

グ等または協会に紛争解決を求めることができる。

第 16条  〔保 管〕

本契約書は同時に正本 2通を作成し、クラブの代表者および選手が署名し、それぞれ 1通ずつを保管する。

契約締結日:_年 _月 _日

222
(住所)

(クラプ名)

(代表者名 )

上全△_聖生z∠廻L※ 関与した場合

(住所)

印

量_三
(住所)

(氏名)

選:■2塗定1生:聖△二塁整豊菫二塁後星△L※未成年の場合

(住所)

(氏名)

生企△二遷三型と※関与した場合

(住所)

印

印

印

(氏名) 印

(氏名)
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日本サッカー協会選手契約書
〔プロC契約書〕

(以下「クラブ」という)と (以下「選手」という)とは、選手が

クラブのためにプロ選手としてサッカー活動を行うことに関し、次のとおり契約を締結する。

第 1条  〔誠実義務〕

① 選手は、公益財団法人日本サッカー協会 (以下「協会」という)およびクラブが加盟するリーグ、連盟等(以下「リーグ等」という)の諸規程を遵
守するとともにクラブの諸規則を遵守し、本契約を誠実に履行しなければならない。

② 選手は、プロ選手として自己の全ての能力を最大限にクラブに提供するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持・向上に
努めなければならない。

③ 選手は、プロ選手として公私ともに日本サッカー界の模範たるべきことを認識し、日本サッカーの信望を損なうことのないよう努めなければな
らない。

第2条  〔履行義務〕

選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
(1)クラブの指定するすべての試合への出場

(2)クラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
(3)クラプの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
(4)クラブにより支給されたユニフォームー式およびトレーニングウェアの使用
(5)クラプの指定する医学的検診、注射、予防処置および治療処置への参加
(6)クラプの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
(7)協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
(8)協会、リーグ等の指定するドーピングテストの受検
(9)合宿、遠征等に際してのクラブの指定する交通機関、宿泊施設の利用
(10)居住場所に関する事前のクラブの同意の取得
(11)副 業に関する事前のクラブの同意の取得
(12)その他クラブが必要と認めた事項

第3条  〔禁止事項〕

選手は、次の各事項を行ってはならない。
(1)クラブ、協会およびリーグ等の内部事情の部外者への開示
(2)試合、トレーニングに関する事項 (試合の戦略。戦術。選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
(3)協会のドーピング防止規程に抵触する行為
(4)クラブ、協会およびリーグ等の承認が得られない広告宣伝。広報活動への参加または関与
(5)本契約履行の妨げとなる第二者との契約の締結
(6)クラプの事前の同意を得ない、第二者の主催するサッカーまたはその他のスポーツの試合等への参加
(7)試合の結果に影響を与える不正行為への関与
(8)その他クラブにとつて不利益となる行為

第4条  〔報 酬〕
クラブは選手に対し、次の報酬を支払う。ただし、当該報酬には消費税を除く、所得税、住民税その他一切の税金を含むものとする。
(1)基本報酬

・総額 金       円 (  ヶ月分)

(月 額 金_________旦  ただし、_」  

は_________日 )

(2)変動報酬、その他の報酬についてはクラブと選手が別途合意した基準による。
第5条  〔費用の負担〕

選手がクラブのために旅行する期間の交通費および宿泊費はクラブが負担する。
第6条  〔休 暇〕

選手は、競技シーズン終了後に連続して2週間以上の休暇を受けることができる。ただし、選手は、休暇を休養の目的に利用しなければな
らない。

第7条  〔疾病および傷害〕

① 選手は疾病または傷害に際しては速やかにクラブに通知し、クラブの指示に従わなければならない。
② 本契約の履行に直接起因する選手の疾病または傷害につき、クラブの指定する医師が治療ないし療養を必要と認めた場合、その治療に要
する費用は、社会保険の自己負担分に限リクラブが負担する。

③ 前項の疾病または傷害により、選手が一時的に競技不能となった場合、クラブは、その競技不能の期間中、基本報酬を支払わなければなら
ない。ただし、競技不能の期間中に本契約が期間満了その他の理由により終了したときは、その時点でクラプの支払義務は消滅する。

第8条  〔選手の肖像等の使用〕

① クラブが本契約の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名等 (以下「選手の肖像等」という)を報道・放送において使用することについて、
選手は何ら権利を有しない。

② 選手は、クラブから指名を受けた場合、クラブ、協会およびリーグ等の広告宣伝・広報・プロモーション活動 (以下「広告宣伝等」という)に原
則として無償で協力しなければならない。

③ クラブは、選手の肖像等を利用してマーチャンダイジング(商品化)を 自ら行う権利を有し、また協会、リーグ等に対して、その権利を許諾す
ることができる。

④ 選手は、次の各号について事前にクラブの書面による承諾を得なければならない。
(1)テレビ。ラジオ番組、イベントヘの出演
(2)選手の肖像等の使用およびその許諾 (インターネットを含む)

(3)新聞・雑誌取材への応諾

(4)第二者の広告宣伝等への関与

⑤ 第 3項において、選手個人単独の肖像写真を利用した商品を製造し、有償で頒布する場合、または前項の出演もしくは関与に際しての対
価の分配は、クラブと選手が別途協議して定める。

232



第9条  〔クラブによる契約解除〕

① 次の各号のいずれかに該当する事由が選手において発生した場合、クラブは、選手に対し書面で通知することにより、本契約を直ちに解除

することができる。

(1)本契約の定めに違反した場合において、クラブが改善の勧告をしたにもかかわらず、これを拒絶または無視したとき

(2)疾病または傷害によリサッカー選手としての運動能力を永久的に喪失したとき

(3)刑罰法規に抵触する行為を行ったとき

(4)自 らの責に帰すべき事由により、本契約の目的に支障をきたす 6ヶ月以上の試合出場停止処分を受けたとき

(5)クラプの秩序風紀を著しく乱したとき

② 前項に基づき本契約を解除したクラブは、選手に対し、解除通知の発信した日の属する月までの基本報酬を支払うものとする。

第 10条  〔選手による契約解除〕

① 次の各号のいずれかに該当する事由がクラブにおいて発生した場合、選手は、クラブに対し書面で通知することにより、本契約を直ちに解

除することができる。

(1)本契約に基づく報酬等の支払いを約定日から14日 を超えて履行しないとき

(2)リーグ等が出場を義務づける試合に正当な理由なく連続して3試合以上出場しなかったとき

(3)リーグ等から除名されたとき

② 前項に基づき本契約を解除した選手は、本契約の残存期間分の基本報酬を受け取ることができる。

第 11条  〔制 裁〕

選手につき次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、クラブは、選手に対し、戒告もしくは制裁金またはこれらの双方を課する

ことができる。

(1)出場した試合において警告、退場または出場停止の処分を受けたとき

(2)クラブの指示命令に従わなかったとき

(3)クラブの秩序風紀を乱したとき

(4)刑罰法規に抵触する行為を行ったとき

第 12条  〔有効期間および更新手続き〕

① 本契約の有効期間は、_年 _月 _日 から_年 _月 _日 までとする。

② クラブは、協会の規則に定められた期限までに、選手に対し更新に関する通知を書面により行わなければならない。

③ 前項の通知を怠った場合、クラブには契約を締結する意思がないものとみなし、選手はクラブに対し、移籍リストヘの登録を請求することが

できる。

④プロC契約の締結期間は3年 (他クラブとのプロC契約実績がある場合はそれを合算する)を条件とし、当該期間を超えてプロ選手として契約

をする場合、プロA契約またはプロB契約を締結するものとする。

⑤選手がプロA契約締結条件を満たした場合、選手とクラブは本契約 (プロC契約)を破棄し、新たにプロA契約またはプロB契約を締結するも

のとする。

第 13条  〔修 正〕

本契約は、クラブおよび選手の署名または押印ある文書によつてのみ修正され得るものとし、日頭による修正は効力をもたないものとする。

第 14条  〔準拠法〕

本契約は、日本法によって解釈されるものとする。

第 15条  〔紛争の解決〕

① 本契約の解釈または本契約の履行に関してクラブと選手との間に紛争が生じたときは、クラブおよび選手が、その都度、誠意をもって協議の

上解決する。

② 前項の協議を申し入れた後 30日 を経過しても紛争が解決しないときは、クラブまたは選手は、リーグ等または協会の規程の定めにより、リー

グ等または協会に紛争解決を求めることができる。

第 16条  〔保 管〕

本契約書は同時に正本 2通を作成し、クラブの代表者および選手が署名し、それぞれ 1通ずつを保管する。

契約締結日:_年 _月 _日

2二2
(住所)

(ク ラブ名)

(代表者名)

■企△二22∠廻L※関与した場合

(住所)

印

量_三
(住所)

(氏 名 )

重壬

`塑
」:ョ:整里△」望基壺

=ェ
型墜雪り立_※未成年の場合

(住所)

(氏名)

■■△三理三型と※関与した場合

(住所)

印

印

印

印

(氏名)

(氏名)
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期 限 付 移 籍 契 約 書

〔日本サッカー協会指定書式〕

(以下「移籍元クラブ」という)、 (以下「選

手」という)と              (以 下「移籍先クラブ」という)と は、選手の期限付移籍
に関し、次のとおり契約を締結する。

第 1条 〔移籍〕

移籍元クラブと移籍先クラブとは、選手の同意に基づき、_______生___』____ュから

______二生____」____ュまでの期間、選手を移籍先クラブに期限付移籍させる。

第 2条 〔移籍先クラブ選手契約の優先〕

選手が移籍先クラブに移籍している期間 (以下 「移籍期間」という)については、移籍先クラブと選手
の間に締結される契約 (以下「移籍先クラブ選手契約」という)が、移籍元クラブと選手の間に締結され

る契約 (以下「原契約」という)に優先し、移籍先クラブ選手契約のみが適用されるものとする。なお、

原契約の有効期間はこれによつて影響を受けないものとする。

第 3条 〔移籍期間中の報酬等〕

① 移籍期間中の報酬等について移籍先クラブと選手とは、移籍先クラブ選手契約を締結する。

② 移籍先クラブ選手契約に定める基本報酬額は、原則として原契約と同条件とする。

③ 選手は、交通費、宿泊費および引っ越し費用の実費を、移籍するときは移籍先クラブに、再移籍す

るときは移籍元クラブにそれぞれ請求することができる。

第 4条 〔移箱補償金〕

移籍期間満了後、選手が移籍先クラブに完全に移籍する場合、移籍元クラブが移籍先クラブに請求する
ことができる移籍補償金は、次の各号のとおりとする。

(1)原契約の期間満了前に完全移籍する場合   :移籍元クラブと移籍先クラブとが合意した額
(2)原契約の期間満了後に完全移籍する場合   :移 籍補償金は発生しない

第 5条 〔原契約の更新手続き〕

移籍期間中に原契約の更新手続きを行 う時期が到来した場合、移籍元クラブが必要な諸手続きを行う。
ただし、移籍元クラブ、移籍先クラブおよび選手の三者において完全なる移籍に関する合意が既に為され
ている場合は、移籍先クラブが行 うものとする。

第 6条 〔移籍期間中の契約変更〕

移籍期間中にプロA契約締結条件を満していない選手が、当該締結条件を満たした場合、以下の内容の

契約に変更する。尚、変動報酬は移籍元クラブおよび移籍先クラブと選手との間において別途定めるもの

とする。

(1)契約書式   :      契約書

(2)基本報酬 (年額):__________巴
ただし、上記報酬には消費税を除く、所得税、住民税その他一切の税金を含むものとする。

第 7条 〔メディカルチエック〕

① 移籍先クラブは、選手を移籍期間開始前に移籍元クラブが同意する医師によるメディカルチェック

を行 うことができ、選手が移籍先クラブ選手契約の義務を充分に果たせないと判断した場合は、本契約
を即刻解約することができる。

② 移籍元クラブは、移籍期間満了前に移籍先クラブが同意する医師によるメディカルチェックを行 う
ことができる。

第 8条 〔選手の傷害・疾病等〕

移籍期間中における選手の健康管理、傷害 。疾病予防および治療については、移籍先クラブがその責任
を負う。

第 9条 〔再移籍〕

① 移籍期間中選手が移籍先クラブにおいてサッカー選手としての運動能力を著しく喪失したことが第
7条第 2項のメディカルチェックにより判明した場合、移籍元クラブの選択により選手を再移籍させな

234



いことができる。

② 移籍元クラブが前項の選択を行った場合、原契約残存期間の移籍元クラブの基本報酬支払い義務は、

移籍先クラブが移籍元クラブに代わって履行する。ただし、移籍元クラブが支払うべき成果プレミアム

等の報酬については、この限りではない。

第 10条 〔選手肖像の使用〕

移籍期間中においても移籍元クラブは選手の肖像を使用することができる。ただし、移籍元クラブのユ

ニフォームを着用しているもの、または移籍前に撮影した映像、スチル写真等に限る。

第 11条 〔トレーニングコンペンセーション〕

① 第 1条に定める移籍期間が、公益財団法人日本サッカー協会 プロサッカー選手の契約、登録及び移

籍に関する規則 7-2に定める「トレーニング期間」に該当する場合、同規則 7-5(2)に基づき、

原則として移籍元クラブが当該 トレーニング期間に関するトレーニングコンペンセーションの全部

を受け取る権利を有するが、移籍元クラブと移籍先クラブとの間に別段の合意がある場合は、移籍先

クラブは当該移籍期間に応 じた額の トレーニングコンペンセーションの全部又は一部を移籍元クラ

ブより受け取ることができる。

② 前項に関して、移籍元クラブと移籍先クラブは以下の通り合意する。なお、本条に関する事項につい

ては、移籍元クラブと移籍先クラブの二者間の合意事項となり、選手は何ら権限を有さない。また、

本条は移籍元クラブと移籍先クラブの合意により変更できる。

<ト レーニングコンペンセーションに関する扱いに関する合意>
第 1項に定める本移籍の移籍期間に関するトレーニングコンペンセーションに関しては

□ 移籍元クラブがその全部の権利を有する。

□ 移籍先クラブがその全部の権利を有する。

□ 移籍先クラブが一部の権利を持つものとし、これを別に定める。

※いずれか該当するものに日マークを付ける。

以上、本契約締結の証 として本書 3通を作成 し、各当事者が記名捺印の うえ各 1通ずつを保有する。

年   月

塑證髪 受∠
(住所)

(ク ラブ名 )

(代表者名)

仲介人 (当移籍に関与 した場合 )

(住所)

(氏名 )

選手

(住所 )

(氏名 ) 印

選手の法定代理人 (親権者または後見人)の署名

※未成年の場合

(住所)

塑壼」壁受∠
(住所 )

(ク ラブ名 )

(代表者名 )

仲介人 (当移籍に関与 した場合 )

(住所)

(氏名 )

印印

印印

(氏名 ) 印
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[書式第1号 ]

選手登録区分申請書 (各登録ウインドー用)

チーム名

種別 チーム登録番号 :

代表者名

住所

JFAの定める諸規則に基づき、別紙選手一覧
*の

選手登録区分を以下のとおり申請します。

*「別紙選手一覧」は、JFAが請求書と共にお送りするものを添付してください。

※期限付移籍の場合は、「期限付移籍契約書」も併せて提出します。

※必ず振込明細書を添付してください。

提出日:西暦   年  月  日

印

一Ｔ

内訳 申請料 添付書類

1
プロ選手

続―契約 A X 名

*年度あたり
10,000円 /選手

(不課税)

契約書の写しは
リーグヘ提出

2
プロ選手

続―契約 B X 名

十年度あたり
10,000円 ′′選手

(不課税)

契約書の写しは
リーグヘ提出

3
プロ選手

続―契約 C 名

*年度あたり
10,000円 /選手

(不課税)

契約書の写しは
リーグヘ提出

4 プロ選手

非統一契約 X 名

*年度あたり
10,0∞円/選手

(不課税)

契約書の写しは
リーグヘ提出

5
プロ選手 ⇒ アマチュア選手 への変更

X 名

*1回あたリ
5,0∞円/選手

(不課税)

【日本サッカー協会記入欄】

処理日:西暦   年  月  日   担当者

提出先)日 本サッカー協会
写し)都道府県サッカー協会
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選手登録区分申請料振込明細書 (各登録ウインドー用)

チーム名 フリガナ

漢字 :

種別 :

代表者名 :

チーム登録番号

上記の申請につき、下記のとおり入金いたしましたので、お知らせいたします。

一 記 ―

1_入金額           金                   円

印

2.振 込人名義

3.入 金日

4.着 金日

5.入 金先口座

20   年   月 日

20   年   月 日

三菱UFJ銀行 渋谷支店
普通 1440195 公益財団法人 日本サッカー協会

6.振 込明細書 (写し)

(糊付)

※本紙に糊付できない場合は、別紙にて添付すること。

以上
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選手名
他合計_名
(※選手一覧は別紙のとおり)

生年月日 年    月 日 ]才

申請内容 選手登録区分



[書式第1号 ]

選手登録区分申請書
チーム名

種別 チーム登録番号 :

代表者名

住所

JFAの定める諸規則に基づき、選手登録区分を以下のとおり申請します。

※ li てヽ、 に国 (ただし、
しはリーグに提出すること)。

※期限付移籍の場合は、「期限付移籍契約書」も併せて提出します。

※必ず振込明細書を添付してください。

※盗晏範己濶色杢:=土重エコ雪議馳出Lう盪:三については、各登録ウインドー終了後にJFAより登録ウイン
ドー中に発生した申請料をまとめてクラブに請求、請求金額支払い後、各登録ウインドー用の書式及び
振込明細書を提出すること。

受付整理番号 申請日:西層   年  月  日

印

一Ｔ

フリガナ

選手名

選手登録番号

生年月日 西暦 年    月 日 [   ]才

登録区分 (いずれかにO) 申請料 添付書類

1
プロ選手

続―契約 ( A B C  )、 非統一契約

*年度あたり
10,000円

(不課税 )

契約書の写しは
リーグヘ提出

2 アマチュア選手 ⇒ プロ選手 への変更

統―契約 ( A  ・ B  ・ C  )、 非統一契約

*1回あたり
10,000円

(不課税)

契約書の写しは
リーグヘ提出

3
プロ選手 ⇒ アマチュア選手 への変更

*1回あたり
5,000円

〈不課税)

【日不サツカー協会記入欄】

処理日:西暦   年  月  日   担当者

提出先)日 本サッカー協会
写し)都道府県サッカー協会
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選手登録区分申請料振込明細書

チーム名 フリガナ

漢宇 :

種i男11:

代表者名 :

チーム登録番号

上記の申請につき、下記のとおり入金いたしましたので、お知らせいたします。

一 記 ―

1.入 金額           金                   円

印

2.振 込人名義

3.入 金日

4.着 金日

5.入 金先口座

20   年   月 日

20   年 月 日

三菱UFJ銀行 渋谷支店
普通 1440195 公益財団法人 日本サッカー協会

6.振 込明細書 (写し)

(糊付)

※本紙に糊付できない場合は、別紙にて添付すること。

以上
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選手名
他、_名
(※選手一覧は別紙)

生年月日 年    月 日 [   ]才

申請内容 選手登録区分申請 (プロ選手 /プ ロ選手→アマチュア選手 )



国際移籍証明書発行申請料振込明細書 (各登録ウインドー用)

チーム名 フリガナ

漢字 :

種別 :

代表者名 :

チーム登録番号 :

上記の申請につき、下記のとおり入金いたしましたので、お知らせいたします。

一 記 ―

1.入 金額           金                   円

※申請料 :10,0∞円 +消 費税 /選手

印

2.振 込人名義

3.入 金日

4.着 金日

5.入 金先口座

20   年   月

20   年 月

三菱UFJ銀行 渋谷支店
普通 1440195 公益財団法人 日本サッカー協会

□  その他  ( )

6.振 込明細書 (写し)

(糊付)

※本紙に糊付できない場合は、別紙にて添付すること。

■■■

選手名 他合計_名
(※選手一覧は別紙)

生年月日 年 月 日 [   ]才

申請内容 国際移籍証明書発行 (海外→日本 )
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国際移籍証明書発行申請料振込明細書

チーム名 フリガナ

漢宇 :

種別 :

代表者名 :

チーム登録番号

印

選手名

生年月日 年 月 日 ]才

申請内容 国際移籍証明書発行 (海外→日本)

上記の申請につき、下記のとおり入金いたしましたので、お知らせいたします。

一 記 ―

1.入金額           金                   円

※申請料:10.000円 +消 費税 /選手

2 振込人名義

3.入金日

4.着 金日

5.入金先口座

20   年

口  三菱UFJ銀行
普通 1440195

□  その他  (

月

月 日

渋谷支店
公益財団法人 日本サッカー協会

20   年

)

6.振 込明細書(写し)

(糊付)

※本紙に糊付できない場合は、別紙にて添付すること。

以 上

■■■

,011′ 1,

241



書式A

(選手名)

貴殿と当クラブとの

つきましては、

年

年    月

1.契約の種類(下記(1)から(4)のいずれかを0で囲む。)

殿

住 所

クラブ名

代表者名

契約更新に関する通知書

月   日以降の契約条件について、下記のとおりご通知申し上げます。

日までにご返答願います。

年   月   日

(印 )

記

(1)下記の条件をもって貴殿と『プロA契約』を締結いたしたい。

(2)下記の条件をもって貴殿と『プロB契約』を締結いたしたい。

(3)下記の条件をもつて貴殿と『プロC契約』を締結いたしたい。

(4)以降、貴殿と契約を締結する意思はありません。

2.契約条件

現在の契約の内容 新規の契約の内容

(1)契約期間

年 月 日から

日まで年 月

年 月

　

月

日から

日まで年

(2)基本報酬

(年額)金 円 (年額)金 円

※「(1)契約期間」が1年未満の場合は、契約期間に応じた金額も記入する

金 円 金 円

※上記金額には澁豊税を除ふ 所得税、住民税その他―切の税金を含むものとする。

以上

[正本⇒選手 写し⇒クラブ、リーグ]
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書式C

(選手名)

年   月   日

殿

住 所

クラブ名

代表者名

最終提示額証明書

(印 )

以上

当クラブは、貴殿との次期(     年

最終的に提示したことを証明いたします。

月   日以降)契約に関する交渉について、下記の報酬を

記

1.現在の契約

2.最終提示

契約の種類 プロA・ プロB・ プロC

契約の終了時期 年 月

基本報酬(年額) 金 円

※上記金額には,艶宣数を除く、所得税、住民税その他―切の税金を含むものとする。

[注]:契約種類はいずれかをOで囲む。

契約の種類 プロA・ プロB・ プロC

契約の終了時期 年 月

基本報酬(年額)
金 円

[正本⇒選手 写し⇒クラブ、リーグ]

2013年 11月 改訂
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書式E

(選手名)

年   月   日

殿

住 所

クラブ名

代表者名

契約変更に関する通知書

貴殿は     年   月 日に行われた の試合において、プロA契約の締結条件

を満たされました。つきましては、貴殿と当クラブとの間に      年   月   日締結した契約を、

年   月   日より下記のとおり変更いたしたく、ご通知申し上げます。

1.変更する契約の種類(下記 (1)、 (2)のいずれかを0で囲む。)

(1)下記の条件をもって貴殿と『プロA契約』を締結いたしたい。

つきましては、     年   月   日までにご返答願います。

(2)下記の条件をもって貴殿と『プロB契約』を締結いたしたい.

つきましては、     年   月   日までにご返答願います。

2.契約条件

記

(印 )

現在の契約の内容 新規の契約の内容

契約期間

年 月

　

月

日から

日まで

年 月 日から

日まで年 月

基本報酬

(年額)金 円 (年額)金 円

※契約期間が1年未満の場合は、契約期間に応じた金額も記入する

金 円 金 円

※上記金額には蛸鰭協睦盤く、所得税、住民税その他―切の税金を含むものとする。

以 上

[正本⇒選手 写し⇒クラブ、リーグ]
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書式G

(所属リーグ)

年   月   日

御 中

住  所

クラブ名

代表者名 (印 )

プロA契約25名 枠 対象外認定申請書

下記の選手を、プロA契約25名枠の対象外として認定願いたく、申請いたします。

1.申請理由(下記 (1)から(5)のいずれかを0で囲む。)

(1)アマチュアまたはプロC契約の選手で、年度途中にプロA契約に移行する.

※出場実績報告書を添付すること。

(2)自 クラブの第3種または第2種の育成組織のチームに3年以上在籍した選手が、同クラブのチームに在籍する場合

(外国籍選手を除く。在籍期間が1年を超え、超えた期間が1年に満たない場合は、当該超過期間は、1年と見なして

計算する。)

履
歴

ク
ラ
ブ
内

チーム名 所属開始曰 所属終了日

年   月   日 年   月   日

年   月   日 年    月 日

(3)ケガ、疾病等により、今年度は試合出場できないため、本申請が承認された場合、速やかにJFA登録を抹消し、

また、この選手は年度内において再びJFA登録をすることはできない。

※ 医師の診断書を添付すること。選三L対」:Z」霊il型:睦至i西:ゝ.選ヨ望:聾:習:菫:重iし :整:L:饉 :塁:五 .

※ 外国籍選手の場合は、書式Jにて申請すること。

選手署名

(4)その他

2.対象外とする期間 年   月   日から 年   月   日まで

以上

選手氏名 (本名) (通称)

生年月日 年   月   日 (   歳)

日本サッカー協会
選手登録番号

[えヨ

≫ 本申請書は、『正本』および『写し』を各1通ずつ作成し、双方とも所属リーグ事務局に提出する。

≫ 『正本』は所属リーグ事務局において保管し、『写し』は所属リーグの承認印を押捺後、

申請元クラブに返還する。

》 本申請書が承認された場合、所属リーグは速やかにJFAに報告する。

所属リーグ

承露欄

2019年 12月 改訂
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書式H-1

年   月   日

公益財団法人日本サッカー協会 御中

住  所

クラブ名

代表者名 (印 )

登録ウインドーの適用例外に関する申請書
(契約が終了したプロ選手)

下記の選手は、登録ウインドーの終了前に契約が終了したプロ選手であるため、登録ウインドーの例外を適用いたしたく、

申請いたします。

記

※ 契約が終了していることを証明する書面を添付すること。

※ 選手に対する説明を行い、選手の署名を記入すること。

選手署名

以上

選手氏名 (本名) (通称)

生年月日

l        : ~

年 月 日(歳 )1昌撃瑾濫縄翼巽
会

前契約終了日 年   月   日

[正本⇒JFA写し⇒クラブ、リーグ]
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年   月   日

(所属リーグ) 御 中

住 所

クラブ名

代表者名

登録ウインドーの適用例外に関する申請書
(ゴールキーパー選手の例外)

当クラブ所属のゴールキーパーの選手が、ケガ・疾病等により、試合に出場することができない特別な事情があるため、

下記ゴールキーパーの選手を登録ウインドーの例外として認定願いたく、申請いたします。

なお、本申請が承認された場合、試合に出場できないゴールキーパー選手は契約の継続・非継続に関わらず、

速やかに日本サッカー協会および所属リーグの登録を抹消いたします。

記

1.登録ウインドーの例外を適用する選手

2.特別な事情により、試合に出場することができない選手

※ 怪我・疾病の場合は、医師の診断書を添付すること。提出する診断書が外国語で記載されている場合には、

日本語の訳文を添付すること。

※ 選手に対する説明を行い、選手の署名を記入すること。

選手署名

以上

(印 )

所属クラブ

選手氏名 (本名) (通称)

生年月日 年 月 日(歳 )1墨撃瑾鶴縄翼葬
会

選手氏名 (本名) (通称)

生年月日 年 月 日(歳)1藁渕
会

理 由

[測

≫ 本申請書は、『正本』および『写し』を各1通ずつ作成し、双方とも所属リーグ事務局に提出する。

》 『正本』は所属リーグ事務局において保管し、『写し』は所属リーグの承認印を押捺後、

申請元クラブに返還する。

》 本申請書が承認された場合、所属リーグは速やかにJFAに報告する。

所属リーグ
承認欄

2012年 11月 改訂
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書式H-3

年    月    日

(所属リーグ) 御 中

住 所

クラブ名

代表者名

登録ウインドーの適用例外に関する申請書
(育成型期限付移籍)

下記の選手について、「育成型期限付移籍」を適用し、登録ウインドーの例外として認定願いたく、申請いたします。

記

1.登録ウインドーの例外を適用する選手

2.申請理由(下記(1)、 (2)の いずれかを0で囲む。)

(1)原 契約を有する移籍元クラブから移籍先クラブヘ期限付移籍する。

(2)期 限付移籍契約を解除し、原契約を有する移籍元クラブに再登録する。

※ 本移籍が「育成型期限付移籍制度」による期限付移籍であることについて、移籍元クラブ、移籍先クラブおよび

選手の三者が合意をしたことを証明する書面を添付すること。

(印 )

現所属クラブ

選手氏名 (本名) (通称)

生年月日 年 月 日(歳 )1塁筆者島縄墓葬
会

以 上

[注]

≫ 本申請書は、『正本』および『写し』を各1通ずつ作成し、双方とも所属リーグ事務局に提出する。

》 『正本』は所属リーグ事務局において保管し、『写し』は所属リーグの承認印を押捺後、

申請元クラブに返還する。

》 本申請書が承認された場合、所属リーグは速やかにJFAに報告する。

所属リーグ
承認欄
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書式:

(クラブ名)

(代表者名)

住  所

クラブ名

代表者名

貴クラブ所属の (選手名)

年   月   日付で開始いたしますので、ご通知申し上げます。

年   月   日

他クラブ在籍プロ選手との契約交渉開始に関する通知書

(印 )

以上

殿 との契約交渉を、

[正本⇒宛先クラブ 写し⇒リーグ]

2017年 12月 改訂
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